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〇議事日程第1号

平成4年9月2日（水） 午前10時開会

第1 議席の一部変更について

第2 会議録署名議員の指名について

第3 会期の決定について

第4 議案第 86号なしヽ し議案第 113号 ..........••………....••… 説 明
議 86号平成3年度四日市市立四日市病院事業決算認定に

ずついて

議 87号平成3年度四日市市水道事業決算認定について

議 88号平成4年度四日市市一般会計補正予算 001号）
議 89号平成4年度四日市市競輪事業特別会計補正予算

（第1号）

議 90号平成4年度四日市市国民健康保険特別会計補正予

算 001号）

議案第 91号平成4年度四日市市食肉センター食肉市場特別会

計補正予算 001号）
議案第 92号平成4年度四日市市公共下水道特別会計補正予算

, OO1号）

議案第 93号平成4年度四日市市土地区画整理事業特別会計補

正予算 001号）

議 94号平成4年度四日市市老人保健医療特別会計補正予

算 001号）

睾・95号平成4年度四日市市公共用地取得事業特別会計補
正予算償匂1号）

議案第 96号平成4年度四日市市農業集落排水事業特別会計補

正予算 001号）

議案第 97号 四日市市の休日を定める条例の一部改正について
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議案第 98号四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に 0本日の会議に付した事件

関する条例の一部改正について 議事日程のとおり

議案第 99号四日市市職員賞じゅつ金条例の一部改正について

議案第 100号四日市市消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じ 0出席議員 (40名）

ゅつ金条例の一部改正について 青山弘忠

議 101号四日市市斎場条例の一部改正について 小井道夫

議 102号四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関する条 石川勝彦

例の制定について 市川悦子

議 103号四日市市立四日市高等看護学院条例の一部改正に 市川正徳

ついて 伊藤正数

議 104号市道路線の廃止について 伊藤雅敏

議 105号市道路線の認定について 伊藤正巳

議 106号工事請負契約の締結について 宇野長好

一三ツ谷汚水1号幹線管渠布設工事（第2エ区）一 大島武雄

議 107号工事請負契約の締結について 大谷茂生

一午起ポンプ場築造工事（沈砂池・ゲート室）一 小川政人

議 108号工事請負契約の締結について 川村幸善

一雨池7号幹線水路築造工事一 喜多野 等

議 10鴎動産の取得について 久保博正

一高規格救急自動車一 桑原 勇

議 11嗚動産の取得について 小林博次

ー大型高所放水車一 坂口正次

議 -111号動産の取得について 佐藤晃久

ーパーソナルコンピューター一 佐野光信

議 112号字の区域の変更について 瀬川憲生

議 113号字の区域の変更について 田中 武

田中俊行
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•谷口廣睦 計画推進部長 馬淵則昭

土井数馬 総務部長 鵜飼 滋

豊田忠正 財政部長 佐々木龍夫

中森慎二 市民部長 小畑廣次

野崎 洋 福祉部長 ‘大井一美

野呂平和 商工部長 米津正夫

橋本 茂 農林水産部長 鎌田 悟

橋本増蔵 環境部長 須原賢治

長谷川昭雄 都市計画部長 山田 稔

日置記平 建設部長 西田喜大

藤井浩治 下水道部長 岡田幹夫

古市元一 消 防 長 島村 ・隆

堀内弘士 消防次長 谷口淳一

益田 力 病院事務長 光本博之

水野和子 水道事業管理者 栗本＇春樹

水野幹郎 水道局次長 別所弘和

森 真寿朗

〇欠席議員 (1名） 教 ＝ 目 長 丹羽 武

毛利道哉 教育次長 服部美次

0出席議事説明者 代表監査委員 樋尾 裕

市 長 加藤寛嗣

助 役 加藤宣雄 0出席事務局職員

助 役 奥山武助 事務，局長 長谷川昭彦

収 入 役 毛利道男 参事兼議事課長 伊藤千秋

調 整 皿臣 石川徹夫 議事課長補佐 福島和幸

市長公室長 鈴木一美 主幹兼議事係長 玉田耕士
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主

主

幹

幹

井上紀久夫

水谷正昭

午前10時1分開会

〇議長 0悶野幹郎君） おはようございます。

ただいまから平成4年9月四日市市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は39名であります。

今定例会の議事説明者は、市長はじめ25名であります。

日程第3 会期の決定について

〇議長 (7俎予幹郎君） 日程第3、会期の決定についてを議題といたしま

す。

おはかりいたします。今定例会の会期は、本日から9月17日までの16日

間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

0麟 (7燭幹郎君） ご興議なしと認めます。よって、今定例会の会期

は、本日から9月17日までの16日間と決定いたしました。

〇議長 (7悶男幹郎君） これより本日の会議を開きます。

本日の議事についてはお手元に配付いたしました議事日程第1号により

取り進めますので、よろしくお願いをいたします。

日程第1 議席の一部変更について

〇議長 (7悶抒幹郎君） 日程第1、議席の一部変更についてを議題といた

します。

おはかりいたします。所属会派の異動に伴い、 4哄道夫君の議席をただ

いま着席のとおり変更したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長 (7悶野幹郎君） ご異議なしと認めます。よって、そのように決し

ました。

日程第2 会議録署名議員の指名について

〇議長（水野幹郎君） 日程第2、会議録署名議員の指名をいたします。

今定例会の会議録署名議員に、伊藤正巳君及び田中武君を指名いたしま

す。

日暉4 諧疇86号平成3年度四日市市立四日市病院事業決算認定

についてないし議案第 113号字の区域の変更について

.0議長（水野幹郎君） 日程第4、議案第86号平成3年度四日市市立四日

醐院事業決算認定についてないし議案第 113号字の区域の変更について

の28件を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

市長。

〔市長⑳藤寛嗣君）登壇〕

・o市長⑳藤癬祠君） ただいま上程されました各議案についてご説明申
し上げます。

朧 86号は、平成3年度市立四日市病院事業決算認定についてであり

ます。

まず、決算報告書の収益的収入の決算額は 104億 3,808万6,889円、収

益的支出の決算額は 107億 4,275万9,469円となりました。

次に、資本的収入につきましては、決算額は7億 9,815万3,928円、資

本的支出の決算額は13億 9,940万1,116円となり、資本的収入額が資本的

支出額に対して不足する額 6 億 124万 7~188円につきましては、過年度分

損益勘定留保資金及び当年度分消費税資本的収支調整額で補てんいたしま
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した。

損益計算書につきましては、収益 104億 2,879万 2,208円、費用 107億

3,442万 8,504円となり、差し引き3億 563万 6,296円の当年度純損失を

生じました。

剰余金計算書におきましては、欠損金は当年度純損失3億 563万-6,296

円を繰越利益剰余金年度末残高 3,414万 7,540円で補てんいたしました結

果、当年度未処理欠損金は2億 7,.148万 8,756円となりました。

また、資本剰余金は、前年度末残高6億 9,617万 5,244円、当年度発生

額 3,738万 4,000円、翌年度繰越資本剰余金7億 3,35刃J9,244円となり

ました。

欠損金処理計算書につきましては、当年度未処理欠損金2億 7,148万

8,756円を翌瑕変遷り越しするものであります。—

貸借対照表におきましては、資産総額 128億 9,.791万 6,053円、負債総

額15億 712万 a町1円、資本総額 n3億 9,078万 9,.082円となりました。

以丘）病院事業決算の概要であります。． ． 

公的医療機関として常に市民の福祉の増進を図るとともに、公営企業と

しての効率性を高めるよう努力してまいりましたが、当年度の収郡内収支

は、総費用が総収益を上回ったため、純損失を生じました。

今後も医療の高度化、医療需要の多様化等に適切に対応するため、人件

費をはじめとする義務的経費の増大、施設の整備並びに高度医療機器の新

規導入等により一層経費の増高が考えられ、病院経営を取り巻く環境は依

然として厳しいものがあります。．

こうした状況のもと、引き続き経営基盤の確立に努めるとともに、良質

かつ適切な囲療を効華内に提供し、地域住民の健康を守る中核病院として

の機能を十分発揮できるよう一層の努力を傾注していく所存であります。

議案第87号は、平成3年度四日市市水道事業決算認定についてでありま

す。
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まず、決算報告書の収益的収入の決算額は68億 409万 8,910円、収益的

支出の決算額は6随忽 6,682万 4,827円となりました。

次に、資本的収入につきましては、決算額は12億 8,208万 7,047円、資

本的支出の決算額は23億 8,637万 2,784円となり、資本的収入額が資本的

支出額に不足する額11億 428万 5,737円は、減債積立金、過年度分損益勘

定留保資金、当年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税資本的収支調

整額で補てんいたしました。

損益計算書につきましては、収益66億 2,387万 839円、費用65億 4,015

万 4,683円となり、差し引き 8,371万 6,156円の当年度純利益を生じまし

た。

剰余金計算書におきましては、利益剰余金は、繰越利益剰余金年度末残

、 高2億5,658万970円に当年度純利益8,371万6,156円を加算し、 3億4,029

万7,126円が当年度未処分利益剰余金となりました。

また、資本剰余金は、前年度末残高47億 8,761万 6,105円、当年度発生

高2億5,886万7,969円、翌年度繰越資本剰余金は50億4,648万4,074円とな

りました。

剰余金処分計算書につきましては、当年度未処分利益剰余金3億 4,029

万 7,126円のうち減債積立金 420万円を積み立て、利益剰余金を処分した

残額3億 3,609万 7,126円を翌年度へ繰り越しするものであります。

貸借対照表におきましては、資産総額 254億 6,988万 6,229円、負債総

額14億 5,737万 5,899円、資本総額 240億 1,25、1万 330円となりました。

以上が水道事業の決算の概要であります。

なお、平成3年度料金原価計算では、給水原価が供給単価を上回って損

失が生じましたものの、給水収益以外の収入によってそれを補てんし、前

年度に引き続き純利益を計上することができましたが、今後の水道財政を

取り巻く環境は一段と厳しい状況にあります。

このような中で、本市水道事業は普及率99.8％に達し、さらに生活水準
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の向上や、経済活動の進展に伴い、今後とも引き続き水需要は増大するこ

とが予想されます。こうした状況に対応し、将来に向けて安定した水源を

確保するため、昨年4月から三重用水の受水を開始し、また、これにあわ

せて配水池の増強や配水管網の拡充等、第4期拡張事業の着実な推進に努

めているところであります。

一方、企業として経営の簡素化、効率化を図るため、電子計算機を利用

した7柘直料金システムを平成3年2月から稼働させるとともに、本年4月

からは企業会計システムの運用を開始いたしました。

また、市民の関心の強い水質確保につきましては、現在国において、さ

らに厳しい水質基準とするべく見直しが進められております。そのため、

本市水道事業といたしましても、これまでも万全を期してまいりましたが、

なおこれに十分対応し得るよう、施設整備や検査機器の充実等、水質管理

体制の強化に取り組んでいるところであります。

今後の7柘直事業運営につきましては、本市総合計画はもちろんのこと、

国が策定した「ふれっしゅ水道10か年計画」に掲げる施設整備の促進、水

質管理の強化及び水道技術の高度化など長期的な展望に立った事業運営を

推進し、安全でおいしい水を安定的に供給するという水道事業の使命を果

たすために、なお一層の努力を傾注してまいる所存であります。

議 88号は、本市一般会計補正予算第1号案であります。

今回の補正の主な内容は、国、県より補助割当のあった公共事業費、去

る8月の集中豪雨により被災した公共土木施設等に係る災害復旧事業費、

地域の振興発展に資するため、補助事業に単独事業を効果的に組み合わせ

た地方特定道路整備事業費、地方特定河川等環境整備事業費、急施を要す

る単独事業費のほか、民間社会福祉施設等の建設費補助金等でありまして、

歳這出予算のほか、これに関連する債務負担行為及び地方債の補正であ

ります。

歳入歳出予算の追加額は21億 6,114万 7,000円で、補正後の予算額は
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872億 3,094万 7,000円と相なるのであります。

以下、各款にわたり、補正の主な内容についてこ説明申し上げます。

第2款鰤積は、公務災害補償費のほか、交通安全施設等整備事業費の

追加計上であります。

第3款民生費は、医療法人「社団主体会」が設置した老人保健施設建設

費補助金の計上のほか、身体障害者通所授産施設整備費の追加計上であり

ます。

第4款衛生費は、本年12月竣工予定の新北大谷斎場の管理運営費のほか、

整備事業費の追加計上であります。

第6款農林水産業費は、県より補助割当のあった園芸特産物ブランド化

条件整備事業費補助金、構造改善センター建設事業費補助金、農業公社牧

場設置事業費補助金の計上及び農地防災事業費、単独の土地改良事業費、

排水対策事業費の追加計上であります。

第7款商工費は、四日市一番街商店街振興組合等に対する中小企業高度

化事業費補助金の計上であります。

第8款土木費は、国庫補助内示にあわせた道路、橋梁、河川、街路、都

市下加洛事業費と、公共事業をより促進するため、地方特定道路整備事業

費及び地方特定河川等環境整備事業費の計上のほか、単独事業費として、

迦、河川、街路、都市下水路整備事業費の追加計上であります。

第10款教育費は、海蔵小学校及び内部小学校の大規模改造費のほか、来

年度改築等を予定しております小中学校の調査設計費及び学校5日制推進

事業費の計上であります。

第14款災害復旧費は、 8月の集中豪雨による農林・土木施設に係る災害

復旧費の計上であります。

以上、概要をご説明申し上げましたが、歳入につきましては、歳出各科

目に対する特定財源を充当するとともに、一般財源として市税を計上して

収支の均衡を図ったのであります。
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議案第89号から議案第96号までは、各特別会計の補正予算案であります。

競輪事業特別会計は、選手宿舎新築に伴う実施設計費を予備費との組み

替えにより計上しております。 4 

国民健康保険特別会計は、 3年度に交付を受けた療養給付費交付金等が

医療費等に対する所要額を上回っていたため返還するものであり、歳入に

つきましては、繰越金を追加計上いたしました。

食肉センター食肉市場特別会計は、施設整備費の計上であり、歳入につ

きましては、繰越金を追加計上いたしました。

公共下水道特別会計は、国庫補助内示にあわせた管渠布設費、ポンプ場

築造費の増額と浄化センター築造費の減額補正のほか、単独事業費として、

各処理区の面的整備を図るための管渠布設費及び管渠維持管理費の追加計

上を行いました。

歳入につきましては、歳出に関連する特定財源のほか、一般会計繰入金、

繰越金を追加計上いたしました。

土地区画整理事業特別会計は、国庫補助割当のあった末永•本郷土地区

画整理事業費の追加と地方特定道路整備事業費の計上のほか、債務負担行

為の追加を行いました。

歳入につきましては、歳出に関連する特定財源のほか、一般会計繰入金

を追加計上いたしました。

老人保健医療特別会計は、 3年度に交付を受けた国庫支出金等が医療費

に対する所要額を上回っていたため返還するものであり、歳入につきまし

ては、繰越金を追加計上いたしました。

公共用地取得事業特別会計は、末永•本郷土地区画整理事業用地取得費

の計上であり、歳入につきましては市債を計上いたしました。

農業集落排水事業特別会計は、補助割当及び単独事業費として排水施設

整備費を追加計上しており、歳入につきましては、歳出に関連する特定財

源のほか繰越金を追加し、一般会計繰入金を減額いたしております。
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続きまして、条例その他の議案についてご説明申し上げます。

議案第97号四日市市の休日を定める条例の一部改正及び議案第98号職員

の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部改正につきましては、

完全週休2日制を導入するため、土曜日を市の休日とするとともに、職員

の勤務時間の割り振り等について関係規定の整備を図ろうとするものであ

ります。

議案第99号職員賞じゅつ金条例の一部改正及び議案第 100号消防団員賞

じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正につきましては、国の

消防表彰規程が本年4月に改正され、賞じゅつ金の基準額が引き上げられ

たことに伴い、市職員及び消防団員に支給する賞じゅつ金の額を引き上げ

ようとするものであります。

議 101号斎場条例の一部改正改正につきましては、北大谷斎場の改

築に伴い、同斎場の使用料の改定等規定の整備を図ろうとするものであり

ます。

議 102号水沢市民広場の設置及び管理に関する条例の制定につきま

しては、水沢市民広場の供用を本年10月1日から開始するに当たり、地方

自治法に基づき、同広場の位置、使用手続等について条例を制定しようと

するものであります。

議 103号市立四日市高等看護学院条例の一部改正につきましては、

同学院の第1看護学科へ男子学生の入学を認めるべく、関係規定の整備を

図ろうとするものであります。

議案第 104号及び議案第 105号は、道路法に基づく市道路線の廃止及び

認定案でありまして、市場28号線を廃止するとともに、桜土地区画整理事

業及び永長土地改良事業により設けられた道路等51路線を市道として認定

しようとするもので、所在はそれぞれお手元の図に示すとおりであります。

蹴 106号から議案第 108号までは、いずれも工事請負契約締結議案

でありまして、L三ツ谷汚水1号幹線管渠布設工事、午起ポンプ場築造工事
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及び雨池7号幹線水路築造工事について、それぞれ請負契約を締結しよう

とするものであります。

議 109号及び議案第 11(){号は、中消防署に配備いたします高規格救

急自動車及び大型高所放水車を、それぞれ金額2,859万6,336円及び 8,008

万10円でもって取得しようとするものであります。

議案第 111号は、中部中学校外5校に配備いたしますパーソナルコン

ピューターを、金額 4,375万 4,400円でもって取得しようとするものであ

ります。

議 112号は、八王子土地改良区による団体営土地改良総合整備事業

の施行に伴い、本市八王子町内において関係する字の区域を変更しようと

するものであります。

議 113号は、県営ほ場整備事業八風地区の施行に伴い、本市西村町

の字の区域の一部を変更しようとするものであります。

以上が各議案の概要であります。

どうかよろしくご審議いただき、議決、認定賜りますようお願い申し上

げます。

〇議長 (7~野幹郎君） 提案理由の説明はお聞き及びのとおりであります。

議事日程に従い、本件に関する審議は留保いたします。

〇議長 (7悶野幹郎君） この際報告いたします。

専決処分の報告及び監査結果の報告が参っております。既にお手元に送

付いたしておりますので、ご了承願います。

〇議長（水野幹郎君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

次回は9月7日午前10時から会議を開きます。

本日はこれをもって散会いたします。

会 議 録

第 2
 
日

（平成4年9月7日）

午前10時28分散会
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〇議事日程第2号

平成4年9月7日 (JI) 午前10時開議

第1 一般質問

0本日の会議に付した事件

議事日程のとおり
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．佐野光信 助 役 奥山武助

瀬川憲生 収 入 役 毛利道男

田中 武 調 整 ..IID. 臣と 石川徹夫

田中俊行 市長公室長 鈴木一美

谷口廣睦 計画推進部長 、馬淵則昭

土井数馬 総務部長 鵜飼 滋

豊田忠正 財政部長 佐々木龍夫

中森慎二 市民部長 小畑廣次

野崎 洋 福祉部長 大井一美

野呂平和 商工部長 米津正夫

橋本 茂 農林水産部長 鎌田 悟

橋本増蔵 環境部長 須原賢治

長谷川昭雄 都市計画部長 山田 稔

日置記平 建設部長 西田喜大

藤井浩治 下水道部長 岡田幹夫

古市元一 消 防 長 島村 隆

堀内弘士 消防次長 谷口淳一

益田 力 病院事務長 光本博之

水野和子 7暉事業管理者 栗本春樹

水野幹郎 水道局次長 別所弘和

毛利道哉

｀ 
森 真寿朗 教 ＝ 目 長 丹羽 武

〇欠席議員 (0名） 教育次長 服部美次

0出席議事説明者 代表監査委員 樋尾 裕

市 長 加藤寛嗣

助 役 加藤宣雄 0出席事務局職員
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事務局長

参事兼議事課長

議事課長補佐

主幹兼議事係長

主 幹

主 幹

〇議長（水野幹郎君） おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は40名であります。

本日の議事は、．一般質問であります。

日程第1 一般質問

長谷川昭彦

伊藤千秋

福島和幸

玉田耕士

井上紀久夫

水谷正昭

午前10時1分開議

〇議長 (7阻野幹郎君） 日程第1、これより一般質問を行います。

順次発言を許します。

市川正徳君。

〔市川正徳君登壇〕

〇市川正徳君皆さんおはようございます。第1番目の一般質問をお許し

いただきましたので、通告に従い質問させていただきます。

緊急医療情報システムの概要について。私ども平成会は平成4年7月20

日、消防本部の消防課へお伺いいたしまして、勉強会を催しました。コン

ピューターを使っての医療情報システムを見学いたし、消防当局のご苦労

を目の当たりに見聞し、日夜にかけての心配りなど、ありがたく思って帰っ

てきた次第であります。そこでヽ四日市市内の平成3年の医療機関を案内

した恥遠隔地等のため、照会者が断った件数漢訥できなかった件数を

含む）についてお伺いいたします。
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緊急医療システムを利用される四日市市民の1日当たりの最大件数は88

件、平均件数は16.4件、科目別では、年間、内科 1,982件、小児科 1,263

件、整形外科 1,05併牛で、合計 5,975件であります。曜日別では、日曜日

が一番多くて 1,862件、年齢別では乳幼児 1,831件、少年少女 756件、成

人18歳から60歳までの方が 2,998件、以上のようになっておりますが、不

案内件数は（遠隔のため照会者が断った件数を含む）では、小児科 182件、

眼科 160件、耳鼻科 301件となっておりますが、四日市市内の医療機関数

はどれほどであるのでしょうか。また、交通機関が発達している現在、照

会者が断った件数もあるそうですがなぜか、また、案内できなかった件数

はなぜか、お尋ねいたします。

なお、緊急を要する因寮機関は市内に何機関ぐらいありますか。この3

点とともに、今後の取り組み方はどのようにされますか、重ねてお伺いい

たします。

第2番目の質問をさせていただきます。四日市市内の農家の稲作反当た

り数量の平均割り当てについて。市内の一般の平均数量割り当てについて

お伺いいたします。

私も農家の出身であり、 30年以前まで農業に従事しておりまして、農家

のことはわからないでもありません。四日市の農家の土地といっても、ピ

ンからキリまであり、 1反の収穫が多い地区の土地、すなわちよく肥えた

土地、やせた地区の土地がありますのはだれしもご承知のことであります。

米の反当たり割当数量も毎年のごとく少しずつ上がった数量で割り当てて

くる現伏でありまして、それに伴い、他用途米、青刈りなどの転作と、政

府売渡米の限度数量といった割り当てが農家に来るシステムになっていま

す。

そこで、私は、米の収穫平均割当数量を見直していただきたいと市当局

にお願いする次第であります。なぜ、このようなことを取り上げるかと思

われますが、農家も人手不足のため、機械化に取り組み、土地区画整理組
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合が各地にできて整理された土地、また機械が入る土地などに区画されつ

つあります。そのため、以前よりの土そのものが移動してつくりにくく、

水かかりも悪い現伏になっております。収穫の多少にかかわらず、反当た

り割り当ては7俵 (440kg)と決めてのことであります。地方によっては

反当たり 8俵収穫できる地区もありますが、この反当たり割り当てに問題

があるのであって、 7俵収穫したいと思っていても、それ以上肥料を施し

たら倒れて収穫が上がらない地区もあり、台風などで収穫がなくても反当

たり割り当ては市内農家一円に 440kgと決まっていて、それに伴い、他用

途米の供出数量が市当局に届けてあれば供出せねばならない現状でありま

す。農家の皆様はその年が不作であっても、割り当てられた数量を完納す

るについては、 1俵60kgを2万円で買ってでも、 1万円の政府買上他用途

米を供出する。なぜ、このような不当な反当たり割り当てをするのか、理

解に苦しみます。私は、地区の土地に当てはまる反当たり割り当てに取り

組んでいただきたいとお願いするところであります。重ねて、農林水産部

の良識ある回答をお願いするところであります。

第3番目の質問をさせていただきます。南部工業団地周辺の土地の評価

価格について。

四日市市内の遺跡を持ってみえる地権者の土地評価価格及び南部工業団

地進出後の資産税にかかわる評価、また、向山遺跡土地評価価格はどのよ

うに決められているのでしょうか、お尋ねいたします。

向山遺跡は私が一般質問いたしました結果、地元の地権者の方々は組合

をつくって、ことしの秋ごろ試掘調査をする段階にまでこぎつけました現

状でございます。これも皆々様の協力のたまものと深く感謝をいたしてお

ります。

さて、南部工業団地もようやく軌道に乗りまして、一応落ち着きをいた

しておりますが、工業団地進出後の土地の評価価格はいかばかりになって

いるのでしょうか。私は、言うに及ばず、市当局の活性化に基づき、四日
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市市内の工業団地、住宅団地も立派にできつつあり、前進する四日市をよ

りよくするために、四日市市長も 5期目の立候補をするとの心意気を発表

され、私たち市民も心より応援する所存でございます。この自治体、四日

市の中にもひずみができつつあり、そのひずみとは遺跡でございます。遺

跡に指定されますと、土地の売り買いをするにしても、住宅を建てられな

い、また、試掘調査をしなければ永久に眠ってしまったままになり、宝の

持ちぐされになるのが遺跡であります。遺跡は四日市市内に何百力所もあ

り、工事をする場合、遺物が出たら工事はストップして1カ月以上も、ま

た1年以上もかかっての試掘調査をすることは言うまでもありません。こ

の試掘調査にかかわる費用はすべて地権者の負担になっております。

以上のように、遺跡を持ってみえる地権者の土地の評価価格は思い切っ

て下げるべきかと私はお願いしますが、市当局の考えはいかがでございま

しょうか、お尋ねいたします。

〇議長（水野幹郎君） 消防長。

〔消防長（島村隆君）登壇〕

〇消防長（島村隆君） まず第1点目の救急医療情報システムの関係に

つきましてご答弁を申し上げます。

救急医療情報システムの統計的な数字につきましては、ご指摘のとおり

でございますが、私どもとしましては、多くの市民の皆さんにこ涼1J用いた

だいておるというふうに考えております。

そこで、第1点目として、二つの統計数字についての質問でありますけ

れども、その1の四日市市内の医療機関の数につきましては、四日市保健

所への届け出が必要でありますが、そういう関係では 231施設がございま

す。その2として、図寮情報を照会したけれども、紹介された医療機関が

自宅から遠方であるといったような理由によって、 「もう結構です」とい

うことで辞退をされた件数、これは平成3年中 681件あります。平成3年

中の情報件数が 6,000件でございますので、約11％ということでございま
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す。

第2点目の案内できなかった件数はというご質問でありますけれども、

それは0でございまして、照会につきましては、医療機関の遠い近いはご

ざいますけれども、利用できる施設をすべて案内をしておるという状況で

ございます。

第3点目の緊急に対応できる市内医療機関の数につきましては、現在、

救急告示病院が24施設、さらに、ボランティアで救急医療情報システムに

ご参加をいただいている医療機関が57施設、合わせて81施設であります。

しかし、実際には、これら以外の医療機関においても救急業務については

積極的に対応していただいております。

最後に、今後の取り組みについてのご質問でございますけれども、救急

疇の情報案内は市民の生命に直接かかわる非常に重要な仕事であるとい

うふうに認識をいたしております。今後とも医師、医療機関の皆さんと連

携を密にしながら、さらにご協力を得て、迅速、的確な対応ができるよう

に手当てを講じてまいりたいというふうに考えております。ご支援のほど

お願いを申し上げます。

〇議長（水野幹郎君） 農林水産部長。

⑭駐杓槌恒部長（鎌田悟君）登壇〕

〇農林水産部長（鎌田 悟君） ただいまご質問をちょうだいいたしまし

た2番目の生産調整絡みの転作割り当ての問題についてお答えを申し上げ

たいと存じます。

国の施策として実施されております米の生産調整につきましては、農家

の協力のもとに実施されておるところでございますが、転作等につきまし

ては、水田面積に応じて一律配分をしているところでございます。米の収

穫料はおっしゃるとおり、地域あるいは個々の水田、また耕作者によりま

してそれぞれ異なっておるところでございますし、それを一律に取り扱う

につきましては、ご指摘のように、確かに不平等と考えられる面もあるわ
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けでございます。転作等の配分につきましては、市内全域の農家に公平に

配分をするということが華本になっておるわけでございますが、水田の1

筆ごとあるいは農家ごと等の個々の要素を加味して配分するということに

つきましては、事務処理的にもほとんど不可能な状況にあるわけでござい

ます。この点につきましては、各地区の農家の代表者で構成されます農業

生産推進協議会、これは市において構成されておるわけですが、その場で

協議、調整をいただたく中で、だれにでも納得のしやすい基準として面積

に応じた配分ということで施行されておるのが実情でございます。確かに

地域性を加味した配分が理想でございますが、このような状況でございま

すので、こ理解を賜りたいと存ずる次第でございます。

〇議長（水野幹郎君） 財政部長。

阻政部長（佐々木龍夫君）登壇〕

0財政部長（佐々木龍夫君） 第3点目の土地の評価価格の問題について

ご答弁を申し上げます。

固定資産の評価につきましては、地方税法に規定するところによりまし

て、国が定める固定資産評価基準に基づいて行うこととなっております。

ご質問の山田町向山遺跡の地目につきましては、固定資産課税台帳上では

大部分が市街化調整区域内の畑、こういうことになっております。評価基

準によりますと、市街化調整区域内の畑を含めた農地につきましては、ー

般的に地勢それから土質、日照、水利、あるいは利用上の便益等を考慮い

たしまして評価することになっておりますけれども、宅地の評価というも

のが売買実例価格を参考として評価されるのとは異なりまして、農地の評

価というのは農地の収益性に基づいて評価される、こういうことのためで

ございます。

したがいまして、農地に遺跡が埋蔵されている場合でありましても、農

地としての利用とか保全を行うことができる、こういう状態でありますな

らば、一般的な農地との違いはないと、こういうことで評価がされること
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になっております。したがいまして、ご質問のような、向山遺跡も含めま

して、そういった農地につきましては、従来から一般の農地と同じような

取り扱いをしてきておるのが実情でございますので、何とぞご理解を賜り

たい、こう思う次第でございます。

なお、開発の進行によりまして、農業を行う上で大きな変化が生じ、し

たがって、それが農業収益へも影響が生じるという場合には、もちろん課

税上の評価にも変化は及ぶ、こういうことになりますので、それは基準年

｀度の土地の、いわゆる農地の評価というところに反映がされることになり

ますので、よろしくこ理解を賜りたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 市川正徳君。

〇市川正徳君答弁ありがとうございます。農林水産部長にお願いするわ

けでございますが、私はそのような言い逃れはしてもらいたくありません。

というのは、多い地区の方は8俵、 9俵と取ってみえる地区は、現状長い

間そのままにしてありまして、取れない地区のことは地区の協議会の方に

任せてあるじゃないかと言われますが、それは机の上の計算であって、現

実、本当に農家のことを思ってみえる農林水産部であれば、現地へ行って、

本当に長い間見ていただき、 10年間でも5年間でも統計をとっての答弁を

してもらいたいと私は思う次第であります。なぜならば、前も言ったとお

り、本当に取れない土地もあります。取れる土地なんかは7俵半というよ

うなことであっても、 8俵も 9俵もできるような土地がどうしてまたよい

方面に理解するというか、考えによっては、何といいますか、助けていた

だいておる。助ける方の行政になっておると思います。お願いする次第で

ありますが、本当の少ない、取れない土地の方ヘ一遍、農林水産部の方も

調べた上で、反当たり割り当ての数量にしていただきたいと私は思います。

それから、今言われました固定資産税の評価に基づくことでございます

が、土地の評価価格は、三重県の端々まで一冊の本になっておりますが、

それによっての吟味された土地の拠点があります。その拠点によっては、
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長年の間、その拠点によって評価価格が決められておるということは私は

遺憾であります。というのは、道もつき、道路もでき、また地区によって

は団地もできたときの評価価格と、また私らのように、名古屋の近辺の不

動産屋が買いあさって、奥の方まで行けないような滉伏に荒らされた土地

が、小山田地区に、ほかの地区にもまだあると思います。そういう方の土

地の評価は、幾らそのように思っても、入り口で網をかぶされて、農家の

車も入れないような現状になっておるのが四日市市内にあると思いますが、

それの土地の評価はこれから見直していただきたいと私は思う次第であり

ます。

また、消防長の言われましたことは当然私も納得いたしましたのであり

がたく思っております。

以上でございますが、答弁いただきたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 農林水産部長。

〇農林水産部長（鎌田 悟君） 生産調整につきましては、その手法とし

て一般転作、通年施行あるいは他用途利用米、それぞれ区分されておるわ

けでございますが、県からはその区分ごとに目標面積が指示されてまいっ

ておるところでございます。各地区への割り当て配分につきましては、ー

応国の方から示されております取り扱い要領に基づきまして、先ほど申し

上げました面積を基準にする中で、各地区の状況や実情等も踏まえまして、

協議会の場におきまして、その区分、方法ごとの地区間の調整もされてき

ておるというのが実情でございます。ただいま申されましたように、反収

の少ない田に市の基準の 440kg適用の面積配分では不公平ではなかろうか、

こういうお言葉でございます。確かに一長一短あろうかと思うわけでござ

いまして、ほとんどといいますか、基準閃量に達しない水田、例えば平均

基準反収は四日市の場合は 440kgでございますが、仮に反収 300kgと認定

された水田の場合に、一般転作ということでされた場合、それに伴う国か

らの転作助成金というのは 440kgを基準とした助成金がおりてくるわけで
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ございまして、 300kgの基準のところを 440kgの基準に伴います転作助成

金が渡されると、こういう面もあるわけでございまして、確かに一長→豆

がございます。ただいまお話をいただきましたご趣旨につきましては、農

業生産推進協議会の場へ十分お伝えをさせていただきたいと存じておりま

すので、こ理解を賜りたい思います。

〇議長（水野幹郎君） 財政部長。

〇財政部長（佐々木龍夫君） 土地の評価の問題でございますが、ご承知

のように、農地も含めまして、この評価というのは3年に1回行われるわ

けでございまして、次回は6年度ということになっております。したがい

まして、評価は一度されますと3年間は一応固定と、こういうことになる

わけでございます。この間に、もちろん土地によりましては状況の変化と

いうことが出てくるわけでございますが、ただ、農地というのは先ほども

申し上げましたように、あくまで収益性を基準にして評価をすると、こう

いうことなっておりますし、また、標準地を設けまして、そこから類推を

して評価をする、こういうことになっております。もちろん、その過程で

は、先ほども申し上げました地勢ですとか、あるいは日照の問題とか、利

用上の便益性、そういうふうな社会的な状況による変化も含めて評価をす

るということにな云ておりますので、今ご提言にありましたようなお話に

つきましては、次回の6年度の評価には反映できるように心がけてまいり

たいと思っておりますので、よろしくご了承賜りたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 市川正徳君。

0市川正徳君再質問させていただきます。農林水産部長がただいま言わ

れました、取れなかった場合は 440kgということでございますが、それは

共済のことでありまして、それ以外に、私も農家組合長をやっております

が、取れなかったときに、市の方が来て、 440kgはもうちょっと補助して

やろかということは聞いたこともないし、もらった農家はおるかもしれま

せんが、その点、いかがでございましょうか。
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〇議長（水野幹郎君） 農林水産部長。

〇農林水産部長（鎌田 悟君） 市の 440kgという平均につきましては、

これは国の方から農業共済組合、市の場合は事務組合でございますが、三

洒の共済組合になっておりますけれども、共済組合ごとに基準平均反収と

いうのが示されてくるわけでございます。四日市の場合は、したがいまし

て 440kgということになっておるわけでございます。もちろん、各地区、

各農家の個々の1筆ごとの反収というのは農業共済組合の中で生産高に応

じて設定されておりまして、その設定の収量に伴いまして、改善等もなさ

れておるということでございます。その基準閃酎勤ゞ、この生産調整の場

合には基準にしなさい、こういう指示要領になっておるわけでございます。

そういうことから、 440kgという数字をもとにした転作面積の置きかえを

してきておる、こういうことでございます。先ほど私申し上げました、

440kgで1本でいっておりますので、仮に 300kgの収穫水田の場合であれ

ば、一般転作をした場合、 300kg相当の助成金ということになるわけでご

ざいますが、市の場合は 440kgの基準に基づいた助成金をいただいており

ますので、その差だけは 300kg収穫水田の所有者にもプラスになっておる

んじゃなかろうか、こういう趣旨で申し上げた次第でございます。

いずれにしましても、今まで市1本の基準でやってまいっておりますけ

れども、おっしゃる趣旨よくわかるわけでございます。協議会の方にお伝

えをさせていただきたいと存じます。

〇議長 (7は男幹郎君） 市川正徳君。

〇市川正徳君 どうも答弁ありがとうございました。市当局におかれては

いろいろ努力されること、よろしくお願いいたします。

〇議長（水野幹郎君） 暫時、休憩をいたします。

午前10時30分休憩

午前10時42分再開
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〇議長 (7悶野幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

田中武君。

〔田中武君登壇〕

〇田中武君緑水会の田中でございます。通告に従いまして質問をさせ

ていただきます。

まず、大きな項目の1番目は、潤いのあるまちづくりにつきまして、身

近な課題の中から、私なりに最近特に問題意識を持つようになりました四

つの点につきまして質問をさせていただきます。

第1は、街路樹の管理方針についてであります。ことしに入りまして、

西浦通りのケヤキの並木が突然、幹の段階でばっさり切断をされまして、

大変驚きました。それまですくすく成長を続け、中央通りのクスノキと並

びまして、ほかの都市でもそうざらにはない緑の濃い貴重な景観とその成

長ぶりを頼もしく見守ってきたのでありますが、余りにも無残な姿に、悪

い夢でも見ているような、そんな思いがいたしました。

この7月の前半、ヨーロッパ視察の機会を与えていただきまして、ロン

ドン、パリ、ローマ、ジュネープ、ミュンヘンなどの都市を訪問いたしま

して、貴重な見聞をしてまいりましたが、それらの都市で特に強く印象づ

けられました事柄の一つは、まちの美しさでございました。そして、その

美しさの大きな要素を占めているのが、公園の深い緑と並んで、伸び伸び

と枝を張った街路樹の濃い緑であったと思います。申し上げるまでもなく、

幹線道路が走り、工業の発達した四日市のまちに潤いを与えるものとして、

特に緑は大切でありまして、街路樹は可能な限り伸び伸びと育てる必要が

あると考えます。しかしながら、他方、道幅との関係、電線ケープル類、

信号機など、道路通行上、あるいは安全上の問題から、制約を受けざるを

得ない面もございます。

したがいまして、これら制約要素やその地域の特性も織り込んで、四日

市市内の道路につきましては、ここにはこんな樹種を選び、これぐらいの
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大きさに育てる、また、この通りは大きく育てて、電線やケープルのたぐ

いは地中に埋設をするといったような、街路樹管理の方針を具体的に明確

にしつかり確立しておく必要があると考えます。それに加えまして、主と

して落ち葉の処理、害虫の問題などから、植樹あるいは建物建築の段階か

ら、周辺の市民の皆さんの理解と協力を得ておくことが街路樹の育成管理

上大変重要でありましょう。西浦通りの残念な出来事については、これら

の点において不足するところがあったのではないかと思われます。このよ

うなことが起きるようでは、潤いのあるまちづくりは到底実現することが．

できないと考えますが、これらの諸点並びに今後どのように取り組んでい

かれるのか、ご所見をお伺いいたします。

第2は、公衆トイレの整備についてであります。外出先で苦しい思いを

しながらトイレを探すという経験はほとんどの人が体験されていると思い

ます。そして、やっと探し当てましたトイレがきれいに管理されたもので

あれば、すがすがしい解放感にひたることができますが、足元が汚れてい

たり、悪臭がしたり、壁に心ない落書がありますときには、だからといっ

て使用しないわけにもいきませず、何とも不快なわびしい気分を味わうこ

とになります。

したがいまして、公衆トイレが、一つには、しかるべきところにきちん

と配置されているかどうか、もう一つには、維持管理が行き届いて行われ

ているかどうかということは、そのまちのイメージに相当大きな影響を与

えるものと考えます。

このような観点から、我が四日市市内の公衆トイレの現状について考え

てみますと、まず一つ目の配置の状況では、一つは人通り、バス停のとも

に多い近鉄四日市駅前南口周辺、それからまた、特に花見の時期に大勢人と

の集まります海蔵川の河畔、こういったところなどには新設が必要なので

はないかと考えられます。また、維持管理の面につきましては、市内すべ

ての公衆トイレを拝見したわけではありませんが、諏訪公園、中央緑地、
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南部丘陵公園など主だった公園内に設置されました公衆トイレは大変現状

では問題があると思います。諏訪公園のトイレは、時間によりましては、

足を踏み入れるのをためらわれるということはしばしばでございますし、

中央緑地では男の私でも何となく入るのをためらいたくなる、そういった

雰囲気がございます。こちらの方は清掃はきちんと行き届きまして、ご担

当の皆様のご苦労のほどがしのばれるのでございますが、これら公衆トイ

レは施設そのものを新しい視点からつくり変えなければならないのではな

いかと思います。今後の維持管理の方向といたしましては、一つには、汚

すのが恥ずかしくなるぐらいの立派な施設をつくる5そしてもう一つには、

現場への掲示、広報などを通じまして、利用される市民に汚さない利用の

仕方の徹底を図る。そして次には、清掃、補修を迅速に行いまして、密度

の濃い清掃とあわせまして、汚れたあるいは壊れた、そういう状況を最短

の時間にとどめる。それから、場所と状況によりましては、有料トイレの

設置も検討するといった考え方で取り組んでまいる必要があると考えます。

さて、もう一つの面、公衆トイレの管理の仕事を進める体制の面では、

仕事の対象が汚れやすいものでございまして、また、迅速な処置を頻繁に

行う必要が生じることが予想されるということや、利用者の理解と公徳心、

協力、こういったものを引き出すという忍耐と根気とを必要とする仕事で

ございます。そういう仕事の性格からいいまして、ほかの仕事の片手間に

やるというわけにはいかないたぐいの仕事ではないかと考えられます。し

たがいまして、この仕事を進める体制といたしましては、一つには、すべ

ての公衆トイレに関する業務を一元化するということ、それからまた、で

きるだけこの仕事に専念できる担当者を配置するヽそういった体制を検討

する必要があると考えます。

以上、公衆トイレの整備につきまして、四日市市の現状から、新・改造、

維持管理、体制の三つの面からの問題につきまして申し上げました。これ

らの諸点についてどのようにお考えか、そして、今後どのように取り組ん
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でいかれるのか、こ所見をお伺いいたします。

第3は、中央緑地の整備についてでございます。この問題は5年前、初

めて議員にしていただいた年の一般質問でも取り上げたものでございまし

て、この5年の間にも体育館前の噴水、花壇の設置をはじめ、現在工事中

の外周を取り巻く水路の改造など、いろんな施設面あるいは維持、清掃作

業の充実などを前向きに取り組んできていただいていることに敬意を表す

るところでありますが、現在の中央緑地の状況と今後の四日市のまちづく

りのあるべき姿とを考え合わせますと、この中央緑地の整備の問題は、今

一段のアクセルを踏み込んでいただきまして、その動きを加速する必要が ' 

あると考えまして、今回再度取り上げさせていただいた次第でございます。

まず、その必要性でございますが、街路樹の問題で申し上げましたヨー

ロッパの各都市には、市民の多くが足を運びやすい町の中心部に深い緑に

覆われ、美しい花壇に彩られました大きな公園がございまして、老若男女

を問わず大勢の人が集まり、軽い運動をしたり子供を遊ばせたり、あるい

は芝生に寝そべったり、ベンチに腰をおろして憩いのときをゆっくり過ご

していまして、自分も中に入りまして、その雰囲気に浸りますと、本当に

心が安らぎ、気持ちが和む思いがいたしました。

外国の都市に限らず、日本におきましても、中以上の都市には大体にお

いて城址がございまして、公園としてそれが生かされ、大1j~渡の差こそ

ございますが、同じような役割を果た・していると思います。我が四日市市

には残念ながらこのような城跡の公園もなく、外国型の都市公園もござい

ません。四日市市が国内他都市と比べてみましても、潤いの少ない都市の

ように感じられますのは、このあたりにも一因があるのではないかと考え

られます。

一方、我が四日市市では、中心市街地周辺にも高層住宅が次々に建設を

されまして、緑の庭を求むべくもない市民の数が増加しております。今後、

我が四日市市を潤いのある町とするためには、ますます、できるだけ町の
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中心に近い場所に市民共通の庭といたしまして、緑の豊かな美しい公園を

持つことが必要となってまいります。中央緑地は滉伏では市民の憩いの場

としての機能を十分果たしているとは言えませんが、ありがたいことに、

その役割を果たし得る素質は十分持っていると思います。したがいまして、

これに緑地としての機能を損なうことなく、質的な変化を与えまして、市

民の憩いの場として大いに活用される公園に整備していくことが必要であ

りまして、それは同時に、四日市市が潤いのあるまちづくりにおいて大き

く前進することにつながるものと思います。このような考えから、私は中

央緑地の整備を一段と加速する必要があると思います。

次に、整備の方向について申し上げます。抽象的に言えば、大勢の市民

の皆さんが集まり、憩いと安らぎを得ることのできる公園となるよう整備

するということになりますが、もう少し具体的に申し上げますと、まず第

1には、現在の施設の補修、改造が必要な主たるものといたしましては、

まずジョギングコース、散策用通路、自転車、車いすなどの安全な通行を

確保できるように通路を改修、補修する必要があると思います。また、奥

の噴水跡周辺のことでございますが、モニュメントや、もと噴水のござい

ました池、こういったものを中心といたしました地区の整備、それから公

衆トイレと奥にございます池の改造、こういったものをぜひやる必要があ

るのではないかと思われます。

続きまして、二つ目には、従来な力‘った機能を付加する整備といたしま

して、 2点ございます。一つは、これは5年前にも申し上げたことでござ

いますが、四季折々の花の咲く美しい公園として整備することでございま

す。桜、ッツジ、ショウプ、ボタン、シャクヤク、バラなど、幸い日本で

は四季折々の花を栽培することが可能でございます。こういったものの中

から、できる限り、ほかでは余り見られないような特徴のある品種を選ん

で栽培をいたしまして、大勢の市民の鑑賞に供することができましたなら

ば、緑地の持っております深い木陰と広い芝生の景観と相まちまして、訪
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れる多くの市民に大きな安らぎを与えることになると思います。

また、この花の栽培につきましては、心身に障害を持つ人たちへの事業

あるいは生涯学習関連事業との結びつけもぜひ検討する必要があると考え

ます。これは一方においては、人手や予算などの面から、より大きな力を

結集できるのではないかと考えられることに加えまして、さらに大きな意

義といたしまして、行政と市民とが一体となって、潤いのあるまちづくり

に努力する機会をつくり出すことにつながるからでもございます。

新しい機能を付加する整備の二つ目は、健康づくりセンターとして、四

日市市の重要拠点の一つとして整備することでございます。中央緑地は散

歩、ジョギング、自転車の通行路や、体育館をはじめ各種の本格的運動施

設、それに芝生の広場といったものを備えておりまして、あらゆる種類と

レベルの運動を行う環境に恵まれております。したがいまして、体育館の

一角にスペースを設けて、専門の人材を配置いたしまして、やってくる市

民の一人一人につきまして体力を測定し、それに見合った健康維持増進の

ための処方せんをつくる場を設けるならば、市民の成人病予防、健康の維

持増進にも大きな力を発揮するものと思われます。

以上、中央緑地の整備につきまして、その必要性と方向とにつきまして、

いろいろ申し上げましたが、要は、現在行われておりますのと同じ延長上

の維持管理では、市の中心に位置するという地の利と深い木陰、濃い緑と

いうせっかく中央緑地の持ってる、ほかに求めがたいすばらしい条件が十

分に機能を発揮することができないのではないか。したがいまして、改造

すべきところは大改修を行いまして、新しい機能を付加することによりま

して、大勢の市民の集まる公園とし、潤いのあるまちづくりの大きな前進

を図るべきではないかということでございます。これらの点につきまして、

どのように考え、今後この問題にどう対処していかれるのか、こ所見をお

伺いいたします。

第4は、市民の理解と協力の問題でございます。申し上げるまでもござ
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いませんが、潤いのあるまちづくりのためには、市民の理解と協力とが必

ず必要でございます。これまで申し上げました街路樹、公衆トイレ、中央

緑地、いずれをとりましても、市民の理解と協力がなければ公共の財産は

美しさを保つことができず、その結果、市民の心に安らぎを与えることは

できません。また、言い方をかえれば、潤いのあるまちを実現するために

は、市民の皆さんが潤いのあるまちをつくろうという気持ちになって行政

と一体となって努力が行われるまちとなることが必要条件の一つではない

かと思われます。そして、市民の理解と協力を得るためには、まず第1に、

こういうまちづくりをするのだという明確で熟慮の結果の方針を確立し、

次いで二つ目には、その中に織り込まれるみんなで利用する公共の施設に

つきましては、市民それぞれがお互いの共通の大切な財産だから大事に扱

いきれいにしようと、そういう感じを持っていただくに足るぐらいの立派

なものをつくり、 3番目には、市民との密度の濃い対話や熱心な広報活動

によりまして、官民一体となって大切に維持していく、そういう状況が実

現するような努力をしていく、こういった三つの条件が必要であると考え

ます。

これまで申し上げました街路樹、公衆トイレ、中央緑地といった三つの

具体的な問題点につきましては、この理解と協力を得るために必要な三つ

の条件のいずれにも問題があったのではないかと考えますが、この点につ

きましてのこ所見をお伺いいたします。

大きな項目の2番目は塩浜地区の問題で、近鉄塩浜駅の西口広場の整備

について、三つの点について質問と要望とをさせていただきます。

第1は、公衆トイレの問題でございますが、先ほど申し上げましたよう

な観点から、従来の中央緑地、諏訪公園型ではなく、汚してはもったいな

いと感じられるぐらいのものをつくっていただきたいと考えますが、この

点につきまして、こ所見をお伺いいたします。

第2は、自転車置き場の問題でございます。従来から東ロサイドにも多
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数の自転車が無秩序に置かれて問題になった経緯もございますので、また

一方、広場の用地面積から、余り広いスペースを割くこともできないと思

われますので、できる限り用地を効率的に活用し、駐輪可能台数を多くす

る工夫、努力を専門的な見地からお願いいたしたいと考えますが、この点

につきましてこ所見をお伺いいたします。

第3は、新しいバス路線の開設に関する要望でございます。塩浜病院移

転後の新病院へのバスの便につきましては、既に前々からお願いをしてま

いってきておるところでございますが、これに加えまして、さらに将来の

問題といたしまして、病院跡地の再開発や、国道1号周辺、追分から采女

に至る、そのあたりの開発の進捗の状況にも応じまして、近鉄塩浜駅とこ

れら新開発地域等を経由して四日市市の南部を東西に結ぶ新しいバス路線

の開設につきましても、よろしくご検討をいただき、実現に向かってこ~努

力いただきますよう要望を申し上げる次第でございます。

以上、予定をいたしましたすべての項目につきまして質問をさせていた

だきました。ご答弁をよろしくお願いをいたします。

〇議長（水野幹郎君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（山田稔君）登壇〕

〇都市計画部長（山田 稔君） 潤いのあるまちづくりにつきましていろ

いろご提言をちょうだいいたしました。御質問の内容につきましてお答え

をさせていただきます。

都市化の進展に伴いまして、都市における緑やオープンスペースが年々

減少していく中で、公共施設の緑、特に街路樹は公園の緑とともに、都市

の緑の重要な位置を占めておるわけでございます。現在、本市には31路線

に7万8,000本の街路樹が植えられておりまして、このうち3m以上の高

木は約1万1,000本でございます。これらの街路樹は昭和40年代の初めか

ら、幅員 2.5m以上の歩道に街路樹として代表的なイチョウ、プラタナス、

ポプラ、ソメイヨシノ等が植えられてきました。今日、これらの街路樹に
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つきましては、可能な限り伸び伸びと自由に育成しており、最小限の整枝

剪定にとどめているところでございますが、歩道の形態や道路沿線の建築

物の建築形態によって抜本的な対策を講じなければならない場合もござい

ますので、こ理解をいただきたいと思うわけでございます。

また、電線の地中化につきましては、今後、西町線と近鉄四日市駅から

西浦通りに至る間でございますけれども、四日市中央線の計画がございま

す。これらの路線以外につきましても、今後、基準に適合する路線を計画

的に地中化を進めるように努力してまいりたいと考えております。街路樹

は都市の緑の貴重な財産でございますので、今後、よりよい街路樹のあり

方、道路ごとの幅員ヽ道路構成に適した街路樹についてより一層研究しま

して、適切な管理をするとともに、市民の皆様にその大切さを十分説明し、

街路樹を守り育てる意識の高揚を図るため、例えば、街路樹愛護会を設け

るなどして啓発活動に今後努めてまいりたいと考えております。

次に、公衆トイレの整備並びに管理についてでございますが、現在、公

衆トイレ、公園トイレは市内に63カ所ございまして、近鉄四日市駅前、諏

訪公園等の3カ所以外は公園緑地課が管理をしております公園のトイレで

ございます。中央緑地に限らず、屋外の公衆トイレは汚されたりいたずら

をされたりしで汚くなっているのが現状でございます。今後、新設トイレ

につきましては、設計段階から明る＜、清潔で、壊しにくい、汚すのが恥

ずかしくなるような立派なものを考えてまいります。維持管理につきまし

ても、市民の皆様の理解と協力は欠かせません。今後の公衆トイレ、公園

トイレの利用と管理につきましては、地元の方々と十分協議するとともに、

公徳心の向上について、理解を得られるように啓発活動に努めてまいりま

す。

なお、既設トイレの改修につきましても、今後計画的に取り組んでまい

ります。公衆トイレの管理の一元化につきましては、基本的には設置者の

管理に属するものでございます。
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次に、中央緑地につきましては、昭和43年度に公害防止事業団によりま

して緩衝緑地として整備され、本市の公園緑地の顔とも言うべき施設とし

て今日に至っておりますが、運動施設、公園施設とも歳月の経過により一

部老朽化しており、可能なところから再整備を手がけておるところでござ

いますが、今後皆様の利用しやすいように、また、障害者にも配慮した施

設の見直しを行ってまいりたいと考えております。特に、中央緑地のJR

関西線寄りの緑のゾーンにつきましては、植栽されている樹種に加えまし

て、花の咲く樹木を取り入れるようにするとともに、修景地部分の改良や

花壇の充実を行い、四季折々の花が咲き乱れる美しい公園として、また散

策や休養に適した憩いの場となるよう整備を進めてまいりたいと考えてお

ります。沿道舗装につきましては、サブ体育館の建設に合わせて整備の予

定をしているところでございます。

次に、心身障害者による花壇づくり等の活動の場を中央緑地に設けては

というご意見、ご提言もございました。現在、心身障害者3名が公園の軽

作業に従事してもらっております。この人たちも含めまして、中央緑地に

おける心身障害者の活動の場の拡大、例えば花壇づくりとか苗木の育成な

どにつきましても、中央緑地の維持管理体制の中で考えてまいりたいと

思っております。

次に、潤いのあるまちづくりに対する市民の理解と協力につきましては、

以上述べましたすべてのことが市民の理解と協力がなければできないこと

であり、立派なもの、美しいものをつくって地域の皆様と一緒に守り育て

る気持ちが大切であると思っております。今後とも一つ一つ積極的に取り

組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくこ理解とご協力をお願

いいたしたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 教育長。

〔教育長囲羽武君）登壇〕

〇教育長伎院l武君） ただいまご質問のございました潤いのあるまち
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づくりの中の中央緑地の運動施設の中に、市民の健康づくりのための相談

コーナーの設置とか指導員の配置についてのご指摘がございましたが、最

近、次第にその必要性が認識されてまいっておるところでございます。

本市におきましても、最近、健康づくりのために体育施設の利用率が目

立って増加してきております。また、中央緑地における周回路をジョギン

グされる市民も多くなってまいっておるようでございます。これらの健康

づくりのための体力診断とか、あるいは個人の体力に合った運動量の指導

等につきましては、そのためのスポーツ指導員が必要になってこようかと

存じます。この指導員の資格につきましては、財団法人日本体育協会公認

スポーツ指導者制度といったようなものがございまして、そこで規定され

ておるところでございます。ご質問の健康センターあるいは相談コーナー

の設置とか、あるいは指導員の配置についてでございますが、今体育館の

横にサブ体育館を建設する予定をしておるところでございます。したがい

まして、このサプ体育館の整備を進めていく中で、ご指摘の健康相談コー

ナーの設置とか、あるいはスポーツ指導員の確保等についても配慮をして

まいりたいというふうに考えておりますので、よろしくこ理解をお願いし

たいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 建設部長。

〔建設部長（西田喜大君）登壇〕

〇建設部長⑮涸喜大君） 塩浜駅西口広場の整備につきましてお答えい

たします：この広場は潤いのある駅前広場といたしまして、平成元年度に

着手いたしました。平成5年度中には、広場及び付属いたします公衆トイ

レ、駐輪場といった施設を、また平成6年度には広場全体の完成を予定し

ておるところでございます。

第1点目の公衆トイレにつきましては、駅前広場に合った明るい建物を

予定しておりまして、いつも清潔なトイレが利用できるよう考えておりま

す。また、駐輪場につきましては、効率的な利用ができますよう全体配置
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を考えながら、スペースを確保してまいりたいと考えております。今後、

具体的な内容につきましては、地元で組織されております塩浜駅前開発委

員会の皆さんと協議を重ねまして、景観等を含めまして決めてまいりたい

と考えておりますので、よろしくこ理解を賜りたいと思います。

次に、バス路線でございますが、ご指摘のように、西口から周辺地域へ

の公共交通機関は整備されていないのが塀伏でございます。バス路線の開

設は住民の利便性向上並びに塩浜地区の活性化方策の一助となるものと認

識しておるところでございます。また、県立総合病院への路線につきまじ

ては、三重交通に対しまして地元の皆さんから要望を出されておりまして、

今後は三重交通の経営方針にもかかわることでございますが、公共交通機

関の重要性にかんがみまして、市といたしましても、三重交通と種々協議

をしてまいりたいと考えておるところでございます。

0謝 (7燭幹郎君） 田中武君。

〇田中武君 ご答弁をいただきましてありがとうございました。ご答弁

をいただきました中で、若干のポイントにつきまして、少し追加して申し

上げさせていただきたいと思います。

まず第1に、公衆トイレの問題でございますが、ちょっとその意味が

はっきりわからなかったんですが、維持管理の体制としては設置者の管理

に属するものだと、そういうご答弁がございましたけれども、これは公園

の中のものであれば公園緑地課、その他のものであればほかのものを所管

しておる部の管理のもとで仕事を進めると、そのような趣旨であろうと推

測いたすものでございますけれども、どういったものをつくっていただい

て、どういった管理の仕方をやっていただくか、そういうことに一にかか

るわけでございますが、立派なものをつくって、しかも利用者の方では公

徳心がなかなか育ってこないと、せっかくつくったものが、従来と同じよ

うに汚され、壊されると、そういった事態も十分懸念されるわけでござい

ます。
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そういったものに対処してまいりますのには、先ほどの質問でも申し上

げましたように、本当に迅速な対応をその都度その都度打っていく、そう

いうことが必要になってくるのではないかと思われます。ほかの仕事を持

ちながら、そういったことも担当するというようなことで、本当に十分、9

立派なものをつくった、それが生かされるような維持管理ができていくの

かどうか、大変懸念を持つところでございます。きょうご質問をいたしま

して、すぐその場で結論を出せと申しますのは、これはむちゃな話でござ

•いますので、結論を求めるわではございませんけれども、その状況により

ましては、一元的な管理と、その業務に専念できるような人を配置してやっ

ていくということが本当に必要なのではないかと思われますので、こう

いったやり方につきましても、状況によっては検討すると、そのような柔

軟なお考えでもって取り組んでいただきたいと思うわけでございます。こ

の点につきまして、金輪際そういうことはやらないということでございま

したら、もう一度そのお考えをはっきりしていただきたいと思います。

それから、中央緑地の整備につきましては、障害者関連の都市計画部の

所管事項以外の事業も合わせて整備を行っていってはどうかということも

申し上げたのでございますが、その点につきましては、中央緑地の維持管

理体制の中でと、そういうお話がございまして、どうもそういったことは

余り従来と変化は望めないような印象を持ったわけでございますけれども、

これは何か一つには中央緑地という性格から、そんなことをやってはいけ

ないと、そういった性格があるのかどうか。もしそういうことがあるのな

らば、明確に教えていただきたいと思います。そういったものがないので

ございましたら、やはりここはもう少し柔軟に考えていただきまして、心

身に障害を持つ人のための事業、それからまた、生涯学習関連の事業、こ

ういったものが、それの実践の場が中央緑地の美化、適正な維持管理に結

びつけた方が、より広範に十分行うことができるといったようなところが

あるのではないかと考えられますので、ぜひ何とかそのあたり、各部がお
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力を合わせていただきまして、各部の持っておられるそれぞれの力を結集

して、大きな成果の上がるようなやり方をぜひともご検討をいただきたい

と、そのように思うわけでございます。

いろいろ心身に障害のある方々に、その対応としての事業をやっていた

だくということにつきましては、しっかりした計画を立て、しっかりした

指導、手助けをする、そういったバックアップ体制が大変重要になってく

ると思われまして、難しい点ももちろん多々あろうと思いますが、町田市

でございましたか、そういった方々の事業といたしまして、本当に立派な

花を育てる事業を成功させておられる実例がございます。詳しくはまだ勉

強不足で把握していないところでございますけれども、ぜひそういった例

も参考にしていただきまして、全く同じことをやれという気は毛頭ござい

ません。四日市に一番ふさわしい四日市流のやり方があるのではないかと

思われますので、ぜひともご検討をいただきまして、福祉部、都市計画部、

両方のお力を合わせていただきまして、効果の上がる道を探っていただき

たいと、強く改めてお願いを申し上げる次第でございますが、これも今こ

こで結論を求めることは無理ということは重々承知しておりますので、そ

のようなことをご検討いただけるのかいただけないのか、そのあたりにつ

きましてだけ、教えていただきたいと思います。

そのほかの諸点につきましては、それぞれいろいろご苦労をいただきま

して、また塩浜地区の広場につきましては、お話のように計画が持ち上が

りました時期から大変いろいろな難しい問題をクリアしていただきまして、

事業の実施の段階にまでこぎつけていただきまして、その間のご努力に深

くお礼を申し上げる次第でございます。どうか最後の仕上げでございます

ので、できるだけ短い期間のうちに立派にでき上がりますように、最後の

ご尽力をお願いを申し上げる次第でございます。

“以上、 2点につきまして、もしございましたら、こ所見をお伺いしたい

と思います。
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〇議長（水野幹郎君） 奥山助役。

〇助役（奥山武助君） 公衆トイレの維持管理につきましてでございます

が、基本的には各施設の管理者にやっていただくということには変わりは

ないと思うわけでございますが、ご提言のございました柔軟な体制につき

ましては、当然のことでございます。今後、各管理者を一堂にいたしまし

て、これらの問題について迅速に対応できるような協議会なり場をつくり

まして努力していきたい、このように考えております。

それから、中央緑地に関する2点目の問題でございますが、福祉の問題

というような1部署にとらわれることなく、教育委員会、福祉部、都市計

画部、関係者が一堂に会しまして、これらの問題につきまして円滑に解決

できるような協議会等をつくって対応していきたいと、このように考えて

おりますので、こ理解を賜りたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 田中武君。

〇田中武君 どうもありがとうございました。今後も私の方もまたいろい

ろこれらの問題につきまして考えるところを各ご担当の方にも申し上げさ

せていただきまして、立派な四日市のまちができるように、微力でござい

ますが、努力していきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い

をいたします。どうもありがとうございました。

〇議長 (71<.ff幹郎君） 暫時、休憩いたします。

午前11時25分休憩

午後1時1分再開

〇議長 (7~野幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

青山弘忠君。

〔青山弘忠君登壇〕

0青山弘忠君 それでは、順次、桜地区の諸問題につきまして質問をさせ

ていただきます。
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8月11日から12日にかけて、本市西部と菰野町を局地的に襲った集中豪

雨は、過去に例を見ない強烈な雨量でありました。水沢の青少年野外活動

センターのテレメーターでは、時間雨量 120mmを記録し、また、中消防署

桜分署では午後11時から11時半の30分の間に、何と80mmの雨が降りまして、

まさにバケツをひっくり返したような水が空から落ちてきたというような

感じでありました。この結果、桜地区内におきまして、床上浸水3件、床

下浸水52件の合計5邸f:... 204名の市民が被害を受けまして、市全体の被害

者の中の86％を占めるに至ったわけでございます。また、金渓川が増水し、

決壊のおそれが出たため、堤防の南側の智積町約70戸余りが大変危険な状

況となり、桜Ij噂牝どへ自主避難をしていただきました。しかしながら、 19

人は何とか避難場所までたどりつくことができましたが、それ以外の方々

は、雨が激しくて外へ出ることさえできないということで、家の中に缶詰

になってしまいました。このままもし堤防が決壊していれば、大惨事に

なっていたところですが、堤防は左岸の菰野町側の田んぼへ先に切れたた

めに、水かさがへり、幸いにも智積町の民家、人命への被害は免れたわけ

でございます。智積側の堤防も半分以上侵食されておったわけで、もし菰

野側の堤防がもう少し頑丈にできておれば、反対側の智積町側へ切れてい

た可能性も十分あるわけで、まさに危機一髪の出来事でございました。

金渓川は県管理河川でありますが、堤防が数力所決壊するというのはま

さに非常事態でありまして、反対側の菰野町と共同歩調で県に対し災害箇

所の復旧はもちろんのこと、今後計画的な川下からの改修を行うよう、強

く市からも要望していただきたいと思います。

金渓川以外にも、今回、矢合川が数力所決壊したのをはじめ、道路の陥

没、がけ崩れ、中小河川の崩壊等々、数多くの被害が発生いたしました。

緊急を要する箇所には予算を巻き変えてでも対応いただいておるというこ

とでございますが、現在までの被害の発生状況と復旧工事の進捗状況につ

いてお尋ねをしたいと思います。また、金渓川、そして矢合川、さらには
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国道 306号等々の県関係分の災害復旧工事につきましても、既に仮復旧は

いただいておりますが、本復旧に向けての取り組みがどの程度進んでいる

のか、市としてわかる範囲で教えていただきたいと思います。

次に、第2点目の鈴鹿山麓研究学園都市構想と流域河川災害についてお

尋ねいたします。

平成元年12月27日、桜地区連合自治会長名により、桜財産区73haのうち

50haを市へ移管する旨の同意書が出されて以来、とんとん拍子でこの構想

は具体化が進んでまいりまして、現在、第1期工事が急ピッチで進められ

ております。しかしながら、今回の集中豪雨によりまして、ここから流れ

出ている矢合川が数力所にわたって決壊し、田畑に多大な被害を与えると

同時に、 2件の床上浸水をも引き起こす結果をもたらしました。上流部の

第1期造成工事によって、山林の保水能力が低下したことがその原因の一

つであることは明らかであります。

桜財産区の移管に当たっての地元要望の中に、開発によって地域が被害

を受けることのないよう環境整備には十分配慮していただきたいという旨

の内容がありまして、加藤市長からも誠心誠意対応していくという旨、文

書での回答もいただきました。そして、それ以降、私ども地元議員もこの

問題は地域の最重要課題であると位置づけ、機会あるごとに当局に念押し

をし、また昨年の内陸部活性化対策特別委員会におきましても、鈴鹿山麓

の構想実現のためには、まず矢合川の河川改修が最優先であると伊藤正教

議員ともども強く要望いたしたところでございます。

また、同じくこの造成工事の水を受けます隣の足見川につきましては、

水沢の森議員から同趣旨の厳しい指摘があったことも事実でございます。

これに対し、関係当局も予算を通常より多くつけていただいて熱心に取り

組んでいただきましたが、未改修の部分を個別に拾い上げて国補の災害復

旧事業にのるものはのせ、のらないものは市の単独事業でやり、それで残っ

たものは来年に回すと、こういう従来どおりの断片的なやり方そのものに
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は変わりはなかったわけでございます。それに引きかえ、造成工事の方は

どんどん進んでいくわけで、何か起こらなければいいが、そんな不安な気

持ちで見ていた矢先に起こったのが今回の災害でありました。

鈴鹿山麓研究学園都市構想は関係部局のご努力により着々と具体化をし

ておりまして、 ICETTあるいは三重北勢ソフトウェアセンターの建設

も順調に進んでおります。 ICETTにつきましては、この10月に本部と

研修棟が完成し、これから四日市の新しい顔として脚光を浴びようとして

おります。

しかしながら、その陰で地元桜地区住民が犠牲になっている事実を私は

翠すことはできません。一番大切なはずの治山治水対策が後回しになっ

ているとしか思えないわけであります。当初、この造成工事に当たりまし

て、調整池をつくるから理論上問題はないという説明を何度も受けました

が、今回の集中豪雨だけでなくて、ふだんから大雨が降りますと、この矢

合川はふだんは非常に水は少ないのですが、一気に増水をする。そして雨

がやむとまた一気に水が減るということで、桜台あるいは桜花台の団地造

成というものを通じて、地区の住民はこの調整池というものに疑問を持っ

ている点もございますし、どうも理解ができないところがございます。こ

の調整池の能力というものを当局としてはどのようにお考えなのか、お聞

かせいただきたいと思います。

また、今回の災害によりまして、桜地区住民の不安は頂点に達しており

ます。少なくとも矢合川の河川改修を完了してからでなければ、来年度か

ら予定されております第2期造成工事を地元としても認めるわけにはいか

ないと、こういう強い姿勢になってきております。特別な事情による緊急

工事ということで思い切って予算をつけていただいて、体系的、抜本的な

矢合川の河川改修をぜひとも早急に行っていただきたいと思いますが、当

局のお考えをお聞かせいただきたいと思います。またあわせて、今回の災

害の原因について、市としてはどういう分析をしておられるのか、お聞か
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せをいただきたいと思います。

次に、野生ザルの被害の取り組みについてお尋ねをいたします。ここ数

年前から、野生のイノシシ、サルが桜の西地域を中心に出没して、田畑の

農作物が多大な被害を受けておりますことは、従来から議会等によって指

摘をさせていただいておるところでございます。農林当局において、電気

棚等の支給をいただきまして、そのかいあってか、イノシシの被害は大い

に減らすことができました。しかしながら、野生のサルは大変賢いために、

この電気棚を飛び越えたり、あるいは下をくぐったりということで、余り

効果が上がっていないというのが実情でございます。

ところで、従来は民家から少し離れたところにある畑が被害を受けてお

りましたが、ことしの春あたりから、サルが堂々と人里までおりてきまし

て、民家の門先につくってある農作物まで被害を及ぼすようになってまい

りました。サルは一般に五、六十匹ぐらいの群れをなしてやってくるため、

これは大人でも怖いと感じるものでありまして、ましてや幼児や子供にと

りましては大変危険であると思います。このままの状況が続くと、農作物

の被害だけにとどまらず、人的被害が起こることも懸念されております。

この地域は数年前まではそれほど野生ザルが出没することはありませんで

した。それが急に出没するようになったのは、鈴鹿山麓研究学園都市構想

のための造成工事や、あるいはゴルフ場の開発等々によって上の方が大分

開発をされ、それによって野生ザルの生態系が破壊されたのではないかと

思われます。まさにサルは人間の行った開発行為の犠牲者でありまして、

人里に出没するからといって鉄砲で射殺したり、あるいはさまざまな手段

を使って追い払うだけの対策では根本的な解決にならないことは明らかで

あります。何らかの形でサルと人間が共生できる方法はないのか、知恵を

絞る必要があります。サルと共に生きるためには、サルのことを知らねば

なりません。そのためには、やはり専門家に依頼して、サルの生息数、生

態、また行動範囲などを調べ、その分析結果に基づいて対策を考える必要
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があると考えます。この点についての当局のお考えをお聞かせいただきた

いと思います。

本年度の当初予算に、サルの森づくりモデル事業として90万円が計上さ

れまして、サルの好きな木の実を植えるということでございますが、この

場合でも、ただ何となくサルのいそうなところに植えるということではな

くて、専門家の分析を参考にして、今後計画的、長期的に取り組んでいく

必要があると考えますが、いかがでございましょうか。

この問題は鈴鹿山麓研究学園都市構想による開発行為から発生した一つ

の課題ということも言えますので、農林水産部単独で取り組む問題ではな

いのではないかと思います。今後、農林水産部と、そして関係部局、十分

に連携をいただいて、また、調整監にも十分調整をいただいて、総合的な

解決策というものを探っていただきたいと思いますが、お考えをお聞かせ

いただきたいと思います。

以上、質問させていただきました各項目につきまして、ご答弁をよろし

くお願いいたします。

〇議長（水野幹郎君） 建設部長。

〔建設部長（西田喜大君）登壇〕

〇建設部長侮i田喜大君） 桜地区の諸問題の中から、まず第1点目の集

中豪雨の被害の問題からお答えいたします。

8月11日の集中豪雨につきましては、ただいまご質問の中にもございま

したように、水沢、桜、菰野と極めて限られた地域に集中いたしました。

水沢の青少年野外活動センターの観測では、 20時から23時までの3時間雨

量は 293mmに達しました。特に21時から22時までの1時間雨量は、 120mm 

を観測しておるところでございます。また、桜地区の消防の西分署では、

22時30分から23時30分までの1時間に 132mmの激しい降雨量を記録してお

るところでございます。このために、三滝川水系の河川が急激に増水いた

しまして、各所で道路や河川が損壊するとともに、 2級河川金渓川が菰野
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町地内を含めまして8カ所で崩壊いたしました。この集中豪雨によります

被害は本市の公共土木施設災害が61件、被害額の概算は2億 5,800万円に

及んでおります。また、三重県の四日市土木事務所管内では、県道並びに

県管理河川の災害が50件、被害総額約5億 7,000万円となっておるところ

でございます。このうち緊急度の高い被災箇所につきましては、応急仮復

旧で対応しておりますが、今回の補正予算案で公共土木施設災害復旧事業

費を計上し、年度内復旧を目指して努力しておるところでございます。

なお、桜地区におきます本市の被害は、道路、河川災害を合わせまして

28件、被害総額約1億 2,000万円となっております。また、 2級河川金渓

川の計画的な改修促進につきましても、管理者でございます三重県に強く

働きかけておるところでございますので、よろしくご理解を賜りたいと思

います。

続きまして、鈴鹿山麓研究学園都市構想と流域河川災害についてでござ

いますが、まず、矢合川につきましては、三滝川の合流点から国道 306号

の妹橋まで約6kmが県管理河川でございます。その上流部約 2.1kmが市管

理河川となっておりまして、県管理区間は河川改修事業が完了をしておる

ところでございます。上流部の市管理区間につきましては、下流部の県管

理区間の流域見合いの河積を持っておりますが、部分的には狭少な部分や

未整備のところがございまして、研究学園都市の開発に伴いまして、優先

的に年次計画をもちまして改修に努めておるところでございます。

また、 8月11日の集中豪雨によります矢合川の市管理区間で5カ所、県

管理区間で1カ所の護岸崩壊がございました。過去にも例のない局地的な

豪雨に見舞われまして、井堰下流等の脆弱な部分が被災したものと考えて

おるところでございます。また、この最上流部では、鈴鹿山麓研究学園都

市の開発が進んでおりますが、開発地の降雨はすべて研究学園都市の調整

池で貯留いたしまして、時間をかけて少量ずつ放流するシステムとなって

おります。今回の集中豪雨においても、有効に機能したものと考えており
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ます。市内並びに県内の大規模開発につきましては、三重県の開発指導要

綱に基づき、このような調整池を設置いたしまして、流量抑制を図ってお

るところでございます。よろしくこ理解を賜りたいとお願いいたします。

なお、今後、先線の改修につきましては、先ほども申しましたように、

優先的な年次計画をさらに詰めまして進めてまいりたいと考えております。

〇議長（水野幹郎君） 農林水産部長。

濃林水産部長（鎌田悟君）登壇〕

〇農林水産部長（鎌田 悟君） ただいまご質問いただきました3点目、

野生ザルの被害に対する取り組みにつきましてお答えを申し上げたいと存

じます。

桜地区の野生ザルにつきましては、数年前より、農作物に被害が発生し

たことから、猟友会あるいは地元関係者のご協力を得ながら駆除に努める

とともに、電気棚の設置をはじめとする被害防止対策を講じてまいったと

ころでございます。しかしながら、ご指摘のように、いまだ被害が絶えな

いのが実情でございます。そこで、サルの生態系を専門家に調査依頼をし

て抜本的な対策をとのご提言でございますが、サルの生態は隣接する市町

にもまたがる広範囲に及んでおることもございますし、さらに、これの調

査につきましては、動植物の生態系に関する高度な知識を要することもご

ざいまして、専門家も限定されておる状況でございます。今後、ご提起い

ただきましたように、環境部も含めた関係部局との連携並びに専門機関の

指導をいただきながら検討してまいりたいと考えております。

また、＊生態調査につきましては、長期間を必要といたしますので、現在

疇しております輝防此輝、 5段張りの電気棚等の設置をいたしてお

りまして、サルがよじのぼる、あるいは飛び越えのできないような対応を

いたしてきておるわけでございますが、これにつきましては、相当効果も

見られておる状況から、さらに拡充整備をいたしてまいりたいと考えてお

ります。
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また、対策の一つといたしまして、給餌木の植栽も必要と考えておるわ

けでございまして、本年度とりあえず300本程度でございますが、植栽を

予定しておるところでございます。給餌木の植栽につきましては、市有林

の中で場所を検討しながら考えてまいりたいというふうに考えておるわけ

でございます。とりあえず、当面といたしましては、これら施策の中で農

作物の被害の防止に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご

理解を賜りますようにお願い申し上げます。

〇議長 (7悶野幹郎君） 青山弘忠君。

〇青山弘忠君 ご答弁ありがとうございました。第1点目の集中豪雨の被

害につきましては、市当局のスピーディな対応をいただきまして、桜地区

住民としても大変感謝をいたしております。この場をかりまして厚く御礼

を申し上げたいと思います。しかしながら、まだまだこれから台風シーズ

ンを控えておりまして、大雨がいつ降るかもしれない、こういう状況でご

ざいますので、現状の仮復旧の状態ではまだまだ不安が残るわけでござい

まして、どうか一日も早く本格的な復旧ができますように、当局のご尽力

のほどよろしくお願いしたいと思います。

また、先ほどご答弁の中に、今回の雨量は今までにないすごい雨量であっ

た。これが原因だというようなお話もいただきました。確かに今回の被害

については、そのことが原因かと思います。しかし、これから将来どうい

う対策をとるのかというふうに考えたときには、今回の予想外の雨という

のは理由にはならないと思います。これは、滅多にないことでも一つの事

実として残り、また、地区の住民の心の中にも残っておりますので、何年

に一度しか起こらないから、そこまでの対応はしなくてもいいということ

ではなくて、そういうこともあり得るという前提に立って、今後の取り組

み、対策についてぜひとも考えていただきますようにお願いをいたします。

特に、水沢、雲母峰、桜近辺は雨が多いところで有名でございますので、

またいつ同じような局地的な豪雨が起こるかもわかりませんので、ひとつ
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この点につきまして、十分こ理解をいただいて取り組みをお願いしたいと

思います。

続きまして、矢合川の河川改修についてでございますが、先ほどご答弁

をいただきまして、調整池については十分に機能していたと、こういうお

話でございました。しかしながら、昔こういうような災害が起こったこと

が余りなかったわけで、やはり鈴鹿山麓の造成工事のみとは言いませんが、

ゴルフ場も含めて上の方の山の木が切られたということが少なからず影響

しているんじゃないか。今回の被害以外の大きな被害にならないような雨

のときでも、矢合川の水がふだん非常に少ない。結局、山が削られたこと

によって、ふだんの水そのものが極端に減っている。そこへ雨が少しでも

降りますと、一気に増えるというのを見ておりますと、いかに調整池があ

ろうとも、開発による影響というのはあるんじゃないかなというふうにも

思います。どうかひとつその点もご考慮いただいて、調整池が十分機能し

ておるということだけを信用せずに、今後取り組んでいただきたいと思い

ます。

また、鈴鹿山麓研究学園都市の構想は1期工事、 2期工事合わせて 100

億円近くの金が投入され、しかも ICETT、三重北勢ソフトウェアセン，

ター等々についても数十億単位のお金が投下されて、今、上の方で事業が

行われております。にもかかわらず、この流域の河川の改修にはせいぜい

数百万程度の予算しか毎年いただいていない。どうも、けたが少し少ない

のではないか、そんな感じを覚えるわけでございます。地元住民皆同じ思

いだと思います。どうかその辺の心情もこ百濾いただきまして、今まで以

上に急ピッチで治山治水対策を進めていただきますようにお願いしたいと

思います。

それと、この研究学園都市構想は市単独の事業ではなくて、田川県政の

目玉事業でもあるわけでございます。したがいまして、そこから派生する

川の災害というものは、これは県にも責任があるのではないかと思います。
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先ほどもご説明がございましたように、途中までが県管理河川で、そして

上の方が市管理河川ということで分かれておりますが、それにこだわらず

に、この構想の中で県も市に対して少しは協力してほしいと、こういうよ

うな形で取り組んでいただければと思います。市としてはいつも県道とか

あるいは国道なんかの先行の用地買収とか、いろんな面で県の事業にいつ

も協力をしておるわけでありますので、この学園都市構想に絡む話につき

ましては、県もうまく抱き込んだ形で、特に治山治水対策も進めていただ

いたらいいんじゃないかと思いますが、そういうことが可能かどうか、そ

の点についてこ所見があればお聞かせいただきたいと思います。

続きまして、サルの被害についてでございます。・先ほどもお話ございま

したように、広域化をいたしておるということでございます。桜だけでな

くて、桜にちょっと出なくなったと思うと水沢の方に出たと、水沢に出な

いなと思ったら西菰野の方へ出たということで、同じようなサルがいろん

なところへ出没をしておると、こういうようなことでございます。したが

いまして、これを前向きにとらえて、菰野町も大変困っている問題ですの

で、同じ広域行政の中で、菰野町ともタイアップして、県の方へ、県の施

策でも対応いただけるような形というのをひとつ探っていただきたいなと

思います。ちょうど鈴鹿山系の反対側の滋賀県の方でもサルの被害で困っ

ているところがたくさんあるようでございますが、滋賀県の場合は県がい

ろんなメニューをつくって、前向きにサルの対策をやっておるようでもご

ざいますので、三重県についてもそういう方向で考えていただけるように、

ひとつご努力をいただければと思います。

それと、専門家にお願いして調査をするのは非常に難しいと、高度な知

識が要ると、こういうようなお話でございました。しかし、最初から完璧

なものを目指すということであれば、そういうことになると思いますけれ

ども、とにかく全く相手の状況がわからないまま対策を考えていてもいけ

ないわけで、できるところからそういうものを調べていく必要があるので
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はないかと思います。先ほども言いましたように、ちょうど反対側の滋賀

県日野町というところがございます。ここは熱心に取り組みをしておりま

すので、私も尋ねてみたんですが、ここの町では大阪大学の先生に依頼を

しまして、サルの生態を調査しておるそうであります。先生に依頼をしま

すと、その先生が同じ研究室の学生あるいはゼミの生徒を何人か引き連れ

て山に数日間こもってサルとともに行動しながら、サルの動きを追いかけ

て、生態をつぶさに観察をしてもらえると、こういうような話でございま

した。その結果がどれだけのものになるかまでは聞いておりませんけれど

も、こんな形でそういうふうなことをやる専門家の人も多々おるようでご

ざいますので、ひとえに難しいということだけでなくて、全国いろんなと

ころでの取り組みというものも一回調べていただいて、四日市で取り入れ

られるものがないのかどうか、ひとつ考えていただきたいと思います。～

観光地で有名な大分の高崎山のサルというのがございますが、こちらの

方もそもそもは野生ザルが農作物に被害を及ぼしたと、それで何とかしな

きゃいけないということで、最初は猟銃で撃ったりとかしておったらしい

ですが、えづけというやり方を発見して、それによってうまく観光地化に

持っていったというようなお話も聞きました。えづけそのものはサルの数

がふえるとかいろんな問題がありますので、いいか悪いかわかりませんけ

れども、それぞれの市でそれなりの対策というのがあるように思いますの

で、今後その辺のところを十分調べていただいて、ひとつご検討いただき

ますことをご要望申し上げたいと思います。

先ほどの1点だけ、お答えをいただきたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 建設部長。

〇建設部長侮i田喜大君） 鈴鹿山麓研究学園都市の排水の流域にまたが

ります河川といたしましては、矢合川、足見川、二つの河川があるわけで

ございます。この両方の河川とも、県管理部分、市管理部分とまたがって

おるわけでございます。これら河川を改修いたしますには、多額の費用と
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時間を要するわけでございます。私どもといたしましては、少しでも早い

機会に、また国、県の負担を多くしていただくようにということで、その

手法につきまして県市協議をして現在進めておるところでございます。例

えば、砂防区域とか、あるいは局部改良といったいろいろの手法を取り入

れながら、早くできますようにという努力を現在重ねておりますので、よ

ろしくこ理解を願いたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 暫時、休憩をいたします。

午後1時33分休憩

午後1時49分再開

〇議長 (7~男幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

豊田忠正君。

環田忠正君登壇〕

〇豊田忠正君我が国は、今や平均寿命80歳という世界最長寿国になり、

今後は諸外国にも例を見ない速さで高齢化が進むと言われています。 21世

紀には国民の4人に一人が65歳以上の高齢化社会になることが予想されま

すが、このような高齢化社会を迎えるに当たって、すべての国民が健康で

生きがいを持ち、安心して生涯を過ごせる世の中にするために、 20世紀の

最後の8年間に、国と地方公共団体が一丸となって、社会的な基盤整備に

取り組む必要をひしひしと感じております。その一環として、さきに政府

は高齢者保健福祉推進10か年戦略、いわゆるゴールドプランを策定しまし

た。このゴールドプランは、日本全体で在宅福祉や施設対策がどの程度必

要であるかを示したもので、実際に事業を行う地方公共団体が、それぞれ

の地域で整備を進めていく上でのいわば整備目標の指針となるものである

と解しますが、いかがでしょうか。

また、このゴールドプランの実現を図っていく中で、克服すべき大きな

課題として、在宅福祉サービスや、施設におけるサービス等を支える保健
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医療、福祉マンパワーの確保の問題が残っていることも忘れてはならない

ことです。ゴールドプランのほかにも、地域の実情に応じた施策の展開を

図る目的として、老人福祉法等の一部を改正する法律が成立しました。こ

れには「社会福祉行政は市町村を中心に行う」旨、法律に明記されていま

す。いずれにしても、市町村が社会福祉行政のかなめとして、今後ますま

す重要な立場を占めていくものと思われますが、本市におけるゴールドプ

ランに沿った施策をどのように図られているのか、 4点についてお尋ねし

ます。

まず第1点は、在宅福祉の三本柱の一つである高齢者在宅サービスセン

ターについてであります。このセンターを保育園に併設する力＼保育園を

活用するという考え方はいかがでしょうか。国のゴールドプランでは、中

諏区に1カ所麟と目標を掲げておりますが、幸い本市には、公立保育

園が他市に比べて数多く整備されております。保育園には給食設備も整っ

ていますし、地域によっては園児数の減少に伴って空き室等も増えてきて

います。それよりも大きなメリットは、園児とおじいちゃん、おばあちゃ

んとのコミュニケーションができることです。老人側にすれば孫の少ない

時代で大変かわいがってくれるだろうし、新しい生きがいも生じ、張り合

いができると思います。園児にすれば、お年寄りの存在を知らずに育って

いる子供の多い中、老人がこれまでに蓄積した経験と能力をもって子供に

接することにより、園児も多くのことを学ぶことができると考えますが、

特におばあちゃんたちは健康差もありますが、保母さんのお手伝いのでき

る人も結構おられると思います。週休二日制の導入で保母さんの不足が心

配されておりますが、デイサービスセンターを保育園に置くことで結構解

消されるのではないでしょうか、当局のお考えをお聞かせください。

第2点目は、地域のボランティアの育成についてであります。

最近は核家族化や出生率の低下が進み、三世代世帯が減少しています。

ことしの4月1日付の統計によりますと、 65歳以上の方は男女合わせて3
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万2,388人で、そのうち高齢者夫婦のみが 2,686世帯、独居老人、いわゆ

る一人暮らしの方が 2,119人おられるということです。このような傾向は、

長寿社会に向かってますます増加するだろうと思われます。一体老後の面

倒はだれが見るのか、また見てくれるのか、悲壮な叫び声が聞こえてくる

ようです。夫婦そろって健康なうちはよいが、どちらか片方が病気になる

か、倒れてから子供夫婦に面倒を見てもらうのは、到底忍びがたいと思い

ます。また、高齢者の多くは、できるだけ住みなれた地域で暮らしていく

ことを望んでおられるのではないでしょうか。そこで、これを支援する在

宅サービスの充実が急務になってきます。現在、本市には48名のホームへ

ルパーさんが活躍しておられます。さきに申しましたゴールド‘プランによ

りますと、平成11年までには 215人のホームヘルパーを必要との試算がな

されています。このような人材の確保と養成は並み大抵の努力ではできな

いと思います。また、財政的にも破綻する心配も生じてまいります。昔は、

子供は親の老後の面倒を見るのは当たり前と教えられ、当然そのように過

ごしてきました。今日では親の方から、子供のお世話にならない、またな

りたくもないと考えておられる人も多くなってきております。ことわざに、

「遠い親戚より近くの他人」というのがありますが、これからの福祉は地

域で育て、地域の人々が参加するようにしなければならないと思います。

それには自治会、婦人会、 PTA組織等、地域に根づいた組織を活用して、

福祉ボランティアの発掘に努めるべきだと思いますが、いかがでしょう。

当局のお考えをお伺いします。

ボランティアの発掘には、いずれ年を取れば自分もお世話にならなけれ

ばならない．のだから、自分の元気なうちにボランティアに参加しようとい

う市民の意識改革、活動の必要性や参加のしやすい呼びかけ等、啓蒙、啓

発運動をきめ細かくすることが大切かと考えます。

第3点目は、健康づくりについてお伺いします。

だれしも健康で長生きをしたいと願わない者はいません。しかし、高齢
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者になるとちょっとしたことが原因で心身機能の衰弱が加速し、ついには

寝たきりになることが多いのです。寝たきりになれば個々の生活が損なわ

れるだけでなく、家族にも多大の負担を課すことになります。そこで、そ

の予防という意味からも、従来以上に健康教育及び健康相談の充実が必要

となってきます。特に、老人に対する健康相談については、いつでも気楽

に相談が受けられるように配慮していただきたいと思います。

次は、運動を通じての健康づくりですが、子供に、 「老人とはどんな人

を言うのかな」と尋ねますと、 「ゲートボールをしている人」という答え

が返ってくるほど、一時期ゲートボールが普及しました。しかし、最近で

は、老人のゲートボール離れが起こっているようにも聞きます。私の隣の

おばあさんですが、以前は天気のよい日はいつもスティックを持ってゲー

トボールに出かけておられましたのに、最近は毎日家でぶらぶらされてい

るのでわけをお聞きしました。すると、 「私はゲートボールを通じて友だ

ちができ、とても楽しかったのですが、いつまでたっても上達しないので、

試合ではいつも私のためにチームが負けるので、とうとう仲間から外れま

したの」と、泣くようにおっしゃっておられました。このような話はあち

こちで聞かれることです。ゲートボールそのものは大変簡単で、老人に適

した運動だと思いますが、運営に少し問題があるように思いますので、老

人会等を通じて適正な指導を行えないものか、お尋ねします。

また、ゲートボールのようにチームプレイでなく、最近、スポ-ツ課で

奨励されているグランドゴルフのような個人プレイの運動を普及するよう

指導されたらどうかと思います。いずれにしても、健康を維持するには運

動が一番よいと思いますが、年老いてから余りにも勝敗にこだわるような

競技は、逆に健康を害し、また友だちを失うことにもなりかねないので、

当局の適正なご指導を期待します。

第4点目は、教養、学習の充実についてであります。

体の健康とあわせて心の健康も大切な要素であることは、言うまでもあ
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りません。今の高齢者の方は、物、金の豊かさから心の豊かさを求めてみ

える方が増えています。その心の豊かさを満たすには、人と人との触れ合

いの場を提供しなければならない。幸い四日市市は、市長の強い施策に基

づきIj洋校の開放を実現され、地域では大変喜ばれております。特に私が

住んでいる笹川団地は、集会施設がありませんので、今後とも保育園、幼

稚園、中学校の施設を逐次開放していただくよう強く要望します。

我が国では、仕事を生きがいとする傾向が強く、仕事からの引退が老後

の生きがいに大きな影響を与えることが多いと思います。現在、地区市民

センターを中心に、民謡、囲碁、将棋などの活動や、その他の講座が行わ

れてはおりますが、地域によっては会場が狭くて十分活動ができなかった

り、なかなか会場の割り当てがしてもらえず、あきらめて育たなかったり

するグループも多いと聞いております。そこで、さきに述べた施設等が開

放されれば、健康教育、社会問題等の講座、短歌、俳句、書道、絵画等の

生きがい講座、交通安全教育、さらには郷土文化の研究や音楽活動など、

幅広い教養講座等を開催して、心の豊かさを満たすような取り組みができ

ると思います。

・また、このような多種多様なニーズにこたえるには、その講師や指導者、

助言者の人材が必要になってきます。しかし、現在の地区市民センターの

機構、組織では、地域社会づくりのニーズに十分対応し切れないと思いま

す。そこで高齢者の中には、過去の経験や技能、特技、資格等を持ってお

られる方が多くみえると思いますので、その人たちに指導していただくの

もよいことだと思います。しかし、今後は学校5日制の実施ともかかわっ

て、その道のプロである先生のOB等をこの社会活動の指導者にお願いす

るのが一番よいと考えますが、いかがでしょう。例えば、ちょっとした英

語講座を受けるのには、英語の先生を、また社会科の先生には、郷土の歴

史等の講座等を、音楽の先生には、コーラスグループのご指導を、また、

ちょっとした健康相談には保健の先生をと、先生の持てる高い教養、技能、
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技術等を社会に生かしていただけないものかと思います。また、児童数の

減少で空き教室もできたことですので、 4洋校には熟年初級とか、熟年中
級課程、また、中学校には熟年上級課程等を設けて生徒を募集するのも一

考だと思いますが、いかがでしょう。当局のお考えを聞かせてください。

まず、以上4点についてお尋ねいたします。

〇議長 (7悶男幹郎君） 福祉部長。

〔福祉部長 9Jト一美君）登壇〕

〇福祉部長は卦：—美君） 高齢化社会に対する対応についての福祉の問

題についてお答えいたします。

老人福祉の分野で取り組むべき課題は数多くあります。老人福祉施設に

つきましても、特別養護老人ホーム、ケアハウスなどの入居施設とともに、

ご指摘のとおり、在宅福祉の充実のため、デイサービスセンターの整備も

重要な課題であります。現在、本市では、施設が持っている介護の機能を 一

在宅福祉にも有効活用するということから、特別養護老人ホーム等に

ショートステイ及びデイサービスセンターを併設しており、ご提言のデイ

サービスは、主として寝たきり老人または痴呆性老人を対象とした介護型

として4カ所で事業を行っているところであります。今後はこの介護型を、

拠点的に入居施設に併設しながら整備してまいりたいと考えております。

また、核家族化、女性の社会進出等により、昼間家族による介護が欠ける

虚弱老人を対象とした軽介護型につきましては、さらにきめ細かく日常生

活圏域に配置してまいりたいと考えております。整備に際しましては、ご

提言のとおり、既にある社会的資源の有効活用といったこと、さらに世代

間交流及び給食設備の利用といったことから、保育園等の活用を十分考慮

してまいりたいと考えております。

なお、世代間交流を図るという観点から、保育園で9お軌祀足流事業とし

て平成元年度より、高齢者との交流事業を実施しており、現在、 20の園で

取り組んでおります。今後とも他の保育園にも広げてまいりたいと考えて
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おります。

次に、第2点目のボランティア活動につきましては、今後在宅老人福祉

の比重がますます高まる中、大変必要な状況が予想されます。そこで、老

人を取り巻く近隣社会の方々が、老人に対するかかわりをいかに、またど

のように深めていただくかが重要な課題だと考えております。本市社会福

祉協議会では、厚生省の指定を受け、地域におけるさまざまな人々が互い

に助け合い交流できる「ふれあいのまちづくり事業」を推進しております。

この事業は、地域社会における住民の連帯感を高め、地域のニーズに合っ

た創意と工夫を誘因することを目的に、その人材の発掘、育成と相互の助

け合いを目指しております。その一環として、既にモデル地区の指定をし、

寝たきり老人を抱える在宅介護者懇談会を、民生委員、ヘルパーなどの関

係者で町別に実施したり、地域と老人福祉施設との交流事業、子供時代か

ら福祉への関心を高めるため、福祉協力校の指定や、夏休み親子福祉体験

学習などの事業、ボランティアスクー）只与を実施しているところでありま

す。また、これらの事業につきましては、地区社会福祉協議会、地区民生

委員協議会等の地域組織に対しPRに努めていますが、今後この事業は全

地区に広がるとともに、町別、組別などの小単位にまで広がることに努め

てまいりたいと考えております。その中で、健康な老人が寝たきり老人を

励まし合うような活動や、仲間の輪が広がることが、老人の生きがいにも

なるよう願っております。今後はボランティア活動の啓発や資質向上の強

化を図るとともに、ボランティアにとって活動が本人の生きがいになり、

その活動を通じてできた人的ネットワークと既成の地域組織との連携が密

になるよう支援してまいりたいと考えておりますので、よろしくこ理解賜

りますようお願いいたします。

0麒 (7燭幹郎君） 環境部長。

〔環境部長（須原賢治君）登壇〕

〇環境部長（須原賢治君） ご質問の3点目でございますが、寝たきり予
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防のための健康づくり事業についてご答弁を申し上げたいと思います。

健康づくりにつきましては、現在、老人保健法に基づき、成人病の早期

発見を目的とした健康診査や、その予防のための健康教育、健康相談など

の事業を実施させていただいております。また、地域の老人クラプの皆さ

んからの健康教室や健康相談のご要望に対しましても、保健婦等が対応を

させていただいておるところでございます。ご指摘のございましたように、

高齢化社会が進む今日、寝たきりを予防することが健康施策の重要な課題

となっておりますが、寝たきりの原因の約半分につきましては、脳卒中と

骨折が占めておりまして、この二つの疾病を減らすことが寝たきりを予防

するための第一歩であるというふうに言われております。脳卒中を招きや

すい高血圧や骨折の原因となりやすい骨粗しょう症などは、食生活と深く

かかわっていると言われておりますことから、今後さらに母子保健事業に

おける食生活指導も含め、生涯を通じた食生活のあり方につきましての啓

発を強化してまいりたいと考えております。

また、寝たきりのかなりの部分につきましては、適切な訓練と介護に

よって十分予防できるという観点から、寝たきり予防の意識啓発に重点を

置いた保健事業を積極的に推進してまいりたいと存じております。

特に本市におきましては、本年度から高齢者人口の比率が大変高い橋北

地区を、 「寝たきり老人ゼロ作戦重点事業」地区として、厚生省から示さ

れております「寝たきりゼロヘの指針」というものが出ておりますので、

これをわかりやすく解説をいたしまして、生活ガイドブックとして全戸に

配付するとともに、理学療法士や作業療法士等による介護教室、また医師

による成M丙の予防教室など、広く寝たきりの予防を啓発する事業を実施

してまいりますとともに、一人暮らしや寝たきりなど、特に保健指導等が

必要な方への個別的な対応にも努め、その成果を見ながら、今後順次全市

域にその活動を広げてまいりたいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願い申し上げます。
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〇議長 (7阻野幹郎君） 教育長。

〔教育長び｝羽武君）登壇〕 ． 

〇教育長伎阻武君） ただいま豊田議員からご質問のございました高

齢化社会に対する対応の中で、老人にも適する健康づくりのためのスポー

ツの提供についてでございますが、こういった老人の方々の健康づくりに

対応できるスポーツの提供とか普及を図っていくということにつきまして

は、そういったスポーツプログラムの提供、これは今日的な課題として非

常に重要なものであるというふうに認識しております。特に高齢者の方々

に対しましては、先ほどのご発言にもございましたが、身近な場所で、し

かも簡単なルールで、人との交流を図る中で健康づくりに役立つ、そういっ

たスポーツの提供が大事かと考えております。現在、私ども教育委員会と

いたしましても、振興を図っておりますこのグランドゴルフ等が一番適し

ておるのではないかといったようなふうに考え、現在も普及に努めている

ところでございます。

また、本年度から高齢者を対象とした健康テニス教室といったようなも

のも新しく開講することといたしております。また、この7月には、四日

市ラジオ体操連盟といったようなものも設立いたしまして、簡単な運動、

基本的な運動であるラジオ体操の普及にも、今後組織を通じて努めてまい

りたいというふうにも思っているところでございます。いずれにいたしま

しても、今後とも高齢者の方々に楽しんでいただけるスポーツの提供につ

きましては、努力をしてまいりたいと存じておるところでございます。

次に、高齢者社会に対応する地域社会づくりについてでございます。た

賣だいまご指摘のございましたように、現在、地区市民センターを拠点とい

たしまして、それぞれの地域の実情に即した特色のある地域社会づくりに

向けて取り組んでおるところでございます。教育委員会といたしましても、

特に高齢化社会を迎え、その問題解決に向けた施策の推進につきましては、

地域社会づくりの重要な課題であるというふうに受けとめているところで
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ございまして、地区市民センターを中心といたしまして、地域との連携の

もとで各種の事業を推進しているところでございます。

まず、地区市民センター事業におきましては、高齢者の方々に豊かで生

きがいのある生活を送っていただくための高齢者教室を開催したり、また

地域社会の中で高齢化問題を考えていただく学習の場として、介護教室と

か福祉講座、あるいはボランティア講座等を開催していただいておるとこ

ろでございます。

また一方で、高齢者の方々の地域社会への参加を促進いたすために、高

齢者の方々を講師にお願いしたふるさと教室とか、あるいは郷土を知る講

座等が各地区で開催されております。例えば、川島地区におきましては、

「川島のたけのこ今昔」といったことをテーマにした講座を開催され、地

元の高齢者から川島のたけのこの特質とか歴史、あるいはおいしいたけの

この見分け方や料理講習等を教えていただき、大変好評であったと聞いて

おるところでございます。

また、塩浜地区をはじめとした各地におきましては、高齢者を含めた世

代間交流を目指しましたグランドゴルフ大会等のスポーツなども実施され

ております。さらに多くの地域におきましては、寝たきり老人訪問とか、

一人暮らし老人の集い、あるいはふれあい広場といったような高齢化社会

に目を向けたいろいろな事業も実施されております。四郷地区におかれま

しても、 「四郷の知恵袋」といった高齢者の知恵や技能を、地域社会づく

りに活用したユニークな活動がなされているのをはじめといたしまして、

地域社会づくり推進委員会や地区社会福祉協議会、あるいは婦人会等の各

団体が、地区市民センターと一体となった取り組みがなされているところ

でございます。今後におきましても、こうした高齢化社会に対応した地域

社会づくりを進めていくために、地区市民センター事業の一層の充実を図

るとともに、これらの活動を支援してまいりたいというふうに存じている

ところでございます。
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なお、学校施設の地域活動への開放についてでございますが、ご発言に

もございましたように小学校における余裕教室につきましては、現在、水

沢1j洋校を除いて、全Ij浮校において一応本年度をもって開放事業を完了

することとなりました。ついてはご指摘の中学校における余裕教室の開放

につきましては、来年度以降において実施いたすべく目下検討中でござい

ますので、何とぞこ酒解を賜りたいと存じます。

また、先生のOBの方々の地域社会づくり事業の推進の中での講師等へ

のお願いの件についてでございますが、現在も各地区市民センターにおけ

る事業におきまして、随分とこれらの先生にお願いをいたし、ご活躍をい

たしておるところでございますが、これにつきましても今後一層のご活躍

を積極的にお願いしていく所存でございますし、またそういった方々の特

技等も含めた名簿といいますか、を作成することによって、各地域でのご

利用の便を図っていきたいというふうにも思っているところでございます。

また、開放施設を利用しての、いわば地域版の熟年クラスの開催といっ

たようなことについてのご提言でございますが、先ほども申し上げました

ように各地区市民センター活動の中で、こうした趣旨の講座も既に各地で

開催していただいているところでございますけれども、今後なお一層こう

いった講座の充実につきましても、地区市民センターと連携を図っていく

中で、その推進について積極的に努力していきたいというふうに存じてお

りますので、何とぞこ理解のほどを賜りたいと存じます。

〇議長（水野幹郎君） 豊田忠正君。

〇豊田忠正君 ご丁寧なご答弁ありがとうございました。

まあ、何分とも福祉のことですので、そうー朝ータにできない。ただ、

計画を持っておらないといつまでたってもできないということを私は思う

わけでございます。学校には家庭科教室とか技術教室、それと音楽教室、

保健室等、本当に立派な設備の整った施設が完備しております。このよう

な国民的財産を、今までのように学校というと聖域釦椴があって、ちょっ
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と踏み込めないというような考えも私も持っておるわけでございますが、

これからは広く地域に開放して、住民とともにの学びやだと、そういうよ

うな形でひとつ地域の文化の殿堂として、生徒だけでなく、ほかの住民の

方も気楽に使えるような状況に、今後開放していただくようにお願いして

おきます。

また、生涯を健康でかつ生きがいを持って社会活動を行っていけるよう

にするため、行政はその基盤整備を推進することが急務であると。今日に

おける高齢者対策は、日本経済の好調に助けられ、何とか維持しておるよ

うな状況じゃないかな。しかし、日本は資源の乏しい国でありますし、い

つまでも今日のような豊かさがこれからも続くのか、本当に素朴な疑問が

わいてきます。その一つに、出生率が低下する一方で、今後は生産人口が

減るから、お年寄りを養う経済力は次第に落ちていくのではなかろうかと

も考えられます。今までのように親と子、親戚縁者、それにプロヘルパー

に頼るような福祉介護では、とても対応できなくなってくるんじゃないか

なと思います。これからは高齢者本人も含む地域社会全体で福祉事業に参

加する心構えがなければ、厚生省の唱えておるゴールドプランは決して達

成できないのではないかと懸念するところでございます。今後とも行政の

一層の努力と住民の理解と協力を得られるよう、啓蒙と啓発に力を注がれ

ることを強く要望いたします。

最後に一つ、高齢化社会に向かって四日市はどうなるのかな、年老いて

安心して四日市に住んでおられるのか等々を心配して、きょうは大勢の方

が傍聴に来ておられます。そこで、 21世紀の高齢化対策について、今一言、

行政の最高責任者である加藤市長のビジョンをご披露していただきたいと

お願いいたします。

〇議長（水野幹郎君） 市長。

〇市長⑳藤寛嗣君） 今日、高齢化社会というのはもう常識になってお

りますが、四日市市におきます現状を申し上げますと、 80歳以上の方が
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6,600人以上いらっしゃる。その中に85歳以上の方が 2,.400人、 90歳以上

の方でも六百十数人おみえになるという現状でございまして、やがて私は

超高齢化社会が本市にもやってくるんではないだろうかなというふうに考

えております。こういった社会を迎えるに当たりまして、高齢者の方々に

どう美しく老いていただけるか、楽しく老いていただけるかということは、

極めて重要な社会問題であろうというふうに認識をいたしております。国

の方では既にゴールドプランが高齢者の健康、福祉に関連をいたしまして

策定をされました。平成2年にはそれに基づいて、老人保健法、あるいは

老人福祉法の改正が行われまして、現実に高齢者の介護等を中心にいたし

ました対策というのは、地方自治体がその主役にならねばならないという

ことでございまして、私どもは平成4年度に実は調査に着手をいたしまし

た。大体この調査が今年度いっぱいでまとまるだろうということから、平

成5年度に新たに国のゴールドプランに対応できるような四日市ゴールド

プランというものを策定をいたして、事業を進めてまいりたいというふう

に考えておるところでございますが、その中の一部について先ほど各部か

ら答弁がございましたが、平成6年度から新しい基本計画がスタートをす

るわけでありますので、この基本計画の中において全体像を明らかにして

まいりたいというふうに思っておる次第でございます。なお、これは平成

5年度中に行われるものというふうに思っておりますので、平成5年度に

はその中の幾つかの事業が具体的なものとして取り上げることが可能では

ないかと、かように考えて、今、一生懸命進めている段階でございますの

- で、どうぞさようご承知おきをいただきまして、今後とも格段のこ鞭撻を

賜りますようにお願いを申し上げるところでございます。

〇議長（水野幹郎君） 豊田忠正君。

〇豊田忠正君ありがとうございました。

それでは、市長のますますのリーダーシップを期待いたしまして、私の

質問を終わらせていただきます。
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〇議長（水野幹郎君） 暫時、休憩いたします。

午後2時31分休憩

午後2時48分再開

〇議長（水野幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

日置記平君。

〔日置記平君登壇〕

0日置記平君通告に従いまして質問をさせていただきます。

いつになく残暑の厳しい年を迎えておりますが、二、三日前からめっき

り秋めいてまいりました。残暑の厳しいこういう時期には、省エネ型の仕

事をすることが最適と言われております。省エネ型の質問をさせていただ

きたいと存じます。

はじめにちょっとお断りでございますが、私の質問は4点ございまして、

第一番目の休日の行政サービスについてでありますが、この休日の行政

サービスについては、週休二日制に向かう行政における休日の行政サービ

スについてというふうによろしくお願いします。

それから、 4点目の磯津海浜公園建設についてでありますけれども、こ

の点も 3番目に磯津漁港の問題についてがありますので、 3番目の問題と

含めてやらせていただきたいと存じます。 4番目の方を割愛させていただ

きますことを初めにお断りを申し上げます。

さて、休日の行政サービスについてでありますが、週休二日制、週40時

間対応は時の流れであり、大企業は早くから積極的に導入を図られ、中小

企業に至っても既に60％を超える数字になっております。企業の経営体質

改善の中においても、週40時間対応は求人難をクリアする上においても最

重要テーマになっております。加えてこの時期、思いのほか厳しい不況の

波が到来して、各企業とも操業率が低下し、今後さらに厳しさが増し、回

復が来春からさらに長くなるかもしれないと言われるように不透明さが深
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刻な状況となってきております。過去もそうでありましたが、オイルショッ

クのときもこのような状況を迎え、労働時間短縮に拍車がかかることに

なったことを思い出すわけでございますけれども、そのような環境を迎え

ている現状でありまして、本市の完全土曜閉庁につきましても市民の理解

が得られるものと判断をいたすところであります。ただ、一部にはまだ役

所のイメージとして、窓口の対応に冷たい、あるいは威張ってるんじゃな

いか、または不親切だといった、そういう感情を持たれておることも若干

ございますので、こういったものを取り除いていただ＜努力もこの際必要

かと思います。海外から日本の働き過ぎがとかく批判されて貿易摩擦の一

つとなっていることから見ましても、行政の週40時間を一日も早く実現さ

れることを要望いたすとともに、職員の皆さん方に休日の窓ロサービスに

ついて理解をいただきたいと思うわけであります。

民間企業について若干触れさせていただきますに、中部近鉄百貨店が、

三重県内最大規模の店舗面積をもって9月25日にオープンいたしますが、

この百貨店の中に設けられます施設といたしまして、現在、既に近鉄百貨

店の中にはありますけれども、三重県の旅券センターがあるのはご承知の

とおりであります。さらにこの新しい近鉄百貨店の中には、旅券センター

に加えて、銀行、郵便局、献血ルーム、アートホールなどが置かれるとの

ことでございます。民間企業においてはこのような経営努力を積極的にさ

れておられるわけでありまして、今やニューメディアの時代であり、一般

家庭につきましてはほとんど電話が普及しております。既に家庭におきま

しても、ファクシミリの時代となっております。平日に用件を連絡し、休

日ショッピングのときに臨時窓口に行ってサービスを受けられるという、

時代を先取りすることのできる市民サービスを前向きに取り組んでいただ

きたいと存じます。現在、市において週休二日制推進検討委員会が設置さ

れ、広い角度からいろいろと検討されて進行中とお聞きしております。委

員会がどのように経過がされておられるのか、休日の窓ロサービスとあわ
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せてこ所見をお聞かせいただきたいと存じます。

2番目に、平成不況に対する中Ij涌浅軽蚤済特別対策についてでございま

す。

昨年、いざなぎ景気を超えるかと言われた経済状況にありながら、突然

バプルがはじけ、昨年の春過ぎから市況に変化が出始め、ことしになりま

して正月を迎えたころには、ことしの春には景気が回復されるのではない

かと言われてきておりましたが、 4月になりますとこれがまた延びて、夏

過ぎになるだろうと。夏を迎えた今現在、おそらくこの不況の厳しさは、

年内はおろか来年に持ち越して、先行きまことに不透明な状況を迎えてい

るというふうな現況でございます。 8月の中盤から後半にかけまして総合

経済対策が打ち出され、補正予算も組まれたわけでございますが、株価に

ついては、1確かに秋口に1万 8,000円になれば回復の方向に向かうだろう

と思われるというふうな経済評論家の言葉でもありましたが、いずれにし

ましても、生産高、売上高におきましては、昨年度月平均マイナス30％と

いう数字まで低下しております。大変残念な新聞の記事ではありましたが、

8月の後半に発表されたのは、おそらく皆さんもご承知だと思います。大

手自動車メーカー、さらには弱電メーカー、半導体等、大手企業が 2,000

人から 4,000人の人員削減案を発表し、こういったことになりますと下請

等々の企業のトップの方々、あるいはサラリーマンの方々に至るまで、経

済情勢の厳しさを肌で感じられるところまできたわけでございます。家庭

経済についても、この夏休みの家庭サービスなどを見ますと、安上がりな

場所を選んで対応したというふうな新聞報道もございます。 8月27日、 93

年度予算概算要求に対前年度比 7.2％増、 77兆 4,400億円を発表、さらに

麟浮揚策として総合経済対策を決定、公共事業の追加や中小企業対策な

ど従来型の措置に加え、株式市場活性化策など、経営安定化のための措置

が盛り込まれ、事業規模は12兆円の経済対策を発表したのであります。ま

た、政府系金融機関の中小企業向け融資と住宅金融公庫の融資枠を1兆円
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に拡大いたしました。通産省の景気動向調査によりますと、地域経済動向、

中小企業動向等調査で、この20日現在で景気の先行きについて30％の企業

が悪化、 60％の企業が全く不透明と答えております。回復の見通しがつい

ていないことを示しておるわけですが、そこで本市の融資制度についてお

尋ねをいたします。融資制度枠の拡大と諸融資制度諸条件の緩和、さらに

不況対策特別融資の設定ができないかどうか、以上についてお尋ねをいた

します。

第3番目でございますが、磯津漁港問題についてお尋ねをいたします。

先般、私ども政友クラブにおきまして四日市港の視察を行いました。そ

の折、磯津漁港並びに磯津の海岸に立ちましていろいろと政友クラプで話

題になったことでございますが、その中で、磯津漁港の南の方に樋門がご

ざいます。この樋門の上の堤防に段差についておりますが、江川から港に

入る水路、五曳樋門があり、この樋門は開港当時からそのままの樋門と考

えられます。堤防は伊勢湾台風後に築造されたと聞いておりますが、住民

の財産を守る海岸保全施設にしてはその老朽化が懸念されるところでござ

います。そこで、お尋ねいたしますことは、これらの樋門を含めた堤防の

管理とその改修計画があるのかということでございます。

次に、磯津漁港内でございますが、漁港は市の唯一の漁港として、また

伊勢湾でも屈指の漁港として、防波堤、泊地、航路等の整備が着々となさ

れ、本年度につきましても物揚げ場の改良がなされると聞いております。

バッチ網、 4還底びき網等、漁船漁業の発展のために不可欠な漁港施設の

機能が逐次整備されることは、円滑な漁業活動するには非常に重要なこと

でありますので、今後の整備計画についてもお示しを願います。

さらに、改修計画の中で、漁港内のしゅんせつ土で海浜公園ができない

かということでありますが、漁港があり、公園があり、海辺があるすばら

しいという景観になると思います。

最後に、港の中で漁業者から聞いた話でございますが、せっかくとって
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きた魚を港内で生かしておくと、水質汚濁か何かの水質の変化によりまし

て、焦が死んでしまうという苦情をお持ちのようでございます。死んだ魚

と生きのいい魚では市場価格も当然のことながら異なり、水産振興を図る

上においても蓄養場等を設置し、こういった問題を解決する方法がないか

どうかをお尋ねいたします。

以上をもちまして、私の第1回目の質問を終わらせていただきます。

〇議長 (7悶野幹郎君） 市民部長。

〔市民部長（小畑廣次君）登壇〕

〇市民部長（小畑廣次君） ただいまご質問の第1点目の、休日の行政

サービスについてのご質問にお答えをいたしたいと思います。特に、窓口

サービスの問題でございますので、私の方からお答えをいたしたいと思い

ます。

週休二日制の完全実施に伴います窓ロサービスをどうするのかというご

質問でございますが、ご指摘のように、全国の各都市でもそれぞれの状況

に応じた窓口事務のサービスを行っているところでありますが、本市のよ

うな人口規模あるいは都市形態、さらにまた市内22カ所で地区市民セン

ターでの窓口業務を行っている関係上、休日窓口を開設するということに

ついては非常に困難性があるわけでございます。むしろ先ほどご提言のよ

うに、平日における行政サービスをどう向上させるかということの方針か

ら、種々検討をしてまいりました。その一つは、やはり電話予約による住

疇あるいは睛姻縣の諸証明を交付するということでございます。そう

いうことで現在、実施の方向で検討をしております。その内容は、平日の

開庁時間帯に、市民課あるいは市民税課へ電話をいただき、住民票などの

発行ができるか否かを確認をいたしまして、土曜日、日曜日の閉庁時に宿

直室でそれを交付する、こういう考え方を持っているところでございます。

二つ目は、従来からも行っているところでございますが、郵送による住

疇、戸鵬本等の交付がございます。この2点について実施することに
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よりまして、一定の住民サービスに努めていきたいと考えているところで

ございます。この2点につきましては、先ほど申し上げました週休二日制

の完全実施をいつ行うかということが現在決まっておりませんが、その段

階でこれらの方針につきましては、広報、地区市民センターの窓口などで、

あらゆる機会を通じまして、市民の皆さんへ啓発をいたしたい、かように

考えているところでございます。

最後になりましたが、職員の住民に対する対応に厳しいご指摘があった

わけでございますが、私たちもふだんから窓口事務は市民に親しまれる窓

口でなければならない、こういう観点から、絶えず職員研修を強化する中

でいろいろ工夫をしているわけでございますが、今後とも窓口職員に限ら

ず全職員が、住民に親しまれる職員になるよう努力をいたしていきたい、

かように考えておりますのでこ理解をお願いをいたしたいと思います。

〇議長 (7J<ff幹郎君） 商工部長。

〔商工部長（米津正夫君）登壇〕

〇商工部長（米津正夫君） 2点目の平成不況に対する中小企業経済特別

対策についてご答弁を申し上げます。

本地域におきます最近の景気動向につきましては、先ほど来、いろいろ

とご説明もちょうだいしたわけでございますが、四日市商工会議所とか、

あるいは三重県中小企業団体中央会、また金融機関の行った調査結果、さ

らに本市が業界に対して行ったヒアリンク課濱等によりますと、生産活動

につきましては一部の業種では在庫調整が進展しておりますものの、需要

の停滞により依然として在庫水準は高く、在庫調整の完了、あるいは生産

の回復までには時間がかかるとの見込みでございます。したがいまして、

製品需給につきましても全般的に緩和をいたしておりまして、製品価格の

下落が売上不振とともに収益を圧迫しており、設備投資意欲も減退をいた

しておるところでございます。また、労働需給につきましても緩和傾向に

あるわけでございまして、自社の労働力に過剰感を持つ企業もかなりあり、
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残業の削減とか、あるいはパートの削減等による対応が進んでおりますこ

とから、個人消費が低迷をいたしておるところでございます。こうしたこ

とからほとんどの業種で需要の停滞、生産の減少、収益の悪化等を背景に、

3カ月前と比較してもさらに悪化しているという意向でございまして、今

後の傾向につきましては、先行きに対する不透明感から、需要減退による

売り上げの減少、採算性の悪化、在庫調整の鈍化等、景気後退感を強めて

おりまして、総じて慎重な見方が強いようでございます。こうした状況の

中でご承知のとおり、 8月28日に政府は、公共投資の拡大、公共用地の先

行取得、あるいは住宅建設の促進等を柱といたします総事業規模10兆 7,0 

00億円の過去最大の総合経済対策を決定をいたしまして、低迷を続ける景

気を下期から回復軌道に乗せようとしているところでございます。そこで、

本市といたしましては、本年度に入り制度融資の利用が前年比、件数で42

％、金額で62％の伸びを示しておるわけでございまして、また貸付利率に

つきましても本年7月に 0.2%、この9月1日から 0.4％の2回にわたっ

て引き下げを実施したところでございます。このように地域の中小企業の

金融の円滑化を図るため、いろいろ努力をいたしておるところでございま

すが、さらに不況対策の一環といたしまして、本年10月から1年間の期限

を設けまして、売上高5億円以下の企業としておりました貸付対象企業の

制限を10億円以下までとする制限の緩和、さらに全制度の8割を占めてお

ります中小企業振興資金の保証料補給限度額が運転資金 700万円、設備資

金 1,000万円としていたわけでございますが、それぞれ融資限度額でござ

います 1,000万円、 2,000万円への引き上げなど、一層の地域中小企業対

策を講じてまいる所存でございます。

また、融資枠につきましては、年度当初から今回の不況を踏まえ、貸付

金の予算化をいたしておったわけでございますが、今後の動向いかんによ

りましては、さらなる資金手当てが必要になる事態も予想されますことか

ら、状況を注意深く見守り、柔軟な対応を講じてまいる所存でございます
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ので、こ酒解をいただきたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 農林水産部長。

濃林水産部長（鎌田悟君）登壇〕

〇農林水産部長（鎌田 悟君） 3点目の磯津漁港の問題につきましてお

答え申し上げます。

磯津漁港は、昭和26年7月漁港法による二種漁港として指定を受けてお

るところでございまして、その後、漁港整備長期計画を立てまして、外郭

施設の整備を行ってまいっております。ご質問の堤防と樋門でございます

が、漁港内の海岸保全施設として位置づけられておりまして、その管理は

四日市市が行っておるところでございます。ご指摘のように堤体の老朽化

も一部で見受けられます。このため平成7年度までの第5次漁港海岸事業

の中で、樋門上の堤体の改修を考えておるところでございます。これにつ

きましでは、樋門からの排水は大部分が楠町管内の排水でもございますの

で、実施に当たりましては、県の指導も受けまして、楠町と十分協議をし

てまいりたいと考えております。

次に、漁港の改修計画でございますが、現在、第8次漁港計画に基づき

まして、毎年継続的に物揚げ場の改良を行ってきておるところでございま

す。引き続きまして第9次漁港計画を立てまして、漁協関係者の意向も尊

重しながら、物揚げ場の改良、港内の静穏対策等を行いまして、漁船漁業

の振興を図ってまいりたいと考えておるわけでございます:また、漁港内

には現在、蓄養施設といたしまして、水槽が10カ所設けられております。

これにつきましては、クルマ工ビの中間育成施設として現在、利用してお

るわけでございますが、出荷調整施設として、また活魚水槽等として、さ

らなる有効利用についても関係者と協議をいたし、また指導もいたしてま

いりまして、一層の水産振興につなげてまいりたいと考えております。

また、漁港内のしゅんせつ土を利用しで海浜公園をとのご提言でござい

ますが、本年度実施いたします磯津漁港区域活性化構想策定事業の中で地
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元の意向も十分尊重いたしました。また、農林水産省との調整等も踏まえ

ながら、これについての研究、検討をさせていただいてまいりたい、こう

考えておりますのでこ理解を賜りたいと存じます。

〇議長 (71<.ff幹郎君） 日置記平君。

0日置記平君 1番目の休日の行政サービスについて、大変前向きにご答

弁をいただいたところでありますが、大変省エネ型のご答弁でございまし

て、もう少し色をつけていただきたかったなというふうに思うんですが、

他都市の研究をさらに熱っぽく進めていただいて、土曜日でございました

か、川越町がこの問題を取り上げて実践に移してるという、毎日新聞の発

表が実はあったばかりでございます。三重県として市がスタートしたとこ

ろがあるのかどうか、まだ調査はしておりませんでわかりませんが、全国

的に先駆けて出雲市がいろんな話題をまいておられるところでありますけ

れども、ご答弁によりますと、市の方で臨時出勤をしておやりになるとい

うふうなご回答であったかと思います。この辺のところも多彩なことを講

じていただきたいなというふうに思います。

ただ、私の質問の中で週休二日制の問題を若干触れさせていただきまし

たが、誤解があるといけませんけれども、週休二日制について積極的に導

入の意見を申し上げたんですが、その中で土曜日の窓ロサービスというこ

とになりますと、あるいは逆行をしてるじゃないかと、少し考え方が違っ

てないかというふうに誤解を持たれるかもしれませんが、あくまでも週40

時間という枠の中での対応でございますので、その点を誤解のないように

お願いをいたしたいと存じます。今後前向きにご検討いただくというふう

なことでございまして、具体的にもいただきましたので、どうか一つ前向

きに取り組んでいただきたいと存じます。

それから、週休二日制推進検討委員会がどういうふうにあったのか

ちょっとお聞きしたかったんですが、ちょっとその辺のところがなかった

ように思います。
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それから、二つ目の中小企業向けの経済特別融資政策につきましては、

非常に深い内容でご答弁をいただきました。毎月毎月経済の変化が出てお

りまして、各製造業につきましては、非常に資金圧迫がこれから秋に向け

て出てくるんではないかといった不安材料が多い中で、ご答弁がありまし

た貸し付けの拡大、あるいは貸付制限の緩和という点については、十分触

れていただきましたので、この点については今後各企業間、あるいは四日

市管内における各組合へのPRを含めてお願いをしたいと存じます。

それから、三つ目の磯津漁港の問題でありますが、考えてみますと、私

たち視察をしたときに、これはすばらしいなぎさがあるなというふうに、

初めてあの磯津海岸から吉崎海岸に向けて見たわけでありますが、市長も

大変海を愛しておられるというふうに承っております。四日市における海

は工場でほとんど埋まっておりますが、唯一あの海岸を目の当たり見ます

と、白砂青松がかなり長い距離にわたって見えます。ただ、残念なことに

四日市管内における磯津漁港と鈴鹿川との間だけを見ますと、非常に南北

の距離が短いわけですね。ところが、それから南へ見ますとさらに長く続

いていくわけです。吉崎海岸というのは楠町だそうでありますが、楠のと

ころに至るまであの距離を総合的に見ますと、非常に自然を残すのにいい

場所だと思うんですが、その辺のところは楠町ということになりますので、

いよいよもって市長、ひとつ楠と四日市との熱い握手がこの辺で必要では

なかろうかというように思いますが、その辺のところでひとつ市長のお考

えをあわせてお聞かせいただければ幸いでございます。

それから、磯津漁港の魚が死ぬという問題でありますが、この辺のとこ

ろは今も計画の中に、蓄養施設についてクルマエビ、あるいは活魚等の蓄

養施設をこれからも積極的に展開されるわけですが、こういうふうになり

ますと、あの漁港がやはり水質汚染が生まれるということがわかっており

ながらこういう施設を投資するということの、いろんな問題の因果関係が

あろうかと思いますが、この因果関係につきましては、魚が弱った、活魚
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が市場に出せないというふうな状況で問題が提起されてるのか、あるいは

公害といいますか、環境部の方にそういった問題の解決の要望が出されて

いるのかどうか、環境部の方からもちょっとその辺のところのご答弁いた

だきたいと思いますし、同時にこれが現実にあったわけでありますから、

環境対策として、これは楠町の生活汚水と楠町にあります工場排水との因

果関係について、やはり楠町と連携プレーをとりながら、この磯津漁港の

水質問題の改善に施策として打ち出していただかなきゃならない、こうい

うふうに思うんですが、この点もあわせてご答弁を賜りたいと存じます。

〇議長（水野幹郎君） 総務部長。

〇総疇長（鵜飼麟） 詔週休二日制の導入に関しましてお尋ねが

ございましたので、私からお答え申し上げたいと存じます。

まず、私ども今回の完全週休二日制の導入に当たりまして、基本的な考

え方が三つあるわけでございます。一つは、完全週休二日制の導入に際し

まして、基本的には人は増やさない。 2点目には、経費の負担増にはつな

がっていかない。三つ目には、住民サービスの低下をきたさない。そう

いったことを基本的な方針として決めているわけでございます。しかしな

がら、そうは申しましても、この完全週休二日制が導入をされてまいりま

すと、閉庁困難な職場もあるわけでございます。そうなってまいりますと、

現在の執務の体制が確立ができないという問題が当然出てくるわけでござ

います。同時にまた、住民サービスが低下をすると、そういった問題が当

然出てくるわけでございます。そこで、今お話がございましたように、私

どもといたしましては、週休二日制推進検討委員会というものを内部で設

置をいたしておるわけでございまして、その中で今申し上げた執務の体制、

あるいはまた住民サービス等々の点について具体的な検討を進めているわ

けでございますが、特に私どもとして考えていかなきゃならない職場が幾

つかあるわけでございます。その一つが今お話がございましたように、窓

口のサービスの問題であるわけでございますけれども、同時にまた病院で
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ございますとか、あるいはまた保育所、さらにまた消防、そういったとこ

ろについては、現状のままでは大変完全週休二日制を導入することが難し

いという、そういう実態もございますので、検討委員会の中でその辺をポ

イントにしながら具体的な検討を現在進めておるわけでございまして、で

きるだけ早くまとめさせていただこう、こういうことでございます。今議

会に週休二日制の導入についての条例の一部改正についてご提案をさせて

いただいておるわけでございますが、いずれにいたしましても、私どもと

いたしましては、今後執務の体制の確立の問題と、もう一つは、住民に対

する理解と協力、そのための啓発というものが極めて重要でございますの

で、そこら辺の二つについて十分見きわめながら、できるだけ早い時期に

疇をする努力をしていきたい、こう考えておるわけでございますのでご

了解いただきたいと思います。

〇議長 (7l<J野幹郎君） 商工部長。

〇商工部長（米津正夫君） さきのご答弁で若干こ理解しにくい点があっ

たかもわかりませんので補足をさせていただきたいと思いますが、中小企

業振興資金の保証料の補給限度額が、現在、運転資金が 700万円、設備資

金が 1,000万円、こういうことで取り扱っておるわけでございますが、こ

れを現在の中小企業振興資金の貸付限度額 100%、いわゆる運転資金が

1,000万円、設備資金が 2,000万円と 100％補給をさせていただくという

ことでございます。

なお、再質問で、この不況対策の一環といたしましての融資制度につき

ましては、今後広く PRに努めてまいりたいと思っておりますので、こ理

解いただきたいと思います。

0麒 (7燭幹郎君） 鴫部長。

〇環境部長（須原賢治君） ただいま磯津漁港へ流入しております江川の

排水問題についてお尋ねがあったわけでございますが、ご承知のように江

川につきましては、樋門までのところ楠町の地内になっておりまして、今
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まで苦情があったかということにつきましては、楠町当局に対しまして、

江川周辺に立地しておる企業から流出される水について多少水質が悪いと

いうことで笥青は聞いており、その対策に苦慮しておる9ということは伺っ

ております。そこで、この江川の流域には、中小を含めた数多くの工場の

排水と住民からの生活排水も流入をしておりまして、現在まで県並びに楠

町では、主要工場の排水を定期的に採水をし、検査をしておるということ

でございます。ただし、樋門から排水される水そのものは、すべて磯津漁

港の方へ流入をしておりますので、漁港の水質の向上というのは、大変大

切なことだというふうに私も認識をいたしております。したがいまして、

我々としましては、本市と楠町を含む4町で構成されております四日市地

区広域市町村圏環境保全協議会というものが過去から設立されておりまし

て、いろいろ環境問題、水質問題について4町と協力をし合って相談をい

たしておりますので、早速この問題につきまして協議会を通じましてご提

案を申し上げ、県並びに楠町における監視、指導をより充実していただ＜

ようお願いをしてまいりたいと、こういうふうに考えておりますのでこ理

解いただきたいと思います。

〇議長 (7J<J野幹郎君） 市長。

〇市長傭］藤寛嗣君） 磯津漁港の改修計画は、先ほど農林水産部長から

お答えをしたとおりでありますが、実は、今、四日市港の第8次港湾整備

5カ年計画が平成7年度で終わることになっておりましたが、実はこれを

8月に改正いたしまして、平成12年まで延期をいたしました。その中で四

日市港湾計画は、実は楠町まで入ってるわけでございますので、一応~町

の埋め立て後の活用方法というのが想定をされているわけでありますけれ

ども、楠町の意向と若干管理組合の今度の港湾計画では沿わないようなと

ころがございます。同時に、磯津の漁港というのは、漁港そのものの管理

監督官庁は農林水産省でございますので、農林水産省の漁村地域活性化構

造改善事業というのがあるわけでございますが、それを活用して磯津漁港
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区域活性化構想というのを策定しようとしているわけでございます。これ

がまとまりますと、四日市港湾区域の部分に入るところは管理組合の方で

計画に入れているようでございますが、これとの整合性を図ってまいらね

ばならない。あるいは鈴鹿川が河口に当たるわけでございますから、河口

を変形するということになりますと建設省の認可が必要である。こういう

ような複雑な状況になっておりますので、今、これらの問題に取り組みな

がら今後の対応を図っていかなければならないという状況にあるわけでご

ざいます。そこで、楠町と四日市市とはまさに一体となった考え方で進ま

ないことには、これらの問題の解決はかなり難しくなってくることだろう

というふうに思いますので、楠町の方とは行政的には私どもは十分な連絡

をとっておりますし、双方の事業を進めていく上において、双方で納得し

た線で関係官庁に当たらなければならないということは、既に楠町、四日

市市ともに十分認識をいたしておりますので、行政区域別に握手というこ

とはともかくといたしまして、両者が一体となってこの問題に関係官庁に

取り組もうという姿勢で、今、連絡調整を図りながら進めている段階でご

ざいますので、さようご承知おきをいただきまして、またご支援をちょう

だいいたしたいというふうに思っております。

〇議長（水野幹郎君） 農林水産部長。

〇農林水産部長（鎌田 悟君） ご質問の中で、蓄養水槽は水質の悪化と

いうことを一つの含みにした設置であったのかというようなご質問の趣旨

かと存じましたのでお答えさせていただきますが、これにつきましては

ちょっとはっきり年数は覚えておりませんけれども、十年ほど前だったと

思いますが、赤潮対策といたしまして、海面で弱って浮いておる幼魚を、

生き返らせると申しますか、そういう復活施設として利用するという目的

で設置されたものでございまして、たまたま現在はクルマエビの育成施設、

あるいはほかに多目的にも利用したいと、こう考えておる施設でございま

す。
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〇議長 (7悶野幹郎君） 日置記平君。

0日置記平君 いろいろとありがとうございます。

まず、窓ロサービスの件ですが、総務部長の方からご答弁ありました、

週休二日制推進検討委員会の方で検討を続けていただくということでござ

います。お話の中にいろんな問題、難しい問題が山積する点も私も理解で

きないわけではございません。ただ、週休二日制推進検討委員会の中で常

識的に検討していただきますと、常識ではできないということになります

ので、この辺のところは発想の転換もしていただく必要があろうかという

ふうに思います。できないではなくて、できるという点も考えて前向きに

ご検討をいただきたいと存じます。

それから、磯津漁港の問題につきましては、環境部の方も、県あるいは

楠町を含めた上で検討していただくということでございますので、これも

あわせてご検討いただきたいというふうに思います。

いろいろとご回答をいただきましてありがとうございました。私の質問

を終わらせていただきます。

〇議長（水野幹郎君） 要望でよろしいですか。

0日置記平君要望で結構です。

〇議長 (7悶男幹郎君） 本日はこの程度にとどめることにいたします。

次回は、明日午前10時から会議を開きます。

本日はこれをもって散会いたします。

午後3時33分散会
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事務局長 長谷川昭彦

参事兼議事課長 伊藤千秋

議事課長補佐 福島和幸

主幹兼議事係長 玉田耕士

主 幹 井上紀久夫

主 幹 水谷正昭

午前10時1分開議

〇副議長（堀内弘士君） おはようございます。水野議長に代わりまして

議長の職務を行いますので、よろしくお願いをいたします。

これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は40名であります。

本日の議事は一般質問であります。

日程第1 一般質問

〇副議長（堀内弘士君） 日程第1、これより一般質問を昨日に引き続き

行います。

ll屁灼洛言を許します。

土井数馬君。

日サ接難諾i登壇〕

〇土井数馬君 どうも皆さんおはようございます。

それでは通告に従いまして順次ご質問をさせていただきます。

1点目は、公園づくりと緑化に関連してお尋ねしたいと思います。

日本の公園は明治時代に初めてつくられたわけですが、このころの公園

は、子供の遊び場とか市民の憩いの場としてつくられたものではなく、ヨー

ロッパにならいました都市景観づくりとしてつくられたそうです。その後

はその時々の社会背景の中で必要性や要求を受けて、制度的、計画的、及
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び質的にも量的にも発展推移してきたわけですが、今もなお多くの問題を

抱えていると考えます。子供の生活空間から見ましても、かつてはどの地

域にも空き地や原っぱ、あるいは川や神社の境内など、至るところに遊び

場がありましたが、今の子供の行動範囲内には、以前の垂坂山、松本山、

あるいは泊山などの地域に自然に親しめる山や森がどんどん減ってきてお

ります。特に住居やビルが立て込み、自然はつぶされて、車はもう生活の

場の中まで入り込んできておりまして、さまざまな管理が強化される中で、

変化に富んだ自然の遊び場はほとんどなくなってしまっております。です

から市民が緑や自然により季節感を感じたり、安らぎと潤いが得られる場

としてくまた子供たちには自然の遊び場としてなど、今後の公園への依存

度はますます高まっていくことと考えます。本市におきましても他都市と

同じように、近年の急迅甘よ都市化の波をまともに受けまして、近代都市へ

の発展と引きかえに、美しい緑で象徴される自然環境の多くを失っており

ます。しかし、ここ数年来の都市基幹公園の整備につきましては、特に積

極的に取り組んでいただきまして、また8月下旬号の「広報よっかいち」

を見ていただきましても、自然林に囲まれた垂坂山の整備の紹介なども出

ておりまして、公園や樹木などへの愛護意識の啓発にも随分力を入れてい

ただき感謝しております。本市の都市公園の整備状況は、平成2年度末に

おきましては、市民一人当たり 7面と全国平均を上回ってはおりますが、

このうちの50%、半分以上が緑地の面積が占めております。児童公園や近

隣公園などの不足が少し指摘されているのが暁伏のようです。そこで、今

後の児童公園や近隣公園などの整備についての目標及び具体的な計画内容

があればお聞かせいただきたいと思います。

また、総合公園なども含めました大小新しい公園を整備していただくこ

とももちろん大切なことですが、既存の児童公園や近隣公園については、

どの公園も同じような顔をしております。個性のないものが非常に多いよ

うな気がしております。そこで、今一度地域全体を見直していただき、公
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園の必要性と今後のあり方を地元の方と十分に話し合い、子供たちの要望

も取り入れた、地域住民の視点に立った公園の再整備も必要な時期に来て

いるのではないでしょうか。

また、その際もう一つ大切なことは、特に児童公園等を整備していただ

きました後の管理運営についてでございますが、特に住民組織の方に主体

的にかかわっていただき、行政が指導、協力することはもちろんですが、

地域住民の方による公園づくりが不可欠になってきたのではないかと思い

ますが、この点についてもご答弁をいただきたいと思います。

さて、この7月に福島市に視察に行ってまいりました際に、小鳥の森と

いう都市公園を視察してまいったわけですが、この公園は子供たちに本物

の自然を触れさせてやりたいという目的で整備されまして、できるだけ市

街地から近いところ、子供たちが自転車や歩きで遊びに行けるところとい

う設定で整備されたそうです。ですからもともとある山をそのまま生かし

まして、小鳥や動物たちに好かれるようにと、施設の外装もカラマツの焼

き丸太を使ったり、あるいはごみ箱にいたしましても、木やつるを編んだ

ものを使っておりました。そうしましてここの管理、運営は、日本野鳥の

会に委託をいたしまして、レンジャーと呼ばれます常駐の方が、子供たち

にここのすばらしい自然を紹介しておりました。

また、先日は市民クラプの皆様と埼玉県熊谷市に視察にまいりましたと

ころ、市街地の中心部に森がありまして、その中に子供が水遊びできるよ

うな深さ10cmぐらいの清流と噴水が整備されている公園がございました。

この公園は四方を道路に囲まれているのですが、公園の周りにフェンスや

囲いは全くなく、歩道が設けてございまして、どこからでも公園内に出入

りできるようになっておりまして、通り抜けが自由で開放的な公園でござ

いました。買い物帰りの人や水遊びの子供、あるいはオフィス街の人たち

が、それぞれの利用の仕方を楽しんでいるようでした。本市におきまして

も中央緑地や南部丘陵公園などの都市基幹公園におきましては、年度ごと
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に整備をしていただいておりますし、小鳥や小動物の生息においても引き

続き調査していただいております。児童公園や地区公園などにおきまして

も、若干不足はしていますものの、今後も計画的に整備していただくもの

と考えます。しかし、前段でも申し上げましたが、どの公園も個性や特色

が随分弱い感じがしております。福島市の小鳥の森公園や東京大井の野鳥

公園、少しおもしろいところなんですけれども、東京世田谷区の羽根木公

園内のプレイパークという公園では、子供たちが自由に小屋をつくったり、

たき火をしたり、普通の公園では規制されてるような遊びを行っていまし

て、全国的にも注目をされております。もちろん前者には先ほどの自然に

詳しい常駐のレンジャーたちがおりますし、羽根木公園の方にはプレイ

リーダーがそういった遊びを教え、指導に当たっております。ですから今

後の総合公園整備に当たりましては、レンジャーやプレイリーダーのよう

な常駐のそれぞれの専門の指導員による管理、運営が新しい公園づくりの

特色となるように思いますが、この点についてのお考えをお聞かせくださ

しヽ。

また、本市の児童公園や近隣公園を見てまいりますと、必ずと言ってい

いほど四角くフェンスや囲いがしてございます。また、周囲の歩道や道路

よりもどういうわけか高くしてあり、出入口が2、3カ所、あるいは1カ

所というところもございますし、なおかつチェーンがしてある、こういう

公園もございます。こんな点も利用しにくくしている原因の一つではない

かと思います。また、利用者の多い公園はきれいに管理され、利用者の少

ない公園は管理が行き届かない、こういった悪循環も見受けられるように

思います。それから、公園の周囲がごみの収集場所になっているところも

多く、ごみ箱自体も公園には余りそぐわないものが多いようです。特に公

園に除草剤を使用することは、美観的にもいかがなものかと考えておりま

す。利用頻度の少ない公園には、大小にかかわらず、今言いましたような

それなりの理由や原因があるはずです。今後新しい公園を整備するにしま
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しても、既存の公園を再整備するにしましても、ぜひそういった点も見直

していく必要があると考えますが、この点についてもお答えをいただきた

いと思います。 、

ところで、熊谷市の小鳥の森公園では、空き缶によります汚水処理が行

われておりまして、水田地帯周辺の施設や公園内の河川などの浄化に使わ

れておりました。これは従来の汚水処理場が好気性のバクテリアや細菌類

の働きだけを頼りにしてきたものに、酸素を嫌う、いわゆる嫌気性の生物、

こういった力も借りようというもので、円筒形は表面積が非常に広いので、

表側には好気性のバクテリアや生物がつき、内側には嫌気性の生物がつく

と。ですから両方の力で浄化、分解処理する方法だそうです。これはセラ

ミックや陶器の筒の素焼きのものでも同様の効果があるというふうに説明

を受けてまいりました。熊谷市では、中学校や老人センターなど市内十数

カ所の施設で大規模浄化システムを、 1カ所約2万から3万個の空き缶を

利用しまして抜群の効果を示しておりました。また、静岡県の富士吉田市

の場合においても、同様のシステムで同じような効果を上げているそうで

す。

小鳥の森の方は、レンジャーたちが公園内から出る空き缶を集めてまい

りまして、数十個から数百個を網のような袋に入れまして、それをそのま

ま公園内の水辺や小川に沈める簡単な方法で河川浄化を行っておりまして、

これもかなり効果があるというふうにレンジャーの方が言っておりました。

また、愛知県瀬戸市では瀬戸焼で、岡山県の方では備前焼なども同様に河

川の浄化に活用しまして、排水処理に非常に効果を上げておるようです。

これは公園づくりに直接関係はございませんが、総合公園などから出る空

き缶利用で、公園内に流れ込む小川や地域の河川などへ利用方法を考えれ

ば、 BODやCODを低める効果はもちろんでございますが、それにもま

して空き缶や地場の萬古焼などによる河川の浄化となりましたら、市民へ

の環境問題の啓発にも大きな効果が期待できるのではないかと思います。
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I,  

空き缶や萬古焼によります排水処理や河川浄化への利用と、市民的な運動

にまで発展していくようご指導いただければと考えますが、ご答弁をお願

いいたします。

さて、もう 1点頃禄化に関連しましてお伺いいたします。

緑の効果はいまさら申し上げるまでもなく、人間にとりましては本当に

貴重な資源でありますし、もちろん動物や昆虫たちにとりましてもなくて

はならないものです。先ほどの小鳥の森や野鳥公園などでは、鳥や昆虫や

動物たちを身近に呼び寄せようと、サンクチュアリ、いわゆる聖域といい

ますか、生き物たちにとって住みよいのはどんなものかを考えまして、水

場をつくったり、樹木につきましては、その立地環境に応じた植生を生か

しながら、えさや巣になる木などを選んでおりました。ですから本市にお

きましても、今後の緑化や植樹をする際には、その立地環境を十分に考慮

しながら樹種を選んでいかなければならないと考えます。特に街路樹など

はその都市の顔と言われております。そのまちのイメージを特徴づける非

常に重要な存在でありますから、単に本数を増やすだけでなく、 1本1本

のボリュームを考え、量だけでなく、質を考えた樹種選びも必要だと思い

ます。さきの新聞等で報道されました西浦通りやその後の三滝通り、北浜

田地区内のケヤキの剪定に見えますように、今見ましてもひどく痛々しく

感じられるわけでございます。もちろんさまざまな事情や理由があるのは

わかりますが、この件にいたしましても慎重な樹種の選択が行われていれ

ば避けられたように思います。

特に、先日徳島市へ視察にまいりました際には、 「天まで伸ばそう」と

いうキャッチフレーズで、街路樹は基本的に無剪定を貫いておりましたが、

もちろん住民の合意と協力を得て管理していましたことは言うまでもござ

いません。それでもう一つ注目すべきことは、徳島市内にある国道や県道

の街路樹も、市の方で一元的に管理する体制を整えていたことです。これ

は四国国道建設事務所と交渉しまして、市と国の間で委託契約を結び、街
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路樹の緑化と管理は市がすることとしまして、その経費は国の方から受け

取る、こういった内容の契約だそうです。県道につきましても、市と県の

間で同様の契約が結ばれておりました。本市におきましては、市内を通過

しております国道や県遂が数あると思いますが、それらにつきましても同

様な対策をとっていただt・ナれば、市内の街路樹景観も非常にバランスよく

整備されるのではないかと考えます。特に、この70メート）頃掛比交差い

たします国道1号の部分につきましては、予定されております地下駐車場

整備の際に、中央通りのクスノキにマッチして、つながりのあるような街

路樹整備ができないものか、この点についてのこ~見をお伺いしたいと思

います。

もう一つは、児童公園や近隣公園の植樹についてですが、どの公園もほ

とんど周囲だけ植樹してあるところが多いわけですが、そういう植え方で

はなく、公園の一部分は森のように固めて植えたり、あるいは公園全部を

森にしてしまう、そういう植え方も考えてみてはいかがかと思います。既

成の遊具を幾ら整備いたしましても、子供たちはしばらくすると飽きてし

まいますし、使われない遊具はどんどん傷んでまいります。修理や整備が

行き届きませんと危険でもありますし、また場所をとるだけのものになっ

ている箇所も見受けられます。しかし、樹木をはじめとする自然のものは、

想像しだいで無限の遊び道具になったり憩いの材料になったりしておりま

す。今の公園で隠れんぼうができたり、木登りができる公園がはたして幾

つあるでしょうか。そういったところからも、前段で申しましたように個々

の頌の事業を調査、研究していただきまして、公園への小さな森づくり

といいますか、そういうような植樹をお願いしたいと思いますが、お考え

をお聞かせください。

2点目の障害児対策についてお尋ねします。

先日来、津市内の全盲の小学生の女の子が盲学校から普通小学校への転

校を、県と津市に働きかけていることは、皆さんよくこ~じのことと思い
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ます。この子は、 「たくさんの友達に毎日会いたいから」、こういった理

由で普通学校への転校を訴えておりました。この問題は他市のことだから

ということでなく、今後の障害児問題にはいろいろなケースが出てくるの

だ、そんなことを感じさせるニュースでございました。国連障害者の10年

の最終年でもあり、ノーマライゼーションの考え方が広がりつつある今、

事、教育に関して申し上げれば、障害児をすべて隔離して特別の施設で教

育を受けさせるのではなく、障害のある子もほかの子供たちと一緒に遊ん

だり、学んだりしてほしいと思うわけです。それが統合教育、いわゆるイ

ンテグレーション、みんな一緒にという考え方と思うわけです。本市にお

きましても、障害児保育におきましては他都市に誇れるような実践を行っ

ていただき、特に健常児との触れ合いを大切にした保育は、その子ばかり

ではなく周りの子も、そして親もまた保母も育づという大切な場所となっ

ております。学校教育におきましても、普通学校内に特殊学級を設置して

いただくなど、障害児対策につきましては特にこ配慮をいただき評価いた

しております。しかし、先ほどの津市の例でもありますように、今後は障

害児にかかわりますいろいろなケースがこの四日市でも出てくることが考

えられます。一つは、この2学期からスタートします学校5日制におきま

しても、 「広報よっかいち」の8月上旬号で、 「土曜日子供の世話ができ

ない、共稼ぎやその他の事情で子供たちだけになると心配される児童は、

市内の小学生2万人のうち約 1,400人、そして低学年の児童が約 600人あ

る」、そんなふうに書いてございました。そこでお伺いするわけですが、

もちろんその対策としまして、学校施設の一部開放や管理員の配置などを

考えていただいておるわけですが、その管理員の方とはどういった方を予

定しているのかを、まずお聞かせいただきたいと思います。

また、子供たちだけになると心配されるIl洋在約 1,400人の中には、障

害のある子供たちも含まれているのでしょうか。もし含まれているのであ

れば、その子供たちの対応はどうなさるのか、ご答弁をいただきたいと思
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います。

もう一つは、障害のある子供はもちろんですし、その 1,400人のうちの

低学年の児童約 600人は、学校5日制でもそうですけども、もう既に放課

後や春、夏、冬休みなどは、非常に心配なことが起こっているわけです。

もちろん本市におきましては、市内4館の児童館をはじめ、放課後児童対

策といたしまして、学童保育補助事業の実施におきましてその対応を図っ

ていただいてるわけでございますが、学校5日制も含めて、そういった放

課後や長期休暇の際、学校の施設開放とあわせて、障害のある子供たちの

児童館利用について積極的に呼びかけていただきたいと思うわけですが、

現状の人員や施設面で十分対応できるのかどうか、お伺いしたいと思いま

す。

そして、学童保育補助事業におきましても、心身に著しい障害のある者

は除外する、そういうふうになっております。そうしましたら軽度の障害

の子であれば受け入れられるかと申しますと、現状の市内の学童保育所の

体制では、とても受け入れられる体制ではございません。これは日永の学

童保育所からの報告ですが、この夏休み前に母子家庭で、兄弟二人とも発

達遅滞の障害のある子供がみえまして、下の子は3歳児で公立の保育園で

預かっていただいてるそうなんですが、上の子は小学校5年生ですからも

うどこも見てもらうところがなく、市の方へ相談いたしましたところ、現

在、そういう体制を市の方ではとってないということで学童保育所を紹介

されたそうです。最初は学童保育所が責任を持てるようなケースではござ

いませんのでお断りをしたそうですが、そのお母さんは1カ月以上も仕事

を休まなくてはならないので、すぐ生活が大変ということが起こってまい

りますので、指導員の先生が元養護学校の先生だったこともありまして、

今回は引き受けたということです。しかし、こういったケースは何も珍し

いことではなく、笹川の学童保育所にしましても、日永の学童保育所にし

ましても、この2年間で笹川が2件、日永の方で3件こういった問い合わ
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せがあったそうですが、日永の3件、そして笹川の2件とも多動の子供と

いうことで、現在の体制ではとても無理というケースでお断りをしたそう

です。ですから今後はこういった障害のある児童はもちろん、母子家庭や

父子家庭などの児童に対する放課後や、春、夏、冬休み等の長期休暇に対

する対応が今まで以上に必要ではないかと考えますが、この点についてご

答弁をお願いしたいと思います。

1回目の質問を終わらせていただきます。

〇副議長（堀内弘士君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（山田稔君）登壇〕

〇都市計画部長（山田 稔君） 1点目の公園づくりと緑化に関連してご

質問をちょうだいいたしました。お答えさせていただきます。

四日市における公園整備は、明治39年に諏訪公園の前身の保光園が諏訪

神社に隣接して設けられたのを初めとしまして、昭和3年4月に鵜の森公

園が開設されて以来、逐次整備を進めてまいりました。現在、公園緑地課

所管の公園緑地は 249カ所、面積は約 194haとなっております。ところで、

本市の公園緑地の整備状況につきましては、南部丘陵公園、中央緑地、霞

ケ浦緑地等の大規模公園の面積が約76haと、本市の公園緑地の約40％を占

めておりまして、児童公園につきましては、市街化区域内での戦災復興事

業や区画整理＾業、あるいは開発事業でできた住宅地に集中しておるわけ

でございます。現在、児童公園、近隣公園の新設には、場所の確定から用

地の取得、施設の整備で3年から、場合によっては6年の歳月を要してい

るのが現状でございます。今日、市民の皆様こぞって都市的な生活水準に

対する要求は高まっておりまして、スポーツ活動、生涯学習活動を行うこ

とができる空間を確保することが必要となっておりまず。今後は、老いも

若きもだれにでも利用できる公園づくりに努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、既設の公園につきましても、長寿に伴う高齢化社会への移行が進
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んでおりまして、人口構成は著しく変化をしており、児童数の減少ととも

に、学習塾通いによる子供の遊び場や生活の変化が起きており、このよう

な現状の中で国におきましては、都市公園法の見直しを進めているところ

でございます。去る 7月24日、経済社会の変化を踏まえた都市公園制度を

はじめとする、都市の緑とオープンスペースの整備と管理の方策はいかに

あるべきかにつきまして、都市計画中央審議会・公園緑地部会から中間報

告が出されたところであります。したがって、都市公園法の改正も予定さ

れているところでございます。本市の公園につきましては、特に中心部の

戦災復興事業で整備された公園につきましては、プランコ、滑り台や砂場

等の遊具の配置や公園周囲への植栽等、公園形態が定型化しておりますの

で、今後個々の公園の地域的特性を十分考慮するとともに、地元の皆様の

要望等を聴取して見直しを行っていきたいと考えております。

また、完成されました公園の維持管理につきましても、公園愛護会等の

活動を充実させまして、真に地域の公園として住民の皆様から親しまれ、

愛される、自分たちのまちの公園、まちの庭となるような公園整備をする

よう、理解と協力を求めなければならないと考えております。

自然観察や余暇活動の手助けをする指導員を公園に配置してはとのご提

案でございますが、南部丘陵公園や泊山公園等の総合公園や中央緑地、霞

ケ浦緑地等の大規模な公園緑地につきましては、今後その管理とあわせて、

来園者に自然観察や遊びの指導を行える人員の配置も必要となってくるも

のと思われます。これについては今後施設の整備に合わせて調査、研究し

てまいりたいと考えております。

また、児童公園等の利用状況に関するご質問についてでございますけれ

ども、現在、個々の公園利用状況については正確には把握しておりません

が、先に述べましたとおり、公園によりましては児童の利用が非常に少な

い公園もあります。公園内のプランコ等の遊具やベンチや水飲み場等の施

設や植樹も含めて、それぞれの地域の方々に利用しやすい公園づくりにつ
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いて、今後検討してまいりたいと考えております。

最後に、緑化に関連したご質問でございまずが、議員のご指摘のとおり、

南部丘陵公園等の樹林につきましては、市民の休養の場であるとともに、

野生動物や鳥類、昆虫の生息の場でもあり、本市におきましても公園等へ

の植樹につきましては、可能な限り多種類の花の咲く木、実のなる木を植

樹するように心がけております。また、民有地の緑化につきましても、緑

化基金の果実の運用の中で実施をしてまいりたいと考えております。

街路樹の植樹や仕立ての方法につきましても、既に各方面から貴重なご

意見を賜っておりますが、街路に適した樹種の選択や植栽時から将来を見

通した計画を立てるとともに、今後適正な管理を行ってまいります。

また、国道や県道の街路樹の管理につきましては、それぞれの道路管理

者に対し、本市のイメージアップにつながるような植樹や管理を要請して

まいりたいと考えております。中央通りと国道1号の交差点付近の街路樹

整備につきましては、現状のクスノキの並木とマッチしたものになるよう

に、国道1号地下駐車場の整備の中で要望してまいりたいと考えておりま

すので、こ理解を賜りますようお願い申し上げます。

〇副議長（堀内弘士君） 環境部長。

〔環境部長（須原賢治君）登壇〕

〇環境部長（須原賢治君） 公園づくりと緑化に関連しまして、空き缶等

を利用した河川浄化の方法について検討してはどうかというご質問に対し

てお答え申し上げます。

空き缶や木炭、あるいは陶器くず等を利用いたしました河川浄化につき

ましては、他市において一部取り組んでおられるところがあるわけでござ

いますが、これらの市では河川を浄化する目的以外に、市民の皆さんに廃

品の有効利用でありますとか、水質保全の啓発という点で効果を上げてい

るとされているところでございます。この方法につきましては、河川の状

態といいますか、水量、流速、水深、水質の中でも特に溶存酸素などに
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よって浄化効率が変化することが考えられるというふうに思っております。

したがいまして、市内において実施可能なところにつきましては、関係部

局とよく連携をとりながら、地域の状況に合った方法を啓発、指導してま

いりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

〇副議長（堀内弘士君） 教育長。

〔教育長び｝羽武君）登壇〕

〇教育長伎｝羽武君） ただいま土井議員からは、障害児を受け入れら

れました学童保育のお話も承り、ありがとうございました。ご承知のよう

に放課後児童対策につきましては、学童保育所で対応をしておるところで

ございますが、障害を持つ児童の受け入れにつきましては、放課後児童対

策事業が行われております地域で組織されております学童保育所運営委員

会というのがございますが、そこでご協議いただきまして、皆様で保育可

能と判断され、またそうした障害児をお世話する指導員が確保されるとい

う見通しの場合には、受け入れ可能になってこようかと思っているわけで

ございます。ただ、受け入れることにつきましては、個々の障害の程度で

あるとか、種別が異なっており、また先ほども申しましたように指導員の

確保とか、あるいは施設設備等、いろいろと難しい問題もございますので、

一概には申し上げにくい点がございます。しかしながら、こうした障害を

持つ児童の放課後保育のあり方につきましては、ただいま申し上げました

とおり多くの問題はありますが、今後とも検討課題として研究してまいり

たいというふうに存じております。いずれにいたしましても、放課後児童

対策につきましては、重要な今日的課題であるという認識のもとに、ご指

摘のございました母子家庭あるいは父子家庭等の問題も含め、実態調査を

進める中で、今後とも前向きに検討してまいりたいと考えておりますので、

何どぞこ理解を賜りたいと存じます。

次に学校週5日制で休業となる土曜日における、家庭で面倒が不安な子
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供に対する学校開放に障害児が参加した場合の対処についてのご質問でご

ざいます。教育委員会におきまして、この学校週5日制の実施に向けまし

ての実態調査を去る6月に行ったところでございますが、そのときの調査

によりますと、休業となる土曜日の午前中に世話する者がいなかったり、

あるいは両親がいても心配と思われる児童の数は、全市約2万人の児童の

うち、 7％に当たる約 1,400名でございました。そのうち1年生から3年

生までの低学年の児童の数は約 600名であり、その中で障害を持つ児童の

数は9名でございます。学校週5日制によります休業となる第二土曜日に、

そうした家庭の事情等で一人で家に置いておくのが心配な低学年の児童に

つきましては、各小学校の施設の一部を開放いたしまして、指導員を配置

して対応していく予定でございまして、この事業を行うための予算につき

ましては、本議会におきまして補正計上をお願いいたしておるところでご

ざいます。

なお、その中に障害を持った児童がおりました場合には、平素からお世

話を願っております特殊学級の介助員の方にお願いをして対応していく所

存でございます。障害を持った子供たちにも十分配慮する中で、学校週5

日制の円滑な実施に向けて今後とも努めてまいりたいと存じておりますの

で、何とぞご理解を賜りたいと存じます。

〇副議長（堀内弘士君） 福祉部長。

〔福祉部長ひ寸ト一美君）登壇〕

〇福祉部長は卦-美君） 学校5日制に伴う児童館の障害児対応につい

てのご質問にお答えします。

現在、障害児の児童館利用は、中・軽度の児童の利用が若干見られる程

度でありますが、今後学校5日制による障害児に対する取り組みを教育委

員会で検討しておりますので、その推移を見ながら対応を考えてまいりた

いと思いますので、よろしくこ理解賜りたいと思います。

〇副議長（堀内弘士君） 土井数馬君。
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0均楼鳩君どうもご答弁ありがとうございました。

第1点目の公園づくりと緑化についてですが、新たに公園を整備してい

ただくには土地取得に3年から 6年という時間がかかる、難しい問題もあ

るかと思いますけれども、単に公園の数を増やすだけではなく、先ほども

言いましたが、適切な場所に住民の方の意向を十分に反映していただき、

老いも若きも利用できるという部長の答弁でございましたが、できるだけ

そういった方が利用できる大き目の公園の整備を進めていただくようにお

願いをしておきます。

また、既設の公園の見直しにつきましては、国の方の見直しもあわせて

にらんでいきながら、例えば、子供や年寄りが混在している地域がござい

ますけども、特にお年寄りが多い地域であれば、遊具や砂場よりも木陰の

多いベンチとか、工業地帯の利用度の少ない公園でありましたら、先ほど

も申し上げましたが、公園全体に植樹して森にするなど、もちろんその際

は防犯上の問題がございますので、高木類で幹の太くなるようなものにし

て、外からも中が見通せるような樹木にするなど、そういったことは当然

のことだと考えます。ですから四角くフェンスで囲まれた公園でなく、個

性のある公園づくりへの見直しを改めてお願いもしておきます。

また、ご答弁にありましたが、市内の幾つかの地域では、公園の愛護会

という形で、市民の方に簡単に除草などを協力いただいておるわけですが、

部長がおっしゃったまちの庭、そんな意味においてもできる限りの管理、

運営を地域の方に委嘱していただいて、公園を育ててもらうモデルといい

ますか、そういった公園を指定してみてはいかがと思いますけれども、こ

の点について再度ご答弁をいただきたいと思います。

レンジャーやプレイリーダーによる専門の指導員による管理運営につき

ましては、部長の方から必要になってくるということですので、小鳥の森

のような委託管理も含めまして考えていただきますように、これはご要望

申し上げておきます。
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緑化につきましては、市民の緑の愛護意識の点からも、特に樹木の選定

等に対しては十分配慮をお願いしたいわけですが、場所に合わない木であ

りましたら、場所に合う樹種に思い切って植えかえていくことも必要じゃ

ないかと考えます。もちろんその際、抜きました木は、緑地等でゆっくり

管理をしていただきまして、また適切な場所があれば植えかえてもらう、

こんな方法も考えてはいかがかと思いますが、この点もお答えをいただき

たいと思います。

県道や国道の街路樹につきましては、国あるいは県への要請を今後して

いただくというごとですのでヽただ、徳島市だけでなく、この間行きまし

た高松市におきましても、メーンストリートの国道はやはりクスノキやほ

かの立派な木で埋まっておりました。また、前橋市でも、国道にケヤキの

並木を造成する際に、同じように国の方へ要請をして一括管理をしており

ました。ですから今後街路樹整備はもちろんでございますけれども、緑化

を進めていく際にも、市内の国道や県道の部分だけが市の景観に合わなく

なるということも今後十分考えられますので、市民から見れば国道も県道

も四日市の街路樹で同じように考えておりますから、とりあえず中央通り

と国道1号の交差点付近の街路樹整備は、ぜひ実現をしていただきますよ

うに強くご要望しておきます。

さて、空き缶利用によります汚水処理につきましては、今後さらに研究

いただくとの前向きなご答弁をいただきまして、本当にありがとうござい

ます。さて、モデルケースで実施をいただくということですけれども、具

体的な場所はどこを予定してみえるのか、もしありましたらお答えをいた

だきたいと思います。瀬戸市や岡山市にいたしましても、地場の焼き物利

用による河川浄化ということで、官民が一体となって取り組んでおりまし

た。ですから本市の萬古焼利用を積極的に取り組めば、一段と市民ぐるみ

の運動に発展するのではないかと考えます。こういった点もあわせてお考

えいただきたいと思いますが、これはご要望にとどめておきます。
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次に、 2点目の障害児対策についてご答弁をいただきましたが、学校5

日制の導入で子供たちだけになると心配な障害のある子供や低学年児童に、

学校の施設の一部開放や管理員の配置、あるいは学童保育所での対応を考

えていただいてるわけでございますが、何分初めての試みでございますの

で、試行錯誤を繰り返しながら取り組んでいってもらうことになると考え

ます。その中で特に障害のある子には、休みとなる土曜日に学校で特に特

殊学級の介護員の方を予定していくということですので、非常にいいお考

えではないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

児童館につきましては、教育委員会の方と検討を重ねながら改善を図っ

ていただくというご答弁でございましたので、これからもよろしくお願い

したいと思うのですが、学校5日制の対応も含めまして、今後児童館の役

割もますます重要になってくると考えられます。そこで、これまでの地域

麟の健全育成活動の拠点として蓄積していただきました経験やノウハウ

をまとめていただきまして、この機会にぜひ各地域で活用していただきた

いと思いますけれども、この点についてのご答弁だけお願いしたいと思い

ます。

障害のある子供9名を含みます低学年児童約 600名については、放課後

や長期休暇などは既に心配な生活を送っているわけでございますから、特

に障害のある児童については、児童館や学童保育所補助事業などを再整備

していただく、あるいは新たに対応をしていくか、どちらかにしましても、

明確な受け皿の整備を特にこれからはお願いしていきたいと思いますので、

強くご要望申しておきます。

2回目の質問を終わります。

〇副議長（堀内弘士君） 都市計画部長。

0都市計画部長（山田 稔君） 公園の管理、運営を地元に委託して、よ

りきめの細かい管理をしてもらったらどうか、こういったご質問でござい

ます。現在、市内の 175公園におきまして公園愛護会をつくっていただい
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ております。清掃や除草などの簡単な管理作業の協力をいただいておると

ころでございます。今後の課題としまして、やはりまちづくり、地域社会

づくりの一環として、そういった観点からもモデル公園を設けまして、公

園管理のあり方等につきまして公園愛護会と協議をしてまいりたい、この

ように考えております。

二つ目の街路樹の場所に合った樹種への転換につきましてでございます

が、道路の形態あるいは歩道の幅員、それから景観七からも町並みに合う

ように植えかえをしておりまして、昭和6沙Fから市内7地区で実施してお

ります。例えば、朝明団地におきましては、ポプラからサルスベリヘ、ま

た坂部団地ではシンジュからコプシヘ転換を図っておるところでございま

す。今後とも調査、研究を行いまして、樹種の転換計画を一層推進してい

きたいと考えております。

〇副議長（堀内弘士君） 環境部長。

0環境部長（須原賢治君） 河川浄化をモデル的にやるところは具体的に

あるのかということですが、内部で検討いたしまして、一、ニカ所ここで

やったらいいな、おもしろそうだなというところはありますけれども、い

ずれにいたしましても、管理者であります河川課等ともこれは協議をしな

ければなりませんし、また啓発で地元の方々にも協力いただいてやってい

くという方法をとりたいと思っておりますから、地元の方ともまだその辺

の具体的な相談は申し上げておりませんので、具体的な場所については差

し控えたいと思いますが、今後決まり次第またご報告をさせていただきた

ぃ、こういうふうに思いますのでよろしくお願いします。

〇副議長（堀内弘士君） 福祉部長。

〇福祉部長は胡-美：君） 児童館におきます児童の健全育成につきまし

ては、これまでの取り組みの成果、ノウハウを早速取りまとめていきたい

と思いますので、よろしくお願いします。

〇副議長（堀内弘士君） 土井数馬君。
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〇土井数馬君 どうもご答弁ありがとうございました。・

第1点目の公園づくりと緑化につきましてですけれども、学校5日制で

はさまざまな体験をして、自分で学び、自分でやっていく姿勢を身につけ

ることも、生きる力を含めての学力ではないかと、これも広報の方で問い

かけておりました。自然を感じる場所が少なくなってきています今、子供

たちに自然を体験させるのに、休みの日に海や山に連れていかれるのもも

ちろん結構だと思いますが、しかし、今、一番必要なのは、子供たちが自

由気ままに触れられる生活空間と、子供の行動範囲内での身近な体験がで

きる自然と考えます。ですからできるだけ本物の自然を残した公園づくり、

また地域の特色を生かした公園づくりが学校5日制にとっても重要になる

かと思いますので、この辺からもよりよい公園づくりをお願いしておきま

す。

また、街路樹を含みましての緑化につきましては、市長の依頼によりま

して、四日市市自然環境保全現況調査グループという研究グループですが、

市内全域の植物界の調査結果をまとめていただきまして、四日市市の植生

と植物相など、快適な環境づくりの基礎資料となるものもつくっていただ

いておりますので、そういったものを十分生かしての適材適所の樹種選び

をお願いいたしますとともに、本市が質量ともに緑あふれるまちになりま

すように、重ねてご要望しておきます。

空き缶、萬古焼等の汚水処理の件でございますが、モデルケースをご予

定していただいておるということでございますので、部長おっしゃいまし

たように、地域住民の方とよくご相談をいただきながら、いい結果あるい

は問題も出てくるかもしれませんが、そぅいった検討を重ねていただきな

がら、いい方向に持っていっていただきますように、ご要望申しておきま

す。

2点目の障害児対策についてですが、東京の町田市では、全盲の子を幼

稚園から普通学校へ入学させた際に、こんな報告をしております。 「遊び
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時間に1年生がドッジボールをやっているときに、 5年生の1グループが

ドッジボールができないその全盲の子を見たわけです。そしてみんなで相

談をして、家に帰ってから工夫をしまして、ボールに鈴をつけて、次の日

1年生のドッジボールをしている仲間に入って、その全盲の子に投げたそ

うです。そうしたところ、その全盲の子がさっと受けたそうです。それか

らその子はドッジボールも普通の子と同じように遊べるようになり、大人

では思いもつかない発想に、子供たちから学ぶことができました」、こう

いうような報告をそのときの教師の方がしております。本市の障害児保育

によってもたらす効果は、先ほどもお話いたしましたように、単なる施設

整備ではなく、障害のある子を通してクラスが変わり、学校や家が変われ

ば地域も変わってくる、そういったことが最も大切であると考えますので、

見せかけの理解ではない、心からの触れ合いの輪を広げていくことだと思

いますので、今後の障害児対策につきましても、物心両面の整備、拡充を

強くお願いいたしまして、私の今回の質問を終わらせていただきます。ど

うもありがとうございました。

〇副議長（堀内弘士君） 暫時、休憩をいたします。

午前10時54分休憩

午前11時8分再開

〇副議長（堀内弘士君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

市川悦子君。

〔市川悦子君登壇〕

〇市川悦子君 それでは、通告に従いまして3項目について質問させてい

ただきます。

最初に、訪問看護ステーションの設置についてお伺いいたします。

先般の厚生省のまとめによりますと、我が国の平均寿命はさらに延び、

男性は 76.11歳、女性は 82.11歳と史上最高となりました。また、とりわ
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け75歳以上の後期高齢者が急増しています。高齢化率の将来推計を見ます

と、 8年後の平成12年には全国では現在の12％から17％へ、本市では若干

低い水準にとどまりますが、 10.6から14.8％へと上昇すると推計されます。

このような高齢化に伴い、要援護老人はさらに増加すると予想され、本市

でも平成12年には 2,100人になると見られています。このような高齢化に

対応するため、この4月1日から老人保健法が一部改正になり、指定老人

訪問看護事業がスタートすることになりました。これはますます高まる在

宅ケアヘのニーズに対して、施設外医療の充実でこたえるという新しく取

り組まれた医療供給体制です。寝たきりの要援護老人の生活の質を確保す

ることを重視し、家庭において日常生活活動能力を維持、回復させるよう

に援助するのです。そしてさらに住みなれた地域社会や家庭で療養できる

よう、家族をも含めてサポートしていきます。このサービスを受けられる

人は、老人医療受給対象の寝たきりまたはそれに準ずる状態の人で、かか

りつけの医師の指示に基づいて看護婦が訪問し、在宅で看護に重点を置い

た訪問サービスが提供されます。全国の訪問看護ステーションの開認伏況

は、 7月末で36カ所、設置主体の内訳は、市町村が5、医療法人が22、社

会福祉法人が3、医師会が4、看護協会が1、大臣指定が1となっていま

す。ステーションの必要数を見ますと、平成12年には全国では 5,000カ所

が必要となります。その対象者は約15万、また県では90カ所必要で、その

うち市では2~4カ所、町村では1カ所は必要と考えられています。

そこでお伺いいたします。本市でも既に設置に向けての調査がされてい

ると伺いましたが、現在の取り組みの状況と市の試案をお聞かせください。

この事業の推進は、既に2年ほど前から医師会で積極的に検討されており、

この4月には実態調査がされました。それによりますと、四日市医師会の

医師 148名中約半数以上の医師が、訪問看護は必要と思われる患者さんを

診療しています。その数は約 300名、その中でみずからサービスを希望す

る人約 200名余りと報告されました。実に多くの人がサービスを希望して
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いることがわかります。医師会も、できる限り早急に実現させたいと願っ

ているようです。しかし、ステーションの設置、運営には、市町村、医師

会、保健、福祉の密接な連携か不可欠です。スタートに向けて軌道に乗る

までのリーダーシップは、当然市がとるべきと考えますが、この点につい

てのこ所見をお伺いいたします。もしとれないというのであれば、その理

由を明確にしてください。

また、実施に向けて円滑かつスピーディな協議をするためには、準備委

員会を早急に設ける必要があると考えますが、この点についてもお伺いい

たします。

保健予防課と医師会、看護協会等で話し合いが既に2回ほど持たれたと

伺いましたが、今後より一層の責任のある協議の場とするためにも、きち

んとした形の委員会での協議が必要と考えます。こ所見をお聞かせくださ

い。

この問題の最後は、人材の件についてお伺いいたします。

一つのステーションの設置に必要な看護職や保健婦等の人員は、最低

2.5人とされています。既に県の看護協会では昭和60年より、老人訪問看

護講習会を開き、育成が図られています。しかし、県の企画のためきめ細

かな広報は期待できず、講習会場や実習病院等が津、松阪、伊勢など遠隔

地になり、本市の過去の受講者もわずかしかおりません。理学療法士をは

じめ、医療、看護職の掘り起こし、登録、研修については、議会でも再三

疇させていただきましたが、このような法の改正や制度化に伴い、加速

度的にその必要性が増してきています。いつまでも県にゆだねているわけ・

にはまいりません。本市独自の取り組みが必要と考えます。先回の質問で

のご答弁は、検討していきたいとのことでしたが、現在、どの程度進んで

いるのでしょうか。以上、 5点についてお伺いいたします。

次に、道路行政における通学路の点検、整備についてお伺いいたします。

その前にお断りとお願いを申し上げます。この問題は過去に諸先輩議員の
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方々が、さまざまな視点から既に質問されていますし、重複するやもしれ

ません。また、私は今、教育民生委員会に所属しており、本会議での質問

は申し合わせに反しますが、道路行政に深くかかわりますことと、子供の

命を守るという観点から、どうかお許しいただきますようお願いいたしま

す。

さて、車社会の進展とともに、子供たちを取り巻く道路環境は急速に変

わりつつあります。リゾート開発、都市化の名のもとに、歩行者優先であっ

た道路や、子供たちにとっては遊びの大地でもあった道路が大きく変わっ

てきました。多発する交通事故を見ますと、人口の多少の関係もあります

が、県内で本市が一番多く、その特徴は交通弱者である高齢者と子供が増

加していることです。この3月の報告では、本市は全国の 209市の中でワー

スト 9位にランクされ、昭和47年以降19年ぶりの多発事故の記録となりま

した。また、人身事故の約半数が市町村道の生活道路で発生しており、時

間的には朝夕の通勤、通学時間帯に多発しています。また、子供の死傷者

のうちその約半数がIj骨邁穴入特徴は歩行中に自動車と衝突することが多

いことです。これはこれまでの道路づくりが経済活動という面を中心に整

備され、こういった車社会中心の道路づくりが子供の安全確保という視点

を著しく欠き、今日のような事故多発の状況を生み出してしまったのです。

そこで今回、私たち数人の母親たちで、子供たちを守ろうと実態調査をし

ました。調査に当たっては、子供の視点でと、新1年生を含め、子供たち

と一緒に通学路を歩いてみました。その結果、道路の拡幅や歩道の設置な

どの抜本的な対策は別として、道路の陥没や障害物、ふたのない危険な側

溝やガードレールのない河川など、子供たちの毎日通る通学路が極めて危

険な状態にあることが浮き彫りになりました。そこでお伺いいたします。

市が行う道路行政の中で通学路をどう考え位置づけてみえるのでしょうか、

お聞かせください。

本市では、 63年に教育総務課の企画調整係が通学路問題に対処する窓口
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となり、道路課、交通安全対策室等の関係機関とその解決に向けての努力

がなされてきました。限られたスタッフで、市内40校にまたがる通学路の

改修、整備等に日夜現場に奔走されていることを知り、子供を持つ母親の

一人として深く感謝しております。しかし、多岐にわたる道路行政の中で

通学路対策を明確に位置づけていない限り、最優先して問題解決に当たる

ことは難しいと思われます。過去の例を見ますと、生命に危険な事故が発

生し、初めて予算的措置が講じられることが常でしたが、今、子供たちを

取り巻く環境は、明らかな事故が発生しないまでも、まさに滉伏は事故予

備状態なのです。通学路は生活道路の中でも最も優先されるものであり、

当然のことながら、明確な予算的措置が講じられてしかるべきと思われま

すが、こ所見をお伺いいたします。

次に、通学路についてもう 1点ご意見をお伺いいたします。

企画調整係が窓口になって4年間がたつと伺いました。旧集落に新しい

住宅が多く建設され、居住環境の変化とともに生活道路事情も大きく変

わってきました。昭和63年から現在までの4年間の地区別の住宅の戸数の

変化を見ますと、橋北地区を除きすべて二桁から三桁の数に上る新しい住

宅が建てられています。本市全体では 6,689戸の増加になり、学童を持つ

ニューファミリーが多く増えています。このことからも通学路に対する新

しい問題や要望が急増している理由が明らかです。そこで重点危険箇所の

点検を、各関係機関の専門的な視点から実施する必要があると考えますが、

いかがでしょうか、お聞かせください。

最後は、女性施策の推進についてでございます。

昨年の3月に、 「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略の実施の

ペースを早めること」という国連の勧告で、具体的推進期間が平成7年ま

での5年間と定められました。そして男女共同参加から参画へと改められ、

あらゆる分野へ男女が平等に共同し、参画することが社会の基本とされま

した。そして新しく政策方針決定への女性の参画を促進する基本目標と対
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策が策定されました。そこでお伺いいたします。国では審議会等委員の女

性の登用率の目標を15％とし、県のアイリスプランでは20％と定められ、

積極的に推進することが示されています。本市では登用率はどうなのか。

また、目標はどのくらいと定めているのか、登用推進への取り組みをお聞

かせください。目標を設定し、具体策を策定し、到達に向かって努力し、

結果を評価するというのは、ものの基本原則であります。もし目標を設定

していないならば、なぜなのか、その理由をお聞かせください。

また、本市でも女性のいない審議会等が多いようですが、登用の難しい

審議会等への女性の登用をどう進めるのか。重複や長期にわたる登用を避

けるため、新しい人材の発掘、育成等をどう進めるのか、お聞かせくださ

い。市内にも医師、大学教授、会計士、建築関係等にそれぞれの専門分野

で活躍している女性は多くみえるはずです。人材の発掘や育成は、行政側

の責務と考えます。また、庁内における女性管理職の登用についてであり

ますが、病院総婦長や保育園園長など、昔から女性の職場として広く開か

れているところは別として、現在、部長、次長級はゼロ、課長級でやっと

4名という状況です。今、社会では生産優先から生活優先へと転換が強く

求められています。そんな中ではぐくみ守るという女性の視点や感性が、

企業を変える原動力となってきています。本市でも職員研修等、女性管理

戦登用へ取り組んでみえるようですが、今後の施策についてお聞かせくだ

さい。

次に、情報コーナーの設置についてお伺いいたします。

本市でも女性のライフスタイルの変化から、自分の能力を研さんし、社

会の発展に貢献したいという意欲を持つ女性が増加し、その活動は趣味か

ら地域、ボランティア、さらには就労と社会参加の動きは著しいものがあ

ります。こうした人たちのニーズにこたえるよう、書籍をも含め、他市の

先進地域の女性の活動や内容などの情報を提供し、皆さんが集まりやすい、

またゆっくりと手にとって見ることができるコーナーがあればと考えます。
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この12月には、本市で県主催の女性文化祭が開かれます。多くの女性が集

まることでしょう。そこで勝手ながらご提案させていただきます。総合会

館は女性が使用する機会も多く、ロビーは明る＜広く、ゆっくりとくつろ

いでみえる方も多いように見受けられますが、このコーナーに設置をして

いただければと考えます。いかがなものでしょうか。近い将来、女性セン

ターが生涯学習センターに併設されると伺いましたが、それまでの模擬設

備として設けていただきたく、こ所見をお伺いいたします。

最後に、先ほども少し触れましたが、生涯学習センターについてお伺い

いたします。

委員会からの生涯学習推進基本構想の提言の中に、女性センターの機能

が一つの柱として位置づけられていますが、多くの女性が一日も早い建設

の実現を心待ちにしています。そこで、この構想の中の学習センターの建

設について、進行状況をお伺いいたします。

また、これは要望ですが、今進められている近鉄四日市駅東側地区の再

開発計画の中で、 D地区をセンターの候補地としてぜひ検討を進めていた

だきたいということです。生活者の主役である女性が多く集まり、活発な

交流が展開されるであろう女性センターができれば、必ず大きな活性化へ

の起爆剤となることでしょう。即答は無理でしょうが、今後の検討に加え

るというご答弁はいただきたく、よろしくお願いいたします。以上で私の

第1回目の質問を終わります。

〇副議長（堀内弘士君） 環境部長。

〔環境部長（須原賢治君）登壇〕

〇環境部長（須原賢治君） 第1点目の訪問看護ステーションの設置につ

いてのご答弁を申し上げたいと思います。

お話の中にもございましたように、老人保健法の一部改正に伴いまして、

在宅の寝たきり老人等が保健婦や看護婦等の訪問により看護サービスを受

けることができる老人訪問看護制度が創設され、本年の4月から施行に
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なったわけでございます。ご指摘ございましたように、この7月20日現在、

全国で36カ所と、 4月1日から施行されたわけでございますが、既に36カ

所が開設をされておりますけれども、このほとんどの開設主体は医療法人

となっておるわけでございます。三重県においては、先ほどお話ございま

したように、 12年度に目標数90カ所ということですが、資料によりますと

80-90麟とされておるわけでございます。本市におきましては、去る3

月に四日市の医師会から、同医師会が実施主体として、訪問看護ステーショ

ンを開設することについての意思表示がなされたわけでございまして、市

としましてはこの5月に寝たきり者のうち 550名の方に対しまして、訪問

看護サービスの希望の有無についてのアンケート調査を実施したところで

ございます。その結果、訪問看護サービスを希望する方は、 550名のうち

回答者 350名でございまして、そのうち 175名、約50％の方が訪問看護サー

ビスを希望されておるということがわかったわけでございます。開設に当

たりましては、地方公共団体が訪問看護ステーションの実施者となること

はできるわけでございますが、本市といたしましては、当面は四日市医師

会の意思表示を受けておりますことから、同医師会による開設を基本に検

討を進めてまいりたいと考えておるところでございます。法に規定いたし

ます老人訪問看護療養費だけでは、訪問看護ステーションの安定的な運営

というのは困難であると見られておりますけれども、市といたしましては、

高齢化社会に向け、寝たきり老人対策は極めて重要であるとの認識のもと

に、関係部局において十分検討をしてまいり、開設に向けて医師会と協議

を進めたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。

〇副議長（堀内弘士君） 建設部長。 ， 

〔建設部長（西田喜大君）登壇〕

0建設部長（西田喜大君） 道路行政におきます通学道路の点検、整備に

つきましてお答えいたします。

通学路につきましては、現在ある道路の中で、 PTAや学校関係者の皆
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様によりまして、学童の通学に対し安全性を考慮して路線が定められてい

るところでございます。しかしながら、既存の道路ということで中には未

改良の部分もあることから、地域の実情に詳しいPTAあるいtお也元自治

会の皆様のご協力を得まして、危険箇所に対するご指摘、あるいは整備箇

所に対する要望をいただき、随時整備を進めておるところでございます。

また、春秋の交通安全期間中に公安委員会、建設省、三重県、市とかが

歩道の設置、カープミラー、防護さく、信号機、交通蒻誰l等につきまして

点検を実施しておるところでございますが、今後ともこういった機会を一

層充実させていきたいと考えておるところでございます。

また、幹線道路におきます交通安全対策事業等によります歩道整備を計

画的かつ積極的に進めますとともに、よりよい都市のための道づくりの中

で、人にやさしい道づくりにつきまして一層努力してまいりたいと考えて

おりますので、よろしくこ理解を賜りたいと思います。

〇副議長（堀内弘士君） 総務部長。

〔総務部長（鵜飼滋君）登壇〕

〇彩瑯部長（鵜飼滋君） 私の方から第3点目のご質問にお答えを申し

上げます。なお、教育委員会関係につきましては、後ほど教育長から答弁

がございますので、その他のご質問について私からお答えを申し上げたい

と思います。

まず、審議会等への女性の登用についてのナイロビでの国連の勧告なり

あるいはまた三重県のアイリスプラン、そういったことについての目標設

定についてのお尋ねがございました。そこで若干本市の状況についてまず

申し上げたいと思います。ご承知だと存じますが、本市におきましては行

政委員会、あるいは審議会等につきましては、全体で71の機関があるわけ

でございまして、委員の数は全体で 1,125名、そういうふうな状況になっ

ておるわけでございます。その中で女性委員の方々がいらっしゃるのは31

の機関でございまして、委員の数は 115名、そういった数字になっておる

-113-



わけでございまして、パーセンテージで申し上げますと機関数で47.9%、

委員の数では10.2%、こうなっているわけでございます。そういった数字

から申しますとゞ決して多いというふうには思っておりません。ちなみに

三重県の実態を見てみますと、三重県におきましては、平成3年6月現在

で 8.6%、そういう数字になっておるわけでございます。なお、行政委員

会あるいはまた審議会等以外に本市におきましては、懇話会等もたくさん

あるわけでございまして、それを含めてまいりますと全体で 104機関ある

わけでございまして、委員の数が 1,541人、そういう数字になっておるわ

けでございます。そういった面から申し上げますと、女性の委員の参画は

50の委員会になるわけでございまして、パーセンテージでいきますと48.1

％、人員にいたしまして 198人、 12.8%、そういう数字になっておるわけ

でございます。そこで市といたしましてでございますが、ご承知のとおり、

市の人口の50％を占める女性の意見を行政の上に反映をしていくというこ

とにつきましては、当然審議会等にそういった女性が積極的に参画いただ

くということは、極めて重要なことであろう、そういうふうに私どもとし

ては認識をいたしておるわけでございまして、従来から女性の審議会等へ

の委員への登用につきましては、女性の持つ能力でございますとか、ある

いはまたきめ細やかな感性など、女性特有のそういったものを積極的に生

かしていくと、そういう立場から今日まで、その登用について努力をいた

しておるところでございます。

そこで、ご提言がございました国におきましては、平成3年度から平成

7年度の5年間に、審議会あるいは行政委員会におきまして女性の登用を

15％までしようと、こういった目標値が設定をされておりますし、三重県

では今お話がございましたように、ーアイリスプランの中で20%、そうなっ

ておるわけでございます。そこで本市といたしましては、平成4年度から

平成8年度までの5年間の中で今後国の目標として掲げております15％を、

当面本市もその目標として掲げてまいりたい、こう考えておるわけでござ
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いまして、当面そういった目標を掲げてその実現を図っていきたい、こう

考えておるわけでございますので、その点についてのこ頂照をいただきた

いと思うわけでございます。

なお、同一の人が複数の委員を兼ねてると、そういった問題も実はある

わけでございまして、こういった問題につきましては昨年の9月の議会に

おいて、谷口議員の方からもご質問がございましたが、その人が関係団体

の代表であることによって審議会の委員等を重複すると、そういった場合

が多いわけでございますので、特に団体の長にこだわることなく、その審

議会等にふさわしい人を幅広く推薦していただくという、そういったこと

について、現在、私どもの担当部でその調整をいたしておるわけでござい

ます。そういったことでございますので、その点についてのこ理解もあわ

せてお願いを申し上げたいわけでございます。

次に、女性における弁護士さんであるとか、あるいはまた医者等の資格

取得者の審議会等への委員への参加についての登録制度の問題についてお

触れになったわけでございますが、ご承知のとおり、現在各種委員等に、

委嘱をする委員につきましては、必ずしも市民に限定されるものではない

わけでございますが、各種団体、組織、国、県等、さらには専門家からの

推薦、あるいは各方面における活動の中から、その職に適任、そういった

ふうに思われる人を任命しておるというのが今日の本市の実態であるわけ

でございます。仮に、ご提案がございました登録制度をとる場合、対象資

格をどの範囲にしていくのかなというそういった問題もございますし、資

格のない、あるいはまた資格の要らない専門家についての把握をどうして

いくのか、そういった問題。あるいはまた具体的な委員会名等が決まって

ない段階で、はたして登録者が要るのかどうかという、そういった等々の

幾つか検討を重ねていかなきゃならない問題があるわけでございますので、

ご提言のことにつきましては大変恐縮でございますが、私どもといたしま

しては、今後の課題としてひとつ十分研究させていただこうと、こう考え
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ておるわけでございます。

最後に、市における女性の管理職等への登用の問題についてお触れに

なったわけでございますが、女性の方々の能力の活用、さらに女性の持つ

特性を行政に生かすため、積極的に登用に今日まで本市も努めてまいりま

した。現状について若干申し上げてみますと、現在部長級で1名、次長級

で1名、課長級で8名、課長補佐級で70名、そういった数字になっており

まして、比率から申し上げますと13.6％と、そういう数字になっておるわ

けでございます。しかしながら、今申し上げましたように、管理職等にお

・ける男女の比率については、 13.6％でございますから大変低いわけでござ

いますので、したがって、私どもといたしましては、今後、職員研修を通

しまして、女性の資質の向上、あるいはまた能力の開発、そういったこと

が極めて重要でございますので、そこら辺にポイントを置きながら、適材

適所への配置を基本といたしまして、さらに積極的に女性の登用について

なお一層の努力を進めてまいりたい、こう考えておるわけでございますの

で、その点についてもこ理解をいただきたいと思うわけでございます。

〇副議長（堀内弘士君） 教育長。

〔教育長囲羽武君）登壇〕

0教育長伎｝羽武君） ただいま市川悦子議員からのご質問の第3番目

:.の最初の女性情報コーナーの設置についてでございます。

女性の方の積極的な社会参加を促進していく中で、女性問題の学習をは

じめ、社会生活全般にわたる学習活動を推進するための情報を、身近な場

所で手軽に提供していくということは大切なことかと存じております。ご

指摘の女性情報コーナーの設置についてでございますが、気軽に立ち寄り

いただき、自由に活用していただける女性情報提供の場の設置について、

総合会館ロビーを活用してはとのご発言でございましたが、現在、同ロビー

はご発言の中にもございましたように、福祉、保健、教育に関係する多く

の市民の方が来館をされまして、その場合の憩いの場となっておるわけで
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ございますが、現状においてどれほどの活用が可能かにつきまして、それ

ら関係各部局とも協議、検討をいたしてまいりたいと、こういうふうに考

えておりますのでこ理解のほどをお願いしたいと思います。

続いて、生涯学習センターの中に女性活動センターの機能を含んだそう

いった構想について、その後どうなっておるのかといったご質問でござい

ますが、本市ではご承知のように、本年の3月末に女性委員さんも含めた、

参加を得た生涯学習検討委員会というものがございまして、そこから生涯

学習推進基本構想に関する提言というものを受けました。この提言を基礎

といたしまして、本年度から2カ年の予定で本市の基本構想、基本計画と

いった生涯学習プランの策定に着手を、現在、いたしておるところでござ

います。そのプラン策定の作業を進めてまいります中で、女性活動セン

ター機能を含む生涯学習センターの構想をさらに具体的に検討してまいる

予定でございます。女性センターの必要性につきましては、先ほど申しま

した生涯学習推進基本構想に関する提言の中でも、まず1番目には女性の

学習活動、文化活動、交流活動を支援する場の設定、 2番目として、女性

の社会参加を支援する場の設定、 3番目といたしまして、女性問題を考え

解決してい、くための情報提供とか、相談を行う場の確保といったようなこ

とを期待するというふうに提言を受けております。今後、先ほどご発言の

ありました諏訪町第1地区の市街地再開発事業計画をも含めまして、市全

体の構想の中で、生涯学習センターのあり方はどうあるべきかについて、

今後十分検討をしてまいりたいというふうに存じておりますので、よろし

くこ理解のほどをお願いしたいと思います。

〇副議長（堀内弘士君） 市川悦子君。

〇市川悦子君 ご答弁ありがとうございました。

ご答弁が得られなかった部分が二、三ありますし、少し明確にしておき

たい点がありますので、再度質問させていただきます。

まず、訪問看護ステーションの設置についてでありますが、この中で人
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材の問題のご回答が得られなかったように思います。後でご答弁いただき

たいと思います。リーダーシップを市がとるようにというふうなことです

が、医師会の様子を見ながらということをおっしゃいました。医師会の様

子を見るということは、もう少し具体的にどういうふうにして見るのかと

いうようなことこ説明していただきたいと思います。現在、医師会中心に、

医療保健福祉連絡調整会議で、医療、保健、福祉の共通理解を求める場を

持っていますが、そういうふうな場に新しく設置へ向けての準備委員会の

ような、そういうふうな検討事項が入ってくるということは、とても大変

なことだと思います。ですので先ほどもご提案させていただきましたが、

何かこういうふうな準備に対する体制、機構をつくりまして、それでもっ

て準備に向けてスタートしていくというふうにしていくことが大切だと思

います。それに関するリーダーシップをとるというのが、やっぱり行政が

リーダーシップをとっていくというふうなことになっていくんではないか、

そんなふうに思います。その辺でもう少し行政側の姿勢、そういうふうな

ものを聞かせていただきたいな、そんなふうに思います。

それから、通学路問題ですが、これは抽象的なご回答をいただいたよう

に思います。個別案件について私は質問してるのではありません。生活道

路の中でも、未来の使者である子供の生命を守るという観点から、通学路

をどれだけ重要視するかというようなことなんです。ですので予算的なそ

ういうふうな位置づけをするということが、結局はどれだけ重要視をして

いるかというふうな判断基準になるんではないかな、そんなふうに思いま

す。道路管理者としての市の責任を質問しているわけですから、明確な姿

勢をそういうふうなご回答で示していただきたいなと思います。

ここに四日市の羽津4哨牝どの5年生の女の子が書いた作文なんですが、

「今、私は集団登校の副班長をやっています。私たちの通学班には1年生

が多いのでとても大変です。ふと見ると道の真ん中をちょこちょこ歩いて

いたり、車のことを考えずに列をずらしていたり、大丈夫だろうと思って
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いる場所に車が突然来ることもあります」と。年長の者が年下の者の面倒

を見ていくという教育的な効果は大切ですが、やはり行政の責任として子

供たちの安全を最大限に確保することは当然の義務ではないかな、そんな

ふうに思います。この辺もお聞き置きいただきまして、もう一度ご回答い

ただきたいなと思います。

で、総点検を実施するというようなこと提案させていただきましたが、

今までの現状をさらに充実したいというお答えでしたが、どのように充実

するかということをもう少し具体的にお聞きしたいなと思いますので、そ

の点も含めてお願いいたします。

それから次に女性施策ですが、登用の問題で1点、先ほど総務部長が登

用率13.6％とおっしゃいましたが、これは重複もいろいろ兼ねて、延べの

ところでのパーセンテージじゃないかなと思います。重複している部分が

ありますから、当然もう少し低くなってくるのではないかなと思います。

でも全体にいたしまして目標15％と定めていただきましたし、前向きにこ

れからなお検討していただくということでうれしいなと思います。これか

らもいかに登用を高める努力をしているかということが、努力をしている

努力をしていると言うのは簡単でございます。いかにどういうふうな形で

努力してるかという、具体的なことをお示しいただきたいと思います。

それから、情報コーナーですが、具体的なお答えがいただけなくて本当

に残念です。でも今、多くの女性が多くの情報求めています。そういった

ニーズがあるのは事実なんですから、それにこたえて提供するのは行政と

しての努めです。ですので具体的な情報コーナーの設置の場所を一日も早

く示していただきまして、取り組んでくださいますようによろしくお願い

いたします。

女性は地球最大の少数民族だと言われています。だからこそ女性の意識

改革が社会を大きく動かしていくと思います。そしてこれまでのような男

対女、そういうふうな対立的な構図ではなくて、男女が共生して、ともに

-119-



生きていく社会にならなければいけないなと思います。女性の視菌が生か

された社会のシステムは、男性も人間らしくゆとりと豊かさの持てる社会

になるということを頭に入れていただきまして、その辺の推進をよろしく

お願いいたします。

それではすみませんが、今、再度ご質問させていただきました点につき

ましては、ご答弁よろしくお願いいたします。

〇副議長（堀内弘士君） 環境部長。

0環境部長（須原賢治君） 訪問看護ステーションの設置に関して市のリー

ダーシップはいかにあるのかということでございますが、私ども一応医師

会から開設者になる意思表示があったということは、先ほど申し上げたと

おりでございまして、当然のことながら開設に向けての市のリーダーシッ

プというのは、当然とるべきだというふうに考えておりまして、その中で

申し上げましたのは、関係部局において十分検討しということを申し上げ

ておりますけれども、開設に向かってはまず場所の問題とか、あるいは看

護婦確保の問題とか、具体的な問題がたくさんあるわけでございますので、

これらについて環境部といたしまして積極的に取り組んでまいりたい。当

然場所等につきましては、医師会とも相談しながら、市の方でその場所に

ついても検討してまいりたいし、また看護婦確保の問題につきましては、

医師全並びに看護協会のご協力をいただきながら、その確保に努めていき

たいというふうに考えております。

議員の方からその設置に向けて検討委員会をというご提言がございまし

た。我々もその必要もあるかなというふうに思っておるわけでございます

が、とりあえず開設に向けましては、市内の関係部局と実施主体の医師会、

並びに看護協会のご協力をいただければ、開設にはこぎつけられるのでは

ないかというふうに我々は思っておるところでございます。むしろ開設後

の運営について、いかにあるべきかということが問題になってこようとい

うふうに思っておりますので、その辺につきましては、またその運営委員
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会なるものを検討していきたいというふうに思っております。しかし、

我々そのようにリーダーシップをとっていくつもりでございますが、時間

の経過の中でどうしてもそういう市民の方々といいますか、検討委員会が

必要であるということであれば柔軟に対応してまいりたいと、こういうふ

うに思っておるところでございます。

なお、最初の質問でございますが、人材の問題について大変恐縮でござ

いますが、私は訪問看護ステーションの人材の確保というふうに狭義な形

で聞いておりましたものですから、少し内容を聞き落とした点がございま

して、ご質問に的確にお答えできなかったことをまことに申しわけござい

ませんでした。もしよければもう一度内容についてお聞かせいただきたい

と思いますが、いずれにいたしましても、人材の問題といいますか、特に

そういうこれからの高齢化社会に向かっての看護婦等、そういう技術者の

確保ということは大変大切なことだというふうに思っておりますので、答

弁になるかわかりませんけれども、今後努力をしていきたいという程度に

とどめたいというふうに思います。

〇副議長（堀内弘士君） 建設部長。

〇建設部長（西田喜大君） 通学道路の問題でございますが、単に通学児

童だけの問題じゃなくして、交通弱者をいかに守るかという立場から、こ

れら事業につきましては、交通安全事業で取り組んでおるところでござい

ます。今後ともこれら事業につきましてより一層その充実に努力してまい

りたい、こう考えておるわけでございます。

また、点検の問題でございますが、専門的な点検といたしまして、現在、

公安委員会とか建設省、並びに三重県、市との専門的な立場からの点検が

春秋の年2回というようなことでございます。こういうことでこれらに

つきましては、もっと回数を増やしながら安全確保に努めてまいりたいと、

かように考えておるわけでございます。

〇副議長（堀内弘士君） 市川悦子君。
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〇市川悦子君ありがとうございました。

訪問看護ステーションですが、準備委員会の設置についてでありますが、

委員会ができ上がるまでの委員会、でき上がってからは今の調整会議で医

師会中心に運営していってもいいのではないかと思います。これは委員会

ができ上がるまでと、それからでき上がってから、設置後、次元の異なる

問題でして、この辺を明確にしないと設置に向けての前進はちょっと難し

いんではないかなって、そんなふうに思いますので、その辺もう少しよく

考えおいていただきたいなと思います。

それから、人材の問題ですが、平成5年度中に老人福祉計画の中にマン

パワーの確保計画を盛り込んで策定しなければなりません。ぜひこれはも

う本腰に大きな問題として取り組んでいただきたいなと思います。質の確

保を含めまして、研修を四日市で開催してもらうなど、出前講座も積極的

に考えていただければ、もっと本市内の受講者が増えるはずではないかな

と、そんなふうに思います。

通学路問題ですが、私の期待いたします予算的な措置というので具体的

なご回答いただけなかったのは残念ですが、これからこういうふうなこと

を頭に入れていただきまして、予算委員会検討していただきたいなと思い

ます。交通弱者、弱者の中でも高齢者、子供は当然違うんですから、今、

私は高齢者というよりもむしろ、子供に焦点を当てて、未来の使者の子供

に焦点を当てて質問させていただきましたので、その辺のことをたてわけ

ていただきまして、よろしくお願いいたします。

来年度からは第11次道路整備5カ年計画が策定されますので、大きな道

路をつくるばかりではなくて、小さな道路を補修、改善すれば、これは大

きな景気低迷の中で、小、零細土木事業者の方たちにも仕事を提供するこ

とになる、そういうふうに思いますし、ぜひ力を入れていただきたいなと

そんなふうに思います。

これで私の質問終わらせていただきます。どうもありがとうございまし
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た。

〇副議長（堀内弘士君） 暫時、休憩をいたします。

午前11時54分休憩

午後1時1分再開

〇議長（水野幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

益田力君。

溢田力君登壇〕

〇益田力君 まぶたの上下が最も仲よくなる時間帯でございますけれど

も、しばらくの間ご辛抱いただきたいと思います。

それでは、通告の順に従いまして、 4点につき質問をいたします。

まず第1点目、環境問題についてでございますが、まず、ごみ問題につ

いてお尋ねをいたします。

ごみ、廃棄物問題は、今や全国的に爆発寸前の状況にあります。昨年、

全国の家庭や事務所などから出された一般廃棄物の量は、東京ドームの

134杯分、約 5,000万tに上るそうでございまして、それぞれの自治体の

埋立処分場もあと数年で限界などと言われております。

あるエチオピア通信の記者が、 「日本にはテレビゃステレオを捨てる日

があるそうですね」と日本の記者に皮肉たっぷりで話しかけてきたそうで

ございます。テレビやステレオを捨てる日は聞いたことがない。よくよく

考えてみると、粗大ごみの日だったわけでございます。粗大ごみの日は、

テレビや冷蔵庫等山積みされまして、中には新品としか思えないものもご

ざいます。もったいないなと思わずにはおれません。

粗大ごみに限らず、レストランなどでよく見かける風景でございますが、

特に女性の食べ残しが目につきますし、また、学校給食の調査によります

と、全国の小中学校の給食で毎日食べ残されているパンが88t、牛乳が44

t、米飯の残りも 1回62tになるそうでございます。ちなみに、 1回の給

-123-



食で出るパンの残量を飢餓に苦しむアフリカの人たちに配るとしますと、

1万人の約1カ月分に当たり、 1日量で30万人が救える計算になると発表

されております。物を大切にする、もったいないという古い日本の心を取

り戻す必要性を痛感するこのごろでございます。

さて、本市におきましても、このごみ問題に対しましていろいろとこ~

力をいただいておりますが、平成4年度版の清掃事業の概要を見ますと、

ごみ収集焼却処理実績では、昭和62年度から平成3年度までの5年間増加

の一途をたどっておりまして、 62年度の指数を 100としますと、平成3年

度では 138と数値が上がっております。本市におきますごみ減量対策につ

いて、どのような取り組みをなされてこられましたか、また、今後の取り

組みについてお答えをいただきたいと存じます。

また、学校教育において、もったいない精神、物を大切にするという気

持ちについて、どのようにご指導なさってこられたのか、お尋ねをいたし

たいと思います。

次に、ごみの不法投棄の件でございますが、特に、一見して目につきに

くい箇所にごみの不法投棄が見られますが、その防止対策はどうしておら

れるのか、お尋ねをいたします。

次に、 1点ご提案をいたします。リサイクルハンドブックの作成につい

てでございます。

環境問題やリサイクルに関心が高まってまいりましたが、どうすればい

いのか、何から始めたらいいのかという困惑から、行動が伴わないのが現

状でございます。イラストをふんだんに使って、地球環境の現状から身近

なリサイクルの方法などを盛り込み、個人や家庭でもすぐに環境を守る行

動ができるようなハンドプックをぜひとも作成していただきたいと思いま

すが、いかがでございましょうか、お尋ねをいたします。

次の件は、大変申しわけないんでございますが、 3月の定例会の代表質

問で、質問が多岐にわたりまして時間がなく、市長の答弁をちょうだいで
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きなかったところがございますので、再度お伺いをいたします。

1点目として、今後の環境保全対策の進め方として、市民総参加の市民

会議を結成していただきたい。

2点目として、その活動資金として、行政も加わった募金による環境保

全基金の創設をお願いしたい。

3点目としまして、環境保全都市宣言を行ってほしい。

この3点でございます。詳細につきましてはこ理照をいただいておりま

すので、省略をいたしますが、よろしくご答弁のほどをお願いをいたしま

す。

第2点目は、障害児対策についてでありますが、今回は、障害乳幼児に

対する療育訓練の機会の確保といった視点に絞りお伺いをいたします。

本市におきましては、従来の精神薄弱児通園施設のみはと学園と、心身

障害児通園事業のあけぼの療育センターを併合して、昭和54年4月に現在

のあけぼの学園が新設されました。この学園は、障害乳幼児の早期発見、

早期療育の場として、主に保育園、幼稚園への前段階保育を母子ともに経

験し、園児の発達過程と障害の部位を的確に把握し、適切な指導援助を

行っているわけでございますが、近年、早期発見体制の充実とともに、入

園希望者が年々増加していると伺っております。

現在、精神薄弱児通園施設30名、心身障害児通園事業施設20名の定員で

ございますが、ともに年度初めから定員をオーバーしている状況でござい

ますし、今後の増加も見込み、どのように対応なされようとしておられる

のか、まずお尋ねをいたします。

次に、保育指導体制の強化についてでありますが、昭和62年度から理学

療法士1名、言語訓練士1名等専門指導員を配置して療育訓練を行い、そ

の充実に努められておりますが、増員等含め、今後のお取り組みについて

もお聞かせをいただきたいと思います。

次に、あけぼの学園卒園後の対応についてお尋ねをいたします。あけぼ
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の学園でせっかく専門的な療育訓練を受けながら、卒園後は、残念ながら

本市においては障害児専門施設がないために、療育訓練の機会がなくなり、

障害児を持つ親たちは、自分が死んだら、また亡くならずとも、自分が介

護できなくなってからは、だれがこの子の面倒を見てくれるのか、この子

はどうなるのかという不安から、遠方の京都や大津などへ訓練に通う親子

さんが多くおります。四日市はなぜこのような施設をつくってくれないの

かと、涙ながらに訴えられました。

このような実情を踏まえ、心の通う福祉のまちづくりの観点からも、こ

の問題をどう考えておられるのか、前向きのご答弁を賜りたいと存じます。

第3点目は、学校5日制の導入についてでございます。

この問題につきましては、 3月の定例会で質問いたしておりまして、 5

―日制に対する考え方等につきましては省略いたしますけれども、その点も

踏まえ、ご答弁をお願いいたします。

いよいよ公立の幼稚園、 4哨屯交、中学校、高校で9月から毎月第2土曜
日を休日にする月 1回の学校5日制がスタートすることとなりました。 5

日制は、戦後一時期導入されたものの、日本の土壌に適していないとして

旧に復した経緯がございます。そのころに比べますと、今回はほとんど論

議らしい論議もなく、猛スピードで実現の運びとなりました。

子供たちの差し迫っている内面の状況、教師の実情、明治以来変わるこ

とのない教育方法の実態、学校外教育の不毛性、塾の設立根拠とそれに寄

せる父母の願いの根拠など、一つ一つが重要な緊急問題であるにもかかわ

らず、何ら解決提案もされておりません。学校5日制初日の9月12日が数

日後に迫ってまいりました。この12日に向け、文部省をはじめ約 170の官

庁、教育機関、民間団体などが野外活動や見学会など多彩なサタデープラ

ンを用意しているようでございますが、文部省は、学校にかわる受け皿に

ついては、 5日制の甚本はあくまでも各家庭での対応であり、こんなメ

ニューもあるので、気が向いたらどうぞと控え目なPRのみで、責任を回
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避しているとしか言いようがございません。

前置きはこの辺にいたしまして、この5日制導入に先駆けて、本市にお

いて本年5月より、国、県、市が指定した幼稚園並びに各学校の現状につ

いてお尋ねをいたします。休日となった土曜日の過ごし方はどうであった

のか。受け皿はどうであったか。学校行事の圧縮や課外活動の減少はな

かったのか等問題点につきましてもお示しをいただきたいと存じます。

次に、本市の学校5日制検討委員会の中学校部会が、 7月上旬に、公立

中学校21校中19校の生徒とその親を対象にしてアンケート調査を実施され

ました。親8,491人、これは回収率88.6％でございますが、中学生徒9.234

人、同96.4％から回答があったと伺っております。全市的規模でこうした

アンケート調査がなされたのは県下では初めてだそうでございまして、そ

のこ~努力に対して深く敬意を表するものであります。

その調査結果によりますと、 「新たな休日に子供にどのように過ごして

ほしいか」という質問に対し、 「子供のしたいことをさせたい」とする親

は34%、しかし、 「家で勉強してほしい」 22%、 「家で仕事を手伝ってほ

しい」が17%、 「家族で過ごす時間に」が15％と続いており、親の4割が、

家で勉強を、手伝いをしてほしいとの結果が出ております。また、 「実施

後、子供の生活で気がかりや不安はないのか」との問いに対しては、 「特

に心配していない」のが39％で4割近く占めるものの、 「不規則な生活に

なりリズムが乱れるのではないか」 29%、 「事故や非行が増加しないか」

14%、 「学力が低下しないか」 8％など、トータルで51％と、子供のこと

を心配する親の方が数値を上回っております。

生徒の調査結果では、 「家でのんびりしたい」が40%、 「友達と遊びだ

い」が34％と続いております。また、生徒にこの5日制に対してどう思う

か自由に意見を書かせたところ、 「勉強しなさいと言わないでほしい」と

の意見が最も多く19人、 「部活動をさせないでほしい」が18人と続いてお

ります。
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この調査結果を教育委員会としてどのように受けとめられ、今後どのよ

うに対応なされようとしておられるのか、お尋ねをいたします。

第4点目、非核平和都市宣言啓発事業についてお尋ねをいたします。

戦後47年がたった今日、毎年8月が近づいてまいりますと、日本が負け

た戦争についての多くの話題が繰り返され、また、新しく出てきた事実が

マスコミを騒がせております。そのほとんどがマスコミを騒がせることで

終わってしまい、終戦記念日の8月15日が過ぎると話題がすっと消えて、

何だか反戦が8月の風物詩になったように思えてなりません。

悲惨な戦争を二度と起こしてはならないという願いを込め、本市におき

ましても非核平和都市宣言がなされてから7年が過ぎましたが、宣言都市

にふさわしい都市づくりにこ努力を賜っておりますが、どのように取り組

んでこられのか。また、今後の取り組みについて、学校教育を含めてお尋

ねをいたしたいと思います。

次に、四日市市民公園整備についてお尋ねをいたします。

申すまでもなく、この公園は本市の中心市街地に位置し、大変重要な位

置を占める公園であるわけですが、この件につきましては、私ども会派の

毛利議員が61年3月定例会で、また62年6月、平成元年12月の議会で私が、

それぞれ質問をいたしてまいりました。その趣旨は十分こ頂解をいただい

ておると思いますので、省略をいたしますが、それぞれのご答弁では、市

民公園を平和公園として位置づけ、平和の願いを込め、モニュメントを建

立したい。市民の意識高揚を図るためにも、このモニュメントの製作に市

民にも参加してもらう方向で考えていきたいとのご答弁をいただいており

ますが、その後どのようにご検討なされたのか、現状につき、わかる範囲

で結構でございますので、ご答弁をいただきたいと思います。

次に、市民グループによる平和運動の一環として、大変話題を呼びまし

た項像四日市空襲絵画展」をご紹介したいと思います。

皆さんもご存じと思いますが、四日市大空襲は、昭和20年6月18日未明、
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大型爆撃機B29が3万発もの焼夷弾を投下し、 1,000人にも上る市民の生

命が奪われ、人口の半数以上が被災いたしました。これほどの大惨事であ

りながら、当時の記録はほとんど残っておりません。

そこで、 「市民フォーラム四日市を語る会」のメンバーは、風化が進む

四日市空襲の体験を絵画で語り継ごうと提案し、作品を一般公募した結果

空襲体験者みずからが描いた作品、高齢のため、当時の状況を語りながら

子供さんやお孫さんなどが代筆した作品を合わせると、 188点に及ぶ作品

が寄せられました。終戦記念日の8月15日と前後して、 8月13日から18日

までの6日間、四日市市教育委員会の後援を得、松坂屋四日市店1階のひ

かりの広場で開催されました。延べ2万人にも及ぶ参加者があり、焼夷弾

から逃げ惑う住民、黒こげになって横たう犠牲者、死んだ息子を抱える母

親などの作品を食い入るように見詰め、 1枚1枚の絵についている説明書

を読みながら、当時を思い出すかのように涙する人、残像のように頭に残

る空襲の風景に足を止め眺める人、戦争はいけないことと子供に話す親な

ど、写真とは違った戦争の恐怖、悲惨さが生々しく表現されており、参加

者それぞれに、改めて平和のありがたさ、戦争は二度と起こしてはならな

いという決意が感じられ、反戦平和運動に大きく貢献したと報じられてお

ります。参加者にアンケートの協力もお願いし、このアンケートの項目に、

「これからもこのような絵画展を見にいきたいか」との問いに、 95％以上

の人が「参加したい」と答えております。

主催者側から、この作品を今回の絵画展のみに終わらせることなく、機

会あるごとに活用してほしい、本庁1階ロビー、各地区市民センター等広
く公共施設に展示していただき、 1人でも多くの市民に見ていただき、平

和運動のお役に立っていきたいとの申し出がございました。この点いかが

なものでしょうか、お伺いをいたしたいと思います。

最後に、この絵画展を後援された教育長のご感想も、ぜひともお願ぃを

いたします。
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以上で第1回目の質問を終わります。

〇議長 (7J<ff幹郎君） 環境部長。

〔環境部長（須原賢治君）登壇〕

〇環境部長（須原賢治君） 第1点目のごみ問題でございますが、質問の

要旨といたしましては、ごみ減量化対策に対する取り組み並びにリサイク

ルハンドプックの作成をしてはどうか。 2点目として、不法投棄の現状と

その対策について。 3点目としましては、環境保全のための市民会議の結

成、環境保全基金並びに環境保全都市宣言についてのご質問にお答えを申

し上げたいと思います。

ごみ問題は、単にごみの処理にとどまらず、地球環境や自然保護の観点

からも、本市の重要な課題だと認識をしており、従来より、ごみ減量、資

源リサイクル、環境教育を中心として施策を推進してまいっているところ

でございます。

ごみ減量につきましては、従来より、再生可能物の分別収集であります

とか、ごみ出しの説明会の開催等々各種の施策を実施してまいりましたが、

特に、本年度新たな事業といたしまして、事業系の廃棄物の減量化を促進

するための事業所ごみスリムアクション計画事業や、あるいは過剰包装の

自粛を推進するエコパッケージ運動、ごみ減量啓発回覧板の配布及び正し

いごみの出し方を盛り込んだ外国人向けの生活ガイドプックの作成などを

行っているところでございます。

次に、資源リサイクルにつきましては、平成3年度の再生可能物の回収

量が市民1人当たり36.7キkgとなっておりまして、これは全国 662市の中

で22位となっております。これは市民の皆さんのこ理解とご協力のたまも

のであり、さらに今後積極的に推進をしてまいりたいというふうに考えて

おります。

次に、環境教育につきましても、教育委員会と連携をしまして、夏休み

親子ごみセミナーの開催でありますとか、 4洋校の教師を対象としたリサ
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イク）以韮顔升修の実施並びに小学校4年生の副読本「暮らしとごみ」の改

訂などの取り組みを行っておるところでございます。

以上のように、ごみ減量対策につきましては、さまざまな方法で努力を

続けておりまして、今後も積極的な取り組みをしてまいりたいと思ってお

りますので、こ理解をお願いしたいと思います。

続いて、ご提言をいただきましたリサイクルハンドブックの作成、配布

についてでございますが、今後さらにリサイクルの推進を図っていくため

には、啓発冊子等は効果的であると存じますので、ごみの広報、啓発冊子

の中で一番よく読まれております「収集日程表」というものがございます

が、これにリサイクルに関する最新情報などを掲載していきたいと思って

おるところでございます。

さらに、ごみの啓発冊子としまして、 「暮らしとごみ」というのがござ

いますが、これの改訂版を発行する際には、リサイクルの方法を十分にわ

かりやすく記載したものとし、一層の資源リサクイクルの啓発に取り組ん

でまいりたいと考えております。

2点目の不法投棄対策についてでございますが、本市周辺の山間部20カ

所程度に不法投棄がなされておるのが現状でございます。ごみをみだりに

投棄することは違法行為であり、司法当局における捜査、投棄者の特定が

行われますが、年々不法投棄の方法が悪質化してきており、投棄者の判明

は困難となってきております。

市といたしましては、不法投棄をされました土地の所有者に対しまして、

さくや看板の設置などの不法投棄予防対策を講ずるようお願いをいたして

おるところでございます。

なお、昨年度より、県におきまして、廃棄物適正処理民間監視員という

制度が設けられまして、四日市市でも覆面の監視員が委嘱されまして、不

法投棄の早期発見のための活動を行っていただいておるところでございま

す。
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3点目の醜保全市民会議、環境保全基金と環境保全都市宣言について

でございますが、四日市市のよりよい環境保全を創出するためには、長期

的な視点に立った総合的な環境保全に対する取り組みが重要であると考え

ておりまして、本年度、地域環境管理計画の策定に入っておるところでご

ざいます。

環境問題につきましては、とりわけ、行動は足元からのとおり、市民の

方々と一体となっての取り組みが必要であると考えておりますので、これ

らの計画の策定作業に当たりましても、市民アンケートを実施するととも

に、市議会や環境保全審議会でのご議論とともに、環境問題の市民会議の

結成を図り、ご意見をいただいてまいりたいと考えております。

これらの作業を着実に進めてまいります中で、市民の環境保全意識の高

揚を図り、全市的な盛り上がりの中で、時期を見て環境保全都市宣言に向

かってまいりたいと考えております。

なお、これらの活動を進めるための財政的基盤の確立につきましては、

環境保全基金のご提言をいただいたわけでございますが、基金につきまし

ては、その趣旨、運用方法、他の基金との関係等を調査した上で、先ほど

申し上げました環境管理計画の策定作業の中で十分に検討を加えてまいり

たいと考えておりますので、こ理解をお願いしたいと思います。

〇議長 (7~男幹郎君） 教育長。

〔教育長伊｝羽武君）登壇〕

〇教育長住｝羽武君） ただいまのご質問の第1点の環境問題の中での

学校での教育の部分について、まずお答えをさせていただきます。

ただいまご指摘がございましたように、物を大切にする気持ちとか態度

を養うことにつきましては、今日のように物があふれるほどたくさんある

豊かな社会に生活をしております現代っ子にとりましては、最も欠けてお

る点の一つであろうかと考えているところでございます。

子供たちの姿を見ておりますと、学用品など自分の持ち物とか、あるい
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は学校の設備や備品などの扱い方が乱暴であるとか、まだ使えるもので

あっても使わないで、新しいものを欲しがるとか、あるいは学用品や傘な

どの落とし物も非常に多く、しかもそれを取りにこないといったような日

常生活の中で、物を大切にしない姿につきまして、さまざまな行動となっ

てあらわれている、そういった実態は、やはり子供が物の価値を正しく理

解していないこととか、あるいは資源というものは限りがあるといったよ

うなことに対する認識が乏しいことによると考えられます。

そこで、学校におきましては、物の価値を知らせ、大切に使おうとする

網ちゃ、あるいは限りある地球資源を有効に活用する態度の大切さにつ

きましては、道徳をはじめとした各教科や特別活動など、あらゆる機会を

とらえまして指導をしておるところでございます。

例えば、学級指導の中におきましては、持ち物に記名する指導とか、落

とし物をなくすることを、家庭との連携も含めて繰り返し行っております。

また、生活科や図工科では、空き缶とか空き箱、あるいは牛乳パックなど

の廃品を利用して、生活に役立つものを製作したり、あるいは社会科や家

庭科では、ごみ問題を学習する中で、資源を大切にする態度を養い、自分

たちでもできるリサイクル活動に取り組んだりしておるところでございま

す。また、児童会とか生徒会が中心になりまして、プルトップとか、ある

いは空き缶、新聞紙、あるいは段ボールなどの回収や堆肥づくりなどの活

動も行っている学校や、あるいは内部川、あるいは海蔵川でのクリーン作

戦など、地域活動と一体となった体験活動を行っている学校も次第に多く

なってまいりました。

いずれにいたしましても、物の価値を教え、大事に使う精神を養うこと

は、地球環境を守り、資源を大切にすることの一番の基盤になることであ

ると考えておりますので、地域、家庭との連携も含めて、その充実に今後

も努めてまいりたいと考えているところでございます。

次に、学校5日制の導入のご質問についてお答えをいたしたいと存じま
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す。

ご指摘のように、この12日から全国一斉に実施されることになりました

学校週5日制の導入につきましては、 3月議会においてもお答え申し上げ

ましたように、我が国にとっても歴史的な大改革であるというふうに認識

しております。したがいまして、本市におきましては、スムーズな移行に

向けまして、昨年12月から学校5日制検討委員会を設置するとともに、文

部省の調査研究協力校と県のモデル校だけでなく、市独自に研究推進校を

指定して、実証的な研究を進めてきたところでございます。

これまで5月から 7月にかけまして行ってまいりました試行でございま

すが、試行前におきましては、不安や戸惑いといったようなものを見せて

おられました保護者も、実施後におきましては、例えば、ゆとりのある生

活で心身の休養の機会になったとか、あるいは計画どおりの行動で自主性

が育つといったような意見で、 5日制の意義を実感した感想や意見も多く

寄せられております。

また、子供たちも、先般の「広報よっかいち」でご紹介申しましたよう

に、家の人と一緒に遊べて楽しかったとか、あるいは土曜の休みに友達と

公園の掃除をしたといったようなことなど、有意義な休日の過ごし方をし

た姿をうかがうことのできる意見も寄せられておりました。

しかしその反面、中にはせっかくの休みではあっても、仕事の関係で、

子供と十分触れ合うことができなかったといったような悩みをお持ちのご

父兄もございましたし、子供が家で時間をむだにしてしまう、とかといっ

たようなご意見。さらに、逆に子供たちの方からいたしますと、親から勉

強しなさいとせかされるといったような、いろいろな問題点があったよう

でございます。

また、 5日制検討委員会の中学校部会が、この9月に行われる学校週5

日制につきまして、中学校の保護者と生徒とに対しまして行いました事前

のアンケートによりますと、保護者の約4割が、家で勉強してほしい、家
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で仕事を手伝ってほしいといったような意見が多かったのに対し、生徒の

方は、家でのんびりしたいとか、友達と遊びたいといったような考えが7

割を超すというようなずれもございました。

この結果には、保護者と生徒の、ある意味ではそれぞれの本音があらわ

れておるのではないかというふうにも考えるわけでございますが、こうし

たずれにつきましても、そのずれそのものを親子の話題としていただくな

どして、有意義な過ごし方を親子で見つけていただく、そういったような

指導を今後も根気よく続けてまいりたいというふうに存じております。

なお、ご指摘がございましたように、過度の学習塾通い等の心配につき

ましても、この点につきまして本市といたしましても、市内の主な塾に向

けまして、既にそういったことのないような要請を済ませておるところで

ございます。

なお、授業時間の補充等でございますが、これにつきましても、先ほど

申し上げました検討委員会のワーキンググループの中での一つの大きな課

題として研究に取り組んできて、いろいろなタイプの時間割をかねてから

示してきたわけでございまして、これらにつきましては、各学校でそれぞ

れの実情を勘案する中で、 4月当初、新学期開始の当時から、この9月の

疇を見越しての時間割を制定してきておりますので、この9月実施り行

われましても、急に変更する必要のない体制が四日市ではでき上がってお

ようかと思います。

いよいよ12日からこの5日制がスタートするわけでございますが、実施

に際しましては、今後もさまざまな新しい問題点が幾つかあらわれてこよ

うかと思います。そういった実情を今後も的確に把握していく中で、成果

あるいは課題等を真剣に受けとめまして、 5日制の円滑な実施に向けて今

後も取り組んでまいりたいと存じておるところでございます。

それから最後に、平和教育についてのご質問でございます。

学校における平和教育につきましては、一番大もとである教育基本法の
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前文の中でも、平和を希求する人間の育成という目標が掲げられておりま

す。平和教育は教育の最重要課題の一つであると認識しておるわけでござ

いますが、それを受けまして、平和の大切さを自覚し、あるいは平和を守

り抜く人間の育成を目指して、教科の学習では、小中学校ともに社会科を

中心といたしまして、国語科、道徳などで平和教育を行っておるところで

ございます。

例えば、社会科におきましては、 6年生で、平和を願う日本人として、

世界の人々と協調していくことの大切さの自覚とか、あるいはさらに中学

校3年生では、核兵器の脅威に着目させ、戦争を防止し、世界平和を確立

するための熱意と協力の態度を育てること等がねらいとなっております。

また、道徳におきましては、小学校では、進んで平和的な国際社会に貢献

できる主体性のある日本人を育成するといった目標とか、あるいは中学校

におきましては、国際的視野に立って世界の平和と人類の幸福に貢献する

ように努めるといったようなねらいのもとで指導をしておるところでござ

います。

さらに、こうした教科や道徳の学習だけではなく、各種の学校行事を通

しまして、平和教育を行っているところでございます。本年度におきまし

ても、 8月6日の広島平和祈念日を登校日としておる学校は、小中学校合

わせまして四日市で24校ございます。そしてその日には、原爆記録映画の

鑑賞会とか、戦争体験者の講話などの活動も行い、平和の大切さを学習し

ているところでございます。

特に、中学校におきましては、後後ほど詳しくは市民部の方からもお話が

あるかと思いますが、広島の平和祈念式典に平和使節団として参加した生

徒の感想とか体験を発表させたり、あるいは感想文を活用したりなどして、

平和への思いを高めるような行事を実施しているところでございます。ま

た、平和資料館とか、あの原爆ドームなどの見学とか、あるいは被爆体験

者の話などの活動を取り入れて、広島方面へ修学旅行を実施している中学
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校も、現在5校あるのでございます。

いずれにいたしましても、次代を担う子供たちへの平和教育といったよ

うなものはまことに重要であると考えておりますので、今後ともその充実

には努力を十分に尽くしてまいりたいと存じておる次第でございます。

最後に、先ほどご発言のございました「四日市フォーラム四日市を語る

会」が主催した咽良像四日市空襲絵画展」の感想をぜひ述べよということ

でございました。

四日市市民にとりましては、人生の中で最も悲惨な経験をしたあの四日

市空襲であったかと思います。そうした状況も、当時はああいった戦争中

の貧乏な時代でございましたので、写真機とかそういうのもございません

でしたでしょうし、ああいった状況の時代でしたので、今日それを我々に

見せてくれる、絵画を含めてのそういった映像的なものは何もございませ

ん。そうして戦後50年近くたってきたわけでございまして、；戦争のそう

いった悲惨さに対する感情といったようなものもだんだん風化してきた今

日、そういったフォーラムの方々が残像を中心としたそういう絵画を催さ

れましたということは、やはり戦争が悲惨であるということを、私も見に

いかせていただきまして、見ている市民の顔からも受け取れた感じがする

わけで、そういったことを企画された市民フォーラムの方には深く敬意を

表する次第でございます。

〇議長（水野幹郎君） 福祉部長。

〔福祉部長は冽こ一美君）登壇〕

〇福祉部長は井-美君） 2点目の福祉問題について、障害児対策につ

いてお答え申し上げます。

本市における障害児保育は、ゼロ歳から就学前までの障害児を対象にし

て、あけぼの学園、保育園、幼稚園におきまして、全市的に一貫した取り

組みを進めているところでございます。

特に、あけぼの学園におきましては、四日市市の障害児保育の拠点とし
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て、母子通園を基本に保育、指導を実施するとともに、専門指導員を配置

し、療育訓練を行っております。

現在のあけぼの学園の状況でありますが、近年、早期発見、早期療育が

徹底し、乳幼児からの相談等が多くなっていることはご発言のとおりであ

ります。これに対しまして、あけぼの学園では、年齢的なこと、体力的な

ことを勘案いたしまして、 1日保育、 1日療育で対応いたしておるところ

であります。今後も施設機能等の有効活用を図りながら対応してまいりま

すので、よろしくこ理解賜りたく存じます。

また、あけぼの学園の卒園児につきましては、現在、保育園、幼稚園に

おいて統合保育を行い、発達の促進に努めているところであります。もと

より障害児保育には高い専門的知識と深い経験が必要であり、かつ障害児

を持つ親たちにとっては、励まし合い、支え合う仲間の存在が不可欠であ

りますが、ーあけぼの学園卒園後は療育、訓練の機会が少なく、また、相談

の場が少なくなっているのが現状であります。これの対応として、今後、

保健センター、教育委員会、医療機関等との連携を図りながら、あけぼの

学園、保健センター等において実施できるように、また、理学療法士、言

語療法士の確保についても積極的に努めてまいりたいと思いますので、ご

理解賜りたく存ずる次第であります。

〇議長 (7燭幹郎君） 総務部長。

〔総疇長（鵜飼滋君）登壇〕

〇紅漑部長（鵜飼滋君） 第4点目のご質問にお答えを申し上げます。

先ほど来、教育長の方からいろいろと答弁があったわけでございますが、

先ほど益田議員の方からもお話がございましたように、本市におきまして

は、昭和60年の3月に核兵器の廃絶と世界の永遠の平和を願って、非核平

和都市となることを宣言をいたしたわけでございます。

それ以降、 8月を平和を考える月間、そういった位置づけをいたしまし

て、戦争の悲惨さ、あるいはまた平和の大切さを訴えるための講演会でご
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ざいますとか、あるいはまた、親子での映画鑑賞会でございますとか、パ

ネル展示、さらにまた、先ほども教育長からお話がございましたように、

中学生の平和使節団の派遣、そういった事業を今日まで積極的に展開をし

てまいったわけでございます。

特に、広島への中学生の平和使節団の派遣についてでございますが、宣

言5周年事業といたしまして、平成2年度にこれを実施をいたしてまいり

ました。翌3年度からは、 8月6日の日におきまして、広島市において開

催をされます平和祈念豆凍に出席をいたしておるわけでございます。この

式典におきまして世界の人たちとともに平和を考える機会を持つと、こう

いうことにつきまして、次代を担う中学生たちにとって非常に意義の深い

ものであろう、そういうふうに確信をいたしておるわけでございます。

特に、本年度におきましては、中学生の平和使節団の派遣事業を、単に

中学生のみを対象にした事業に終わらせると、そういうことではなくて、

幅広く市民の皆さん方に参加をいただく事業、そういうことが極めて重要

なことでございますので、この平和使節団に託する 1羽の折りヅルという、

そういった事業を本年度新しく企画をいたしました。ご承知のとおり、市

御加の1階のロビーに来庁者の方々、市民の皆さん方に1羽の折りヅルを

折っていただきました。その結果、その数は 2,000羽を超えたわけでござ

います。このようにいたしまして、多くの参加をいただいたことは、市民

の皆様方の平和に関する関心の強さを示すものであろうと、そんなふうに

思っておるわけでございまして、今後とも各種事業にさらに積極的に推進

をしてまいりたいと、こう考えておるわけでございますので、よろしくご

理解賜りたいと存じます。

次に、平和モニュメントについてのお尋ねがあったわけでございますが、

私どもといたしましては、非核平和の一つのシンボルといたしまして、平

和の大切さを訴え、平和の心を次代に引き継いでいくという、そういった

ことからも意味があるものというふうに考えているわけでございまして、
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過去にもご答弁を申し上げたわけでございますけれども、近鉄四日市駅西

の市民公園の中に設置をする予定で、現在種々検討をいたしておるところ

でございます。市民公園の整備が今後実施設計に入る、そういう予定になっ

ておるわけでございますので、公園の整備を進める中でこの計画について

考えてまいりたいと、そう思っておるわけでございます。

具体的なことについてでございますけれども、平和をイメージすると同

時に、市民公園の象徴としての位置づけもあわせて考えてまいりたい。同

時に、市民の皆さん方にも親しまれるような、そういったものを心がけて

まいりたいと考えておりますので、その点についてもひとつこ理解を賜り

たいと思うわけでございます。

最後に、先ほど来、絵画についてのご提言があったわけでございますが、

この作品に描かれている方々の実際の体験をもとにしたものでございまし

て、平和を訴えていく一つの資料ということになるだろうというふうに考

えておるわけでございます。

もし関係者の方々のご了解がいただけるならば、•私どもといたしまして

は、毎年実施をいたしております原爆パネル展の中でこれを展示をさせて

いただきたい、そんなふうに考えておるわけでございまして、啓発資料の

一つとして活用をしていきたいと考えておるわけでございます。

また、各地区市民センターなどで行われる各種の行事につきましても、

市の所有する資料とともに展示をしていただけるように、主催者の方々に

今後働きかけてまいりたい、こう考えておるわけでございますので、その

点についてもあわせてこ理解を賜りたいと思うわけでございます。

〇議長 (7.悶男幹郎君） 益田力君。

〇益田力君 ご答弁大変ありがとうございました。

第1点目のごみ問題でございますけれども、このごみ問題は、最も古く

して、最も新しい地球規模の問題でございます。東京都では、ごみ問題に

100億円を投じておるということでございます。そういう状況でございま
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すけれども、出雲市とか伊達市などでは、有料制を導入して大きな成果を

上げているようでございます。公共サービスの受益者負担を、私は決して

奨励するわけではございませんけれども、このような新しい視点に立って

今後大いに知恵を結集していただきまして、時代を先取りした施策を心か

ら願うものでございます。

リサイクルハンドプックにつきましては、前向きのご答弁をいただきま

したので、了といたしますけれども、どうかわかりやすく、手軽に利用し

ていただけるように、最善の工夫をこらしていただきたいことを重ねてご

要望申し上げておきます。

再質問の問題につきましては、期待しておりました答弁に近いご答弁を

いただきましたので、どうか一日も早く環境保全都市宣言ができますよう

に頑張っていただきたいと思います。

あけぼの学園の卒園後の対応につきましては、場所の確保、人的確保等

積極的に取り組んでいくと、このような前向きのご答弁をいただきました

どうか一日も早く通園ができますように、心より願っておる一人でござい

ます。

先日、大阪府の大東市の方へ視察に行ってまいりましたけれども、大東

市では、昭和60年に理学療法課が設置されまして、乳幼児、 1J洋~中学

生から成人、老人に至るまで、継続性のある一環した地域リハビリテー

ションを実施しております。どうか一度関係部局におかれましても現地視

察をしていただきまして、今後の本市の福祉施策の参考にできますように

ぜひとも努力していただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。

なお、時間がございませんので、漏れた部分につきましては、今後関係

部局とも、私の考えを訴えながら進めてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

以上で質問を終わります。
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〇議長（水野幹郎君） 暫時休憩をいたします。

午後1時49分休憩

午後2時8分再開

〇議長（水野幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

野崎洋君。

〔野崎洋君登壇〕

〇野崎洋君それでは、通告を申し上げております4点につきまして、

順次ご質問を申し上げたいと思います。

まず第1点は、違法駐車防止条例の制定についてでございます。

免許取得者の増加、車両保有台数の増加、それに対して駐車場の慢性的

な不足、これが現在のモータリゼーション発達下の一般的な社会情勢であ

り、都市問題であると思われます。この状況が今、各都市における違法駐

車の実態につながり、地域住民の悩み、善意の通行者の迷惑になっている

ところでもございます。

当市にありましても、中心市街地をはじめ、多くの箇所で違法駐車が著

しいと認めざるを得ないところがたくさんございます。違法駐車の取り扱

いは、本来法律に違反しているものでございまして、警察の権限の範疇に

属するものでありますし、それは警察の問題として、市当局としては積極

的に取り上げてこなかったのではないかと思います。

違法駐車は当市だけの問題ではありませんが、当市にありましても、そ

れらに対する苦情が大変多くございますし、違法駐車防止は市の行政指導

においてもやらなければならない部分も多くあるように考えますが、いか

がでございましょう。

もちろん、市当局におきましても、現在該当地区自冶会等との情報交換

などを行っていただいており、違法駐車対策に苦慮されていることも承知

いたしておりますが、苦情の多い目に余る地域につきましては、強固な防
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止策として条例化を打ち出すことに効果と意義があると考えます。進める

に当たりましては、行政だけで進めるのではなく、民意と一体となって取

り組む必要のあることや、権力の発動でありますので、議会の理解と了解

を得ることも必要であると思います。行政指導では暫定的になりがちであ

りますが、条例であれば継続的になるものと考えますし、より効果的にな

ることと思います。違法駐車を防止するという積極的な姿勢を示すことに

よって、大きなPRになること、こういったことを考えながらのご提案で

ございます。

条例制定についての考え方の基本は、重点地域の指定を行い、事前の指

導啓発に力点を置き、また、地元の組織づくり及び育成、それに対する助

成など盛り込んで考えていただくことができるならば、必ずや評価される

条例制定になるものと確信をするところであります。

ーこのように申し上げておりますものの、条例制定が行われるだけで違法

駐車問題がすべて解決されるものではございません。駐車場の絡みも大き

な要素の一つと考えられるところでございまして、効果的な駐車場の利用

ができるか否か、大きな問題でございます。

この点につきましては、昨年9月議会におきまして、公明党益田議員が、

既存駐車場の有効利用の観点に立ち、駐車場誘導システムの導入について、

他都市の導入の例を挙げられながら質問をされました。それに対し理事者

側は積極的にご検討いただきまして、今議会に調査費を補正予算として計

上提案されているところでございます。方向づけをいただきました以上、

より早い時期での実現を期待するものでありますが、今後の推進計画につ

いてお聞かせいただければと思います。

次に、老人問題についてお尋ねをいたします。

老人福祉問題は、過去、議会におきまして大変多く質問を出されている

ことでございますし、 3月議会におきましては、私ども会派の谷口代表が

広範な見地に立ってのご質問も行わせていただいております。極力これま
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での質問との重複を避け、具体的な二つの質問を申し上げたいと思います。

当市における老人福祉も、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、

ショートスティ、在宅介護支援センターとこの四つを柱といたしまして、

這なこ努力をいただいているところでございます。それらすべてのこ努

力に心から敬意を表するところでもございます。

しかしながら、私は、現行の福祉に対して少なからずの不安を抱いてい

るところでもございます。その一つは在宅福祉をより奨励することへの不

安と疑問、二つはマンパワー不足に対する不安、三つは施設不足に対する

不安でございます。

私も、若い若いと思いながら、既に50歳を超えておりますけれども、学

生時代の同期生をはじめ、同世代の人たちと話し合う機会の中で、必ずと

言ってもいいような話題が出てまいります。その一つは子供の問題であり、

もう一つは自分たちの健康維持に関することであり、そして70代、 80代と

なっている親たちのことでございます。

今申し上げました三つが我々ジェネレーションの話題ベストスリーと

言ってもよいと感じておりますが、その中で、年老いた親たちに関連した

意見として、一つに、長寿社会は喜ばしいことだが、高齢者を抱え、何ら

かの悩みを持っているのが現実だということ。二つ目には、・子供が少なく、

やがて高齢者の仲間入りをする自分たちに将来の不安を感じていること。

三つ目には、それなりの老後対策を考え、預貯金に励んでも、個人の力の

少なさに限界を感じ、不安がつきまとっているいること。四つ目には、長

期療養者を家庭で抱えたとき、家庭の崩壊にもなりかねないことへの心配

のあること。五つ目には、長寿社会が今後一層進む中、みずからが年老い

たとき、安心して生活できる施設に入れるだろうかという心配、このよう

な発言がたくさんあるわけでございます。

長寿社会、高齢化が進む中、我々世代の考え方、不安は、今申し上げた

ことに要約できるのではないかと思いますし、世間一般の共通認識と考え，
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ても大きな間違いはないだろうというふうに思っております。

そんな現実的な話の中、これまで市の施設をはじめ、民間施設等少しで

はありますが、勉強させていただくことができたと思っております。唯一

の市直営の老人施設寿楽園も見させていただいております。寿楽園訪問の

際、お年寄りの方々の表情を拝見しておりますと、比較的元気な方、明る

くあいさつを交わしてくださる方なども多くおられ、うれしく思いました

反面、このお年寄りたちも、近い将来必ずや体の自由、元気さが損なわれ

ていくときが来るわけであり、そのときはどうするのだろうかと心配に

なったところでございます。

そこで、職員の方に伺ってみますと、市内にある特養にぉ世話になると

いうことでございました。現在、市内には、小山田特別養護老人ホーム、

特別養護老人ホーム陽光園、特別養護老人ホーム萌の里等3カ所を設備さ

れており、それらの施設にお世話になることは十分予測ができるわけであ

りますが、何か割り切れない気持ちになったところでございます。

決してさきに申し上げました三つの施設に対しての不満があって申し上

げているのではありません。また、ある程度の年齢に達している方々の言

葉に、 「年とってから知り合いのいない、見ず知らずの土地に行くのは

真っ平御免だ」というような言葉を、これまで何人かの人たちから伺った

ことがございます。何年間か寿楽園で過ごされたお年寄りの方々も、口に

出して言われないまでも、恐らく同じような気持ちでおられるのではない

かと思うわけであります。

そこで、ぜひ寿楽園に併設の特別養護施設の建設をお願いしたい。ここ

に提案を申し上げるところでございます。

今後の四日市市の人口推計から見ますと、平成12年には30万人を超え、

65歳以上の人口は4万 5,000人近くになることが予測されております。こ

れは高齢化率14.8％にもなるわけでございまして、年々増加傾向にあるこ

とは明確なところであります。先ほど申し上げました、同世代の不安な気
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持ちの話を申し上げておりますが、先々の数字に見合ったベッド数の増加

をどう考えていくかということでございます。

寿楽園に併設の特養、これは寿楽園に入っておられるお年寄りの方々の

みを対象に申し上げているつもりはありません。恐らく、将来は民間のカ

をこれまで以上に求めなければならないと思いますが、当面、市直営の特

養の新設についてどう考えておられるのか、お尋ねを申し上げたいと思い

ます。

福祉問題の第2点目は、冒頭私自身が不安材料の一つとして申し上げま

したマンパワー不足に関連してでございます。

さきに労働省が発表いたしました資料によりますと、 8年後、西暦2000

年には老人介護に従事する労働者のうち、施設介護職員とホームヘルパー

が5万 1,000人不足するとの見解が出されておりました。このことは、福

． 祉充実を阻害する憂慮すべきことであり、当市にありましても、当然同様
の状況下に置かれることであると思います。

ある会合でご婦人の意見の一つに、こんなことがありました。今現在、

子供の養育にも手か離れ、自分自身は健康体であり、働くこともできる。

ただ、働くだけではなくて、今この時期に老人介護の仕事に携わり、労働

量をプールして、将来自分たちが年老いたときそれを還元してもらう制度

は考えられないか、ということでございました。現在のボランティアによ

る老人介護も大変喜ばれ、感謝されていることでございますが、ある一定

の規定に基づき制度化することが、より安定し、協力を得られる策だと考

えられます。 20年後には若者2人で1人のお年寄りを支えなければならな

ぃ、そんな時期が来るわけであります。一歩踏み込んだボランティア切符

制への考え方をお尋ねしたいと思います。

次に、学校教育に関したお尋ねを申し上げたいと思います。

小学校40校、中学校21校、これが本市におきます現在の小中学校の現状

であります。その中で、平成3年5月の資料によりますと、川島小学校で
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は、児童数 943人27クラス。それに対し納屋小学校では、 154人6クラス

となっております。最大規模の川島小と最小規模の納屋小であり、その格

差は想像以上のものでありますが、それぞれ明治8年、明治10年に創立と

いう大変歴史ある学校でもございます。

本市の人口動向が東地区から西地区への移行は今に始まったことではご

ざいませんが、川島小、納屋小の例は、まさに本市の人口動向の特性を如

実にあらわしてものと思われます。それは、この両地区の高齢化率にもあ

らわれておりまして、最低の川島地区でありますし、最高に近い、納屋も

含めた東地区でございます。人口配置のこの傾向は今後さらに進展するも

のと考えられるところでございまして、減少地区の子供たちの教育環境は

このままでよいのかと、真剣に考えなければいけないのではないかと思う

ところでございます。

規模の大小によるそれぞれの特性もあるでしょうし、メリット、デメ

リットのあることもわかりますが、学年1クラス平均児童数25人の小規模

校などは、子供たちの教育環境としては決してよいとは思えない、それは

私の率直な感想であります。適正規模が、果たして児童数何人で何クラス

か、明言する知識は私には持ち合わせておりませんが、全校6クラスない

し8クラスという東地区五つの学校に対しては、地域の住民惑情等あるこ

とも十分予測され、理解するところでありますが、本市の学校教育基本方

針にある豊かな心を持ち、健やかにたくましく生きる子供を育てるという

大きな目標のためにもご検討をいただきたいと思うところでございます。

発想を柔軟に、かつダイナミックに展開するならば、マンモス化すること

に対する分離であり、減少化に対しての統合であると思いますが、いかが

でしょうか、教育長のこ所見をお伺いをいたしたいと思います。

また、減少傾向にある東地区のそれぞれの学校は、歴史も古く、それだ

け老朽化も進んでおります。学校の全面改装、あるいは建て替えも順次行

わなければならないものと思います。先ほど申し上げました統合を前提と
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いたしました学校建設、それとは関係なく単体での建て替え、いずれの場

合におきましても、近い将来取り組まなければならないものと思っており

ます。

新しい学校づくりについては、最近の新増築校を拝見いたしております

と、大変すばらしいものになっておりますし、感謝申し上げるものであり

ますが、文部省の学校施設整備指針の改正内容も見ておりますと、これま

で以上に思い切った施設整備が必要のようにも思います。昭和30年代に建

設をされ、老朽化が進んで建て替え等大規模な手だてを必要とするそれぞ

れの学校の今後の計画について、基本的なお考えをお聞かせいただきたい

と思います。中でも、地域住民にとりまして身近な公共施設として、地域

社会の核となる整備指針については、どのように考えておられるのか、お

尋ねをいたします。

4番目に、地方拠点都市地域の指定についてお尋ねをいたします。

都市機能や産業基盤の東京一極集中の是正を目標とした拠点都市法が本

年5月に制定をされ、国土庁をはじめ関係6省庁では、 9月末を目途に基

本方針を策定中と伺っております。そして、この拠点都市法におきまして

は、各都道府県知事が都市指定の権限を移譲されており、当市をはじめ、

県下5地域が名のりを上げる中、指定獲得に向け、それぞれが努力を行っ

てきているところであろうかと思います。

そんな中、去る 8月25日、定例記者会見におきまして田川知事は、津、

松阪など県中南勢地域を有力とする発表を行い、翌26日の新聞各紙に大き

く取り上げられたところでございます。私も、その報道を驚きの念を抱き

ながら見た1人でございます。

知事発表は、 21世紀初頭を目標とした中南勢地域の活性化、調査報告書

「三重ハイライフフロンティア構想Jに基づいてのものでございますが、

その構想の中でさらに、中部新国際空港へのアクセス拠点につきましても、

津•松阪港を有力候補としている旨の発言もしておられます。新空港への
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アクセスにつきましては、以前、四日市港が有力候補地であるとの知事発

言もありまして、大きな期待を持って今日も見守っているところでありま

すが、中南勢地域活性化構想発表から大きな不安を抱いているところでも

ございます。

拠点都市法の制定施行後、県知事が地域指定を行うまでの間、説明を受

け、要望をし、折衝を行うなど、名のりを上げた各市、各地域が行ってい

ることと思いますが、私自身勉強不足で十分理解できておりません。今回

の新聞報道に対し、本市としての受けとめ方、今後の対応策などをお伺い

をいたしたいと思います。第1回目の質問を終わります。

〇議長（水野幹郎君） 市民部長。

〔市民部長（小畑廣次君）登壇〕

〇市民部長（小畑廣次君） 第1点目の違法駐車防止条例の制定について

お答えをいたしたいと思います。交通安全につきましては、本市におきま

しても昭和37年の3月に交通安全都市宣言を行い、市民の皆さんのご協力

を得ながら、全力を挙げて取り組んできたところでございます。

ご指摘のように、路上における駐車問題につきましては、大量交通時代

を反映をいたしまして、都市部や幹線道路沿いに違法駐車車両が年々増加

をし、国民生活に重大な支障を及ぼしている社会問題となっております。

この趨勢は、四日市市内におきましても同様でありまして、違法駐車車両

が交通事故の原因や、緊急自動車等の通行障害になっていることはご承知

のとおりであります。

このような滉伏の中で、市におきましても、特に市民の要望の強い違法

駐車問題につきましては、四季の交通安全運動等あらゆる機会を通じまし

て、交通安全協会や警察等のご協力を得ながら、啓発活動に日夜努力をし

ておるところでございます。

特に、昨年からは、関係機関や市民の皆さんの協力によりまして、路上

駐車の目立つ繁華街、あるいはまた団地等を中心に、旬間等を決めまして、
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違法駐車の追放キヤンペーンを強化してきたところでございます。

一方、警察当局におかれましても、違法駐車の追放に努力をしていただ

いておるところでございますし、 6月から8月の3カ月間の取り締まり回

数を見てみましても、延べ 150回に達しておるところでございまして、さ

らに市民の皆さんの要望にこたえるために、一層の努力を警察当局にお願

いをしているところでございます。

したがいまして、ご指摘の違法駐車防止条例の制定につきましては、関

係当局の行う駐車違反の取り締まりを側面から補完するという意味で、行

政の実施可能な範囲内において重点的に取り組んでいくべきだと考えてお

るところでございます。本年からは、総務庁が中心になりまして、この違

法駐車対策が全国的に進められている中で、ご質問の違法駐車防止条例も

全国で既に6市が制定をし、広報活動、啓発活動を中心に成果を上げてい

ると聞き及んでいるところでございます。

したがいまして、市といたしましても、既に四日市南警察署長からも、

駐車場附置義務条例の改正と同時に、この条例の制定につきまして要望を

いただいているところでございます。市民の日常生活に重大な支障を及ぼ

すおそれのある違法駐車等を防止し、市民の安全で快適な生活環境を保持

するため、広報活動を中心とした内容で、先ほどもご指摘がありましたよ

うに、いろいろな皆さんのご協力活動から、条件整備を行う中で、早い機

会に制定する方向で進めてまいりたいと考えておりますので、こ理解をお

願いをしたいと思います。

次に、駐車場案内システムの導入につきましては、先ほども申されたよ

うに、本年度の国庫補助対象事業として基本調査費が認められております。

したがいまして、本年度中に都市計画部におきまして対象区域、案内方法、

導入時期等につきまして基本計画を策定をする予定にしておりますので、

この点についてもよろしくご理解をお願いをいたしたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 福祉部長。','’
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〔福祉部長け寸ト一美君）登壇〕

〇福祉部長はゴ-→庭君） 第2点目の老人福祉の充実に関してにお答え

させていただきます。

高齢化社会に対する一般の共通認識も含めてご提言をいただき、ありが

とうございました。

老人福祉では、在宅福祉及び施設福祉とも、全体にバランスのとれた施

策の展開が重要であると考えております。将来、入所施設が不足するので

はないかということでございますが、入所施設の中心となります特別養護

老人ホームにつきましては、現在、本市の整備状況は、平成4年7月現在

で 430床で、 65歳以上人口の1.32％でございます。国が目標としておりま

す1％強という整備率を確保しているところでございます。今後につきま

しても、民間事業者の方々と協議しているものもあり、かなり整備ができ

ていくものと考えております。

また、寿楽園につきましては、これまで入所者の処遇向上といったこと

から、エレベーター、デイルーム等を整備してまいりました。

ご提言のとおり、入所者が介護を要する状態になった場合につきまして

は、特別養護老人ホームに移っていただいております。住みなれたところ

で生活が維持できることは大変望ましいことでありますので、特別養護老

人ホーム併設につきましては、現在具体的な計画はございませんが、他の

整備状況を勘案しながら、今後検討させていただきたいと存じます。

次に、ボランティア切符の動向と考え方についてお答えいたします。

この制度は、従来の公的サービスやシルバー産業とは性格を異にし、在

宅介護などのサービスに対して直接金銭で取り扱われるのではなく、サー

ビス提供者の活動に応じて時間や点数の預託などのシステムで実施されて

いるものであります。このような点数制を採用している団体では、会員制

をとり、全市民が対象となっていないのが瑯伏であります。相互が助け合

うという利点を持つ反面、一定の地域の中でしかサービスが受けられない
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点などの欠点も多いため、現在、全国社会福祉協議会等がこれらについて

研究会を持ち、全国的に通用するシステムに向け、検討している状況であ

ります。

今後、これら制度が確立されスタートすれば、市としてもその動向を踏

まえ、社会福祉協議会等との連携を密にして対応してまいりたいと考えて

おります。こ頂照賜りたく存じます。

〇議長（水野幹郎君） 教育長。

〔教育長伊｝羽武君）登壇〕

〇教育長伎卜羽 武君） ただいまの学校教育関係のご質問についてご答

弁を申し上げたいと存じます。

まず第1点目の、小規模校の統廃合問題についてでございますが、本市

の小学校児童数の推移を見ますと、いわゆる第2次ベビープームの昭和56

年をピークといたしまして、以後減少に転じております。本市の人口構成

から見ましても、再び児童数がピークを迎えるのは西暦2005年から2010年

ごろと推測をいたしております。近年の結婚年齢の高齢化とか、出生率の

低下といった背景もございますので、過去のような顕著な児童数の増加に

は至らないのではないかというふうにも思っております。したがいまして、

本市全体から見ますと、社会的要因による急激な人口増がない限り、児童

数は21世紀まで比較的安定した状態で推移するものと考えられております。

しかしながら、これらを地域的に見ますと、大規模開発、区画整理、あ

るいは人口のドーナツ化現象等の社会的要因によりまして、一方において

は25クラスを超えるような大規模校が、他方では1学年1クラスという極

めて小規模な、いわゆる単学級学校が出現してくるなど、地域的なひずみ

が生じてきております。

特に、旧市街地における,J浮校におきましては、昭和33年の第1次ベビー
ブーム以降、現実のドーナツ化現象や出生率の減少によりまして、加速度

的に児童数が減少していったわけでございまして、マンション等の建設に
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よる人口増を見ている浜田小学校を除きましては、この傾向は現在も続い

ておりまして、ちなみに向こう 5年間の推計をとってみましても、横ばい

ないし微減といった状況にございます。

ご指摘のございました小規模校における教育上の問題点についてでござ

いますが、学校規模が教育の効果にどう影響するかということにつきまし

ては、極めて難しい問題でございまして、慎重に対処してまいらねばなら

ないと考えております。

しかしながら、一般論といたしましては、小規模校においては、教師と

生徒の触れ合いという点から、あるいは個別的な学習や生活指導の面では、

大規模校にないメリットはあるものの、反面、小人数のために、子供同士

の刺激が乏しいことから来る問題、あるいはクラスメートが固定化してい

るといったことから生ずる幅広い人間関係や社会性が育ちにくい問題など、

デメリットもあることは否めないところでございます。教育委員会といた

しましては、子供が減少していくという時代にありましては、ある程度の

小規模化についてはやむを得ないものと考えておりますが、極端に小規模

化した学校につきましては、こういった状況がさらに長期化するというこ

とにつきまして、教育水準維持の面から見ても問題があると考えておりま

す。

しかしながら、学校というのは、地域住民の方にとりましては何物にも

かえがたい財産でもありますし、また、自分が育てられた場であるという

愛着のある施設でございまして、したがいまして、私ども行政が統廃合と

いった形で一方的に問題解決を図るべきものではないと考えております。

現在、いろいろな角度から、中部管内の小学校の将来のあるべき姿につ

きまして、全庁的に検討をいたしているところでございます。年度内を目

途にして行政としての一応の指針を出したいと考えておりますので、最終

的にはこの指針をもって、地域の住民の方ともども十分に話し合いを持つ

中で、双方が納得のいく形で結論を出してまいりたいと、こういうふうに
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考えております。この間のご事情をお察しいただきたいと存じます。

次に、建築についてでございますが、昭和30年代の老朽校舎の建て替え

についてでございますが、第5次の総合計画におきまして、 30年代前半の

ものにつきましては改築を、後半のものにつきましては改造といったよう

な基本的なスタンスで実施をしてまいりました。

しかしながら、ここ数年、大規模改造の補助基準が相当に厳しくなって

きたこともあり、それと、改築をした学校と改造をした学校との間には、

多様化した学校教育への対応するいろんな機能面で相当な格差が生じてき

ておると、そういったような問題点もございますので、今後こういった問

題点を慎重に検討する中で、第6次の総合計画に向けて、現在鋭意検討中

でございます。

いずれにいたしましても、今後の学中＇函皮の整備につきましては、新し

い時代の学校施設のあり方といったようなものにつきまして、さきに文部

省が改正を行いました学校施設整備指針といったようなものが出されてお

りますが、そういったものを十分に踏まえる中で検討をしていきたいと思

います。

そうしました指針の主な点二、三を申し上げますと、まず第1には、教

育内容、教育方法の多様化とか情報化に対応した施設づくりを進めなさい

ということでございまして、そのために、多様な学習形態及びコンピュー

ター、その他の高度な教育機器の導入を可能とする学習環境づくりについ

て十分考慮すること。

第2番目には、ゆとりと潤いのある環境整備についてでありまして、す

なわち、学校施設というのは単に学習の場としてとらえるだけでなく、児

童生徒にとりましては1日の大半を過ごす生活の場であり、児童生徒相互、

あるいは教師との交流の場でもあるので、快適で豊かな環境づくりにも十

分留意しなさいということでございます。

さらに第3番目としては、生涯学習の基盤整備としての施設づくりでご
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ざいます。すなわち、地域住民にとって身近な公共施設として、また地域

社会の核となるように、高度化、多様化しつつある地域住民の学習需要に

対応する生涯学習の場としで活用するなど、積極的に学校開放を進めると

ともに、必要な機能については改築にあわせて整備をしなさいと、そう

いったようなことでございます。

以上こ説明申し上げましたように、今後新しい時代に対応した、しかも

地域社会の核となる学校施設づくりに向けて今後とも努力をしてまいりた

いと存じておりますので、何とぞこ理解を賜りたいと存じます。．

〇議長（水野幹郎君） 市長公室長。

〔市長公室長（鈴木一美君）登壇〕

〇市長公室長（鈴木一美君） ご質問の第4点目の地方拠点都市地域の指

定に関連してお答えを申し上げます。

地方拠点都市地域の指定は、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設

の再配置に関する法律、俗に拠点都市法と言われるものでございますが、

非常に長い法案がこの5月に成立をいたしました。

この法律は、通産省、建設省、自治省、国土庁、農林省、郵政省、この

六つの省庁が共同で策定をいたしてものでございまして、現時点におきま

しては、まだこれに関する基本方針が出されていないところでございます。

また、政省令につきましても、あと 1カ月ぐらいの間には出るのかなとい

うふうなタイミングになっておるものでございます。

今回この法律の趣旨でございますが、二つございまして、地方拠点都市

地域の整備というのが一つでございまして、もう一つは産業業務施設の再

配置に関するものということの二つが大きな眼目でございます。

従来の国土開発における地域指定につきましては、主に一つの行政区域、

例えば四日市市なら市という形での範域を指定すると、そういった形の指

定があったわけでございますが、この法律の目指すところは、一つの核に

なる市域、それに周辺を取り巻く地域を含めた、いわゆる都市地域という
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指定をもくろんでおるところであるわけでございまして、これらの統合的

な開発をいかにするかという、計画的な開発計画を持つというのが一つで

ございまして、もう 1点は、いわゆる産業業務施設の過度な集中、東京一

極集中を是正するという意味合いで、それを地方に分散するその受け皿づ

くりというふうな、二つの面があるわけでございます。

この法律の中身でございますが、従来の開発地域指定、一昨年、本市も

指定の中に入っております多極分散法等によります指定につきましては、

それの開発手法、あるいはその手段におきましては、すべて民活というこ

とでございますが、この法律の場合には、この整備の中身におきまして、

一部公共施設、いわゆる建設省の若干のインフラ整備についての支援が受

けられるといぅふうなものが入っております。従来のものと大きく違いま

すのは、地域に見合った自主的な開発計画を促進していくという意味合い

ーで、この地域指定の権限が知事にゆだねられたということでございます。

それで、先ほどご質問の中にご指摘がございましたように、当三重県に

おきましては、先般知事のコメントといたしまして、津、松阪地域が有力

だというふうなことが新聞記事として出てきたわけでございますが、本市

といたしましては、これまでの経緯を若干こ報告をしておきたいと思いま

すが、この法律が成案となりまして可決する以前の3月24日に、県内の他

地域に先駆けまして、知事に対しまして出梱謝旨定についての陳情を行っ

たところでございます。 5月には、法律策定の中心となっておりました通

産省、あるいは自治省にも事務的に意見交換等を行い、地域指定について

の国からのバックアップというふうなことも期待して協議をしてきたとこ

ろでございますが、あわせで法律の趣旨でありますとか、基本方針の概要

等に関する情報収集も行ってきたところでございます。また、 7月には、

例年でございますが、重点陳情を行っておるわけでございますが、この際

にも三重県、関係省庁に対しまして、あるいは国会議員等の支援も受けて、

地域指定がなるようにという陳情を強力に行ってきたところでございます。
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また、この地域指定の権限が知事にございますし、先ほど申し上げまし

たように、この地域といいますのは周辺4町も含めた形で考えるべきもの

でございますので、四日市地区の広域市町村協議会としても決議し、知事

に対して陳情を行った経緯もあるわけでございます。

が、先般、この知事のコメントになって出てきたのは事実でございまし

て、ただ、拠点都市法の骨格をなしております業務機能の再配置の受け皿

でありますとか、都市基盤の整備をともに実現できる地域は四日市地域が

一番であろうというふうに私どもは自負をしておったわけでございますし

また、そのための努力もしてきたわけでございますが、いかんせんもう一

方の見方といたしましては、一つには、地方の発展の拠点となるべき地域

でありましても、人口、行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中し

ている地域及びその周辺の地域は除くと。これは甚本的には3大都市及び

東京都23区を指すわけでございますが、県内でのナンバーワンの地域につ

いては、やはり第2次以降に回るというふうな基本的な考え方もあるよう

でございまして、県内バランスというのも一つの大きな判断材料になった

というふうに伺っておるところでございます。

先般の新聞報道におきます「三重ハイライフフロンティア構想」、これ

はこの法律のできる以前から、県が中南勢の開発に向けての一つの調査を

行ってみえた、その報告が成果としてでき上がった、そのタイミングとた

またま合致して、これをもって一番適当ではないかと言われたことに関し

ましては、我々も若干事務の流れとして同意しかねるということで、事務

レベルではそういった申し入れもしたところでございますが、まだ決定を

した段階ではございませんが、おおむねそういう方向になるんではないか

というふうなことはうかがい知れるところでございます。

いずれにいたしましても、今回、この拠点都市法におきます都市地域の

指定が本市におりなかった場合におきましても、 21世紀に向かいまして、

この圏域の将来的な総合交通体系網の整備でありますとか、充実に即応い
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たしまして、インフラ整備や産業構造の変革に積極的に対応できるような

即＜り、さらには住民が心から安心して住みたいまちづくりを推進し

ていかなければならないというふうに考えております。そのためにも、こ

ういったものの指定とは別個に、地域の今後あるべき開発の計画を十分な

ものを設定をいたしまして、従来からの諸制度を十分に活用することによ

りまして、この地域の発展に向けての計画を実現していくことが肝要であ

ろうというふうに考えておるところでございまして、周辺4町も含めまし

て、さらなる発展に今後とも積極的な取り組みをしてまいりたいと考えて

おるところでございます。

あわせまして、海上アクセス拠点に関しましてご質問がございました。

中部新国際空港へのアクセス拠点につきましては、先般の新聞記事等に

も、若干津・松阪に矢印があるような形にも見えたわけでございますが、

この空港アクセスと申しますのは、従来も申し上げておりますように、人

と物との両面のアクセスが必要でありますし、単なる渡し船的なもので

あってはならない。いわゆる既に空港の島に至る以前の出入国の諸手続が

完了できるような、そういった施設が当然備わっていなければならないと

いうふうに我々は考えておるわけでございまして、そういった意味合いで

の海上アクセス拠点としては、当四日市地域が最適であろうというふうに

も思っておるわけでございますが、ただ、そのことのみをもって最終的に

取り入れられるというふうな甘いものではないということも十分承知をい

たしております。この問題につきましては、現時点におきましては、当市

議会の中でも中部新国際空港対策特別委員会等もおつくりをいただき、ご

調査もいただいておるところでございますので、今後とも地域を挙げて積

極的に、県あるいは関係機関に対しまして、この四日市地域でのアクセス

拠点の実現に向けて運動を展開してまいりたいというふうに考えておりま

すので、よろしくご協力、ご支援のほどをお願い申し上げたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 野崎洋君。

-158-

0野崎洋君 ご答弁ありがとうございました。

まず第1点目の防止条例の制定についてでありますけれども、早い時期

に方向づけをしていきたいというようなご答弁で、大変ありがたく思いま

すし、より早い実現をお願いを申し上げたい。

この駐車違反の問題につきましては、多くの皆さんもご質問をこれまで

されておりますが、平成2年12月議会で、坂口議員が繁華街を取り上げて、

またその議会で豊田議員が、笹川団地でしょうか、そこらを取り上げての

ご質問を申し上げておりますが、その後はしばらくはよかったかなという

ような気がするわけでありますが、いずれにせよ、市民の駐車違反に対す

る啓蒙活動をより一層行っていかなければならないというふうに思います。

熊本市は全然ないんだというような坂口議員のご報告もあったように覚え

ております。一層のご努力をお願い申し上げたいというふうに思います。

2点目の老人福祉問題につきましては、再質問といいますよりも、その

前に、ちょっと私が今感じました感想から申し上げたいんですけれども、

今のご答弁を聞いておりましたら、何か寂しくなったというのが私の気持

ちであります。福祉部門というのは、本当に温かみがあって、それこそ行

政としての事業が推進されるだろうというふうに思うわけでありますが、

大変役所的な報告といいますか、答弁であって、むしろ冷ややかさを感じ

たというのが私の感じであります。

何も私は、特養施設の整備率が、国の目標が1％で、それを超えている

というような答えを聞きたくて質問をしたつもりはありません。と同時に、

私自身は、個人の感情で申し上げたということでもないわけです。各議会

で大変多い質問が出るということは、それだけこの老人問題、福祉問題と

いうものについては、市民が老後のことを心配しているからこそ、し我々議

員は代弁をしておるわけでありますので、そういったことを十分に踏まえ

たご答弁をいただきたい。

今議会におきましても、昨日市長のご答弁の中に、超高齢化社会、楽し
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く老いていただくにはどうするかというようなご発言もありましたし、介

護については地方自治体が中心になっていかなければならないということ

も市長はおっしゃっておられるわけであります。そういったことを、大変

私は残念な気持ちで聞いたということをまず申し上げて、再質問をさせて

いただきます。

ご答弁の中に、在宅福祉、施設福祉とも全体のバランスのとれたと、施

策展開をしていきたいというふうにおっしゃっておられますけれども、バ

ランスある施策というのは、やはり目標がなければならぬだろうと、私は

思います。これから年々歳々老齢化が進んでお年寄りが増えていく。それ

に対して、年次的にはどういった、ベッド数を増やしていくのかというよ

うなことがあればお答えをいただきたいと思います。

それともう 1点、昨年の3月に「ふるさと21健康長寿のまちづくり基本

計画」、こんな立派な本が出されております。この中に、寿楽園につきま

してもいろいろ今後の考え方が触れられておるわけでございますが、それ

を見てみますと、寿楽園については、デイサービスセンター、在宅介護支

援センターの併設をするということを明言されておると同時に、特別養護

老人ホームの併設を検討するということまでこの中にうたわれているわけ

であります。またそのほかには、個室への転換について考慮するというよ

うなことを言っておられるわけですが、この基本計画というものは、果た

してどういう位置づけでつくられているのかというものをひとつお尋ねを

してみたいなというふうに思います。

それから、ボランティアの切符制についての考え方もお尋ねしたわけで

ございますが、これについても、本当に中身のない答弁だなというふうに

思います。

私は、全社協の研究していることぐらいは知っているつもりです。何も

そんなことを聞こうと思って私は言ったんではありませんが、全社協の方

向づけがなされてから考えるというんでは、市の福祉部として何を考えて
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いるんかということを私は感じたわけでありますが、市として何も考えて

いないんなら、何も考えてないとおっしゃっていただきたいと思いますし、

制度が確立されてスタートすれば市も考えようというようなことについて

は、私は答弁になってないというふうに思いますので、再度お答えをいた

だきたい。

私は、これらの問題については、やはり我々議員が申し上げることと理

事者側の考えることに食い違いがあったって当然だと思っています。ここ

で言っていることは 100％必ず実現してもらいたい、もらいたい気持ちは

あっても、できないことは十分わかっています。ですから、食い違いは食

い違いとして堂々とおっしゃっていただきたい。他の組織の検討にすりか

えるような発言だけは、今後していただきたくないということを強く申し

上げておきたいと思います。

三つ目の学校問題についてでありますが、児童の減少地区対策というこ

と、大変これは難しい問題であろうと思いますし、ただ、やはり小さな学

校の子供たち、例えば運動会とか文化行事を見ましても、盛り上がりのな

ぃ、大勢の子供さんのいるところとは随分違うだろうと思います。教育環

境というものが原因で教育格差が出ないように、いろいろとご検討もいた

だいていると思いますけれども、どうかこういった面について、全庁的に

年度内をめどにというお言葉もありましたので、そのお言葉に期待を申し

上げたいと思います。

i 次の校舎の建て替えにつきましても、改築校と改造校の違いというもの

も、正確なこ判断をいただいているやに伺いました。どうぞそういった面、

これからの学校づくり、あくまでも地域の拠点、核ともなるわけでござい

ますので、どうぞそういった面でさらにご努力をちょうだいしたいという

ことをお願いを申し上げておきたいと思います。

それから、四つ目の地方拠点都市指定についてでありますけれども、早

い時期から知事に陳情いただいたり、あるいは関係省庁にも協議をいただ
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いたということでございますが、ただ、私がわからないのは、この拠点都

市法は6省庁で共同で策定をされたものであって、 9月中に基本方針や政

省令が出されるという予定だということを聞いておるわけでありますが、

そして、知事指定は12月というようなことを聞いておるわけなんですが、9

何で8月の下旬にこういったものがあったのかということが、もうひとつ

わからないわけでありますけれども、この知事発言があったそのベースは、

いわゆる中勢地区の「三重ハィライフフロンティア構想J というものの中

でされたということでありますが、これはいわゆる北勢地区でいえば「ハ

イテクプラネット21構想Jであり、南部であれば「サンベルトゾーン構想」

と同じレベルの構想ではないのかなというふうに思っているわけでありま

す。

そんなようなことをいろいろ考えて、津市とか松阪市がこの知事発言に

対して出されているコメントも、ちょっと読んでみましたところ、例えば

津市は、将来的に交通網体系が整備されることを前提とすれば、津、松阪

圏は現実的と言えるが、中南勢活性化問題とダプっているような感じがあ

りますよというような津市のコメントがあるやにも聞いていますし、また、

松阪の方のコメントとしては、ハイライフフロンティア構想とは別のもの

だと、拠点都市指定に向けてはこれまでどおり作業を進めていきたいとい

うようなことも言っておられるわけでありますが、先ほど市長公室長から

いろいろご説明いただきましたが、どうぞ他地区にこの構想がすんなり

持っていかれることのないように、ひとつ最善のこ努力を重ねていただき

たいということを要望として申し上げておきたいと思います。

福祉問題についてのご答弁をお願いします。

〇議長（水野幹郎君） 福祉部長。

〇福祉部長は胡-喫妾t) まず、 1点目のボランティア切符ですけれど

も、実際のところ、現在取り組んでいないというのが現状でございます。

いろいろ検討を重ねているところでございます。，
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それから、高齢化社会への移行に対しまして、厚生省が平成2年に福祉

ゴールドプラン、高齢者保健福祉10か年戦略というのを策定してきたわけ

です。それにつきましては、 21世紀までに攻略すべき七つの重点目標を掲

げているわけです。 21世紀の明るい長寿福祉社会を目指してということで、

在宅福祉、寝たきり老人ゼロ作戦等7項目を提示しているわけです。その

中の4点目で、福祉施設の対策として項目が挙げられておりますので、今

後の老人福祉計画と並行して検討してまいりたいと、そういうふうに考え

ておりますので、よろしくこ理解賜りたいと思います。

〇議長 (7悶精令郎君） 野崎洋君。
，
 

f
f
)
 

〇野崎洋君先般、出雲市の岩國市長の話を聞く機会があったわけでご

ざいますが、その中で、行政は最大のサービス産業だというお話がありま

した。特に、福祉問題については、弱者対策ということにもなるわけでご

ざいまして、この弱者対策につきましては、いわゆる後追い行政というこ

とではなくて、先取りした形での行政であってほしいと心から念願をして

いるところでありますので、どうぞそういった意味から、ぜひこの弱者対

策である福祉問題、これについては本当に温かみのある考え方を持つ中で

ご検討をいただきたいということを申し上げて、終わりたいと思います。

ありがとうございました。

〇議長（水野幹郎君） 暫時休憩をいたします。

午後3時7分休憩

午後3時25分再開

〇議長（水野幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

森真寿朗君。

〔森真寿朗君登壇〕

0森真寿朗君通告に従いまして質問をさせていただきますが、また今

回も最後と、こういうことになりましたので、朝からの一般質問で大変皆
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さんお疲れでございますが、いましばらくご辛抱願い、私は要点のみ質問

をさせていただきたいと思います。

まず、教育委員会の会議録についてでございますが、教育委員会では、

委員会の会議録を一般住民に閲覧できるように整備されているか、以下に

ついてお尋ねをします。

議会の会議録については、議事公開の原則により、会議録を印刷し、議

員はもちろん、関係者にも配付をし、広く住民の閲覧にも供されていると

ころであります。

さて、教育委員会の会議録についてでありますが、教育委員会の会議録

についても、会議規則で会議の公開を規定していると思いますが、会議録

の閲覧、謄写請求について、その実態についてどうなっておるか、こ説明

を願いたいと思います。

また、情報公開制度を本市も実施し、それと同時に教育委員会の方でも

公開制度が実施されております。この実態についてもお伺いをいたします。

最近、学校教育に関する問題、特に、登校拒否ゞ非行問題、本日もいろ

いろ問題になっておりまず学校5日制、生涯学習、地域社会づくり等々、

社会教育まで幅広い問題で住民からの教育委員会活動の実態に関心を持ち、

この実態がもうひとつ知り得にくい、こういった声を聞くわけでございま

す。この点についてどう理解されているのか、できるならば、議会の会議

録のように印刷して、関係者はじめ議員にも配付されてはと考えますが、

不都合な問題もあればお聞かせ願いたいと思いますし、また、今後はそう

いった点についても改善をしていきたと、こういうことがございましたら

お答えをいただきたいと、こう考える次第でございます。

次に、投票率の向上対策についてお尋ねをいたします。

本市の選挙の際の投票率の問題でございますが、過去の選挙の統計を見

てみますと、投票率の一番高いのは市議会議員、県議会議員選挙で、次い

で市長、知事選挙で、特に、過日施行されました参議院選挙は極端に低い
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投票率になっております。

市民に身近な選挙ほど投票率が高くなるということは理解できますが、

選挙管理委員会では棄権防止ための啓蒙活動活動をしているのに、これと

は反比例しているように感じるわけです。つまり、我々市議会議員の選挙

の場合は、そんなに棄権防止のPRをしなくとも投票率が高い。今回の参

議院選挙では、早くから広報車の上に看板をつけて、そして繰り出してい

たわけでございます。そこへ投票日の当日も、空からヘリコプターで私ど

もの田舎まで来ていただいても、投票率が低いのが実態であります。

この原因について、選挙管理委員会では、身近な選挙とそうでない選挙

による差であると、それ以外に原因はないとお考えかどうか、分析してい

るものがあれば、その原因と今後の対策についてお示しを願いたいのであ

ります。

また、身近な選挙でありながら、市長選挙の投票率が低い過去の実態で

あります。本年秋には市長選挙、知事選挙が予定をされておりますが、投

票率の向上策についてもお示しを願いたいと思います。

次に、本市投票率の平均は、常に県平均の下位に低迷しているのではな

いかと思いますが、これは市民の政治意識が低いことにあるものかゞ棄権

の自由もあるとする主張の表現であるのか、選挙管理委員会はどのように

把握されているか。また、投票率を向上させる妙案をお持ちであればお示

しを願いたい。以上、 3点についてお尋ねをします。

次に、余暇行政について、基本的な考え方についてお伺いをいたします。

本市も今議会に条例が提案されておりますが、民間でも週休2日制の定

着化が進み、それに伴う余暇の増大と関連する行政対策について、 2点ほ

ど質問をいたします。

豊かさやゆとりが時代のキーワードとなっておりますが、地方行政の分

野でも住民の余暇や自由時間の活用を支援する施策が、生活に密着した行

政テーマとして各地でさまざまな形で展開されるようになってまいりまし
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た。

自治省の外部団体である財団法人地方自治総合センターが、都道府県、

都市を対象にヽ余暇関連行政施策に関する調査を行っております。詳しい

内容は承知しておりませんが、多くの団体では、生涯学習施策として余暇

関連行政を整備しておりますが、余暇、ゆとり、自由時間の活用として関

連施策を独立した体系で取り組んでいる団体もあり、聞くところによりま

すと、新潟県の柏崎市では、余暇社会の到来に対応した、そういった町づ

くりをこの中でも考えておると。また、大阪府の藤井寺市では、余暇環境

の整備をして、この施策の充実をするための柱としているそうであります。

余暇にまで行政が関与するのかといったこともありましょうが、そうい

う時代なのだといった認識に立ち、市長はいち早く本市も生涯学習構想を

出し、推進しておりますが、一般市民にはいま一歩理解しにくく、今後の

取り組みを見守りたいと思います。そんなことから、余暇関連施策を独立

した体系で、市民に身近な親しまれる施策が必要ではないかと思うわけで

すが、市長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。

次に、婦人行政担当部署の整備についてでございますが、午前中の一般

質問の中で市川悦子議員の方からいろいろ細かく質問が出されておりまし

たので、私は、重複しないように、観点を変えて一部質問をさせていただ

きます。

以前から各種委員会等の婦人の起用の問題、あるいは私ども本市の職員

の登用、この問題を取り上げてまいりましたけれども、午前中の答弁で詳

しく答弁をいただきましたので、割愛をさせていただき、ただ、生涯学習

センター構想についても答弁がなされておりました。これの1点だけお聞

かせ願いたいと思います。この生涯学習センター構想の中で、三つの部門

の一つとして女性センタ一部門、こういった構想があると、さきの議会で

もお伺いいたし、本日もお伺いしたわけでございますけれども、これもい

わゆる計画のみで、具体的な完成の目安といいますか、日時については明
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確にならなかったわけでございます。この点について、大変難しい点もあ

ろうかと思いますけれども、大体の時期だけでもお聞かせを願いたいと思

います。

次に、国の指導と市行政の対応についてもお尋ねをいたします。

平成2年5月に、総理の私的諮問機関である婦人問題企画推進有識者会

議が、地方公共団体における婦人行政の推進についてと題する報告が出さ

れたようであります。その結果、 47都道府県と政令都市のすべてには婦人

行政の担当課が置かれているそうであります。

しかし、市町村では、形の上では婦人行政の窓口を設置しているのが99

％あると、こういうことでございます。これは形の上だけであって、本市

もどこかにあると聞いてはおりますが、私どもがこの認識であれば、これ

だけ私どもの認識不足であるとするならば、一般市民はもっと不便を感じ

ているのではないかと思いますが、いかがでございますか。形だけでなく、

住民本位の行政として、だれでもがすぐにわかる窓口を設置するとか、専

任職員を配置するとかを考えてはと思いますが、こうしたことから政府は、

関係自治体に対して婦人問題担当部局の整備や、婦人行動計画の策定の推

進等々改善を求めていくと新聞に報道されたことがありました。

そこで3点目としてお伺いしたいのは、婦人問題担当部署を整備するよ

うにといった通達なりが、国なり県から来ているかどうか。来ているとす

れば、どのように対応されるのかについてお尋ねをします。

以上4点について、私の第1回目の質問を終わります。

〇議長（水野幹郎君） 教育長。

〔教育長伊羽武君）登壇〕

〇教育長伎｝羽武君） ただいまのご質問の第1点につきましてお答え

を申し上げます。

教育委員会の会議録についてでございますが、教育委員会は、ご存じの

とおり毎月と、臨時的に開いておるわけでございますが、昨年度におきま
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しては、議会に付すべき条例の一部改正、教育委員会規則の一部改正、要

綱の一部改正等、それからその他文化財指定などを含めまして27件の案件

を審議いたしたところでございます。そうした案件につきましての議決さ

れたものにつきましては、すべて告示をしておるところでございますが、

さらにこの四日市市公報にも掲載をしておるところでございます。

ご質問のございました会議録の閲覧についてでございますが、情報公開

制度にのっとりまして、会議録は現在も公開といたしておるところでござ

います。しかし、案件によりましては、例えば個人のプライバシー等にか

かわるものとか、人事案件など公開について配慮すべき必要のあるものに

ついては、一部非公開としている部分もあるわけでございます。

また、教育委員会の傍聴につきましても、請求があれば、それを許可し

ておるところでございます。

次に、ご指摘のございました教育委員会の活動、さらに学校教育の内容

等について、非常にわかりにくい点があると、そういった広報活動につい

てどういった考えがあるかという点についてでございます。

こうした教育委員会の活動、あるいは教育内容等につきまして、確かに

今日的な考えといたしましては、教育というのは、ただ単に学校で教育を

しておればよいという時代ではなくっているわけでございまして、先ほど

も申し上げましたように、 5日制につきましても「広報よっかいち」をお

かりして特集を組んだりし、その反響も多くあったわけでございます。し

たがいまして、今後、そういった保護者の方々、あるいは地域社会の方々

に、教育についてよくご理解を願い、またご協力を願うためにも、そういっ

た広報活動は非常に必要なことかと存じます。

ただいまご指摘をいただきましたことにつきましては、三重県におきま

しても、教育委員会の広報紙の「教育時報」というのを発行しております

ので、それらを参考にしながら、広く教育全般にわたる活動内容をお知ら

せすることにつきまして、今後早急に検討をしてまいりたいと存じますの
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で、何とぞこ理解を賜りたいと存ずる次第でございます。

次に、余暇の利用につきましては、また後ほどご答弁があるかと思いま

すが、若干私どもが進めている教育の方での生涯教育との関連もあります

ので、その点だけについてお答えを申し上げたいと存じます。

今日では、余暇を単なる息抜きであるということから、さらに積極的に

それを活用して、意義ある時間として位置づけていくこと。それからまた、

こういった余暇を利用して、学習や活動に参加することによって、自分の

暮らしをより豊かなものにし、生きがいを求めていくためにとらえていく

ということが非常に大切なことになってまいりました。

こういった考え方につきましては、先ほど申されました余暇行政の中に

おける、私どもが推進をしておる生涯学習の目的とも全く合致することか

と存じております。今後も、私どもの方でも検討を進めております生涯学

習における検討と関連いたしまして、そういった労働関係、その他の関連

する部局とも十分に連携をとる中で、そういった余暇の活用につきまして

も十分検討をしてまいりたいというふうに考えております。

それから、第3番目にご質問のございました女性センターの機能のこと

でございますが、いつごろそれが具体化してくるのかといったような点で

のご質問でございますが、市川悦子議員さんのご質問にもお答えいたしま

したように、現在、生涯学習推進基本構想に関する提言を受けまして、市

長部局の方で、それをもとにした本市の基本計画というものを2カ年計画

で立てるよう、今作業を進めているところでございます。

そういった基本計画を具体化していくことによって、今言いました女性

センターにおける内容、どういったものを具体的にその構想の中へ、計画

の中へ入れていくかは、この中で具体化してこようかと思います。できれ

ば、第6次計画の中へこれを入れていきたいということで作業を進めてお

りますので、よろしくご理解を願いたいと存じます。

〇議長（水野幹郎君） 総務部長。
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〔総鱈長（鵜飼滋君）登圏

〇総務部長（鵜飼，滋君） 第2点目の投票率の低下に対する原因と対策

についてお答えを申し上げます。ご承知のとおり、近年の投票率の低落傾

向というのは、単に四日市だけではないわけでございまして、全国的な傾

向として、そういった低落傾向があらわれているわけでございます。特に、

都市化の著しいところ、あるいはまた、若年層ほどその低落傾向がきわめ

て顕著になっているという、そういう実態に実はあるわけでござ｝ヽます。

先ほどもお話がございましたけれども、さきに行われました参議院選挙

の結果におきまして、全国平均 50.71％に対しまして、本市におきまして

は 45.64%、そういう結果になりまして、全国平均をさらに下回る結果に

なったわけでございまして、選挙管理委員会の事務局を預かる者といたし

まして、深刻な問題として認識をいたしておるわけでございます。

ただ、今申し上げたように、都市化しているほど投票率が低いわけでご

ざいまして、ちなみに、さきの参議院選挙におきまして同格都市の投票率

の結果を見てまいりますと、 1番高いところで、豊田市でございますが、

豊田市が54.58%、また、同格都市で1番低いところでは、沼津市が39.17

％、そういったことでございまして、そういう意味で申し上げますと、必

ずしも四日市市が著しく低いと、こういうことにはならないわけでござい

ますけれども、いずれにいたしましても、全国平均が 50.71％に対しまし

て 45.64％でございますから、大変低いわけでございまして、大変私ども

といたしましては憂慮をいたしておるところでございます。

そこで、この投票率の低下の原因についてでございますけれども、これ

につきましては、そのときどきの有権者の政治意識でございますとか、あ

るいは選挙自体の争点があるかないか、そういったさまざまな原因が考え

られるわけでございますけれども、今日の社会経済の発展に伴う価値観の

多様化などの社会現象が投票行動にも影響を与えていると、そういったこ

とも原因の一つではないか、そんなふうに推測をいたしておるところでご
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ざいます。

本市におきましては、これまで各種の選挙の執行に際しましては、ご承

知のとおり、住民ボランティアの組織でございます「四日市市明るい選挙

推進協議会」、そういったものが実は昭和38年に設置をされているわけで

ございまして、そういったところの協議会とも協力をしながら、従来から

積極的な啓発を進めているところでございまして、街頭啓発をはじめとい

たしまして、広報車による巡回でございますとか、先ほどお話がございま

したように、飛行機での啓発、電光掲示啓発、キャプテンの利用、さらに

また、啓発物品の設置、配備、それに加えてCTYを活用すると、そう

いったさまざまな手段、方法を尽くしまして、棄権防止に努めてまいった

わけでございます。

また同時に、単に選挙の期間中だけではなくて、平常時におきましても、

各地域におきまして対象別の政治教養講座を開催をしますとか、あるいは

新成人への啓発、児童生徒からの啓発ポスターの募集など、有権者の政治

や選挙への関心を高める一助となるような啓発事業にも工夫を凝らして進

めているところでございます。

しかしながら、率直に申し上げて、選挙啓発につきましては、即効性、

あるいは具体性を持った効果がなかなか目に見えてこない、そういうのが

事実でございまして、私どもといた9しましては、地道な活動が極めて大事

なことであろうと、そんなふうに考えておるわけでございます。

そこで、今後の啓発のポイントについて二、三申し上げたいと思うわけ

でございますが、先日もちょっとある新聞を拝見をいたしますと、棄権防

止のために「あめ玉作戦」という、そんなことをやっているところもある

ようでございます。東京の足立区に、区長選挙におきまして、景品つきの

アンケートと 1万2,000袋のあめ玉を配布をいたしまして、棄権防止に努

めるという、そんな作戦をとっているところもあるようでございますが、

私は、いささかどうかなという、そんなような感じを持っておるわけでご
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ざいますが、私どもといたしましては、今後の啓発の重点といたしまして、

一つは、だれでもが関心を持ち、参加ができる啓発事業をどう工夫してい

くかと、そのことが一つだと思いますし、二つ目には、マスメディアの効

果的な活用。さらにまた三つ目には、学校教育や社会教育の場での政治、會

選挙に関する教育、このことが私は今後の啓発の最も大事な部分であるん

ではないか、そんなふうに実は考えておるわけでございます。

先ほどもお話がございましたように、この秋にも予定をされております

知事、市長選挙の際には、少しでも投票率の向上につながるよう、積極的

な選挙啓発に努めてまいりたいと、こう思っておるわけでございますので、

何分のご理解を賜りたい、そう思うわけでございます。

それから続きまして、第4点目の婦人行政担当部署の整備についてのご

質問がございましたので、その点についてお答えをさせていただきます。

ご承知のとおり、婦人問題の窓口は、現在、教育委員会の社会教育課が

担当をいたしておるわけでございます。これは、婦人問題を単に女性だけ

の問題としてとらえることではなくて、広く生涯学習を推進する中で、男

性も含めた全体の問題として取り組みを進めていくことが必要でございま

して、学校教育はもとより、家庭教育、または社会教育の場におけるさま

ざまな啓発活動が肝要である、そういうふうに考えているからでございま

す。

また、施策の実施の面についてでございますけれども、より実効の上が

るものとしていくために、関係の部局が連携をとりながら推進をしておる

わけでございます。しかしながら、先ほど来お話がございましたように、

最近の婦人問題を取り巻く環境が複雑、多様化をしているわけでございま

して、行政の対応も、各分野における横断的な連携がなお一層不可欠になっ

てきておる、このことは確かでございます。

先ほど、国あるいはまた県から通達があったのかどうか、そういった点

についてのお尋ねがあったわけでございますが、平成3年の1月に、県側
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からそういった文書が参っておるわけでございます。これにつきまして、

県からも、担当課、担当分掌事務の明確化について、今申し上げように、

文書が平成3年の1月に参っているわけでございます。

市といたしましては、こういったことにつきまして、今申し上げたよう

なことをいろいろと総合的に勘案をいたしまして、また、先ほど来森議員

の方からもご指摘がありましたようなことも踏まえまして、市民にもその

担当部門がわかりにくいではないかと、そういうこともございますので、

平成4年度、つまり本年度におきまして、私どもといたしましては組織機

構、さらに担当部門のあり方、また、専任職員の配置等々について具体的

に検討を進めてまいりたいと思っておるわけでございますので、その点に

ついてこ理解を賜りたいと思うわけでございます。

〇議長（水野幹郎君） 市長。

〔市長 (J]0藤寛嗣君）登壇〕

〇市長伽藤寛嗣君） 余暇についての私の考え方を申し上げておきたい

と思います。

実は、人間というのはいろんな活動を、生きておる間じゅうやっている

わけでございます。かつては、仕事さえやっておればいいということが、

一つの何といいますか、人間としての生活の中心であ・るというような考え

方があったわけでございますが、そうではなくて、人間というものは、や

はりいろいろな活動があるわけでございます。生まれて、勉強して、学校

を卒業して、社会に出て、そして家庭を持って、子供を教育をする。ある

いはまた、友人とのおつき合いをする。さらには、みずからの健康維持の

ための努力もするし、自然とも触れ合いたい。あるいはまた、趣味という

ものも十分満足をさせたい。そういったいろんな活動ができるような状況

を都市の中でつくり出していくということは、人間らしい生活を営むこと

ができるということでございますので、当市のまちづくりの中にそういっ

た意味の市民が親しめるような場をつくっていくということは、極めて重
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要な課題ではないかというふうに思うのでございますが、さて、その中に

は、そうは申せ、行政がどの程度関与できるか、行政として用意をすべき

ものはどの程度なのか。市民1人1人が負担をし、 1人1人が自分の世界

を、十分生涯を人間らしく生きたというようになってもらうために、市民

自身が負担すべきものはどういうことなのか。あるいは、行政ではなくて、

よそのものが、一般的に人々、他人が負担をしてもらうのはどういうこと

かというようなことは、やはりときどきの状況によって違うというふうに

思っておりますが、今日価値観が非常に多様化しておりますので、全体で

考えてみて、今の行政の力の範囲内であれば、ここまでのものは整備をし

ていくべきであろうかとうようなものをきちっと踏まえておく必要がある

というふうに私は考えておりますので、第6次の基本計画以降において、

そういうような点も明確にしていきたいなというふうに感じておるところ

でございますので、またこの上ともご指導を賜りますようにお願いを申し

上げまして、答弁とさせていただきます。

〇議長 (7悶野幹郎君） 森真寿朗君。

0森真寿朗君 ご答弁ありがとうございました。

簡単に要望なりを申し上げておきたいと思います。

まず、教育委員会の会議録につきましては、早急に市民の皆さん方にわ

かりよいように、何らかの方法で出していきたいという、こういう前向き

なご答弁をいただきましたので、了解をしたいと思いますので、今後申し

上げていただきましたように、早急にそういった点についての作業をして

いただきたいと、こういうことでお願いをしておきたいと思います。

次に、投票率の向上対策でございますけれども、これは私ども簡単に、

選挙管理委員会で投票率の向上といっても、非常に難しいと思います。そ

こで、妙案ということで何かと、こういうことで申し上げたら、あめ玉作

戦と、こういうのもございまして、私も実は、素人考えですけれども、そ

ういった点についても、いろいろ問題はあろうと思いますけれども、何ら
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かの方法で、問題のない方法でやってはどうかと、こういうことが日ごろ

から頭にあったんで、お尋ねをしたわけでございます。これも検討をして

いただいて、少なくとも投票率の向上をし、そして市民ともども政治への

参加の向上のために、行政としてもこ努力を願いたいと、こう考えており

ます。

また、先ほどもお答えをいただきましたように、この秋の知事選挙、市

距鱈については、全力でこの向上のために努力をすると、こういうこと

で答弁をいただきました。最悪でも50％以上の目標を掲げて、ひとつこの

対策に講じていただきたいと、こう考える次第でございますので、よろし

くお願いをいたします。

次に、余暇の問題で、私が申し上げたいのは、基本的には生涯学習とい

うことで、老いも若きもそういった活動の拠点をつくり、実績を上げてい

くと、こういうことはございますけれども、一般市民にしてみますと、こ

れがなかなか難しいと、こういう理解しかしませんので、この辺について

も、身近な余暇活用というか、そういった点についていろいろとご検討願

い、先ほども市長が、みずから第6次の甚本計画の中で考えていきたいと、

こういうことでございますので、私の意のある、市民が身近な、こういっ

た施策を取り入れていただきますようにお願いを申し上げておきたいと思

います。

それから、女性の担当部局の問題でございますけれども、平成4年から

組織の改正をしてそういった点について取り組むと、こういうことで、私

は、女性センターが将来、建設まで時間がかかると、こういうことであれ

ば、どうせ今からそういった組織もつくりながら実施すれば、そういった

組織に乗りかえていけばいいんじゃないかと、こういう考え方が一つ。

それから、女性問題をこういったことで申し上げますと、その反面、男

性もおるではないかと、こういうお話があちこちで出てまいりますけれど

も、今日まで女性問題、女性の地位、こういった問題が立ちおくれておっ
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たと、これはいわゆる今日、同和対策で力を入れていかなきゃならぬ。こ

れについては、そういった地域の立ちおくれがあったわけでございますか

ら、女性問題もそういう意味で、今日までの立ちおくれを挽回するために

取り組んでいかなきゃならぬ問題だと、こういうことでこ理解を賜り、先

ほどご答弁いただきましたような組織の改革、あるいは職員の強化、こう

いった点についてご努力をいただきますようにお願いを申し上げまして、

私の質問を終わります。ありがとうございました。

会 議 録

〇議長（水野幹郎君） 本日はこの程度にとどめることにいたします。

次回は、明日午前10時から会議を開きます。

本日はこれをもって散会いたします。

午後4時5分散会

第 4
 
日

（平成4年9月9日）
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〇議事日程第4号

平成4年9月9日（水） 午前10時開議

第1 一般質問

第2 議案第86号ないし議案第 113号 ………………質疑・委員会付託

第3 議案第 114号及び議案第 115号 ……………………… 説明・質疑

委員会付託

議 114号工事請負契約の締結について

一雨池2号幹線水路築造工事一

議 115号工事請負契約の締結について

一羽津汚水1号幹線下水管渠布設工事

0本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

0出席議員 (40名）

（第1工区）一

青山弘忠

小井道夫

石川勝彦

市川悦子

市川正徳

伊藤正数

伊藤雅敏

伊藤正巳

宇野長好

大島武雄

大谷茂生
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田

森

崎

呂
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本
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置

井
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内

田

野

野

谷

小

川

喜

久

桑

坂

佐

佐

瀬

田

田

谷

土

豊

中

野

野

橋

橋

長

日

藤

古

堀

益

水

水

毛利道哉

森 真寿朗

〇欠席議員 (1名）

小林博次

〇出席議事説明者

市長

助役

助役

収入役

調整監

市長公室長

計画推進部長

総務部長

財政部長

市民部長

福祉部長

商工部長

農林水産部長

環境部長

都市計画部長

建設部長

下水道部長

消防長

消防次長

病院事務長

水道事業管理者

嗣

雄

助

男

夫

美

昭

滋

夫

次

美

夫

悟

治

稔

大

夫

隆

一

之

樹

寛

宣
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徹
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栗
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水道局次長 別所弘和

長

長
次

育

育

教

教
丹羽武

服部美次

代表監査委員 樋尾 裕

0出席事務局職員

事務局長 長谷川昭彦

参事兼議事課長 伊藤千秋

議事課長補佐 福島和幸

主幹兼議事係長 玉田耕士

主 幹 井上紀久夫

主 幹 水谷正昭

午前10時1分開議

〇議長（7は膊令郎君） おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は39名であります。

本日の議事については、お手元に配付いたしました議事日程第4号によ

り取り進めますので、よろしくお願いをいたします。

日程第1 一般質問

〇議長（水野幹郎君） 日程第1、これより一般質問を昨日に引き続き行

います。

順次発言を許します。

古市元一君。

〔古市元一君登壇〕

〇古市元一君おはようございます。通告に従いまして質問をいたします

が、持ち時間40分という短い時間でございますので、端的にお尋ねをし、

再質問はしないというつもりでおりますので、要領よく親切なご答弁をお

願いいたします。

最初に、景気低迷の対応についてでありまするが、バプ）培至済の崩壊後、

景気の低迷は長期に及んでおります。地価や株価の低落は一般庶民には歓

迎すべき事象でありまするが、他面では、金融なり、あるいは証券業界へ

深刻な打撃を与えまして、これが景気低迷の根源ともなっております。景

気低迷の長期化は、経済の全般に影響が及んでおりますし、設備投資や消

費者能力の低下によりまして、小売販売額の伸び悩み、企業倒産の増加や

雇用不安さえ生まれるような深刻な状況となっております。

こうした中で、国は公共事業の前倒しや5次にわたる公定歩合の引き下

げ等の処置で対応をしてまいりましたけれども、一向にその効果は上がら

なかったわけでございます。ようやく、ご案内のように、 8月28日の新聞

発表にありましたように、政府は総合経済対策を決定いたしました。その

内容を見まするに、一つには、・内需拡大に向けまして国の一般公共事業を

3兆円以上上積みをする。二つには、地方単独事業を1兆 8,000億円追加

する。三つには、国、自治体による公共用地の先行取得に財政投融資資金

を中心といたしまして、 1兆 5,0006忽円を投入する等が主な内容の5つの

柱から成っております。事業規模10兆円を超え、景気てこ入れ対策といた

しましては、過去最大のものとなっておるのでございます。この総合経済

対策によりまして、ここ数日間、ご承知のように株価もやや上昇傾向をた

どっておりまするが、まだまだ不安定要素を多く持っております。このよ

うな景気沈滞の影響は当然、本市においても経済界を中心といたしまして、

各般に及んでいるものと思いますが、次の3点についてお尋ねをいたしま

す。
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1点目は、現在、地元経済界の状況はどうなっておるのか。 2点目は、

こうした景気動向による税収の見通しはどうか。 3点目は、国の総合経済

対策のうち、9 公共事業の追加や公共用地の取得促進等が含まれております

が、本市といナこしまして十分にこれに対応できるのかどうか。以上、 3点

についてこ所見をお尋ねいたしますが、ご承知のように、経済は生き物で

ございます。まして、昨今のように変動の激しいときでありますので、的

確な予測なり、あるいは見通しは不可能なことは十分に理解をいたしてお

ります。経済通で大変評判の高い加藤市長の久々ぶりのご所見をお願いい

たします。

次に、四日市市北部地区の下水道計画についてであります。

昭和49年の集中豪雨によりまして、四日市市の北部地区をはじめ、市の

全域に未曽有の浸水被害を受けたことから、昭和51年の9月議会におきま

して、常時浸水地域の早期解消に関する決議をいたしましてから16年を経

過いたしました。この間、治水事業を市の重要施策の一つと取り上げまし

て取り組んでいただきまして、常習浸水地区解消へ大きな効果を上げつつ

ございます。理事者のこ努力に対しまして感謝を申し上げます。

さて、伊勢湾岸道路なり、あるいは北勢バイパス道路もコースの杭打ち

段階まで進み、地元地権者への説明会に入っております。また、四日市東

インター周辺整備による開発事業も、最近の諸情勢の動向もあり、スロー

テンポながらも前進をいたしております。

このような大きな事業に対しまして、関係住民の関L事は何といっても

治排水問題に集中をいたします。富田、富洲原、大矢知地区の治排水の整

備は、朝明都市下水路のほか、 6本の幹線によって整備が進められており

ます。このうち、朝明都市下水路は昭和53年度に、 2号幹線は平成3年度

に、 3号幹線は昭和53年度に、 5号幹線は今年度末に、 6号幹線は平成3

年度、四日市市の行政区域までそれぞれ完成をいたしております。残る幹

線と富田山城線以北の茂福用水系統の雨水を受ける羽津茂福都市下7饂各1
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号幹線について、 3点お尋ねをいたします。

1点目は、あさけプラザ付近まで完成をいたしております1号幹線の茂

福用水路までの延長はいつごろ行うのか。 2点目は、 4号幹線は現在、大

矢知地区の西富田町まで工事中であるが、この幹線の延長と支派線整備は

どのようにお考えか。 3点目は、羽津茂福都市下水路1号幹線の大矢知小

学校までの延長はいつごろになるのか。以上の3点は、さきに申しました

新設道路なり、あるいは開発事業に密接な関係がありますので、はっきり

としたご答弁をお願いいたします。

また、集中降雨時に一番困ることは、田んぼに細かく切られた稲のわら'

が流れだし、せっかく整備をいたしました用水路をふさぎ、それによる被

害が大きくなっております。地元の自治会では、耕作者に十分注意はいた

しておりますが、関係理事者は農協なりあるいはその他の関係者、関係機＇

関にどのような対応なり対策をしているのか、この点につきましてもあわ

せてご答弁をお願いします。

以上で私の質問頃冬わります。

〇議長（水野幹郎君） 市長。

〔市長 (jJn藤寛嗣君）登壇〕

〇市長傭l藤寛嗣君） まず第1点について、私からお答えを申し上げま

す。

今日の経済不況はかなり深刻なものがあるかと思います。今日、平成2

年の半ばごろまで大変景気がよかったわけでありますが、その景気のもと

は輸出産業が非常に盛んであった。当時、日本の輸出入の収支が 900億ド

ルとか 800億ドルとかいうふうに言われておったわけですが、そのお金が

実は、土地神話をまずつくっていった。そして、さらに財テク関係で証券

業界に回った。その結果、金融資本あるいは証券の占める、 GNPの中で

20％というような、たしかそうだったと思いますが、大変大きなGNP向

上率に寄与しておったということでございます。土地神話が崩れ、財テク
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関係も金融証券界の不祥事件などがありまして崩れさっていったわけでご

ざいます。今日では、不況というのは、縮小再生産過程に入っているので

はないか。経済用語で言うならリセッションということでありますが、学

者先生はリセッションということはおっしゃられませんが、私は完全にリ

セッションになっておる、縮小再生産に入ったというふうに思っておりま

す。それが回り回って、最終的に消費経済の分野にまで至っておるという

ことでございますから、今日、地元の経済をずっと各界聞いて歩きました

が、ほとんどの業種が対前年度比大きなマイナス売り上げになっておると

いう実態でございます。

したがって、四日市市におきまする税収入もその影響を強く受けて、法

人市民税がだんだん対前年度比マイナスになってきてしまっておる。辛う

じて一般市民のお納めをいただいております市民税の増大等によって、対

前年度比マイナスにはなっておりませんが、このままいきますと、四日市

市の有効求人倍率は今日1.33ぐらいでございますから、労働需要というも

のも随分落ち込んできておる。そこへ持ってきてゞ労働時間の短縮という

影響がありまして、それが直ちに消費経済に大きな影響を与えておるとい

うような状況でございます。したがって、先行きどうなるかということに

ついては、全く不透明でありますが、いずれの場合でも、景気の振興を図っ

ていく機関車というものがあったと思います。かつては輸出産業であり、

だんだんにそれが絞られていって、自動車、機械、工作機械等々というこ

とになっていったわけでありますが、今日それらがすべてだめである。い

わゆる生産台数を減らす、あるいは生産量を落とすというような状況が今

日出ておる。ひどい業界では、対前年度比マイナス30％というような受注

状況であるということも聞いております。もう少し大きなところもあろう

かというふうに思っております。

したがいまして、景気を回復する最初のきっかけは、やはり公共事業に

頼らざるを得ないであろう、国の方では当初、経済対策の中に占めます公
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共投資を6兆円というふうに考えておったようでありますが、それでは不

十分だということから、公共投資を8兆 6,000億円にしようと。 8兆 6,0

00億円のうち、三つあるわけですが、一般的な公共投資と、あるいは金融

機関に対します不良資産対策としての対策費、あるいは株式の活性化を

図っていくということで、公的資産の株式運用枠の拡大等々が見込まれて

おりまして、 8兆 6,000億円が公共投資に回されていくであろう。このう

ち、地方単独に回ってまいりますのは1兆 8,000億円ということでござい

まして、その中の細かい内訳がございますが、それは省略をさせていただ

きまして、これだけの事業を地方がやりなさいということであります。

したがって、私どもは、地元の経済界も今申し上げたような状況であり

ますので、あえて政府の要請を受けて、できるだけ対応してまいりたいと

いうふうに考えておる次第でございます。もちろん、今日、税収入がだん

だん落ち込んでおりますので、大変苦しいわけでございますが、これは特

別の融資枠を認めようということでございます。したがいまして、私ども

は今普通の財政状況のときに考えます公債残高というものを考えますと若

干心配があるわけですが、私はでき得る限りこれにいろいろな知恵を絞っ

て対応してまいるつもりでございます。

以上、ざっとした地元の対策、ただ、ここで問題になりますのは、融資

枠を広げるが、その特別融資については交付税で処置をするということに

なっております。したがって、その処置の仕方がどういう形になるのかと

いうことはまだ不明でございますので、今後よく調査をする必要があると

いうふうに考えておるわけでございますが、いろんな財源があるわけでご

ざいますから、私どもは知恵を絞って、できるだけこの地域における景気

の浮揚策について貢献できるような努力を今後してまいりたいというふう

に考えておる次第でございます。

叫、、大変大ざっぱで簡単でございますが、地元の経済あるいは税収入

等の状況、細かい数字は財政部長から答弁を申し上げるといたしまして、
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私から、そのような考えであるということを申し上げて答弁とさせていた

だきます。

〇議長（水野幹郎君） 財政部長。

団オ政部長（佐々 木龍夫君）登壇〕

〇財政部長（佐々木龍夫君） 古市議員のご質問に対する答弁でございま

すが、今市長が申し上げたことが当然にすべてでございますけれども、多

少詳細なことについてご説明をいたしますと、特に地元の経済の状況でご

ざいますが、景気が悪いと一般的に言われておりますその内容でございま

すけれども、傾向といたしましては、全国的な傾向と同様な状況で、かな

り深刻な様相を示しております。

具体的にそれはどうなっておるかということを申し上げますと、先般、

商工会議所がことしの1月から6月の半年を対象といたしまして、会員企

業の景気動向調査を行いましたが、それを例にとりますと、各企業の景気

後退感というのは非常に強まっておりまして、業種別では、製造業では化

学ですとか機械金属、萬古窯業、そういったところが特に著しい。それか

ら、非製造業でも、建設、卸小売、運輸通信、そういったところが続くわ

けでございますが、大部分の業種で業況が非常に悪くなっておるというの

が実態でございます。特に収益状況を見ますと、減益企業というのがその

過半を占めるに至っておりまして、増収増益というような一番好ましい姿

を示している企業はわずか11％で、前期に比べると半減をしておる、こう

いうふうな数字になっております。したがいまして、設備投資もはかばか

しくなくて、雇用環境も一時は大変人手不足ということが言われておりま

したけれども、今では先ほど市長の説明にもありましたように、有効求人

倍率も非常に低くなって、むしろ、その緩和し過ぎが懸念されておる、こ

ういうふうな状況になっておるようでございます。

それから、税収見通しでございますけれども、いろいろ各税目あるわけ

でございますが、一番懸念されるのは法人市民税でございまして、これに
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つきましては、企業の業績が低迷すれば当然の結果になるわけでございま

すが、国税、県税と同様に大幅な減収が見込まれておりまして、当初計上

いたしました予算額を下回るというのは確実な見通しになっております。

こういった状況がなお続くとすれば、かなり厳しい状況を迎えざるを得な

ぃ、そういうふうに考えております。

税総額ではどうかということを申し上げますと、若干昨年度を上回る程

度でございまして、当初予算に比較いたしますと20億円程度の収入増が出

るかなということでございますが、これは当初では、当初以降の補正財源

というのを当然に見込んで計上いたしますから、余裕財源は始めから蓄え

込んでいることになりますので、それがあるから余裕があるというわけで

はございませんで、これは年度中の補正に当然充てなきゃならぬという財

源でございますので、そういったことからも、昨年度と比較して非常に辛

い立場にある、こういうのが実態でございます。

古市議員のお話の中にもありました、先月の28日に出されました総合経

済対策でございますが、非常に大規模なもので10兆 7,000億円ということ

でございますけれども、これの地方公共団体への依存度というのはかなり

期待をされておるところでございます。したがいまして、これにつきまし

ては、私ども積極的に受けていかなければならない、•こういうふうに思っ

ております。今申し上げましたような財源の今後の見通しというものもご

ざいますが、その辺のことについては国の方もいろいろ手だてを考えてお

りまして、地方債での当面の活用を図って、その後、地方交中防江それを

手当てを翌年度以降していく、こういうふうなことが基本的なスタンスの

一つということになっておるわけでございます。そういった今後の財政収

支も見きわめながら、また、地元の経済の実態等も併せて考えながら、積

極的に対応していきたいと考えている次第でございます。よろしくお願い

いたします。

〇議長 (7悶精令郎君） 下水道部長。
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□水道部長（岡田幹夫君）登壇〕
〇下水道部長（岡田幹夫君） ただいま古市議員の方からご質問ございま

した四日市北部地域の下水道の計画についてお答え申し上げます。

先ほどのご質問にもございましたところでございますが、北部地域にお

きましては、北勢バイパスの計画とか、あるいは四日市東インター周辺の

開発構想など、大きなプロジェクトが計画、構想されているところでござ

います。これらの計画、構想を進めるに当たりましては、当然のことなが

ら、周辺の方々に被害を及ぼさない治排水対策などを十分に考慮に入れた

ものでなければならないことはご指摘のとおりでございます。

つきましては、これらの治排水計画でございますが、先ほどの計画ある

いは構想を立てられている区域につきましては、河川の受け持つ区域とか、

あるいは下水道で対処すべき区域に分かれているところでございまして、

河川の改修、下水道の整備に当たりましては、排水区域を変えることなく、

それを基本にいたしまして、総合的な治排水計画を立てて整備を行ってい

くものでございます。また、市街地を流れる河川や大きな排水路出梱里的

な条件などから改修が困難なもの、あるいは時間のかかるものなどがござ

いまして、このような場合には、降雨時の流出量を小さくするために、大

規模な開発に当たりましては雨水調整池の設置等流出抑制を指導いたして

おりまして、市におきましても、雨水調整池の建設、浸透式の舗装等、流

出抑制策を行いつつあるところでございます。

本市の下水道につきましては、現在、国の第7次下水道整備5カ年計画、

市の第5次の基本計画に基づきまして、都市下水路、公共下水道、それぞ

れの事業を行っているところでございます。これらの計画の策定に当たり

ましては、いろし＼ろと諸元があるわけでございますが、その中心となりま

す降雨強度につきましては、国が当面の目標として定めております市街地

では5年に1度、人口や都市活動の特に集中した区域では10年に1度の降

雨を基準といたしまして、それに耐えられる施設ーすなわちポンプ場とか
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下水管、下水路でございますが、これを建設いたしておるところでござい

ます。四日市市の北部、特に大矢知地区におきましても、田畑の宅地化な

どによりまして、遊水池が減少しつつある状況もございます。このために、

地区内の各所で道路とか田畑の冠水はもとより、さらには家屋への浸水が

顕著になりつつある状況でございます。加えまして、先ほども述べました

とおり、北勢バイパスの計画あるいは丘陵地での開発構想などから、より

一層、地区住民の方々の治排水に対する関心も強いことが当然ながら予想

されるところでございます。

ところで、四日市の北部の下水道計画でございますが、市街地が進んだ

との想定によりまして、充実いたしておるところでございまして、北の方

面の朝明都市下水路につきましては、前田町の西、 JR関西線の横断箇所

まで幹線工事が完成いたしており、また、南の羽津茂福都市下水路につき

ましては、第1期工事といたしまして下流、白須賀ポンプ場の半系列とそ

れから富田山城線への幹線布設工事、すなわち富田山城線の南の区域でご

ざいますが、これの工事が完成いたしておるところでございます。これら

の都市下水路に囲まれた区域の内側は、北勢沿岸流域下水道（北部処理区）

でございますが、これの関連公共下水道で整備するものといたしまして、

1号から 6号の6本の幹線を計画いたしておりまして、それぞれの進捗状

況につきましては、ご質問で述べられたとおりでございます。

そこで、ご質問いただきました3点、すなわち流域関連公共下水道の1

号幹線、それから4号幹線、羽津茂福都市下水路の1号幹線の工事につい

てお答え申し上げます。

まず1点目の公共下水道の富田富洲原雨水1号幹線につきましては、流

末の新富洲原合同ポンプ場より塩役運河を経まして；富田の中央通りを西

へあさけプラザまで平成2年度に完成し、平成3年度には市道大矢知富

田線、通称あさけ通りでございますが、これ沿いの既設の排水路との接続

工事を完成させまして、一応の治水効果を発揮させているところでござい
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ます。この道路は北勢バイパスとの関連によりまして、拡張も予想されて

おりますところから、それに整合したエ法、例えは推進工法等でございま

すが、これにより茂福用水までの延長を予定いたしているところでござい

ます。工事時期につきましては、現在、同地区で延長工事を行っておりま

す雨水4号幹線の完了後に着手する予定でございます。

次に、 2点目の富田富洲原雨水4号幹線についてでございますが、この

幹線につきましては、八風街道の近鉄名古屋線上流部までが完成いたして

おりまして、昨年度、すなわち平成3年度でございますが、平成5年度ま

での3カ年のエ期でもって、シールド工法によりまして西富田までの延長

約 1,100mの工事を鋭意施工中でございまして、その工事の進捗と整合を

図りながら、支派線の水路の取り込みも合わせまして、整備を行っていく

予定でございます。

なお、本工事の上流とその南側の大きな水路との接続でございますが、

これにつきましては、本工事の完了年度に合わせて、同時に整備を予定い

たしておるところでございます。

3点目の羽津茂福都市下水路1号幹線の延長工事についてでございます

が、この上流部では、先ほどご質問にもございましたとおり、大規模な開

発が構想されているところでございまして、この開発予想区域の大部分は

十四川とか、あるいは大矢知新川等、河川の排水区域になっておるところ

でございますが、その一部は羽津茂福都市下水路の1号幹線で排水する計

画でございまして、現在、これらを予定して、下流の白須賀ポンプ場の増

設工事を施工いたしておるところでございます。幹線につきましては、上

流部の羽津用水の改良だけでは能力不足を来すおそれもございますので、

併用、すなわち、さらにもう 1本の新しい水路の築造でございますが、こ

れを含めたエ法の検討をいたしている段階でございますが、何とか本年度

内に事業認可を得て、早期に幹線の延長工事ができるよう国庫補助金の確

保を含めまして努力してまいりたいと考えております。
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また、支派線水路の整備の関連で懸案になっております朝明都市下水路

の上流の川北町の排水についてでございますが、先ほどもこ喘i明いたしま

したように、朝明都市下水路の幹線水路がJR関西線の横断したところで

ございますが、そこまで整備されておりますので、この幹線水路をさらに

上流部の川北町に向けて延長することが浸水解消には必要であると思って

おるところでございます。今後とも公共下水道事業により、整備ができる

よう、早期に事業認可を受けまして、地区の皆様方の協力を得ながら、事

業の実施に向けて努力をしてまいりたいと考えておりますので、よろしく

こ理解のほどお願い申し上げます。

〇議長（水野幹郎君） 総務部長。

〔総務部長（鵜飼滋君）登壇〕

0鰤輝長（鵜飼滋君)-第2点目の問題に関連をいたしまして、集中

豪雨によって発生をいたしました切りわらの流出についての対策について

お尋ねがございましたので、お答えをさせていただきます。

先ほど来お話がございましたように、昨年の9月21日に発生をいたしま

した集中豪雨につきましては、本市の北東部を中心にいたしまして、時間

雨量 100mmを超えるという非常に激しい豪雨になったわけでございまして、

ご質問がございましたように、大量の切りわらが流出をいたしまして、付

近の住民の皆さん方に大変ご迷惑をおかけをいたしたわけでございます。

そういった状況を踏まえまして、今日まで私ども関係部局によりまして、

これらの対策について種々検討、協議を重ねてまいったところでございま

すけれども、問題の、一番大事なポイントは、特に防災上の観点から、農

家の方々に対しまして、切り取ったわらをできるだけ早くすき込みをして

いただく、あるいはまた、焼却をしていただくという、そういったことが

非常に重要なことであるわけでございますので、ことしの6月22日から7

月14日までの期間におきまして、私ども市内19カ所に出向きまして、農家

の方々に対しまして、そういったことについての協力をお願いしてまいっ
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たところでございます。さらにまた、農協に対しましてもこの趣旨を徹底

されるようお願いをいたしてまいりました。同時にまた、 「農協だより」、

あるいはまた「農業委員会だより」、さらに市の広報、あるいはまた市民

センターの発行する「地区だより」、そういったあらゆる機会を通して啓

発に今日まで努めてまいりましたけれども、今後ともさらに農協とも連携

を密にしながら、その対応になお一層の努力をしてまいりたい、こう考え

ておるわけでございますので、こ理解いただきますようにお願いをいたし

ます。

〇議長 (7虹膊令郎君） 古市元一君。

〇古市元一君再質問はしないということを申しましたので、再質問はい

たしませんが、若干時間があるようでございますので、要望ということで

お聞きを願いたいと思います。

経済対策につきましては、市長なり財政部長からお話があったわけでご

ざいますが、その内容によりますと、公共事業なり、あるいは公共用地の

いろんな受け皿については、起債その他で対応と、•そして政府はこの起債

に対しては交付税なり、あるいは特別融資枠というものをつくって面倒を

見るというようなお話でございましたけれども、ご承知のように、交付税

は不交付団体には交付はされていない。交付団体にはされておるというよ

うな点もございますので、ここへ来ると、果たして交付団体がいいのか、

不交付団体がいいのかという論議も出てくるのではなかろうかと思います。

特別融資枠というものも今おっしゃられました。不交沐t団体に対して、交

付団体との関係は私は私なりに考えを持っておりまして、今の市長のやり

方に対して、それでいいんだという考えは持っておりますけれども、一般

市民なりその他がらは、どちらがいいんだという議論が沸いてくるのでは

なかろうかと思います。どうかその点、賢明な財政部長なり市長、お見え

になりますので、その対応については四日市市がいいような方向に向くよ

うな対応で進んでいっていただきたいと思います。
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さらに、治排水の問題につきましては、今部長が答弁をなさった問題を

基礎といたしまして、今後私は無理なお願いをするかわかりませんが、ど

んどん積極的にお願いに上がりますので、その点をひとつよろしくお願い

を申し上げまして、私の質問を終わります。

〇議長（水野幹郎君） 暫時、休憩をいたします。

午前10時39分休憩

午前10時52分再開

〇議長（水野幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

橋本茂君c

〔橋本茂君登壇〕

〇橋本茂君私はまず第1に、本市の不況対策について、市民の暮らし

と中小零細企業や地場産業の経営を守る立場からただしたいと思います。

先日、富田に住も知人の自営業者の方から、 可屯況がこたえる。去年に

比べ売り上げが4割減って、もう先行きに光が見えない。今の仕事をやめ

て働きに出ようかと真剣に悩んでいる」と悲痛な訴えを聞きました。・今、

市内の中4澤湘l企業とそこで働く人々に仕事の激減が押し寄せてきていま
す。県内、市内の自動車、電気、機械関係の大企業では、下請け発注を一

方的に減らすとともに、パート、臨時工などの人員削減が行われています。

働く市民の雇用、生活不安が深刻化しつつあり、消費も低迷するなどの事

態が広く進行しているのが現状だと思います。

政府自民党は8月28日に10兆円を超す総合経済対策を発表しましたが、

その中心は大銀行、大企業本位の土地と株の救済策であり、公共事業であ

るといっても過言ではなく、中小企業の経営危機打開や国民購買力の向上

に寄与する政策がほとんどないと言えるものであります。地方自治体に

とっては、土地の括弧つきの先行取得という名のもとに、銀行が担保に持

つ土地を引き取らされたり、単独事業を押しつけられたり、補助事業の裏
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負担が増大したりなどで、自治体財政を大きく圧迫をし、住民生活への新

たな負担を招くことにつながると懸念をされています。何よりも重大なの

は、 6兆円を超す公共事業が税収不足の中で大規模な国債増発に頼らざる

を得ない、ひいては消費税率の引き上げをはじめ、大増税につながってい

くことは必至だとされていることであります。

8月下旬に、小沢自民党元幹事長が、国際貢献の財源を消費税の税率アッ

プで対応する考えを表明し、財界からは相次いで歓迎の声が出されている

と聞きました。消費税が実施されてから3年、この間、四日市市民は大蔵

省の資料から試算をしてみますと、 1世帯当たり30万円以上も負担を強い

られてきており、多くの市民が日々、この悪税への怒りを新たにしており

ます。私ども日本共産党は、さきの参議院選挙でも、消費税はあくまで廃

止せねばならないと公約に掲げて戦ったところであります。まして、私は

その消費税の税率を引き上げるなどというたくらみは、働く市民の生活実

態に照らして断じて許されないと判断をいたしておりますが、加藤市長は

税率引き上げの動きにどのような態度をとっておられるのか、明らかにし

ていただきたい。

あわせて、食料品の非課税措置は政府自民党の公約であり、実行が義務

であります。市民の負担を軽減し、内需を拡大する景気対策として重要だ

と考えますが、市長にぱ豹府に対してこの実行を改めて強く申し入れてい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

さて、本市の実効ある不況対策が今切実に緊急に求められております。

一昨日の議会答弁で商工部長から、対策の一環として従来の融資制度の一

部改善策が示されました。私はそれも当然の措置として歓迎するものであ

りますし、先ほども市長から、知恵を絞って景気の浮揚策に貢献したいと

答弁がございました。私はさらに、従来の延長線上ではなく、特に不況が

一悉顆lに影響している中小零細業者や地場産業の不況業種への救済策で、
「仕事を、低利融資を」の切実な願いにこたえることを核とした不況対策
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が講じられねばならぬと思いますが、市当局はいかが対処されようとして

おられるのでしょうか。私は対策の中に、ぜひ次の3点を打ち出していた

だきたいと提言をいたします。

まず第1点は、緊急の金融対策として、無担保、無保証人の融資制度を

確立すること。さらに、現行の融資制度での利子補給を強めること。既に

借りている分の返済猶予を行うことが取り組まれてしかるべきであります。

2点目に、国保料は最高限度額の引き上げがございましたし、前年度の所

得を基本に決められるために、不況に苦しむ零細業者には大変な負担に

なっております。国保料の減免措置の対象を拡大していただきたい。 3点

目は、市の公共事業、物品購入などの発注を市内の中小企業中心に移して

いただきたい。中Ij吼業が受注しやすいように、優先品目の思い切った拡

大、公共事業の分割発注、一定金額以下の発注は中小企業に限定するとい

う逆ランク性の導入などが必要だと考えますが、いかがでしょうか。

不況対策の最後に、四日市の地場産業である漁網を中心とする製網業の

不況対策についてお尋ねをいたします。

私が住む富田地区はもとより、市内北部地域は県内一の漁網の産地であ

りますが、近年の漁業不振とかかわり、また昨年、公海での流し網漁の全

面禁止が国連で決議され、実行される中で、ことしの秋ごろまでには流し

網の生産ストップを余儀なくされて大きな打撃を受けています。私は、富

田の何件かの業者、企業を訪問し、実情を伺いましたが、この質問の冒頭

に紹介しました業者の声は、実はこの漁網の下請けの方であります。また、

十数人の従業員を抱えるある中堅企業の経営者の方は、 「3年前は流し網

はうちの生産の8割を占めていたが、全面ストップの中で、この1年、機

械設備も入れかえ、近海の網の生産に切りかえたが、売り上げは3分の1

に激減して大変苦しい」と訴えてみえました。今の不況の中で二重にあえ

ぐ製網業界に市はどのような対策を立てて臨んでみえるのか、お聞きをす

るものであります。
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次に、 2番目の質問、保健予防事業の一層の充実を図る問題についてで

あります。私はここでは、特に成人の各種検診制度の抜本的改善の問題を

中心にただしたいと思います。

日本人の死亡原因は、戦後間もなくは結核が第1位、次が脳卒中であり

ました。しかし今日、 1990年の統計では、 10万人中がんは 177人、心疾患

は 134.7人、脳卒中は99.-3人となっています。同じく、同年の本市の死因

別死亡者数の統計では、総数 1,842人中、がんが 459人、心疾患 412人、

脳卒中 266人というぐあいに示されております。 3大死亡原因であるこれ

らの病の早期発見、早期治療は市民の健康管理に欠かせない課題となって

おります。市内に住む私の友人は、昨年のことですが、 40歳の胃がん検診

を受けた際に、初期のがんが発見され、すぐさま手術を受けました。幸い

にも、早期発見、早期治療となり、今は完治して元気に働いてみえます。

この一例をとりましても、いかに年1回のがん検診受診が大事か、働き盛

りの一市民の命を救う結果になったかを雄弁に物語っていると痛感する次

第であります。

第5次基本計画の中でも、この分野の目標は壮年期からの健康管理に重

点を置き、健康診査の拡充と受診率の向上を目指したきめ細かい施策の推

進を図るとありますが、現状を見てみますと、各種がん検診の受診率は2

年度実績で、肺がんで 2.3%、乳がんで 5.3%、子宮がん、胃がんで 9.7 

％と示しておりますように、極めて低いままであります。対象市民がこぞっ

て受診をして、がんなど成M丙の早期発見と健康管理に寄与していくこと

からしても、国の当面の目標であるがん検診率30％以上という点からいた

しましても、抜本的な対策を講じることが必要だと考えます。

そこで、以下3点にわたってお聞きいたします。 1点目は、各種検診の

市が医療機関に委託をして行っている対象年齢を思い切って拡大すること

であります。基本検診は40歳以上では、 40歳、 45歳、 50歳、 55歳のポイン

ト年齢と55歳以上が対象であり、胃がん検診の場合は、 40歳以上では48歳
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と49歳が対象から外れていることを見ますと、 40歳以上すべて対象年齢と

する思い切った措置にすれば、それこそ40歳からは毎年基本検診と胃がん

検診がセットで受診できることになり、対象市民が受診しやすい条件を整

えることになるのではないでしょうか。女性の方の場合は子宮がん検診も

合わせて受診できることになります。ぜひこの方向で制度改善を求めるも

のであります。

2点目は、現状は検診期間がおおむね夏から秋にかけての三、四カ月間

に限定されています。これを通年に変えて、年じゅう受診の機会があると

いうように改めていただいたらいかがでしょうか。お隣の名古屋市を調べ

てみましたら、各種検診の主なものが通年で受診できるようになっており

まして、保健所、囲寮機関で受け入れを整え、効果も上がっているやに聞

いております。本市の場合、医師会、医療機関との折衝、了解を得る関係

もありましょうが、受診する市民の立場から、やはり受けやすい条件を広

げることになると思います。

3点目は、地域での保健予防活動をきめ細かく進める上での組織的保障ヽ

を強化する問題であります。私はこの点では、本市に新しく保健委員制度

を導入、創設したらどうかと提言するものであります。市が住民の方に委

嘱をし、保健予防活動で積極的役割を果たしていただ＜、そういう方を各

町に配置していくわけであります。従来も、そして昨年3月議会の一般質

問の中でも触れましたが、地域での保健福祉活動を連携してきめ細かく推

進することが求められている今日でありますので、各地区に保健婦さん1

人配置、これにはもう10人の増員が必要でございますが、それに家庭奉仕

員と地区市民センターの担当職員、そこに新しく保健委員の方を加えて、

これら専門家チームと申しますか、そういうチームをつくって、絶えず地

区住民の健康管理、予防、検診への参加などでリーダーシップを発揮して

いただく。それが実現をしますと、地区の健康づくり推進協議会の活動な

どがもっと活性化をいたしますし、地域でのきめ細かな活動が大きく進む
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ものだと確信をいたします。新たな保健委員制度の導入と専門家チームに

よる保健福祉活動の提起をぜひ進めていただきたいと考えますが、いかが

でしょうか。

〇議長（水野幹郎君） 財政部長。

阻政部長（佐々木龍夫君）登壇〕

〇財政部長（佐々木龍夫君） 経済環境への対応策に関連いたしまして、

消費税についてのお話がございましたので、その部分につきましてご答弁

申し上げます。

ご承知のように、消費税といいますのは元年度に創設をされたわけでご

ざいますけれども、この創設された目的といいますのは、直間比率の是正

というような国の税体系の抜本的な改正の一環ということもございますけ

れども、何よりも、進行する高齢化社会を迎えるに当たりまして、その社

会的な負担をどのように求めるか、それを国民が広く薄く負担をすべきで

はないか、こういうことで設けられた税制度でございます。したがいまし

｀て、平成元年度に創設はされましたけれども、その後、実態に若干不都合

な部分もございましたので、それは昨年度、その不都合な部分の改正法案

が国の方へ提出をされまして、大方の野党の賛同を得て施行されました。

現在は市民生活の中に定着をしてきておる。こういうことはご承知のとお

りであろうかと思います。そうした中で、税率の引き上げの話がいろいろ

あるようでございますが、これは現行の3％を5％に引き上げるべきであ

るとか、あるいは外国に比べるとかなり安過ぎるとか、そういったお話の

ようでございますが、これは国会議員の中枢の方の発言ではございますけ

れども、あくまでそれは個人的な発言が一部の新聞に報道されたものであ

ろう、そのように理解をしております。といいますのは、そういった発言

がございましても、公的な動きというものは私どもの方へは全く届いても

おりませんし、何らそういう気配もないからでございます。この税率の問

題につきましては、租税負担率でございますとか、やはり全税体系の中で
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いろいろ検討がなされまして、その結果、まず国のレベルで議論が提起さ

れてくるような性格のものではないかな、そういうふうに考えておるとこ

ろでございます。

それから、食料品のお話でございますけれども、確かにこれの非課税化

については、昨年の改正法案の審議の中でもいろいろ議論がございまして、

そのときに設けられました税制問題等に関する衆参両院の合同協議会とい

うところで、引き続き協議を行うことが決められまして、いってみれば継

続審議のような格好になっておるわけでございますが、具体的にそこでそ

の後どのような検討がなされたかということは伺っておらないわけでござ

います。これは実態として、食品も飲食品も含めまして、消費税の対象品

目ということが定着をした、こういうことが全般的にといいますか、両院

議員の関係者の方々でそれが認められたことによりまして、その後の審議

がされていないのではないかなと、そういうふうに考えておるところでご

ざいます。

〇議長 (7悶野幹郎君） 商工部長。

〔商工部長（米津正夫君）登壇〕

〇商工部長（米津正夫君） 1点目の市民の暮らしと中小企業、地場産業

の経営を守れる不況対策についてのご質問のうち、零細業者に対処いたし

ました無担保、無保証人の融資制度の創設について考えられないかという

ご質問でございますが、まずこの無担保、無保証人での融資制度の創設に

つきましては、債権保全の面から三重県信用保証協会あるいは上級官庁で

ございます大蔵省との調整が大変難しいという状況にあるわけでございま

す。

したがいまして、既に県市協調制度でございます三重県小規模事業資金

の中の無担保、無保証人制度の活用とか、あるいは国民金融公庫のマ）培至

制度の活用等をお願いいたしたいというふうに考えておるわけでございま

して、参考にこの制度を若干ご披露申し上げますと、無担保、無保証人制
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度のうち、まず県市協調の小規模事業資金でございますが、対象が商業、

サービス業につきましては、従業員2人以下、また製造業、その他の業種

につきましては、 5人以下、これらを対象にいたしておるわけでございま

して、貸付限度につきましては 350万円、また利率が 4.7%、そして返済

期間につきましては、運転資金が3年、設備資金が5年、こういうような

制度があるわけでございます。また、国民金融公庫のマ）培蚤制度につきま

しては、商業、サービス業につきましては、従業員が5人以下、また製造

業、その他の業種につきましては、 20人以下を対象にいたしておるわけで

ございまして、貸付限度につきましては 500万円以下、利率が 5.6%、運

転資金が3年、設備資金が5年と、こういう制度があるわけでございます。

なお、国民金融公庫のマル経制度につきましては、今回の政府の総合経

済対策の中で、貸付限度を引き上げられることになっておるわけでござい

まして、なお活用しやすい制度となることから、今後この制度の一層のP

R等、普及に努めてまいりたいと考えておりますので、こ理解をいただき

たいと思います。

また、一方、本市の融資制度におきましても、融資額 1,500万円までは

原則無担保で、また 400万円までは無担保で保証人1人という運用を行っ

てきたところでございまして、零細企業者にとりましても、実質的には使

いやすい制度であると考えておるところでございます。

また、不況対策の一環といたしまして、利子補給とか、あるいは既に融

資されております返済猶予等のご指摘もいただいたわけでございますが、

本市におきます中小企業の不況対策といたしましては、先般、日置議員の

ご質問にお答えいたしましたとおり、新制度の創設ということではなくて、

当面、既存制度の融資対象企業の拡大とか、あるいは貸付利率の引き下げ、

さらに、一番多く利用されております中小企業振興資金の保証料補給限度

額の引き上げなどによりまして対応してまいりたいと考えておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。
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次に、流し網漁業禁止に伴います対応についてでございますが、製網業

界におきます流し網漁業禁止に係る影響は、ご指摘のとおり、大きな問題

であると認識をいたしておるところでございます。これは国際的な資源保

護の流れに端を発したものでございまして、北洋サケ・マス用の漁網市場

の縮小に加え、本年12月末日から公海流し網漁業が全面禁止になるもので

ございまして、当地域はこれらの漁網の産地でありますことから、し事態は

深刻であろうと思っておるところでございます。このことから、組合にお

きましては、組合員の実態調査を行っているところでございまして、その

結果がまとまった段階で、県とも連携しながら、国への働きかけも含めて、

養殖業分野とか、あるいは陸上分野への進出等の事業転換に係る相談とか

指導及び金融上の支援などについて検討してまいりたいと考えております

ので、ご理解をいただきたいと思います。

なお、これまでも製網協同組合におきましての行政の支援といたしまし

ては、他産地や海外との競争に打ちかっために、編網加工工程の合理化の

ための編網機の技術開発事業を地域産業育成支援事業の一環といたしまし

て、地場産業振興センターで実施をいたしておるところでございます。

〇議長（水野幹郎君） 福祉部長。

〔福祉部長〇寸ト一美君）登壇〕

〇福祉部長は胡：―美君） 国民健康保険料の減免措置についてお答えい

たします。

国民健康保険は低所得の方に対しまして、年間保険料の6割ないし4割

を減額しております。これは前年の所得が対象となっておるわけでござい

ますが、前年に比べて著しく所得が減じ、生活困窮に陥った方を救済する

ために、市では独自の減免措置をしております。保険料納付困難な方に対

しましては、現在の市の減免制度の中で十分に対応できるものであると考

えておるところでございます。今後も保険料を納付することが困難となら

れた方につきましては、個々のケースについて十分相談に応じ、対応して
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まいりたいと考えておりますので、よろしくこ理解賜りたいと思います。

〇議長 (7燭幹郎君） 総務部長。

〔総鱈長（鵜飼滋君）登壇〕

〇総疇長（鵜飼滋君） ご質問の中で公共事業に対する地元の中小企

業の方々に対する優先発注等についてのお尋ねがございましたが、ご承知

のとおり、本市におきましては、従来から中小企業の方々で対応ができま

す工事等につきましては、可能な限り中小企業の方々に受注の機会を配慮

してまいったわけでございます。また、ご承知だと思いますが、特殊な工

事でございますとか、あるいは大規模工事につきましても、共同企業体の

結成等を通しまして、地元の中小企業の方々の育成と受注の機会の確保、

そういったことに努めてまいったわけでございます。さらに、工事の分離

発注につきましても、建築工事においては、本体工事のほか、 500万円以

上の設備工事につきましては、別途の発注を行いまして、地元の中小企業

の方々に受注の機会が得られるように配慮してまいったわけでございます。

したがいまして、今後とも私どもといたしましては、市内の業者、特に地

元の中小企業の方々につきましては、可能な限り発注の機会が得られるよ

うに、さらに一層配慮してまいりたい、こう思っておるわけでございます

ので、こ理解いただきたいと思います。

〇議長 (7悶野幹郎君） 環境部長。

〔環境部長頃則原賢治君）登壇〕

0環境部長（須原賢治君） 保健予防事業の2点目のご質問に対してお答

えをさせていただきます。

本市におきましては、ご承知のとおり、基本構想の第1の柱といたしま

して、健康で心のかよう福祉のまちづくりを掲げております。老人保健法

等に基づく各種の保健予防事業を推進するとともに、基本計画に基づき、

暉センターの麟等を図ってまいったところでございます。中でも健康

診査事業につきましては、疾病を早期に発見し、早期に治療に結びつける
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ことを目的としておりまして、重要な施策としてその推進に努めておると

ころでございます。

ご指摘のございました健康診査等の受診率の向上を図るために、その年

齢対象者を広げたらどうかというご質問がございましたが、現在、医療機

関で実施をいたしております健康診査につきましては、年々対象者の年齢

層を広げておるところでございます。これもご指摘がございましたが、例

えば胃がん検診におきましては、当初、昭和59年度には満40歳から42歳と

いうことでスタートしたわけでございますが、平成4年度には満40歳から

47歳、並びに50歳から62歳まで対象を広げております。また、子宮がん検

診につきましても、当初は31歳から33歳までを対象といたしましたが、本

年度は31歳から35歳及び40歳から52歳まで徐々に拡充を図ってきておると

ころでございます。その他、受診の啓発とともに、地区市民センターや保

健センターで行う集団検診につきましても、各種の健康診査を組み合わせ

るなど、受診率の向上に努めてきておるところでございます。今後とも対

象年齢層の拡充につきましては、一層の努力をしてまいりたいと考えてお

りますので、こ理解をいただきたいと思います。

2点目の年間を通じていつでも受診できる、いわゆる通年制につきまし
ては、ご指摘のございましたように、事業を委託しておりますのが医療機

関でございまして、その図寮機関の受け入れ態勢の問題もありますことか

ら、今後医師会との協議課題とさせていただきたいというふうに考えてお

ります。

3点目の地域におけるきめの細かい保健事業の推進についてでございま

すが、保健婦を各地区市民センターにということでございますが、保健婦

につきましては、厚生省の保健婦設置基準であります人口1万 8,000人に

1人の割合の配置を目標として現在まで増員に努めてまいり、現在、保健

センターに15名を配置をしておるところでございます。今後の配置、増員

につきましては、国の高齢者保健福祉10か年戦略、いわゆるゴールドプラ
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ンというものを具体的に推進するために、市町村では老人保健福祉計画を

策定することになっておりまして、本市も平成5年度に策定作業をするこ

とになっておりますので、その中で十分に検討をしてまいりたいというふ

うに考えております。地域における保健活動につきましては、民生委員や

ホームヘルパー、または地区市民センターの職員と連携を図りながら、現

在推進をしておるところでございますが、今後におきましては、各地区に

設置をされております健康づくり推進協議会の組織の見直しを行い、その

活動の充実に努めながら、保健推進委員というご提言もございましたので、

ご提言の趣旨も踏まえて、地域における福祉の施策と連携した保健事業の

推進策を検討してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしく

お願い申し上げたいと思います。

0謝長 (7燭幹郎君） 橋本茂君。

〇橋本茂君答弁いただきましたが、 1点目の不況対策ですが、制度解

説をしていただきたいということで指摘したわけではなくて、やはり小企

業、額珊業者に照準を合わせた融資の金融の問題というのは緊急で切実だ

という観点から提言、お伺いしたわけです。

ですから、都市規模は違いますけれども、東京都や神奈川県では、無担

保、無保証人制度を創設しているわけです。あるいは、利子補給も二、三

％行っている自治体も多いわけです。答弁の中にございました市の融資制

度で、中小企業振興資金ですが、 400万円、無担保、保証人1人、奥さん

でもいいと聞いていますけれども、使いやすい制度だと、即決できるよう

な形で利用できるというふうに、説明がありましたマ）培至制度や県、市の

小規模資金と同じような、それに近い形で使ってもらえるということであ

ります。

私は、これは大いに結構なことで、それならば、その制度でも 4.7％の

利子が要るわけです。利子補給されていません。市の中で利子補給をされ

ているよく似た資金を見ますと、同和関係小規模事業資金は市が利子補給
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をして3％まで引き下げられているんです。ですから、 4. 7％の中小企業

振興資金で 400万円まで保証人1人、 1. 7％利子補給したら、 3％で緊急

に借りていただくというように便宜を計らったらどうでしょうか。私が提

起している趣旨は、そういう制度も押し出す。さらに、国保の減免も、相

談があればできますよという制度も紹介をする。経営相談にも乗る。そう

いうものを、一昨日も提起された新しい制度の枠を確立すると言った内容

も踏まえて、特に零細業者向けのパンフレットも特別につくって、，どんど

んPRしたらどうですか。そういう積極策をとっていただきたいという点

など、ぜひ改めて強く申し上げておきますが、いかがでしょうか。

それから、地場産業、特に漁網の問題、業界がそういう状態にあるとい

うことはよく承知をしています。調査をして、市にはいずれ対策を陳情に

お見えになるということもよく承知しています。ところが、私聞かせても

らった経営者や業者の方の声は、萬古や製茶などに比べて施策がほとんど

ないという点が、光が見えない、先に不安だと業者の方を言わせているわ

けです。そういう意味で、後継者対策をはじめ、将来の姿が見えるような

疇産業としての市の廊翻ございましたら、改めてお聞きをしておきた

ぃ。また、ぜひこれはきちんと業界と相談して打ち出していっていただき

たい。

それから、健診の問題、一層の努力とか、提言について協議事項とした

いという点はぜひお願いをしたいと思いますが、徐々に拡充ではなくて、

一気にやはり40歳以上の方の便宜を計らっていくという点で、 12月補正と

か来年度の予算措置をしていただけるのかどうか。特に、制度では、新し

い制度、福祉の問題も含めて提案をしましたので、ぜひ担当助役の加藤助

役の方から、そういう面で総合的にもう一度答弁をいただきたい。

〇議長 (7悶野幹郎君） 商工部長。

〇商工部長（米津正夫君） 利子補給の関係で再質問をちょうだいいたし

たわけでございますが、私どもといたしましては、さきにご答弁申し上げ
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ましたとおり、．特に利用が80％以上を占めております中小企業振興資金の

保証料の限度額の引き上げということと、もう一つは、本市の制度の貸付

利率の引き下げ等も実施をいたしておりますので、これで対応いたしてま

いりたいという考え方でございます。

なお、ご提言のPR等については、今後積極的に図ってまいりたいと思っ

ております。また、融資制度につきましても、私ども商工会議所と協調い

たしまして、市内10カ所、地区市民センターを使うわけでございますが、

こちらから出張していろいろと相談にも乗らせていただいておるというよ

うな現状でございます。

また、漁網の関係でございますが、先ほども若干触れたわけでございま

すが、これまでも振興策の一つといたしまして、例えば、中小企業の技術

開発事業の助成ということで、三重県の補助金を受けまして、三重県製網

協同組合が実施をしたわけでございますが、これはもう既に61年度から平

成2年度までの5カ年事業であったわけでございまして、これに対しても

市が助成をさせていただいておるわけです。事業の中身につきましては、

他産地とか外国との競争が非常に強化されているための生産方式の省力化

を図ることを目的としたものでございまして、漁網機器の横糸がなくなっ

たり、あるいは糸切れが発生した場合に、その発生と糸切れの位置の発見

に非常に手間がかかるということで、そういう関係で機械の停止時間が長

いということがございまして、こういうことを解消するために編網ロボッ

トシステムの開発により、機械の稼働率の上昇、あるいは人件費の削減を

図ろう、こういうような事業で実施されておるわけでございまして、本市

も助成をさせていただいたということと、さきにも若干触れましたが、地

場産業育成支援事業についても、現在、実施しておるわけでございます。

事業内容につきましては、編網工場において仕上げ工程が非常に多くの時

間と労力が必要になるわけでございまして、そこで現在、熟練作業者が行っ

ております口付け作業、いわゆる網に口糸を手作業で結束する作業でござ
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いますが、これを自動化する装置を開発をいたしたいということで、技術

アドバイスとしては三重県工業技術センターのご指導をいただきながら実

施をしておるわけでございまして、本年度は昨年度の概念設計準備に基づ

きまして設計書を作成し、数種類の自動結束装置を試作し、その性能を評

価することになっておると、こういうような状況でございまして、この事

業につきましては、平成3年度から平成12年度の10カ年間にわたっており

ます。

〇議長 (7は男幹郎君） 加藤助役。

〇助役 (jJD藤宣雄君） ご質問ございました健康診査対象年齢の拡大でご

ざいますが、先ほど部長が答弁申し上げましたように、現在、胃がんにつ

きましては、 48歳と49歳が、子宮がんにつきましては、 36歳から39歳の方

があいておるわけでございます。ご指摘のとおりでございますが、これに

つきましては、今後一層、年齢拡張について努力をいたしたいというふう

に思っております。

〇議長（水野幹郎君） 橋本茂君。

〇橋本茂君提言も含めて申し上げことを、ぜひ予算、施策に反映させ

ていただきたいと思います。今後も暮らしと命の二つの問題、私ども今議

会から残念ながら4人から3人の市議団になってしまいましたけれども、

3人力を合わせて全力を挙げてその実現に向けて頑張りたい、そのことを

表明して質問を終わります。

0麒 (7燭幹郎君） 佐野光信君。

〔佐野光信君登壇〕

〇佐野光信君通告に基づき質問をいたします。

第1点目は、アジア平和女性連合、イコー）峰杞一協会主催のチャリティ

フェアの市行政の対応についてであります。

去る9月1日に文化会館で「音楽とメッセージのタベ」ということで教
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育委員会が後援したチャリティフェアが行われました。ある方から私ども

に対して、このチャリティフェアの主催者団体であるアジア平和女性連合

というのは霊感商法やインチキ募金をやっている、また、この8月25日、

韓国で集団結婚式を挙げた統一協会と関係があるのではないかと指摘がご

ざいました。早速、調査をいたしましたところ、統一協会の偽装組織であ

ること、しかも、比較的資金力のある人を対象にして金集めを行っている

こと、中央や地方の組織の役員にそれぞれ有名人夫人などを据え、アジア

留学生奨学金名目の募金やチャリティショーを活発に行っている団体であ

り、カウサセミナーと称する講演会などで巧みに統一協会を売り込んでい

ることが明らかになりました。私どもも一般的なチャリティショーまで否

定するつもりはありませんが、このような反社会的活動を行う統一協会の

偽装組織が行っているチャリティフェアの後援を教育委員会が行うことは、

統一協会に市民権を与えるものであり、後援の取り消しを強く求めたとこ

ろであります。教育委員会としても独自に調査をしていただき、後援の取

り消しをされたとのことですが、この団体への教育委員会の調査内容と後

援の取り消しの経過についてお尋ねをしたいと思います。

それと同時に、市長には、先日行われた集団結婚式についてどのように

感じられているのか、所感をお尋ねしたいと思います。

第2点は、明るい選挙推進協議会の活動についてであります。

昨日も参院選の投票率の低下に伴い、質問が行われ、答弁もされました

けれども、私は角度を変えて質問いたします。明るい選挙推進協議会委員

の皆さん方がボランティア活動で大変努力をされていることに敬意をあら

わすものであり、また友の会の皆さんのご協力にも敬意をあらわしたいと

思います。投票率の向上について、いろいろ答弁をされましたけれども、

この三つの項目、まだまだ具体性が不足をしているのではないかと思うわ

けでございます。私は明るい選挙推進協議会の皆さんの協力を得て、もっ

と市民の政治意識を高めていくべきだと思います。そのためには、一つに
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は、推進協議会委員の人員が今全体で50名、 1地区2名でございますが、

この人員を最低1地区5名程度に増やし、各地区でその人たちが相談をし

ながら、地域での各種団体や活動の中へ参加をして日常ふだんに目に見え

る活動としていくことが必要ではないでしょうか。昔から、 「三人寄れば

文殊の知恵」と言われておりますので、ぜひ増員を実現していただきたい

と思うわけでございます。お尋ねをしたいと思います。

二つ目は、各地区における各種団体への選挙管理委員会からの積極的な

働きかけを行うべきであります。後援会等も各種団体から言ってくるのを

待つだけでなく、積極的に働きかけていくなどして、日常的に政治意識の

高揚を図ることであります。いかがお考えなのか、お尋ねをしたいと思い

ます。

また、推進協議会委員や友の会の皆さん方が活動を地域でやりにくくし

ている原因に、自治会推薦という問題があるのではないでしょうか、お尋

ねをいたします。

〇議長 (7.1<.ff幹郎君） 教育長。

〔教育長囲羽武君）登壇〕

〇教育長囲羽武君） ただいまご発言のございましたアジア平和女性

連合のチャリティフェアにつきましてのお答えを申し上げます。

このアジア平和女性連合の方から、アジアから三重大学に留学中の学生

に奨学金を送るためのチャリティコンサートを行いたい。そのコンサート

は地元出身のピアニストによるコンサートであると、そういったようなこ

とでの後援申請が私の方に6月5日に出されたわけでございます。そう

いった内容そのものにつきましては、教育委員会がメーン後援をする上で

決めております内規に照らしまして、問題はないものと判断をいたし、後

援の許可を出したところでございます。

しかし、会の方でつくられたチラシ等を見ましたところ、 「音楽とメッ

セージのタベ」というふうになっておりましたので、私どもの方としても、
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そのメッセージ部分というのはどういうものか、これは申請のときにも聞

いておりませんでしたので、その内容について聴取をいたしたわけでござ

います。主催者の方からは、この会の東京の方からだれかが見えて、そう

いった平和連合の活動等についての説明等をするのだと、そういったお話

がございました。ただ、私どもも、そういった点につきましては、純粋な

チャリティコンサートの趣旨から外れるものではないかと、そういった懸

念もございましたので、当日の看板等への教育委員会の名称は使用しない

よう、さらに、開催趣旨以外の活動も一切行わないよう主催者に申し入れ

をいたしたところでございます。その結果として、入り口とかステージに

掲げられておる看板といいますか、掲示でございますが、そこからは教育

委員会後援という文字は一切使われないようにしていただいたわけでござ

います。

いずれにいたしましても、教育委員会といたしましては、今後とも純粋

な芸術、文化の催しにつきましては、市民の皆さんの文化向上に資するた

めにも、今後も積極的な援助をしてまいりたいというふうに存じますが、

なお一層、提供していただきますプログラム等も厳しく選択し、メーン後

援での対応を慎重にいたしていきたいと存じておりますので、よろしくご

理解を賜りたいと存じます。

〇議長（水野幹郎君） 市長。

〔市長 (jJa藤寛嗣君）登壇〕

0市長伽藤寛嗣君） 集団結婚をどう思うかということでございますが、

私どもの常識で結婚というものを考えた場合に、随分異様だなという感覚

を持っておるということでございます。

・ o議長 (7~男幹郎君） 総務部長。

〔総務部長（鵜飼滋君）登壇〕

〇総務部長（鵜飼滋君） 第2点目の明るい選挙推進協議会についてお

尋ねがあったわけでございますが、ご承知のとおり、明るい選挙推進協議
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会と申しますのは、言うまでもなく、不正、腐敗、そういったものをなく

して、きれいな選挙を目指すということと同時に、有権者に投票を積極的

に呼びかけていくという、そういう一つの住民の自主的な運動団体と申し

ますか、運動組織であるわけでございます。これにつきましては、ご承知

のとおり、都道府県あるいはまた市町村単位で、今申し上げた明るい選挙

推進協議会、そういったものが設置をされているわけでございまして、昨

日も申し上げたわけでございますけれども、本市におきましては昭和38年

にこの協議会が設置されまして、今お話のとおり、 50名以内と、こういう

ことで組織がされているわけでございます。

ただ、先ほど来ご指摘がございましたけれども、いろんな活動をしてい

ただいておるわけでございますけれども、今日全国的な傾向といたしまし

ては、活動自体が停滞をしておる、あるいはまた、組織が形骸化をしてい

るという、そういった指摘も一部にはあるわけでございます。しかしなが

ら、いずれにいたしましても、こういった活動というものは、なかなか目

に見えて効果を上げていくということは大変難しいわけでございまして、

地道な活動を積み重ねていくと、こういうことによって、組織を活性化し

ていく、あるいは所期の目的を達成する、そういうことになっていかな

きゃならぬだろう、こういうふうに考えているわけでございます。

そこで、お尋ねがございましたけれども、現在の50名を少なくとも 1地

区5名程度に増やしたらどうだと、そういったご意見がございましたけれ

ども、申し上げるまでもなく、この組織そのものが住民の自主的な団体で

ございますから、選挙管理委員会がそれを決めるというわけには、手続上

いかないわけでございまして、あくまで住民の自主的な組織である協議会

そのものがお決めになるというのが原則であるわけでございますが、そう

いったご指摘もございますので、よくそういったことについて協議会にも

お話を申し上げ、今後よく検討をいただくように、私の方からお願いをし

ていこう、そんなふうに考えておるわけでございますので、その点につい
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てのこ理解を得たい、こう思っているわけでございます。

先ほど来申し上げておりますように、いずれにいたしましても、実効が

上がる運動となるように、今後さらに研究を積極的に進めていかなければ

ならないというふうに考えておるわけでございまして、選挙管理委員会の

事務局を預かる立場といたしまして、あくまでも自主的な活動がなお一層

促進がされるように、積極的に支援を今後とも続けてまいりたい、こう考

えておるわけでございます。

なお、最後になりましたが、自治会が推薦をしたから、明るい選挙推進

協議会の活動がやりにくいのではないか、そんなようなお話がございまし

たけれども、私どもといたしましては、そういうことはないというふうに

確信をいたしておるわけでございますので、こ理解をいただきたいと思い

ます。

〇議長（水野幹郎君） 佐野光信君。

0佐野光信君答弁をいただきましたけれども、教育長から、その実態に

ついてお話がなかったので、私の方から少し、統一協会についてお知らせ

したいと思います。

統一協会というのは正式名称を世界基督教統一神霊協会と言いまして、

創始者は文鮮明師であります。旧約、新約聖書を教典に「原理講論」を教

理解説書として、 1954年5月1日、ソウルで創立されて、日本では1959年

10月2日に創立され、 1964年に宗教法人の認証を受けた団体であります。

統一協会の宣伝誌によりますと、 「文鮮明師の40年と統一運動」、この

中から、みずからの活動について、 「統一協会は宗教的統一運動を担う部

分になります。青少年にビジョンを与え、未来性を与えるためにできたの

が学生組織である原理研究会です。また、学生を教育する教授の組織が世

界平和教授アカデミーになります。共産主義を克服していく運動が勝共連

合であり、カウサ運動です。つまり、理想世界実現のために文師が提唱し、

現在世界の各地、各分野で展開されている運動の総称を統一運動と呼びま
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す」、こういうふうに述べております。

このように、宗教、政治、経済、思想などすべての分野を原理の教えで

統一するのが目的で、教義書「原理講論」が徹底した韓国中心主義と反共、

戦争待望論に貫かれていることもよく知られております。

暉冠盟饂」によりますと、日本は悪魔の国で、韓国はイエスの国であ

る。全世界の文明は韓国が中心であるとか、あらゆる民族に韓国語を使わ

せろといったぐあいです。そのことから、日本はエバの国家だから、韓国

と文鮮明のために奉仕し、貢ぐのを任務とする国である。言いかえれば、

金と人との供給源だということでございます。

副島元統一協会広報局長が、 84年7月号の「文芸春秋」でも述べていま

すが、 「毎月20億円送金するよう昭和50年7月の命令が出されて以来、合

計 2,000億円余も送ってきた」と証言しております。韓国誌であります

「新東亜」の86年12月号でも、 「日本統一教は、純利益70億円を毎月アメ

リカの統一協会本部に送金していると伝えられる」と報道がなされており

ます。集金活動の主力が霊感商法とインチキ募金でございます。副島元広

報局長の告発文によれば、原価 5,000円のつぼが 200万円、 10万円の多宝

塔が 5,000万円というぐあいだそうです。

弁護士の有志でつくっている全国霊感商法対策弁護士連絡会がまとめた

霊感商法の被害相談は1989年に20億円、 1990年に31億円、 91年には92億円

と急増していること、しかも、この数が全国の消費者センターと弁護士に

持ち込まれたものの合計で、実際の被害の氷山の一角に過ぎないと言われ

ております。

文鮮明師は46年から55年までの間に3回、セックススキャンダルによる

逮捕、投獄を経験しております。 80年、アメリカで脱税などにより有罪判

決を受け、 1年余り刑務所に服役をしていたそうでございます。

1978年のアメリカの下院外交委員会国際機構小委員会報告書（フレー

ザー委員会）では、この組織を多国籍企業や準軍事組織、国際政党などの
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機能を持った「文鮮明機関」だと規定をしているわけでございます。偽装

集団としての統一協会は多くの分野にわたって数多くの顔を持っておりま

す。天地正教でありますとか、国際勝共連合、またこのチャリティを行い

ましたアジア平和女性連合、あるいは日本人妻自由往来実現運動、こういっ

たいろいろな活動を全国で進めています。あるいは、インチキ商法として

活動をしています。最近では、ボランティアを名のり、世界復興援助協力

委員会ということで、ユニセフ募金などと称して「チェルノプイリの被害

者に医薬品を送ろう」、 「旧ソ連の子供たちに粉ミルクを」と戸別訪問を

しています。これが統一協会の実態であります。

〇議長（水野幹郎君う 時間が参りましたので、佐野光信君の一般質問は

この程度にとどめさせていただきます。

暫時、休憩をいたします。

午前11時52分休憩

午後1時1分再開

〇議長（水野幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

宇野長好君。

〔宇野尉子君登壇〕

〇宇野長好君一般質問も最終日で、また、ラスト前ということでお昼の

一番眠たいとき、適当にくつろぎながら聞いていただければ幸いと思って

おります。

通告に従いまして、 4点ほどお伺いいたします。

まず最初に、富田、富洲原斎場についてお伺いいたしますが、質問に入

ります前に、一言お断りを申し上げ、こ理解をいただきたいと思います。

と申しますのは、既に皆様ご存じのことと存じますが、現在、北大谷斎場

の改築が総額約400繁円の巨費を投入し、工事が着々と進められており、間
もなく第1期工事が完成し、 12月には東海地方でも指折りの設備、機能を
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誇る斎場としてオープンする運びとお聞きいたしております。このように

北大谷斎場が立派に整備されることは、市民の一人としても誠に喜ばしい

限りでありますが、一方、私の住む北部地区の住民にとりましては、現在

供用中の富田、富洲原の2斎場の存続問題とも関連するところから、殊さ

ら関心も高いところであります。このため、質問に当たりましては、北大

谷斎場について若干触れながら、富田、富洲原斎場についてご質問させて

いただきますので、よろしくこ理解を賜りたいと存じます。

昭和63年12月議会の質問で、私は市当局に対し、これまで大きな建設計

画については計画が大部分決まってからでないと議会に対し説明がないと

苦言を呈しましたが、その後、この斎場建設計画では、担当常任委員会に

先進地視察も含め、計画等について再三説明があったと聞き、また、先日、

麟間近の新斎場を見て大変感銘を受けたものでございます。特に、高さ

2.85m、幅 4.7mの陶壁については、地場産業であります萬古焼作者に発

注済みと聞いております。今まで市の建物にはない、建物全体とのバラン

スのとれた立派な陶壁になることでしょう。普通、陶壁とか壁画は作者名

だけが多いようですが、お聞きしましたところ、新大谷斎場の陶壁は、作

者名安藤広重作、東海道五十三次のうち、風の四日市という題名でござい

まして、作者は陶芸作家の熊本幸平氏、製品は萬古焼等の説明を取りつけ、

施設を利用される人たちにゆったりとくつろいでいただきながら地場産業

の萬古焼の宣伝になろうかと思います。これは、市長はじめ関係者の努力

の結果、他都市のどこの斎場にも引けをとらない立派なもので、利用者の

方々は、人生最後のお別れをする施設として満足していただけると思って

いるのは、私一人だけではないと思います。この上は、業務運営面の向上

に努力され、市民からよくなったと言われる斎場にしていだたくよう要望

しておきたいと思います。

私の住んでいる隣町の川越町の住民からよく尋ねられるのですが、川越

町の住民が北大谷斎場を利用する場合、四日市市では午前中の火葬しか受
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け付けてもらえず、葬儀は早期に実施しなければならず、・遠方の親戚が大

変であるとよく聞きます。現在、広域行政が盛んに行われています菰野町、

川越町、朝日町、楠町、近隣4町とは三洒農業共済事務組合をはじめいろ
いろの組合でご協力を願っております。市外といっても四日市市と隣接し

ております。私の町内には、川越町の親戚も知人も多く、なぜこのような

取り扱いをしているのか、市民の方の火葬のないときは午後でも使用でき

るようにしたらいかがですか、これは要望しておきます。

また、昭和6浙Fの議会では、富田、富洲原の斎場について、新しくなる
北大谷斎場に統合されるのではないかとの心配からお尋ねいたしましたが、

そのときの答弁では、閉鎖出也元地区の方々の合意を得た後に斎場を取り

壊し、墓地公園にしたいとのことでありました。本年6月末から7月上旬

にかけ、火葬担当職員の病気により、一時閉鎖をするとの文書が、富洲原、

富田の自治会長あてに出され、その文書には北大谷斎場職員も欠員状態で

応援ができないとあったことから、地区では北大谷斎場の完成が近づくに

伴い、閉鎖のうわさが飛び交っております。昭和1胸ミ市町村合併により

富田、富洲原が四日市市に編入され、両斎場がそれ以来、待合室や火葬棟

の整備に続き、エアコンまで入れていただくなど、適正にきょうまで管理

され、運営されてまいりましたことは、地区住民は感謝しておりますが、

ここで特に申し上げておきたいことは、富田、富洲原地区での葬儀は昔か

ら参列者が供花の花を持ち、斎場へ会葬に行き、火葬中の待ち時間に同敷

地内にあるお墓のお参りをする風習が続いておりますところから、今回立

派になります北大谷斎場ができても、地元地区の住民の方々は両斎場の存

続を希望することが確実視されております。これらのことを勘案し、何と

ぞこの状態を踏まえ、できる限りの存続を要望するものでございますが、

市当局の方針をお聞かせいただきたいと思います。

2番目の狭陰道路についてでございます。

私は、この問題につきましては、相当以前から非常に重要な問題である
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と認識しており、議会活動でも取り組んできたところでございます。幅員

4mにも満たない道路が市内各地にあり、日常生活を営むについても、車
社会の今日、市民の皆様方は非常に不便を感じてみえます。また、日照や

鴫といった自然環境上も好ましくなく、万一火災等の被害が発生した場

合、消火活動や緊急活動に支障を来し、大災害になるおそれも十分あると

考えます。先日も防災の日ということで、市内各地でたくさんの市民の方

が参加され、防災訓練が行われてきたところでありますが、道路問題等

ハード面ではまだまだ遅れているところではないでしょうか。

平成元年の6月議会では、この問題につきまして、建築基準法では狭陰
道路の中心から2m後退しなければ建築が認められないということを活用

し、後退ぐいを設置し、確実にこの空間を確保するよう具体的に提案させ

ていただきました。また、平成3年9月議会では、昭和45年に都市計画法

の線引きがなされ、市街化区域はおおむね10年以内に市街化が促進される

べき地区であるにもかかわらず、家の建ち並びがない幅員4m未満の道路
がたくさんあり、これらの道に面しては建築が認められないという矛盾に

ついて質問いたしました。特に、今年度、生産緑地法によりまして、市街

化区域内農地の宅地化が進められることが明らかである中、この問題が放

置されるようでは、市民の行政不信がつのる一方だと思っております。

しかし、私の長年の懸案が実り、この9月1日、四日市市建築行為等に

係る道路後退用地整備要綱が制定され、非常に喜んでいる次第であります。

市街化整備の推進のためには、どうしても実施していただきたいと考えて

きたところであり、長い時間を要しましたが、私の具体的提案も取り入れ

た形での内容と聞き及び、理事者の方々に敬意をあらわすところでありま

す。ただ1点だけ問題が残っていると思います。無和茅な市街化を防止す

るため、建築基準法に基づく四日市市建築道路台帳（地図）を作成し、建

築できる道を台帳上に指定するとありますが、赤道を含む道路台帳に適用

されない土地について今後どのようなお考えで進まれるのでしょうか、お
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伺いします。 t

この事業は個人の権利にかかわるところが多く、それゆえ大変な事業で

あると思われます。実施するについて、スムーズに進展できるよう十分受

け入れ態勢を確保していただくことが必要ですが、その点についても、ま

た最も重要なことは、市民の方々や関係団体の理解と協力ではないかと思

いますが、その具体的な内容についてお伺いいたします。

3番目の駐車場整備計画についてでございますが、昨日、野崎議員が質

問いたしまして、重複するところがありますが、お許しいただきたいと思

います。

近年のモータリゼーションの進展により、自動車保有台数は増加の一途

をたどっていますが、その結果、各都市で路上駐車が蔓延し、さまざまな

問題が発生しております。路上駐車による交通容量の低下は、商業地区を

中心に交通混雑の発生を招き、都市機能の効率を悪くするばかりでなく、

交通の流れを乱し、交通事故の大きな原因にもなっています。本市におき

ましても、中心街の路上駐車、特に夜間の路上駐車は目を覆うばかりであ

ります。一般通行者が路上駐車の間隙をぬって、戦々恐々と通行している

姿を見るたびに、早急に駐車対策を講じなければならないと切実に思うの

は私ばかりでしょうか。

こうした事態の主な原因の一つに、急増する駐車需要になかなか追いつ

かない駐車場の整備問題があります。無論、路上駐車は道路交通法の問題

や自動車利用者のモラルの問題でもあり、違法駐車の取り締まりの強化と

か、罰金または反則金の引き上げといった交通規制面からの指導も大切で

はありますが、本問題を根本的に解決するには、やはり違法駐車の受け皿

となる駐車場の整備計画が肝要であります。駐車需要に対応できる施設が

なければ問題は解決できません。

資料によりますと、現在の主な公共駐車場の収容能力は約 3,200台、今

後、国道1号や中央通りの道路下や近鉄四日市駅西に建設予定の大型駐車
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場の能力は約 1,000台とのことでありますが、これだけの収容能力で将来、

駐車需要に十分対応できるのでしょうか。また、何年ごろ完成予定なので

しょうか、お伺いします。

路上駐車を排除して人と車が安全で快適に共存できるゆとりあるまちづ

くりの実現のため、市当局におかれましては、今後どのような方針で駐車

場の整備に取り組んでいくのか、ご意見を賜りたいと思います。

なお、一つの参考例としてお聞きいただければ結構なのですが、私は常

日ごろ、駐車場を随所に配置し、市民の皆さんが手軽に利用できるように

すべきであると考えております。この場合、たちまち起こる問題が用地の

確保と建築費であります。例えば、タワー式立体駐車場を活用すれば、狭

小な土地で済みますし、費用も4億円程度で 100台ほどの収容能力を持つ

駐車場が確保できます。このような駐車場を市の所有する遊休地に建設し、

第3セクタ一方式で運用する方法はいかがでしょうか。このような拙案が

今後の駐車場整備の推進の一助になれば幸いであります。

次に、駐車場案内情報システムについて質問いたします。

せっかく駐車場を整備しても、駐車場の利用情報の不足は路上駐車を発

生される大きな原因となりますし、駐車待ちの行列は交通渋滞の弊害を呼

び、都市の機能に重大な支障を来します。私も3年ほど前に、甲府市、豊

田市に視察に行きましたが、既に駐車場案内システムを設置し、駐車場情

報、到達経路等を提供して、車両を円滑に駐車場まで誘導し、駐車場の効

率的な運用に大きな効果を上げているとのことでした。昨日の野崎議員に

対する答弁で、今年度中に駐車場案内システム整備基本計画を策定する予

定とのことですが、私も効果的な駐車場利用促進、市街地の活性化、道路

交通の円滑化、路上駐車の防止、さらに本市のイメージアップを図るため、

一日も早い駐車場案内システムを導入していただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。

最後に、水緑景観モデル事業及び交差点改良についてでございます。
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四日市の北部の富田、富洲原地区は地盤沈下の影響も一因となり、降雨

のたびに家屋への浸水が地区のあちこちで見られました。昭和34年の伊勢

湾台風はもとより、特に昭和49年、 51年の集中豪雨により大きな被害を受

けたことは心の中に大きく残っています。以来、先輩議員の方々のご努力

もありまして、事業が大きく進められましたことにつきましては、深い敬

意をあらわすところであります。市では、富洲原、富田地区の雨水を排水

するために公共下水道計画を立て、昭和51年度、 5筑三度に事業の手始めと

して塩役運河内に鋼矢板を打ち込み、幹線水路を完成させるとともに、昭

和53年度に下流部のポンプ場建設に着手し、その後、富洲原運河下の管渠

工事を行い、昭和63年度末までに完成させることができました。現在も上

流の大矢知地域で幹線の延長工事が進められておりますが、浸水区域が大

幅に減少したものと住民は感謝をいたしているところであります。

ところで、本題に戻り、第1点目の水緑景観モデル事業についてお尋ね

いたします。

平成元年度と記憶しておりますが、富洲原地区市民センターにおきまし

て、富洲原連合自治会長はじめ地元選出市会議員の集まりました中で、雨

水1号幹線工事で埋め立てられました旧海運橋南側の広場への公園整備の

内容説明がありました。その内容は、被害時の避難広場を併せ持った公園

で、海運橋のミニスケール、モニュメント等を配し、施行年度は平成元年

度、 2年度とのことでした。その後、東側石積みは完成しましたが、いま

だ工事の資材置き場となっております。平成2年度末になり、昭和52年度

に完成しました塩役運河を暗渠化し、その運河を含めて緑とせせらぎ、噴

水等を配し、メーンテーマを鈴鹿山脈から伊勢湾に注ぐ空間を建設すると

のことでした。しかしながら、その後、目に見えた変化はありません。海

運橋南側を含めました7捻尉晨観モデル事業の目的、内容、施行年度等をい

ま一度お聞かせいただきたいと思います。

2点目は交差点の改良であります。先ほどお尋ねしました海運橋の西側
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は、県道四日市港松原線、桑名四日市線の交差点になっており、富田一色

町の小学校、中学校の通学路にもなっておりまして、車の往来が激しく、

交差点が変則になっておりまして、非常に危険な状態となっております。

6月29日、四日市北警察署幹部と地元自治会をはじめ各種団体代表と語る

会が開かれました。その席上で、 PTAの役員の方から、前々から富洲原

連合自治会から信号機の設置の要望書を提出していますが、学童の安全の

ためにも、一日も早い設置を再度お願いしましたところ、北警察署長の答

えは、今のままの交差点では信号機の設置は難しいとのことでございまし

た。根本的な交差点の改良には高潮の防波堤が支障となりますが、これを

解決するにはかなりの時間を要するものと思われます。幸いにも、交差点

に隣接して埋立地が存しております。これら埋立地を利用し、改良するこ

とによって変則交差点が改良され、信号機を設置することで児童、生徒が

安心して学校に通えることと思いますが、いかがでしょうか、お伺いいた

します。

以上、第1回目の質問を終わります。

〇議長（7囚精令郎君） 環境部長。

〔環境部長（須原賢治君）登壇〕

〇環境部長（須原賢治君） 1点目の斎場の関係のご質問に対してお答え

をさせていただきます。

北大谷斎場の改築事業につきましては、総合計画の第5次基本計画に基

づきまして、 21世紀を展望した都市施設として、周辺環境に調和した最新

式の設備を備えた近代的な斎場建設を目指して、周辺住民の深いこ理解と

ご協力を得て進めてまいりました。このたび、第1期工事といたしまして、

平成元年度より建設を進めてまいりました火葬棟と待合棟が完成に近づき、

竣工式をこの12月18日に、また、施設の供用開始を翌19日ということで予

定するに至りました。また、第2期工事として、通夜、葬儀のできる葬祭

棟の建設を平成6年度末の完成を目指して引き続き進めてまいりたいと、
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このように思っております。新斎場の業務運営につきましても、新火葬棟

の供用に合わせまして、事務部門のOA化を進め、使用手続を簡便にいた

しますとともに、火葬時間につきましても、最新式の設備を導入し、待ち

時間の短縮を図るようにしたいと思っております。さらに、職員の資質向

上にも一層の努力をしてまいりたいというふうに考えております。

ご質問のございました富田、富洲原斎場につきましてでございますが、

両斎場はご承知のようにかなり老朽化が進んでおりますし、その斎場周辺

には随分と民家も建て込んでまいりまして、周辺環境が大分変化をしてき

ております。また、維持管理の面からも、このまま存続することは大変難

しい状況になってまいってきております。しかしながら、ご指摘もござい

ましたように、両斎場の今までの経過を勘案いたしまして、当分の間、現

;，状のままで運営をさせていただきたいというふうに思っておりますが、新

北大谷斎場は、今後、葬祭棟も備えた施設となりますことから、このこと

も含めまして、両地区に対し十分ご説明を申し上げ、理解を得ながら、両

斎場跡地の活用も含めまして、地域のコンセンサスを得て、近い将来、閉

鎖の方向で進めさせていただきたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくご理解を賜りたいと思います。

°鵬長 (7燭幹郎君） 都市計画部長。
〔都市計画部長（山田稔君）登壇〕

0都市計画部長（山田 稔君） 2点目の狭陰道路について、 3点目の駐

車場整備計画については、私の方からご答弁申し上げます。

まず、狭陰道路につきましては、ご承知のとおり、幅員4m未満の道路

に面して建築物を建築する場合、一般的にはこの道路の中心線から2m後

退した線を道路の境界線とみなしまして建築を認めてきたところでござい

ます。ところが、工事が完成した時点では建物の後退線を守って建築され

ておりますけれども、何年間か経過しますと、せっかく後退していただた

いた用地の部分の所有権や維持管理につきましては、建築主に委ねられて
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いる、こういったことから、その後において、一部に門や塀や棚や石積み

等がもとの道路境界線に築造されるケースがありまして、なかなか道路が

広がってこない、こういった実情でありました。

そこで、市といたしましては、この解決を図るために、議員各位のこれ

までのご提言を踏まえまして、慎重に調査研究を重ねまして、このたび建

築主の皆様から、後退用地の所有権を市に移管していただき、道路空地を

確保しまして、道路状に整備することを定めた四日市市建築行為等に係る

道路後退用地整備要綱を先ほどの議員さんのお話のとおり、この9月の1

日に制定しまして、平成5年4月から後退用地の整備に着手してまいる予

定でございます。ご指摘のとおり、この事業は個人の権利にかかわるとこ

ろが多く、建築主の皆様をはじめ、地域住民の方々、建築関係の設計事務

所等、関係団体の方々のこ理解とご協力がぜひとも必要であることは十分

認識いたしております。したがいまして、来年4月までの間に、この事業

につきましてのこ理解とご協力を得るために、 「広報よっかいち」やビデ

ォ、パンフレット等による周知、自治会や関係団体への説明等、機会ある

ごとにこ頂照を求めるとともに、この事業にご協力いただく建築主の皆様

にご迷惑をおかけすることのないよう、執行体制を整えてまいりたいと考

えております。

次に、ご質問の四日市市建築道路台帳の対象となっていない 1.8mの接

道不良の道、赤道や農道といった土地の件につきましてでございますが、

従来から、市街化区域の中で、道路等が未整備であるため、宅地化が進ま

ない、こういった地区がございまして、この対策が大きな課題となってお

りました。基本的には土地区画整理事業や地区計画のように土地所有者が

共同して適切な土地利用の計画をつくってもらいまして、生活甚盤整備を

進めていかなければならないと考えておりますが、本年度、関係部署で構

成しました市街地整備方針策定協議会、こういった協議会を設置しまして、

良好な市街地形成を促進するための誘導策や整備手法、さらには官民の役
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割分担を明確にしました市街地整備のための指針づくりに努めておるとこ

ろでございます。今後、本指針に基づきまして、土地所有者の皆様のご協

力を求めながら、良好な宅地化対策を進めていきたいと考えておりますの

で、ご了解を賜りたいと思います。

引き続きまして、駐車場整備計画についてご答弁申し上げます。

駐車場の不足問題は本市におきましても例外でなく、継続して取り組ま

なければならない重要な課題であります。そのために、駐車場整備のため

の協議会を組織しまして、駐車施設整備に関する基本計画を本年度中に策

定することにしておりますが、この基本計画の中で、中心商業地につきま

しては、駐車場の重点整備地区として位置づけ、官民の役割分担を明らか

にしながら、駐車場整備のための具体的目標を設定する予定でございます。

ご提言いただきましたタワー式立体駐車場を第3セクターで運営してはど

うか、こういったご意見につきましても、整備方法の一つの考え方として、

この基本計画を検討する際に参考とさせていただきたいと考えております。

また、この駐車場整備に関する基本計画の策定に並行しまして、建築物

における駐車施設の附置等に関する条例の駐車施設附置基準の見直しにつ

きましても検討してまいりたいと思っております。本件につきましては、

平成5年3月議会でご審議をお願いする予定でございますので、よろしく

お願いいたします。

なお、中心市街地に今後建設される予定の大規模駐車場の建設予定でご

ざいますが、近鉄四日市駅西に設置される農協の駐車場につきましては、

平成5年度に完成の予定と聞いておりますし、建設省によって設置される

国道1号地下駐車場につきましては、平成8年度供用開始を目標に、本年

度末着工の予定と聞いております。また、中央通り地下駐車場につきまし

ては、現在、中央通り地下駐車場第3セクターの設立準備室を設置して検

討中であります。

次に、駐車場案内システムの導入でありますが、このシステムは平成3
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年12月末現在で全国37都市で導入されておりまして、とりわけ中心市街地

での駐車場の利用の偏りをなくして、駐車場の効率的な利用を促進し、円

滑な道路交通を確保する面では非常に有効な手段であると考えておりまず。

このような中で、昨日、野崎議員のご質問に対して、市民部長が若干のご

答弁をさせていただきましたが、本年度、国庫補助事業の対象といたしま

して、駐車場案内システムの導入の基本調査費が認められましたので、こ

れに係る予算の計上をこの9月議会でお願いをしておるところでございま

す。調査に当たりましては、検討委員会を設置しまして、市内の駐車伏況

の実態を踏まえ、案内対象とする区域、案内表示の方法、道路情報の提供

の方法、情報通信システムの構成、運営方法、導入時期、こういった問題

についていろいろご意見を賜りながら、市としての駐車場案内システムの

整備基本計画を策定する予定でございますので、よろしくこ頂照を賜りた

いと思います。

〇議長（水野幹郎君） 下水道部長。

□水道部長（岡田幹夫君）登壇〕
〇下水道部長（岡田幹夫君） ただいまの宇野議員の水緑景観モデル事業

につきましてお答え申し上げます。

ご質問にもございましたように、下水道工事の実施に伴いまして、埋め

立てを行った海運橋付近から旧富田ポンプ場までの間につきましては、そ

の場所が富洲原地区の三つの地区、すなわち松原地区、天力須賀地区及び

富田一色地区のちょうど真ん中に位置するところから、災害発生時などの

避難場所としての機能も持った公園緑地として整備するべく、平成元年度

に一部着工したところでございます。その後、この公園緑地の整備につき

ましては、鋼矢板7撻各として昭和52年度に工事が完了した塩役運河も含め

まして、一体的に地域の皆様が憩いと潤いを求めて散策ができるような公

園緑地として整備した方が、より一層親しまれ、利用されるものになるも

のとの考えから、この計画につきまして、建設省や三重県に陳情を重ねた
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結果、平成2年度末に富田、富洲原雨水1号幹線水緑景観モデル事業とし

て採択されたところでございます。

この事業の目的、概要につきましてでございますが、東富田町の本町通

りから富洲原地区の海運橋に至る間、延長で約 900mでございます。幅12

mから33m、面積にいたしまして約1万 8,000面の区域につきまして、現

況の雑草と張りコンクリートの水路から、せせらぎと緑の水路へと整備す

るものでございます。整備のメーンテーマは、鈴鹿山脈から伊勢湾に注ぐ

水の流れを表現することといたしておりまして、その構想といたしまして、

区域を各エリアに分け、上流から滝とか山とか森、あるいは運河とか海、

それぞれの流れのイメージをせせらぎと緑で表現しようとするものでござ

います。

具体的には、現在の矢板護岸の中にボックスカルバートを布設いたしま

して暗渠化し、その上にせせらぎをつくるとともに、水路の周辺に樹木を

植栽したり、全区域にわたって散策路を整備し、各所に憩いの空間とか、

またシェルターあるいはベンチを設置する予定でございます。また、エリ

アヘの進入道路につきましては、両岸で大体10カ所から12カ所設ける計画

でございます。総事業費につきましては、約6億 7,000万円程度と試算を

いたしておりまして、既に平成3年度におきまして、測量、設計を行うと

ともに、一部材料、ボックスカルバートでございますが、これの購入を行

い、平成4年度には上流部より約 120mの間につきまして、ボックスカル

バートの布設を行う予定でございます。来年度以降につきましては、基本

的にはまずボックスカルバートの布設を完了させ、その上に修景施設の整

備を行っていくものでございますが、先ほどご指摘のありました海運橋付

近の整備につきましては、現在、付近の下水道工事に伴う駐車場や資材置

き場などに一時的に使用いたしておりますが、過去の経過も踏まえまして、

ー 地元の方々の意見もよくお聞きいたしまして、来年度にも先行的に整備を

再開してまいりたいと考えております。
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また、この箇所でのエ期につきましては、おおむね2カ年程度を予定い

たしておるところでございます。今後とも全体事業が早期に完成できるよ

ぅ、国費の導入等につきまして強く国・県に働きかけてまいりたく考えて

おりますので、よろしくこ理照のほどお願い申し上げます。

〇議長（水野幹郎君） 建設部長。

国駆嘩環パ西田喜大君）登壇〕

〇建設部長洒田喜大君） ご質問の最後でございました海運橋西側の交

差点の改良につきましてお答えいたします。

この交差点は県道四日市港松原線と県道桑名四日市線が交差しておりま

す変則的な交差点で、大変見通しの悪い状況であります。そこで、抜本的

な改良をするためには、ご指摘のとおり長い時間を要するところでござい

ますが、従来より地元自治会から信号機の設置の要望をいただいておりま

したこともございまして、まずは信号機設置を含む暫定的な交差点の処理

を三重県公安委員会と三重県が協議をいたしまして、本年度中にできるよ

うに取り組んでいただいておるところでございます。そのために、埋立地

の用地が必要であれば、関係者のこ理解を得て安全な交差点となりますよ

ぅ、市といたしましても、関係各機関に積極的に働きかけてまいる所存で

ございますので、よろしくこ理解をお願いいたします。

〇議長（水野幹郎君） 宇野長好君。

〇宇野長好君 ご答弁ありがとうございました。お疲れのところ、 1点だ

け再質問させていただきまして、あとは要望とさせていただきます。

第1点目の富田、富洲原斎場につきまして、当分の間、暁伏のままで運

営していくということで、心から御礼申し上げます。また、将来閉鎖する

場合においては、事前に言うのではなくて、前もって地元の方たちとよく

話し合い、跡地の活用も十二分に話し合っていただきたいということを要

望しておきます。

2番目の狭陰道路の問題でございますが、来年の5月に実施の予定と聞
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き、その間、十二分に地元の地権者はじめ関係各位のPRに努めていただ

かないことには、きのうまで家が建たなかったところが、この要綱によっ

てあしたから家が建つ、そういうような不満もあることだろうと思います

ので、よく PRしていただきたいと思っております。また、実施されまじ

たら、時々この質問をさせていただきたいと期待しています。よろしくお

願いします。

駐車場の整備の問題でございますが、私たち先月、環境問題対策特別委

員会で、川崎市に視察に訪問した際、物すごく暑い日で、市役所から暑い

なということで出てきたところ、前にお年寄りの方が両手にいっぱい荷物

を持って、汗をかきながら歩いている姿を見まして、少し行くと、駅に通

じる地下道がありまして、そこへ入りましたところ、非常にクーラーもき

いて、そのおばあさんがほっとしたような顔をして歩いていきました。途

中、地下道を利用し、駅の方へ歩いていきましたら、物すごくエアコンが

きいて、僕らも快適であった。その中で皆さんと、四日市もこういうのが

あったらいいんじゃないかなと話し合ってきたのでございますが、そこで、

今回、中央通りに計画しています駐車場を建設する際に、地下街とは申し

ませんが、せめて駅から市役所まで、四、五mの道路で地下通路があれば、

雨の日も風の日も、寒い日も暑い日も、気分よく役所ヘ一般市民の方が用

事を……。市街所まで連絡地下通路を併設した複合的な施設にすれば、道

路用地の効果的な活用にもつながることになり、また市民の方も市役所に

来るのが楽になり、市民サービスになると考えますが、いかがお考えです

か、この1点だけ再質問させていただきます。

また、水緑景観モデル事業も平成元年度ということで大分遅れています

し、また、 900mのうちの 120mだけだということで、工事があり、駐車

場とか荷物置き場にしなきゃならぬことはよく理解しておりますが、一日

も早い実現をお願いしたいと思います。

それと、先ほど建設部長のお話どおり、今年度中に変則交差点を改良し、
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信号機を設置するよう働きかけると、うれしいお言葉をいただきましてあ

りがとうございます。この通りが事故の多発地であり、子供たちの通学路

に非常に危険であると、 PTAの方たちは毎日のように子供たちの登校、

下校を当番制で見守っているという状況でございます。一日も早く設置を

お願いします。中央通り地下駐車場の駅から役所までの通用路についての

質問だけで、あとは全部要望とします。

〇議長 (7悶膊令郎君） 計画推進部長。

0計画推進部長（馬淵則昭君） ただいま議員の方から、中央通り地下駐

車場に地下通路を併設してはというご提言をいただきまして、ありがとう

ございます。ご提言のありました地下通路を一般的に見ますと、今ご提言

では市役所と近鉄四日市駅間というご提言でございますが、周辺には今現

在再開発事業を進めている段階でございまして、地下通路そのものの問題

としては、まず防犯管理上の問題とか、いろいろ管理運営面でもございま

す。そういった問題もございますし、どことどこを連絡する地下通路にし

たら一番中心部の活性化にベターかということも併せ考えていかなければ

いけないと思っております。したがいまして、今後、現在周辺で計画中の

再開発事業との絡みの中で研究していきたいというふうに考えております

ので、ひとつよろしくこ理解していただきたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 宇野長好君。

〇宇野長好君地下駐車場は大体1台 1,000万円か 2,000万円かかる。本

来なら別個につくっていただきたいですが、近鉄四日市駅東商店街の活性

化のためにするということで、せめて通用路だけはぜひとも実現していた

だきたい、再度重ねてお願いします。

〇議長 (7阻男幹郎君） 暫時、休憩いたします。

午後1時47分休憩

午後2時3分再開
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〇議長（水野幹郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

小井道夫君。

〔1j~道夫君登壇〕

0小井道夫君初めに一言申し述べさせていただきますことをお許しいた

だきたいと思います。私は過ぐる21年余の間、日本共産党所属の市会議員

としで活動してまいりましたが、いろいろ考えるところあって離党し、去

る8月18日以降、いずれの会派にも属さない無所属議員となりました。離

党即議員辞職というのが一つの筋道であることは承知しておりますが、後

援会をはじめご支援くださる皆様のご意見を伺う中で、あえて議員にとど

まって市勢発展のために挺身する道を選びました。私は一市会議員として

微力ではありますが、地方自治の理念に基づく民主的な市政を確立し、市

民福祉の充実した安全で住みよい豊かな四日市を実現するために、いささ

かでも貢献できるよう全力を挙げて頑張ってまいりたいと思っております。

この場をおかりいたしまして、ご臨席の皆様をはじめこれまでにお世話に

なりました皆様に厚く御礼を申し上げますとともに、これからもより一層

のご厚誼、ご協力のほどお願い申し上げます。

それでは、通告事項について質問させていただきます。

まずは、障害者、高齢者をはじめ歩く人に優しい道づくりの積極的な推

進についてであります。最近、私のところに障害者、高齢者、小さい子供

を持つ親御さんから相次いで、市内の人の歩く道が大変歩きにくく危険な

ところが多いので、市に対して歩く人に優しい道づくりに真剣に取り組む

よう求めてほしいとの苦情や要望が寄せられました。

そこで、ふだんはごく近いところへ行くにも自動車を利用して余り歩か

ないために、実情にうとくなっている私は、この際、自分の足で確かめて

みようと、実際にあちこちを歩いて調べてみたわけであります。その結果、

特に幅員が狭く、歩車道が分離されていない、しかも自動車交通の多い道

路はもとより、車道と分離されている歩道でさえも通行に危険な状態が随
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所に数え切れないほどあり、その対策、整備が急務であることを思い知ら

された次第であります。

その幾つかの例として、東阿倉川5号線、三重橋垂坂線、西新地久保田

線、さらに中央通りと三滝通りの交差点、いわゆるロータリー四方の横断

歩道については既に市当局に調査と必要な対策の早期実施をお願いしてい

るところでありますが、果たしてどのように取り組んでいただけるのか、

お伺いをいたします。

ところで、さきに述べましたように、歩く人にとって危険な道路は今例

示したところだけでなく、市内全域にわたって数多くあります。確かに近

年、市当局は道路整備に努力され、道路舗装の積極的推進をはじめ、諏訪

新道通り、新町通りの歩道、中央通りの一部歩道や国道筋の中央通りから

柳通りの至る間の歩道の電気、電話のケープル地中化を含めた整備の実現、

さらには諏訪西通りのリニューアルプランの具体化など、景観形成と合わ

せて、歩きやすい道への整備に向けた努力も払われつつあります。

しかし、本市の道路行政は、全体的に見ると、国家的プロジェクトの第

2名神、東海環状自動車道、北勢バイパス等への対応や、富田山城線の無

料化、市内都市計画街路等の幹線道路の整備という、いわば自動車交通の

ための基盤づくりや深刻な自動車交通の渋滞解消が大きな課題となってい

ることとかかわって、そうした対策や事業に追われ、道路機能の一番の基

本である歩く人に優しい道づくりに対する取り組みに大きな弱点があるの

ではないかと思われてなりません。

歩く人に優しい道づくりは、言うまでもなく、歩くことに種々のハン

ディを持つ障害者や高齢者あるいは小さな子供たちが安全に利用し、通行

できるようにすることを基本に置かなければならないと思います。ことし

はちょうど、国連障害者の10年の最終年に当たり、国の指導においても、

障害者などハンディを持つ人たちの社会への完全参加と平等、移動の自由

の実現のために、その重要な基盤の一つとしての道路やまちづくりについ
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ても、今後より一層の施策の充実強化を図るよう求めてきているところで

あります。また、急ピッチで進行している高齢化社会への的確な対応とい

う面からも、高齢者が安心して歩ける安全で歩きやすい道づくりは、欠く

ことのできない、しかも差し迫った重要課題となっていると思います。こ

の際、本市が歩く人に優しい道づくりを道路行政の基本に据え、重点施策

として位置づけるとともに、これまでの施策と現状を総点検し、少なくと

もここ三、四年のうちに市内の主な道路、なかんずく幅員が狭く、歩車道

が分離されていない、しかも多数の自動車交通や人の通行がふくそうする

道路や、既に車道と分離されている歩道をだれも安全で歩きやすいように

するための整備を積極的に推進していただきたいと思いますが、市当局の

お考えはいかがか、お尋ねをいたします。

さらに、本市の福祉環境整備指導要綱の問題についてお尋ねをします。

本市の道路は同要綱の福祉環境整備指導基準にせっかく定められている基

準が守られていないところが多くあります。せっかくの福祉環境整備指導

基準を空文に終わらせず、同基準を厳守し、基準に合致しないところの改

良を行うとともに、同基準の道路等に関する一般構造には歩道のない道路

については何の定めもないことから、この点を見直し必要な基準を設けて

いただきたいのでありますが、いかがお考えか、お尋ねをいたします。

次に、市立羽津保育園問題についてお尋ねをいたします。

第1は、保育園児の送迎時における自動車の駐停車場の早急な確保につ

いてであります。市当局も既にその必要を認めておられると思うのであり

ますが、その実現について市当局はどのように対処しておられるのか、お

伺いをいたします。

第2は、保育室の増設と就学前の5歳児の4歳児との混合保育回避につ

いてであります。羽津保育園は毎年入園希望が多く、この数年来の措置率

は 100％あるいはそれに近い率で、市立保育園全体の中でも最も高い状況

が続いております。羽津地区内では住宅建設が盛んであり、保育園入園希
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望者の一層の増加が確実視されており、現に不足している保育室を常設す

ることが急務となっております。本年も保育室が不足していたがために、

就学前の5歳児45名のうち15名を4歳児と混合保育する措置をとったこと

から、入園した日に初めてそのことを知らされた父母たちが怒って、園、

市当局との間で紛糾したのであります。この事態収拾のときに、市当局は

父母に対して、保育室の増設の努力とともに、就学前の5歳児は4歳児と

混合保育とならないようにする旨の約束をされたと解しておりますが、以

後、その実現のためにどのような取り組みをしておられるか、お尋ねをい

たします。

第1回目の質問を終わらせていただきます。

〇議長 (7悶精令郎君） 建設部長。

鴫疇長（西田喜大君）登壇〕

〇建設部長侮田喜大君） 第1点目のご質問の問題につきましてお答え

いたします。

ご指摘の三重橋垂坂線など既に歩道がございます道路につきましては、

歩道整備につきまして、歩道内に電柱があるところや、側溝ぶたあるいは

舗装の悪い箇所が見受けられるところでございます。したがいまして、歩

道の有効利用を図りますよう、路面の整備、側溝ぶたの改良、段差切り下

げ等につきまして、危険な箇所よりJI豚欠整備し、電柱等につきましては、

今後、占用者と協議をいたしてまいる所存でございます。

次に、東阿倉川5号線など歩道のない狭陰道路の安全確保についてでご

ざいますが、側溝ぶたの設置、電柱の移設等は考えており、地域の方々と

調整の中で歩行者の多い区間、交差点等危険箇所より、整備をしていきた

いと考えております。

既存市街地の中で特に人家が連檜しております狭陰な道路におきまして

は、歩道を設置するスペースの確保が不可能でございます。そういうこと

から、根本的にはこういった狭陰道路への車両の流入を緩和することが必
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要であるかと考えるわけでございます。そういうことで、都市計画道路等

の幹線の道路整備も進めなければならないと考えておるところでございま

す。また、道路を新設、改良する場合は、福祉環境整備指導要綱を適用し

て整備しているところでございますが、既存歩道の整備、修繕に際しまし

ても、福祉部と協議、調整を図り進めておるところでございます。また、

歩道のない道路の基準につきましても、今後福祉部と調整をしてまいりた

いと考えております。いずれにいたしましても、歩打者の安全確保につき

ましては、さきに述べましたように、それぞれの手法をもちまして、今後

より一層整備に努めてまいりたいと考えております。

次に、中央通り交差点の安全性につきましては、視覚障害者用の信号機

の設置が一般的iこ考えられますが、現在の道路形態では信号機の設置は困
難な状況であります。しかしながら、近くには老人福祉センターもあるこ

とから、この福祉センターを利用される方々とガイドヘルパー制度の利用

などにつきましてご相談を申し上げますとともに、安全に渡れるような方

策につきまして、関係者の皆様と協議をしてまいりたいと考えております。

〇議長 (7悶精令郎君） 福祉部長。

〔福祉部長はさt一美君）登壇〕
〇福祉部長は井-妾逹t) 羽津保育園につきましてお答えいたします。

年度当初、保護者の方々の考え方と園の決定について問題が生じました

が、その後5カ月を経過しました現在、園の方針に対しまして保護者も理

解を示され、子供たちも楽しく園生活を送っているとの報告を受けており

ます。クラス編成につきましては、年齢別最低基準の趣旨を十分尊重し、

努力しておりますが、入園申し込み伏況、措置状況等により、異年齢児と

のクラス編成がやむを得ぬ場合もあります。このような場合には、事前に

保護者の理解を得られるよう、手続をとってまいりたいと考えております。

また、人口増に伴う施設整備につきましては、措置児童数と施設内容等、

種々の条件を勘案し、対応してまいりたいと考えております。
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次に、モータリゼーションの発達に伴いまして、保育園の送迎が現在ほ

とんど自家用車利用になっております。送迎用自動車の転回用地及び駐車

疇に不自由を来している保荊園も多くあります。羽津保育園につきまし

ても、用地の確保等に困難さがありますが、今後その確保について努力し

てまいりたいと考えておりますので、よろしくこ理解を賜りたいと思いま

す。

〇議長（水野幹郎君） 小井道夫君。

〇小井道夫君お答えありがとうございました。

歩く人に優しい道づくりの問題ですが、現在のそういう幅員が狭い、自

動車交通や人の通行のふくそうするところの道路、あるいは既に歩道に

なっているところでも、実態がどうなっているか、それを整備することが

急務であるのかないのか、根本的な認識はどうなんでしょうか。幾つかの

路線の例を申し上げたわけですけれども、全市的にそういうところが非常

に多いという私は認識であるとともに、道路行政の基本、道路づくりの基

本は、やはり歩く人が歩きやすいように、とりわけ高齢者や障害者、小さ

い子供が歩きやすいようにするということが基本に置かれなければならな

ぃ。この基本を置くということについて、十分踏まえておみえになるのか

どうか。現状を見ますと、大変歩きにくい、危険な道路がいっぱいある。

この点の基本姿勢が弱いのではないか。現状もどれだけ認識してみえるの

か。本当に人に優しい道をつくるということを基本姿勢に置いて、現状を

見て大変だなということを十分認識してみえれば、従来の延長線上でのお

答え、施策の対策のお答えではなしに、もう少し積極的な方向というもの

が、市の全体の問題箇所の整備に向けて、全体の計画といいますか、構え

といいますか、そういうものをお答えいただいてしかるべきではないかと

いうふうに思いますが、その点、お聞きしておきたいと思います。

それから、羽津保育園のことですけれども、保育室の不足の問題につい

て、前向きに検討していただくんですか。どうも今のお答えでははっきり
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しておりません。ですから、保育室の増設問題について、いまひとつ明確

にお答えをいただきたい。もう既に保育園児の措置率の状況から、周辺の

住宅建設状況から、保育室が足らなくなってきていると、こういうことは

明らかなわけです。その辺の認識はまだなさっていないでしょうか。もう

少し明確に増設に向けた努力をどう考えておみえになるのか、明らかにし

ていただきたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 建設部長。

〇建設部長西田喜大君） ただいま本市の道路施策として、国家プロジェ

クトの方に力を入れ過ぎではないかと、また生活の道路について配慮が足

らないのではないかというようなご質問と思いますが、本市といたしまし

ては、こういう国家プロジェクトの道路も大変必要でございます。交流ネッ

トワークの強化等の問題もありまして、これも必要でございます。また、

ご質問にもございましたように、現在の四日市の道路状況は非常に悪い状

況でございます。私どもも反省しなければならない点も多々あるわけでご

ざいます。快適な生活環境の創造ということで、思いやりとゆとりのある

道路、みんなが安心していける道路と、こういった面につきましても、今

後とも力を入れてまいりたい、こう考えておりますので、よろしくこ理解

願いたいと思います。

〇議長 (7は野幹郎君） 福祉部長。

〇福祉部長は胡：—美君） 保育室の増設につきましては、現在のところ

年々、措置児童数申し込み状況等が変わっておりまして、その中で羽津地

区におきます幼稚園、保育園との絡みがございまして、現在のところ考え

ておりません。

0議長 (7は野幹郎君） 小井道夫君。

0小井道夫君歩く人に優しい道づくりに力を入れたいということですが、

ぜひ入れていただきたいですが、ただ従来のような事業、予算の面一つと

りましても、そのような枠の中では、言われることは具体的に進まないわ
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けで、思い切ってこれを重点施策の一つにして、大きく前進させる、そう

いうものを特に3年ないし5年をかけた計画で全市的に是正をしていく、

直していく、改良していく、こういう計画を具体的に打ち出すことによっ

て、その力の入れぐあいを示していただきたいと思います。

それから、羽津保育園の保育室の増設問題は考えていないということで

すが、非常に残念です。今後、なおいろいろな機会を通して訴えてまいり

たいと思います。ありがとうございました。

〇議長（水野幹郎君） これをもって一般質問を終了いたします。

日程第2 議案第86号ないし議案第 113号

〇議長 (71<J男幹郎君） 日程第2、議案第86号平成3年度四日市市立四日

市病院事業決算認定について、ないし議案第 113号字の区域の変更につい

ての28件を一括議題といたします。

これより質疑に入ります。

この際、報告をいたします。小井道夫君から質疑を取り下げる旨の申し

出がありましたので、ご了承を願います。

順次発言を許します。

佐野光信君。

〔佐野光信君登壇〕

0佐野光信君議案第97号四日市市の休日を定める条例の一部改正につい

て並びに議案第98号四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関す

る条例の一部改正について、関連してお尋ねをいたします。

完全週休二日制導入のための関係規定の整備を行おうとするものでござ

いますが、先日来の答弁では、実施時期が明確にされておりませんでした。

議案を出すからには、実施時期は一定の目安を持って提案をされているの

ではないかと思います。いかがでしょうか、再度お尋ねをしたいと思いま

す。
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それと同時に、完全週休二日制実施について、人員は増やさない、経費

は増やさない、サービスも低下させない、大変矛盾した三無主義で進めら

れようとしておりますが、本当に完全週休二日制が実現可能なのでしょう

が必要なところには人員を増やして実現を図らなければ、過重労働やサー

ビスの低下を招くのではないでしょうか。人員の採用計画は一体どうなっ

ているのでしょうか。あるいは、病院の病棟、保育園等において住民サー

ビスに直接かかわる問題です。具体的にどう進められようとしているのか、

お尋ねをいたします。

議 101号四日市斎場条例の一部改正についてお尋ねします。

今回、斎場が改築されたために、使用料の改定を行おうとするものです

が、使用料が 2:000円から 5,000円に値上げされておりますが、根拠につ

いてお尋ねをいたします。待合室と霊安室の使用料に消費税をかけようと

しておりますが、一体消費税分は幾らになるのか、お尋ねをしたいと思い

ます。

0麒 (7虹辮郎君） 鰤輝張。

〔総務部長（鵜飼滋君）登壇〕

〇総務部長（鵜飼滋君） ご質疑にお答えをいたします。

今回の完全週休二日制の導入に対しまして、昨日来申し上げております

ように、市の基本的な方針といたしまして、人は増やさない、経費の負担

増は伴わない、なおかつ行政サービスは低下させない、そういったことを

基本として進めているわけでございます。いわゆる三無主義と、こういう

ことでございます。しかしながら、昨日も申し上げたように、そうは申し

ましても、勤務の実態から見て、極めて厳しい職場も幾つかあるわけでご

ざいますので、そういったところについて、現在、業務執行体制の見直し

あるいは整備を該当の職場と調整協議を図っているところでございます。

そういった結論がまとまれば、それなりの対応は考えていかなければなら

ないのではないか、こんなふうに考えておるわけでございます。
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また、実施時期についてお話があったわけでございますけれども、今申

し上げたように、一つは、業務執行体制の問題について鋭意検討を進めて

おるということと同時に、一方で、今後週休二日制を導入するに際しまし

ては、住民の方々に対する理解と協力、そのことが極めて重要なことであ

るわけでございますので、そういった周知期間も大事なことでございます

ので、今申し上げたような諸条件を見きわめた上で実施をしていきたい、

こう考えておるわけでございます。

なお、詳細につきましては、委員会の方でご説明を申し上げてご審査を

賜りたい、こう考えておるわけでございますので、よろしくお願い申し上

げたいと思います。

0麒 (7燭幹郎君） 環境部長。

〔環境部長復届原賢治君）登壇〕

0環境部長（須原賢治君） 四日市市斎場条例の一部改正についてお答え

を申し上げたいと思います。

かねてより建設を進めてまいりました新斎場につきましては、全国的に

も、先ほど申し上げましたように、誇ることのできる立派な施設となり、

工事費も第1期工事として火葬棟、待合棟などの建設段階でも既に40億円

を超えておるというような状況でございます。斎場の使用料というものは、

単に受益者負担の原則から算出するものではないというふうに承知をいた

しておりますが、諸物価力高騰する中で、昭和57年から現在まで、その観

点の中で据え置いてまいったわけでございますけれども、基本的には使用

料というものは時代に合った適正なものであるべきであるというふうに考

えておるところでございます。

したがいまして、今般お願いをいたしております使用料につきましては、

新たに改築などをした県内外の斎場使用料を勘案いたしまして設定させて

いただいたものでございまして、おおむね燃料費相当となっておりますと

いうことでこ理解をお願いしたいと思います。
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それから、会議室と待合室につきましては、今回、使用料をいただくこ

とになっておりますが、火葬使用料には消費税は当然かけておりませんけ

れども、待合室につきましては、他の市の施設と同様の扱いとさせていた

だいておりますので、使用料に3％の消費税をかけさせていただいたとい

うことでございます。幾らになるかということにつきましては、今すぐに

ここで計算できませんので、お許しをいただきたいと思います。

0麒 (7燭幹郎君） 佐野光信君。

〇佐野光信君答弁をいただきましたけれども、議案第97号、 98号に関し

ては、委員会で十分審査をしていただくとーいうことでございますので、ひ

とつ過重労働にならないように、あるいはサービス低下にならないように、

そういう立場で審査をしていただきますようお願いをしたいと思います。

二つ目に、斎場の問題でございますが、斎場というのはだれしもが最後

には必ず世話にならなければならないところですし、長らく四日市の市民

として税金を納めていただいたということからするならば、値上げ分、私

の試算では今年度で 150万円ぐらい、通年でも 540万円程度ということで

ございますので、使用料改定の論議の中で据え置きにするとか、そういっ

た論議が検討されなかったのかどうか、お尋ねをしたいと思います。

それと、消費税については内税にするとか、あるいは取らないようにす

るとか、そういう検討もなされなかったのかどうか。使われる方も大変少

ないのではないかと、こう思うわけですし、その点についてお尋ねいたし

ます。

〇議長（水野幹郎君） 環境部長。

〇環境部長（須原賢治君） 当然のことながら、こういう改正をさせてい

ただくに当たりましては、火葬料金の適正料金、据え置きも含めまして、

どれだけにしたらいいかというようなことは、先ほど申し上げたようなこ

とも考えました。それから、消費税につきましても、ただ単に自動的にか

けたわけではございませんので、いろんな検討の段階でそういう結論を得
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たということでございますので、こ酒禦をいただきたいと思います。

〇議長（水野幹郎君） 橋本茂君。

〔橋本茂君登壇〕

〇橋本茂君議案第87号の平成3年度四日市市水道事業決算認定につい

て、 2点ほどお伺いをいたします。

1点目ですが、 3年度の決算の結果、黒字として当年度純利益が 8,371

万6,156円計上され、前年度からの繰越利益剰余金の累積は3億4,000万円

強となり、うち 420万円を減債積立金にして、残る3億3,609万7,126円が

翌年度繰越利益剰余金とされました。水道事業は公営企業ですから、この

黒字分は適切な形で市民への還元を行うべき金額だと考えますが、なぜこ

れだけの黒字額を3年度は繰り越しにしたのか、お尋ねをいたします。

2点目ですが、決算書には 500万円以上の工事請負契約が重要契約の要

旨として82件記載されておりますが、このうち東海興業株式会社が5件の

契約をしたと報告されています。ご承知のように、東海興業株式会社の代

表取締役は本市議会の大谷茂生議員でありました。しかも、 3年度は大谷

議員が産業公営企業委員会に所属しておって、水道事業の予算、決算及び

諸施策を審議する立場にあったわけであります。そうしますと、私ども既

に市長に申し入れをいたしましたが、地方自治法第92条の2、関係私企業
の禁止制限条項や、同じく第 117条の議員は議員の従事する業務に直接の

利害関係のある事件については、その議事に参与することができない旨の

条項にはっきりと抵触するのではないでしょうか。市水道局の工事請負契

約での指名入札発注の根幹にかかわる問題としてお尋ねをいたします。

0麒 (7暉幹郎君） 饂事業鶴者。

〔水道事業管理者償蒻看樹君）登壇〕

〇水道事業管理者（栗本春樹君） 2点ほどご質問をいただきました。お

答えをさせていただきます。

まず、こ理解を深めていただきますために申し上げたいことは、水道事
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業というものは、既にご承知おきいただいておりますように、現行の事業

は平成2年度から平成5年度まで、この期間、 4カ年の計画として事業運

営がなされておるわけでございまして、これに基づきまして現行の水道料

金に改定をさせていただいておるということは既にご承知おきのとおりで

ございます。また、水道料金につきましては、消費税の問題等につきまし

ても、転嫁を見送っておりますこと等から、財政計画そのものにつきまし

ても、この期間中において、かなり最終的には多額の資金不足が生じるこ

とが当初予想されておる状況でございます。非常に厳しい状況であるとい

うことにつきまして、まずこ理解をちょうだいいたしたいということでご

ざいます。しかし、これまでの事業運営につきましては、平成2年度、さ

らには平成3年度の実績で明らかでございますように、給水需要が当初計

画を大きく上回ったことによりまして、水道料金も大幅に増収したという

こと、さらには、高金利の料金、これも大幅に増収の原因ということになっ

たわけでございます。

したがいまして、財政計画との関係におきましては、財政状況は確かに

ご指摘のとおりに好転をしてまいりました。しかし、それでもなお、平成

4年度の当初予算では、これまたご承知おきいただいておりますように、

収益的収支におきまして約1億 7,100万円の決算金の計上となっておると

ころでございますし、 4条関係、つまり資本的収支における資金の過不足

につきましても、当該年度の内部留保資金で補てんしてもなおかつ約2億

円の資金過不足力吐出る、こういう状況にあるということでございます。

さらには、平成5年にいきますと、将来の負担の増高に対処するために、

これまでに引き当ててまいりました退職引当金の一部をも取り崩さなけれ

ば予算編成ができない、こういう極めて厳しい状況にあるということにつ

きまして、まずこ理解いただきたいと思うわけでございます。

そこで、平成3年度の決算でございますが、ご指摘のように、 8,371万

6,000円の純利益決算となったわけでございます。これに前年度からの繰
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越剰余金も加えまして、約3億 3,600万円、これを翌年度へ繰り越しをす

るものでありますが、これも先ほど申し上げましたように、この企業会計

というのは単に単年度の営業成績をもって判断するということではなく、

一つの財政計画期間中における収支がどういうふうになるかということに

つきまして、含めてこれをこ百濾をいただきたいということでございます。

したがって、先ほどの受益者へ、もうかったんだから還元したらどうか、

こういうご意見でございますけれども、極めて資金繰りが困難な状況にあ

る、こういうことでひとつこ理解をちょうだいをいたしたいというふうに

思います。

それから、 2点目の問題でございます。これにつきましては、先ほど、

議員の兼職禁止の問題、さらには議員の除斥の問題でのご指摘かと思うわ

けでございますが、私どもは一般論として申し上げますけれども、この二

つの問題については、管理者として答えるべき、関与する問題ではないと

いうふうに思っておるところでございまして、水道局の公認業者としての

扱いについては、正当に手続をされて入札に参加をしておる、こういうこ

とでひとつこ理解をちょうだいしたいというふうに思います。

〇議長（水野幹郎君） 橋本茂君。

〇橋本茂君 1点目ですが、ー昨年の料金改定後の財政計画の進行状況、

それから今年度あるいは来年度、赤字になっていくという見通しが厳しい

ということもよく承知しているわけでありますけれども、財政計画の中身

で、これは所轄の委員会でもよく議論していただきたいわけですけれども、

高い県水を受け入れている、そういう費用をそのままにしておく財政計画

であるならばそうでありましょうし、赤字に対して一般会計からの繰り入

れを全くしないということであればそうでしょうけれども、そういった問

題を根本的に見直していく、あるいは県との交渉もありましょうし、内部

での検討もありましょうけれども、そうすれば、当然財政計画の中身自体

が変わってきて、赤字を克服できる条件も生まれてくるわけですから、そ
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ういう推移をどうつくっていくのかということで、私はすぐに単純に市民

にお金を返しなさいと言っているわけではございません。長期にわたって

今の料金を維持していくということも、長い目で見て市民に還元していく

内容になるわけですから、この黒字を生かしていかなきゃならぬ。今年度、

来年度の赤字で消えてしまうような黒字では困る。せっかく水道局の職員

の皆さんがこ努力いただいた結果として出てきた黒字分でもあることはよ

＜承知しているわけですから、そういう点、よく論議をしていただく、財

政計画の検討にしていただきたいということを問題提起しておきたいと思

います。

2点目は、今後こういった、地方自治法に抵触するのではないかなどと

私が議会で取り上げなきゃならぬような、業者への厳正な対処を求めてい

ただきたい。

〇議長（水野幹郎君） 橋本茂君に申し上げます。

発言が、議案質疑の範囲を越えておりますので注意いたします。

0橋本茂君以上で終わります。

〇議長（水野幹郎君） これをもって質疑を終結いたします。

本件を、お手元に配付いたしました付託議案一覧表のとおり、それぞれ

所管の常任委員会に付託いたします。

日程第3 議案第 114号工事請負契約の締結について及び議案第 115

号工事請負契約締結について

〇議長（水野幹郎君） 日程第3、議案第 114号工事請負契約の締結につ

いて及び議案第 115号工事請負契約の締結についての2件を一括議題とい

たします。

提案理由の説明を求めます。

市長。

〔市長 (jJu藤寛嗣君）登壇〕
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〇市長 (:JJ0藤寛嗣君） ただいま上程されました各議案についてご説明申

し上げます。

議 114号及び議案第 115号は、いずれも工事請負契約締結議案であ

りまして、雨池2号幹線水路築造工事及び羽津汚水1号幹線下水管渠布設

工事についてそれぞれ指名競争入札により請負契約を締結しようとするも

のであります。どうかよろしくご審議いただき、議決賜りますようお願い

申し上げます。

〇議長（水野幹郎君） 提案理由の説明は、お聞き及びのとおりでありま

す。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶものあり〕

〇議長 (7悶野幹郎君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

本件を総務委員会に付託いたします。

なお、各常任委員会は、明日午前10時から開会されますので、念のため

申し上げます。

〇議長（水野幹郎君） 次に、今定例会において受理いたしました請願は、

お手元の文書表のとおりであります。本件をそれぞれ所管の常任委員会に

付託をいたします。

陳情につきましては、 1件提出がございました。お手元に文書表を配付

しておりますので、ご了承を願います。

〇議長（水野幹郎君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

次回は9月17日午後2時から会議を開きます。

本日はこれをもって散会をいたします。

午後2時44分散会
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〇議事日程第5号

平成4年9月17日（木） 午後2時開議

第1 議案第86号ないし議案第 115号 ……………… 委員長報告・質疑

討論・採決

第2 議案第 116号ないし議案第 118号 …………………… 説明・質疑

討論・採決

議 116号教育委員会委員の任命について

議 117号固定資産評価審査委員会委員の選任について

議 118号人権擁護委員の推薦について

第3 委員会報告第4号請願の審査結果について…………採否決定

第4 発議第9号及び発議第10号 …………………………… 説明・質疑

討論・採決

発議第9号国民の祝日「海の日」制定に関する意見書の提出に

ついて

発議第10号第11次道路整備五箇年計画策定に関する意見書の提

出について

第5 発議第11号「道路整備の推進」に関する決議についで••説明・質疑

討論・採決

第6 常任委員会の閉会中の継続調査について

0本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

〇出席議員 (40名）

青山弘忠

小井道夫

石川勝彦
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市川悦子

市川正徳

伊藤正数

伊藤雅敏

伊藤正巳

宇野長好

大島武雄

大谷茂生

小川政人

川村幸善

喜多野 等

久保博正

長谷川昭雄

日置記平

藤井浩治

古市元一

堀内弘士

益田 カ

水野和子

水野幹郎

毛利道哉

森 真寿朗

〇欠席議員 (1名）

小林博次

勇

次

久

信

生

武

行

睦

馬

正

二

洋

和

茂

蔵

正

晃

光

憲

俊

廣

数

忠

憤

平

増

原

口

藤

野

川

中

中

口

井

田

森

崎

呂

本

本

桑

坂

佐

佐

瀬

田

田

谷

土

豊

中

野

野

橋

橋

0出席議事説明者

市長

助役

助役

収入役

調整監

市長公室長

計画推進部長

総務部長

財政部長

市民部長

福祉部長

商工部長

農林水産部長

嗣

雄

助

男

夫

美

昭

滋

夫

次

美

夫

悟

寛

宣

武

道

徹

一

則

龍

廣

一

正

藤

藤

山

利

川

木

淵

飼

木

畑

井

津

田々

加

加

奥

毛

石

鈴

馬

鵜

佐

小

大

米

鎌
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環境部長

都市計画部長

建設部長

下水道部長

消防長

消防次長

病院事務長

水道事業管理者

水道局次長

治

稔

大

夫

隆

之

樹

和

賢

喜

幹

淳

博

春

弘

原

田

田

田

村

口

本

本

所

須

山

西

岡

島

谷

光

栗

別

ただいまの出席議員数は40名であります。

本日の議事につきましてはお手元に配付いたしました議事日程第5号に

より取り進めますので、よろしくお願いをいたします。

長

長
次

育

育

教

教
丹羽 武

服部美次

代表監査委員 樋尾 裕

0出席事務局職員

事務局長 長谷川昭彦

参事兼議事課長 伊藤千秋

議事課長補佐 福島和幸

主幹兼議事係長 玉田耕士

主 幹 井上紀久夫

主 幹 水谷正昭

午後2時2分開議

〇議長 (7悶野幹郎君） 議員の皆様方におかれましては、残暑大変厳しい

折、大変こ君労さまでございます。

これより本日の会議を開きます。．
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日程第1 議案第86号ないし議案第 115号

〇議長（水野幹郎君） 日程第1、議案第86号平成3年度四日市市立四日

市病院事業決算認定についてないし議案第 115号工事請負契約の締結につ

いての30件を一括議題といたします。

本件に対する委員長の報告を求めます。

まず、総務委員長にお願いをいたします。

豊田忠正君。

〔総務委員長（豊田忠正君）登壇〕

〇総務委員長儘田忠正君） 総務委員会に付託されました関係議案につ

きまして、当委員会の審査の経過と結果をご報告いたします。

議 88号平成4年度四日市市一般会計補正予算 OO1号）の関係部分
及び議案第95号平成4年度四日市市公共用地取得事業特別会計補正予算

（第1号）の2議案については、別段異議はありませんでした。

議案第97号四日市市の休日を定める条例の一部改正について及び議案第

98号四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部改

正については、四日市市に完全週休二日制を導入するに当たり、関係規定

を整備しようとするものでありますが、本件は市民生活に直接影響を与え

る重要な問題であるだけに、各委員から活発な意見が交わされたのであり

ます。

理事者からは、 「先進諸国から日本人は働き過ぎとの厳しい批判がある

中で、我が国の国際的公約である総労働時間 1,800時間の達成に向けて、

昨年度の人事院勧告で国家公務員の完全週休二日制の早期実施を求める勧

告が出されたことを受けて、国家公務員は本年5月から、‘三重県は本年8
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月から既に完全週休二日制を実施している。制度の実施に当たっては、人

員は増やさない、経費は増大させない、住民サービスは低下させないとい

う、いわゆる三ない主義を原則としていくが、一部の部局において例外的

に増員を余儀なくされることもやむを得ないと考えている。また、実施時

期については今後詰めていくことになるが、市民への周知や関係部局との

調整にも日時を要することから、現時点では本年12月実施を目標としてい

る」との説明がありました。

これに対して委員からは、実施時における住民サービス全般にわたって

までは具体的な対応策が決まっておらず、また四日市地域内の事業所の実

施率が25％程度！ことどまっている中での完全週休二日制導入については、

市民の理解も得られにくいのではないかとの意見も出されたところであり

ますが、当委員会といたしましては、完全週休二日制の実施が世の中の大

きな流れであるところから、その実施についてはやむを得ないものである

と判断し、市民本位の行政サービスを維持していくことを大前提として、

今後各職場において事務事業の徹底的な見直しを図る一方で、市立病院、

消防、福祉部門等人員増の必要な職場にはその手当てをしていくとともに、

特に窓口業務等における行政サービスについて早急に検討を行っていくよ

う強く要望した上でこれを了といたしました。

そのほか、休日に出勤した職員が振り替え休日を取った場合の時間外勤

務手当について意見がありました。

議案第99号四日市市職員賞じゅつ金条例の一部改正について及び議案第

100号四日市市消防団員賞じゅつ金及び殉朦者特別賞じゅつ金条例の一部

改正についての2議案については、国の消防表彰規程の改正に伴い、市職

員と消防団員に支給する賞じゅつ金の額を引き上げようとするものであり、

別段異議はありませんでした。

次に、議案第 101号四日市市斎場条例の一部改正については、現在改築

工事中の北大谷斎場が本年12月から供用を開始するに当たり、使用料の改
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定等規定の整備を図ろうとするものでありますが、一部委員から、待合室

・霊安室の使用料に対する消費税の転嫁について反対意見がありました。

議 106号から議案第 108号、議案第 114号及び議案第 115号の5議

案については、いずれも工事請負契約締結議案であります。

他の工事に比べて入札に参加している業者数が少ない工事について、そ

の理由を質したところ、理事者からは、 「鉄道や企業隣接工事については

疇な技術を要するため、企業とのエ法協議の中で資格を有する業者が施

工することを条件とされるケースもあり、当該工事については市の請負エ

事指名審査会で慎重に検討した結果、今回の指名業者を決定したものであ

る」との説明がありました。

当委員会は、工事を施工する際の市側の立場は十分理解するものの、入

札制度の公平性を堅持してくために、今後他の業者の技術力も十分調査し

た上で、指名競争入札への参加について検討を行っていくよう要望いたし

ました。

議案第 109号動産の取得について、議案第 110号動産の取得について、

議 112号字の区域の変更について及び議案第 113号字の区域の変更に

ついて、以上4議案については別段異議はありませんでした。

以上の経過により、当委員会に付託されました関係議案については、い

ずれも原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

これをもって総務委員会の審査報告といたします。

〇議長（水野幹郎君） 次に、教育民生委員長にお願いをいたします。

田中俊行君。

〔教育民生委員長（田中俊行君）登壇〕

〇教育民生委員長（田中俊行君） 教育民生委員会に付託されました関係

議案につきまして、当委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げ

ます。

議 88号平成4年度四日市市一般会計補正予算償匂1号）の関係部分
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のうち、歳出第3款民生費につきましては、老人保健施設建設費補助金の

計上のほか身体障害者通所授産施設整備費の追加計上であり、別段異議は

ありませんでした。

次に、歳出第1鳴雑舘『費についてであります。

学 5日制の実施に伴い、児童生徒指導事業費が計上されております

が、学校週5日制は、学校・家庭はもとより地域等社会全体のあり方まで

見直しを迫られる一方で、児童•生徒にゆとりを持たせる中で自主性・主

体性・創造性の育成を目指す教育改革でもあります。保護者をはじめ、児

童生徒にとっては初めての経験であり、その円滑な導入が強く望まれると

ころであります。

当委員会といたしましては、制度の導入に当たって、子供たちの健全育

成を第一義におき、学童保育事業や児童館・図書館等の一層の充実に努め

るとともに、今後とも引き続き広報等を通じ、学校週5日制についての啓

発に努め、保護者等の不安の解消を図っていくよう要望いたしました。

また、学校施設の一部開放に係る指導員の配置については、地域での受

け入れ等今後の動向を見極めながら取り組んで行くよう要望いたしました。

議案第90号平成4年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算OO1号）

及び議案第94号平成4年度四日市市老人保健医療特別会計補正予算 OO1

号）につきましては、別段異議はありませんでした。

議 102号四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関する条例の制定

につきましては、水沢市民広場の供用を本年10月1日から開始するに当た

り、使用手続等を規定しようとするものでありますが、市民広場の専用許

可にうぃては一般市民の利用に配慮するとともに適切な管理・運営に努め、

市民に親しまれる施設となるよう強く要望いたしました。

議 111号動産の取得につきましては、情報化社会に対応するため平

成5年度より中学校技術家庭科においてパーソナルコンピューターに関す

る内容が位置づけられることに伴い、平成2年度より平成5年度を目標に
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各校に1順次配備しているところであり、今回6校分を購入しようとするも

のでありますが、早急に専用教室の整備を行うなどして有効な活用を図っ

ていくよう要望いたしました。

また、パーソナルコンピューターの機種の選定について、多様化してい

る現状にあわせ、検討すべきとの意見がありました。

以上の経過により、当委員会に付託されました関係議案につきましては、

いずれも原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

ーこれをもちまして教育民生委員会の審査報告といたします。

〇議長（水野幹郎君） 次に、産業公営企業委員長にお願いをいたします。

長谷川昭雄君。

直公営企業委員長（長谷川昭雄君）登壇〕

0産業公営企業委員長（長谷川昭雄君） 産業公営企業委員会に付託され

ました関係議案につきまして、当委員会の審査の経過と結果をご報告申し

上げます。

まず、議案第86号平成3年度四日市市立四日市病院事業決算認定につい

てであります。

平成3年度事業におきましては、事業収益 104億 2,879万2,208円、事

業費用 107億 3,442万8,504円となり、差し引き 3億 563万6,296円の当

年度純損失が生じております。

理事者からは「平成3年度事業においては、入院患者数は減少したもの

の、外来患者数が伸びたため、総収益は2年度に比べて増加しましたが、

高度医療に対応した最新鋭の医療機械の導入や施設の整備、また、患者

サービスの向上を図るための医療費システム導入の支出に加え、人件費を

はじめとする義務的経費の増大により、純損失を生じた」との説明があり

ました。

全国的に自治体病院の多くが厳しい経営状況にある中で、平成2年度決

算に引き続き純損失を生じていることから、今後の事業見通しと財政健全
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化を中心に種々論議を行ったのであります。

」この中で理事者からは「国の方針が医療費抑制にあることから、今後も

医業収益の大幅な増収が期待できない状況にある一方で、公立病院の使命

として高度因寮を提供するため、医療機械等の一層の充実が求められてい

ると」の説明がありました。

当委員会は、病院を取り巻く経営環境は依然厳しいものがあるため、こ

れまで以上に企業としての採算性の向上や経費節減に取り組み、財政の健

全化に格段の努力を行うよう強く指摘するとともに、今後とも地域の中核

病院としてさらに信頼される病院とするため、医療サービスの一層の向上

に努めるよう要望いたしました次第であります。

また、議案に関連して、過去の委員会において何度も論議されておりま

す駐車場問題について、スペースの有効活用を図るため、一部有料を含め

た、より効率的な駐車場管理の方策を検討するよう要望いたしました。

なお、本件につきましては、一部委員から、消費税法の一部改正までの

正常分娩費用等への消費税転稼に対して反対意見がありました。

次に、議案第87号平成3年度四日市市水道事業決算認定についてであり

ます。

平成3年度決算は、事業収益66億 2,387万 839円、事業費用6蒲繁 4,015

万 4,683円、差し引き 8,371万 6,156円の純利益を生じております。

理事者からは、 「水道料金への消費税未転嫁による影響など厳しいもの

があったが、営業外収益等の増収もあって純利益が生じた。しかしながら、

消費税の影響を引き続き受けるなど、今後の水道財政を取り巻く環境は依

然として極めて厳しい状況にある」との説明がありました。

当委員会は、内陸部での開発行為等の進行により本市水源の大部分を占

める地下水への影響が懸念されることから、既存水源の保全に格段の努力

を払うとともに本市周辺での新たな水源確保に向けて積極的に取り組むな

ど、長期的な視野に立って、市民の飲料水確保に努めるよう強く要望をい
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たしました。

また、現在国で行われている水質基準の見直しに合わせて検査体制の一

層の強化を図り、水質管理に万全を期して、今後とも安全でおいしい水の

供給に努めていくよう要望いたしました。

本件につきましては、一部委員から、県営水道事業からの受水に対して

反対であるとの意見がありました。

議案第89号平成4年度四日市市競輪事業特別会計補正予算 001号）に
ついては、選手宿舎新築に伴う実施設計費が計上されております。

本件は、過去の委員会で再三にわたって指摘・要望してまいりました競

輪場周辺の一体的な整備について、その先駆けとなる施設であることから、

現段階での計画内容について詳細な説明を求めました。

理事者からは、 「本来の目的である選手宿舎機能としての充実を図ると

ともに、競輪開催日以外には一般市民も利用できる施設として、アスレ

チックジムや多目的ホール、軽食喫茶室を併設するなど、市民が憩えて楽

しめる場となるよう十分工夫を凝らしていきたい」との説明がありました。

今回の整備は、従来の競輪の持つイメージを払拭する絶好の機会である

だけでなく、周辺施設を含めたレジャーゾーンの拠点として、身体に障害

を持つ人たちの利用にも配慮するなど市民に親しまれる施設となるよう、

その機能についてさらに検討を加えていくよう要望をいたしました。

議案第88号平成4年度四日市市一般会計補正予算 001号）の関係部分

について、議案第91号平成4年度四日市市食肉センター食肉市場特別会計

補正予算（第1号）、議案第96号平成4年度四日市市農業集落排水事業特

別会計補正予算 OO1号）及び議案第 103号四日市市立四日市高等看護学

麟例の→即征については、別段異議はありませんでした。

以上の経過により、当委員会に付託されました関係議案につきましては、

認定及び可決すべきものと決した次第であります。

これをもちまして産業公営企業委員会の審査報告といたします。
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〇議長 (7J<.ff幹郎君） 次に、建設委員長にお願いをいたします。

野崎洋君。

疇委員長（野崎洋君）登壇〕

〇建設委員長（野崎洋君） 建設委員会に付託されました関係議案につ

きまして、当委員会の審査の経過と結果をこ南浩申し上げます。

まず、議案第88号平成4年度四日市市一般会計補正予算 OO1号）の関

係部分についてであります。，

歳出第8款土木費につきましては、主に国庫補助金の内示に合わせたも

のでありますが、道路橋梁費に関連して、交通安全対策・交通渋滞の解消

に向けて、道路利用の的確な把握に努めるとともに、関係部局との連携を

密にして、その整備促進に当たるよう強く要望いたしました。

また、新開橋橋梁整備事業について、橋梁の拡幅計画と整合を持たせた

道路整備事業を推進すべきとの意見がありました。

都市計画費につきましては、駐車場案内システムの基本計画を策定する

ための調査委託料が追加計上されておりますが、中心市街地における自動

車交通の円滑化を図り、市民生活はもとより、商業、業務活動の健全な発

展に寄与していくためには、何よりも駐車場の整備充実が不可欠であるこ

とから、駐車場と駐車場案内システムが相補完し、機能を発揮させていく

ことが望まれるところであります。

このため、「駐車場整備計画」を今回の「駐車場案内システム基本計画」

とあわせて早急に策定するとともに、民間業者の駐車場建設に対する優遇

策の導入を検討するなど、駐車場整備の推進に向けて特段の取り組みを要

望いたしました。

なお、当委員会は、今回の土木費の補正予算に関連して、今般国におい

て総合経済対策の実施が決定された状況にかんがみ、本市においても、道

路事業、下水道事業等公共事業の進捗を期する上で相当の事業効果が期待

できることから、国や県との連携を密にして、国の各種公共事業の導入に
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積極的かつ適切に対応していくよう強く要望いたしました。

歳出第14款災害復旧費第2項土木施設災害復旧費については、別段異議

はありませんでした。

議 92号平成4年度四日市市公共下水道特別会計補正予算（第1号）

については、水洗化率の一層の向上を図るため、本年4月に施行された

「四日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成に関する制度」の

PRに、引き続き積極的に取り組んでいくよう要望いたしました。

議案第93号平成4年度四日市市土地区画整理事業特別会計補正予算 OO

1 号）については、末永•本郷土地区画整理事業の事業内に計画されてい

る赤堀山城線の早期整備について意見がありました。

議 104号市道路線の廃止について及び議案第 105号市道路線の認定

については、別段異議はありませんでした。

以上の経過により、当委員会に付託されました関係議案につきましては、

いずれも原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

これをもちまして建設委員会の審査報告といたします。

〇議長（水野幹郎君） 委員長の報告はお聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言を願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長 (7悶野幹郎君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより討論に入ります。

発言を許します。

佐野光信君。

〔佐野光信君登壇〕

〇佐野光信君私は、日本共産党市議団を代表して、今定例議会に提案さ

れた30議案のうち3議案について、問題があり反対をするものであります。

まず、議案第86号平成3年度四日市市立四日市病院事業決算認定につい

-259-



てであります。

平素から病院に勤務されている皆さん方が中核病院としての役割を果た

され、市民の生命と健康を守るために奮闘されていることに心から敬意を

あらわすものであります。

しかし、病院経営の中で、消費税法が導入され、出産費用にも消費税が

かけられてまいりました。私どもは、出産費用にまで消費税をかけるべき

でないことを主張してまいりました。しかも、市民から出産費用にかかわ

り徴収した消費税は、国への納税のときには簡易課税をかけるため、徴収

した額より納税額が少なくなり、差益が生じることを指摘し、この消費税

導入について反対をしてきたところであります。

国民の大きな消費税反対の世論により、平成3年の10月より出産費用に

かかわる消費税は廃止されましたが、、決算の中では6カ月分について消費

税を徴収をしてきたことに反対をするものであります。

なお、一言付言いたしますならば、決算において赤字が生じております

が、これは中核病院として市民に必要な医療を施すためのICUなどの不

採算部門を抱えているためであり、職員の皆さんの経営努力ではいかんと

もしがたいものであり、この不採算部門に対する市の一般会計からの補助

金の導入を検討されるよう強く要望し、反対討論といたします。

第2に、議案第87号平成3年度四日市市水道事業決算認定についてであ

ります。

市民に安全で安心して飲める水道水を日夜安定して供給されている皆さ

んの努力に敬意をあらわすものであります。

平成3年度決算においても、平成2年度決算と同じように、当初財政計

画を大幅に上回った純利益を上げております。平成3年1月より 22.23%

もの大幅に水道料金が値上げされましたが、私ども日本共産党は、地域水

源としての三重用水の受水をしなくても、既設の北勢用水の活用によって

水需要に対応できることを指摘してまいりました。
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平成3年度の決算を見ますと、総配水量は年間で 4,608万 7,434tで、
平成2年度と比較しますと、年間で13万 8,807tしか増えておりません。

取水内訳を見ますと、受水量が昨年比では年間 114万 4,~47 t増えていま

すし、このうち三重用水の受水分が77万 4,058tの皆増であります。木曽

川系は37万2,989 t増やしています。ところが、自己水源は100万8,240t 

も取水を減少させております。 9 9 t 1 
へ， ， 
'.  

水需要は水ものでわからない、地下のことは目に見えない、長く自己水

源を活用できるようにしていきたいと言われることは一定理解をいたしま

しても、平成3年度の決算内容から見ますと、三重用水の受水の時期が適

切であったのか、あるいはそれに伴う 22.23％の値上げが妥当であったの

か、指摘をせざるを得ません。

今後とも安い料金でおいしい飲料水を提供するために、既設の北勢用水

の活用とともに、三重用水については県とも受水費についてさらに交渉も

し、受水量についても適切な運用を図るなど一層の努力を要望しますと同

時に、四日市の主要水源である地下水の確保のために、ゴルフ場開発など

の山林原野の乱開発による地下水への影響を抑制するfこめに＼乱開発を規
制したり、山林を守り、保水能力を維持するなどして、水源を守るために

一層努力されることを要望いたします。

また、ゴルフ場などの農薬汚染や県の衛生研究所等による水質汚染から

市民の飲み水を守るためにも、水源保全に関する条例化を含めて力を入れ

て取り組んでいただきたいことを強く申し上げておきたいと思います。

' 次に、議案第 101号四日市市斎場条例の一部改正についてであります。

斎場の改築に伴い、待合室及び霊安室の使用料に消費税をかけようとす

るものでありますが、消費税分が今年度分で約5万 5,000円、通年にいた

しましても約16万から17万円であり、わずかであります。

葬儀の火葬に付すときの見送りに来ていただく方に利用していただ＜待

合室の利用料に消費税をかけるなど、人生の最後の最後まで消費税に苦し
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められることは認めるわけにいかず、反対をいたします。・

〇議長（水野幹郎君） これをもって討論を終結いたします。

これょり採決に入ります。

まず、議案第86号平成3年度四日市市立四日市病院事業決算認定につい

て、議案第/87号平成3年度四日市市水道事業決算認定について及び議案第

101号四日市市斎場条例の一部改正についての3件を一括して起立により

採決いたします。

本件に対する委員長の報告は認定及び可決であります。

本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

‘ 讚成者起立〕

〇議長（水野幹郎君） 起立多数であります。よって、本件は認定及び可

決されました。

次に、ただいま採決いたしました議案を除いた27件を一括採決いたしま

す。

本件に対する委員長の報告は可決であります。

本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長 (7は野幹郎君） ご異議なしと認めます。よって、本件は可決され

ました。

日程第2 議案第 116号教育委員会委員の任命についてないし議案第

118号人権擁護委員の推薦について

〇議長 (7は野幹郎君） 日程第2、議案第 116号教育委員会委員の任命に

ついてないし議案第 118号人権擁護委員の推薦についての3件を一括議題

といたします。

提案理由の説明を求めます。

市長。
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〔市長傭l藤寛嗣君）登壇〕

〇市長伽藤寛嗣君） ただいま上程されました各議案についてご説明申

し上げます。

議 116号は、小菅弘正氏の辞職に伴い、現在欠員となっております

本市の教育委員会委員として日比義也氏を任命いたしたいと存じ提案する

ものであります。

議 117号は、本市の固定資産評価審査委員会委員のうち、境野良吉

氏の任期が来る24日をもって満了いたしますので、引き続き同氏を選任い

たしたいと存じ提案するものであります。

議 118号は、四日市地区の人権擁護委員のうち、去る8月31日に任

期満了となりました刑部昭三氏を引き続き推薦いたしたいと存じ提案する

ものであります。

なお、各氏の経歴はお手元の履歴書のとおりであります。

どうかよろしくご審議いただき、ご同意賜りますようお願い申し上げま

す。

〇議長 (7~野幹郎君） 提案理由の説明はお聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長 (7悶野幹郎君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより採決に入ります。

・まず、議案第 116号教育委員会委員の任命についてを採決いたします。

本件は同意することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（水野幹郎君） ご異議なしと認めます。よって、本件は同意する

ことに決しました。

次に、議案第 117号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決
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いたします。

本件は同意することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（水野幹郎君） ご異議なしと認めます。よって、本件は同意する

ことに決しました。

次に、議案第 118号人権擁護委員の推薦についてを採決いたします。

本件は同意することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長 (7阻膊令郎君） ご異議なしと認めます。よって、本件は同意する

ことに決しました。

それでは、ただいま教育委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及び

人権擁護委員に同意いたしました各氏からごあいさつ並びに自四沼介があ

りますので、よろしくお願いをいたします。

〔日比義也氏、境野良吉氏、刑部昭三氏入場〕

〇教育委員会委員（日比義也君） ただいま教育委員の就任につきまして

ご同意を得ました日比でございます。

私、教育行政ということは初めてでございまして、多少戸惑いを持って

おりますけれども、精一杯やってまいりたいと思います。

議会の皆さん方にもよろしくご指導、こ瀦！撻のほどをお願いいたします。

（拍手）

〇固定資産評価審査委員会委員（境野良吉君） 固定資産評価審査委員会

の委員に再選いただきました境野良吉でございます。

引き続き職責を全うしたいと思いますので、よろしくご指導のほどお願

いいたします。

（拍手）

0人権擁護委員測部昭三君） 人権擁護委員にご同意いただきました刑

部でございます。
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引き続き頑張ってやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします

（拍手）

〇議長 (7は男幹郎君） ご苦労さまでございました。

〔日比義也氏、境野良吉氏、刑部昭三氏退場〕

日程第3 委員会報告第4号請願の審査結果について

〇議長（水野幹郎君） 日程第3、委員会報告第4号請願の審査結果につ

いてを議題といたします。

委員会の審査結果に対しご質疑がありましたら、ご発言を願います。

橋本茂君。

〔橋本茂君登壇〕

〇橋本茂君 日本共産党市議団を代表いたしまして、各請願に対する意

見を申し上げたいと思います。

まず、請願第2号労働行政機関の増員を図る旨の意見書採択を求めるこ

とについてであります。

この請願は、四日市公共職業安定所や労働基準監督署など、地域で市民

のための労働行政を一層向上させるために、関係職員を増員して充実を図

る趣旨で出されたものでありまして、願意をとらえて採択すべきものだと

考えます。

市内で多発する労使間のトラブルや労働災害などに対応する四日市労働

基準監督署の監督官の行き届いた手厚い指導が、今必要になっております

一例ですが、この春、松下電工の19歳の労働者が工場内で事故死をすると

いう大変不幸なことがございました。関係者に聞きますと、その作業は、

つい最近まで下請業者が通常の仕事として行っていた内容を、合理化に

よって本工がせざるを得ない作業だったと聞きました。眠場への適切な立

入調査を含む手厚い指導が監督署によって定期的に行われておれば、あた

ら若い命が奪われずに済んだとさえ言われております。
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また、職業安定所の業務はヽ昨今不況が深まっていく中で、職を求める

市民と地域の事業所との接点をあずかる仕事であり、きめ細かく進めてい

ただく上で、増員による業務の充実が切に求められております。

以上の観点から、私どもは、四日市市民の命と安全を守り、雇用を安定

させる上で、労働行政機関の増員と行政サービスの一層の向上が急務だと

判断し、請願第2号は採択すべきだと主張するものであります。

次に、請願第5号第11次道路整備5箇年計画の策定についてであります。

国の第11次道路計画はまだ決定されておりませんが、その基本は幹線道

路の建設整備が中心であり、地方の生活道路整備は軽視されている内容だ

と聞いております。

請願の第1項に総投資規模を大幅に拡大する旨が挙げられておりますが、

中身を問題にせずに額だけ増やせという指摘は、甚だ問題だと申し上げた

いと思います。

2点目に、道路特定財源の充実に触れておりますが、道路特定財源制度

は、その構成をなす揮発油税をはじめとして、各税率は新しい道路計画策

定などに伴って次々に引き上げられ、道路整備予算の急激な拡大を支えて

きた経過があり、私どもは、この制度によって国の道路投資の異常な伸び

と自動車急増の悪循環を招いてきたと、従来から強く批判をしてまいりま

した。

第11次の計画を策定する際には、この制度を見直し、揮発油税などを一

般財源化し、社会保障、福祉、生活密着型公共投資などにも使えるように

することが必要であり、予算全体の中で道路とその他の社会資本との均衡

ある整備を図っていくべきだとの立場をとっています。

道路予算の充実を含め、真に国民に必要な社会資本を整備する財源は、

軍事費の削減や大企業優遇措置の是正などで確保することができるという

見地からこの問題をとらえるべきであります。

請願項目の3点目に関しては、自動車重量税は特定財源ではないこと。
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それに、自動車重量税の一定部分が公害対策費に充当されることになって

おりますので、これを全額道路持定財源に充当することといった措置には

賛成できません。

日本の本格的な道路建設は1954年の第1次道路整備5箇年計画から始ま

り、一般国道の舗装率は11.6％から90％近くにまで進みましたが、地方の

道路整備はおくれたままで、市町村の大部分を占める一般市町村道の舗装

率はいまだに1割にも満たないお粗末な現状であり、自民党の高速道路優

先の道路交通政策の結果が厳しく批判されねばなりません。

以上申し述べました諸点から、請願第5号について私どもは不採択にす

べきだと主張するものであります。

なお、請願第3号と第4号については、願意を生かして採択することに

は賛成でありますが、一言申し上げておきます。

第3号の請願内容のうち、海の日を具体的に7月20日として定めている

のは、この日がかつて明治天皇が船で初めて灯台を回った日である、その

ことを記念しているとされておりますが、そんなことで7月20日をそのま

ま祝日に当てはめることには全く適当でないという意見を表明しておきま

す。

第4号の請願内容のうち、いまなお厳しい差別に多くの人が苦しんでい

るという認識は、瑯伏と大きく外れた認識だと指摘しなければなりません。

今日、特に戦後の民主的諸運動と国民的自覚の高まりの中で、部落差別

翠且の事業は大きく前進してまいりました。同和行政でも、特別対策の使

命も終了に近づき、なお必要な行政対応は一般行政での対応に移行するの

が当然の時期を迎えております。部落差別は、今やまさに基本的に解消の

過程にあると言うことができるようになっています。＇

こうした現状認識をしっかり持って、本市での残事業や啓発活動に取り

組むに当たって、市当局と関係諸団体の一層公正で民主的な対応を強く望

むものであります。
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以上をもって私どもの請願への意見表明といたします。

〇議長（水野幹郎君） 他にご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより本件を採決いたします。

本件は委員会報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

讚成者起立〕

〇議長（水野幹郎君） 起立多数であります。よって、本件は委員会報告

のとおり決しました。

日程第4 発議第9号国民の祝日「海の日」制定に関する意見書の提

出について及び発議第10号第11次道路整備五箇年計画策定に関する意見

書の提出について

〇議長（水野幹郎君） 日程第4、発議第9号国民の祝日「海の日」制定

に関する意見書の提出について及び発議第10号第11次道路整備五箇年計画

策定に関する意見書の提出についての2件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

豊田忠正君。

〔豊田忠正君登壇〕

〇豊田忠正君発議第9号国民の祝日「海の日」制定に関する意見書の提

出について、発議者を代表して提出理由の説明を申し上げます。

海は、古くから世界各国と我が国が交流するためのかけ橋の役割を果た

してきました。また、現在では海上輸送の大動脈として、あるいはマリー

ンレジャーをはじめとする余暇活動の場として、海は我々日本人の日常生

活と深くかかわっています。

こうした海の恩恵に感謝するとともに、海に対する認識をより一層深め

ていく上で、 7月20日の海の記念日を世界に先駆けて「海の日」として国
民の祝日に定めることは極めて意義深いものがあります。
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そこで、政府に対して国民の祝日「海の日」の制定を求めるため、お手

元に配付しました意見書を提出しようとするものであります。

どうかよろしくご賛同賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 (7は野幹郎君） 野崎洋君。

〔野崎洋君登壇〕

〇野崎洋君発議第10号第11次道路整備五箇年計画策定に関する意見書

の提出について、発議者を代表して提出理由の説明を申し上げます。

道路は、豊かさとゆとりの実感できる生活大国の実現を図る上で最も重

要な役割を果たす施設であり、地域づくりの基盤として総合的な道路政策

の展開が今後とも不可欠であります。

しかしながら、道路整備の推進を図るための予算の現状は極めて不十分

であり、今後道路投資の拡大が図られなければ、本市における道路事業の

鴫を期する上で重大な影響を及ぼすことが懸念されます。

そこで、政府に対して、平成5年度を初年度とする第11次道路整備五箇

年計画の策定に当たっては、関係予算を大幅に確保し、道路施策の強力な

推進を求めるため、お手元に配付いたしました意見書を提出しようとする

ものであります。

どうかよろしくご賛同賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長 (7は野幹郎君） 提出者の説明はお聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶものあり〕

〇議長 (7は野幹郎君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより採決に入ります。

まず、発議第9号国民の祝日「海の日」制定に関する意見書の提出につ

いてを採決いたします。本件は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長 (7悶野幹郎君） ご異議なしと認めます。よって、本件は可決され

ました。

次に、発議第10号第11次道路整備五箇年計画策定に関する意見書の提出

についてを採決いたします。

本件は原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

讚成者起立〕

〇議長（水野幹郎君） 起立多数であります。よって、本件は可決されま

した。

日程第5 発議第11号「道路整備の推進」に関する決議について

〇議長 (7は判玲郎君） 日程第5、発議第11号「道路整備の推進」に関す

る決議についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

谷口廣睦君。

〔谷口廣睦君登壇〕

〇谷口廣睦君発議第11号「道路整備の推進」に関する決議について、発

議者を代表して提出理由の説明を申し上げます。

道路は、活力ある地域社会の形成を図る上で最も重要な役割を果たして

おり、今日、道路の整備なくして都市の発展は望めないと申しても過言で

はございません。

こうした状況下にあって、本市の道路は激しい交通混雑や渋滞が日常化

しており、その影響は、市民生活はもちろんのこと、経済活動など都市機

能全般にまで及んでおり、市民の道路整備を求める声はまことに切実なも

のがあります。

このため、市議会といたしまして、道路整備の推進が市政の喫緊の課題

となっておる今日の状況にかんがみ、市民福祉の向上、さらには21世紀に
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向かって都市基盤の強化を図るため、お手元に配付いたしました決議を行

おうと提案するものであります。

どうかよろしくご賛同のほどお願い申し上げます。

〇議長 0阻精今郎君） 提出者の説明はお聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言を願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（水野幹郎君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより討論に入ります。

発言を許します。

佐野光信君。

〔佐野光信君登壇〕

〇佐野光信君発議第11号の「道路整備の推進」に関する決議に反対する

ものであります。

この発議の基本になっている請願第5号についての問題点は、既に橋本

茂議員が指摘をしたところであります。私は、四日市独自の問題として追

加されている部分について問題点を指摘し、反対をするものであります。

私ども日本共産党は、北勢バイパスの建設について絶対反対の立ち場を

とるものではありません。私どもは、この北勢バイパスのルート策定に当

たっては、関係沿道住民の方々の意見をよく聞くこと、環境影響評価にか

かわる詳細なデータをすべて公開すること、そして、騒音、振動、大気汚

染などの公害に対する不安、批判に科学的にきちっと答え得る計画に見直

しをすることなど、市民の納得と合意を得られる行政の対応を一貫して主

張してまいりました。

その立場から、昨年の6月議会において、北勢バイパスに関する決議を

全会一致で賛成をしたわけでありますが、行政の対応は、昨年11月に三滝

台住民に対して、この決議に反することを行ってまいりました。このよう
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なやり方でこの決議が理解され、利用されることを認めるわけにはいきま

せん。

最近の交通事故は、交差点付近で弱者といわれる老人、子供の交通事故

が増えておりますし、障害者も利用しにくい状況であります。先日の一般

質問にもありましたけれども、老人や障害者に優しい道路行政を優先させ

るべきであり、このままの決議ではその願意が十分生かされていかず、不

十分であり、反対をするものであります。

〇議長（水野幹郎君） これをもって討論を終結いたします。

これより本件を採決いたします。

本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

讚成者起立〕

〇議長（水野幹郎君） 起立所定数以上であります。よって、本件は可決

されました。

日程第6 常任委員会の閉会中の継続調査について

〇議長（水野幹郎君） 日程第6、常任委員会の閉会中の継続調査につい

てを議題といたします。

各常任委員長から、お手元に配付いたしましたとおり、閉会中の継続調

査について申し出があります。

おはかりいたします。本申し出を承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（水野幹郎君） ご異議なしと認めます。よって、本申し出は承認

することに決しました。

次に、さきの6月定例議会から今定例議会までの各常任委員会の閉会中

の調査結果についてお手元に報告書を配付しておりますので、これにより

ご了承を願います。
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〇議長 (7.J<j野幹郎君） 以上で今定例会の日程は全部終了いたしましたの

で、会議を閉じ、平成4年9月四日市市議会定例会を閉会いたします。

連日にわたりご苦労さまでございました。

午後2時59分閉会
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地方自治法第123条第2項の規定に基づき署名する。 1.会期日程

2.議会運営委員会決定事項
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4.一般質問通告一覧表

四日市市議会議長 水 野 幹 郎 5.議案質疑通告一覧表

6.付話議案一覧表

7.意見書・決議
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9.常任委員会の閉会中の継続調査項目
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平成4年 9月定例会会期日程

9月 2日（水） 午前10時開会

議案上程…説明

休J
 

和

釦

山

印

(

（

（

（

 

日

日

日

日

3

4

5

6

 

会

7日（月）

8日（火）

9日（水）

10日（木）

11日（金）

12日（土）

13日（日）

14日（月）

15日⑧
16日（水）

17日（木）

午前10時開議

一般質問

、午前10時開議

一般質問

午前10時開議

一般質問

議案質疑…委員会付託

追加議案上程…説明…質疑…委員会付託

各常任委員会

産業公営企業委員会

休会

午後 2時開議

委員長報告…質疑、討論、採決

追加議案上程…説明…質疑、討論、採決
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議会運営委員会決定事項

(4. 8.26) 

◎9月定例市議会について

1.会期日程 別紙のとおり

2.発言通告等の期限

(1)一般質問 9月2日（水） 午後2時まで

（通告内容が同一趣旨の場合は午後3時まで変更可）

(2)議案質疑 9月7日田） 午後4時まで

(3)請 願 9月7日 (Jj) 午後4時まで

(4)議員提案による

意見書発議案

(5) 討論•その他

3.発言l1厠茅

9月7日（月） 午後4時まで

9月16日（水） 正午まで

(1) —繹問

①緑水会②政友クラプ③市民クラプ

④公明党⑤新風クラプ⑥新政クラプ

⑦日本共産党⑧清風会⑨無所属

(2)議案質疑 通告時にくじにより決定

4.発言時間

(1)輝問（答弁を含む）

政友クラブ 3時間20分緑水会 2時間20分

公明党 1時間40分新風クラブ 1時間40分

新政クラブ 1時間20分市民クラプ 1時間

清風会 1時間 日本共産党 1時間

＊ ／j哄道夫議員（無所属）の発言時間については、本定例会から平

成5年3月定例会までを単位として、答弁を含め60分を配分する。

(2)関連質問 5分以内（答弁を含まない）
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(3)議案質疑 15分以内（答弁を含む）

(4)討 論 15分以内

*—繹問の要領

①一般質問は、一定例会議員1人当たり答弁を含め20分を基準と

し、所属議員数に応じ各会派に時間配分する。なお、一定例会

における議員1人当たりの発言時間は、答弁を含め1時間以内

とする。

②各質問者は通告に際して自己の持ち時間（答弁を含む）を会派

内で調整の上、質問通告書に記載する。

③各質問者は、自己の持ち時間を超えて発言しない。

＊ 関連質問の要領

①一般質問に限る

② 同一会派の議員で発言通告をしていない議員1人に限る。

③発言の時期は、各質問者の質問が終了した直後とする。

④発言時間は5分以内とする。ただし、答弁は含まない。
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議決事件一覧表 I議案第 97号 四日市市の休日を定める条例の一部改正に
〔市長提出議案〕 （33件） ついて 1原案可決

議案第 98号 四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務

議 案 名 I議決結果 1 条件に関する条例の一部改正について 1原案可決

議案第 99号 四日市市職員賞じゅつ金条例の一部改正に

議案第 86号 平成3年度四日市市立四日市病院事業決算 ついて
1原案可決

認定について 認 定 議案第 100号 四日市市消防団員賞じゅつ金及び殉職者特

議案第 87号平成3年度四日市市水道事業決算認定につ 別賞じゅつ金条例の一部改正について 原案可決

いて 認 定 議案第 101号 四日市市斎場条例の一部改正について 原案可決

議案第 88号平成4年度四日市市一般会計補正予算（第 議案第 102号 四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関

1号） 原案可決 する条例の制定について 1原案可決

議案第 89号 平成4年度四日市市競輪事業特別会計補正 議案第 103号 四日市市立四日市高等看護学院条例の一部

予算（第 1号） 原案可決 改正について 原案可決

議案第 90号平成4年度四日市市国民健康保険特別会計 議案第 104号市道路線の廃止について 原案可決

補正予算（第 1号） 原案可決 議案第 105号市道路線の認定について 原案可決

議案第 91号 平成4年度四日市市食肉センター食肉市場 議案第 106号工事請負契約の締結について

特別会計補正予算（第 1号） 原案可決 一三ツ谷汚水 l号幹線管渠布設工事

議案第 92号 平成4年度四日市市公共下水道特別会計補 （第2エ区）一 1原案可決

正予算（第 1号） 原案可決 議案第 107号工事請負契約の締結について

議案第 93号平成4年度四日市市土地区画整理事業特別 一午起ポンプ場築造工事（沈砂池・ゲート

会計補正予算（第 1号） 原案可決 室）一 1原案可決

議案第 94号 平成4年度四日市市老人保健医療特別会計 議案第 108号工事請負契約の締結について

補正予算（第 1号） 原案可決 一雨池7号幹線水路築造工事一 1原案可決

議案第 95号 平成4年度四日市市公共用地取得事業特別 議案第 109号動産の取得について

会計補正予算（第 1号） 原案可決 一高規格救急自動車一 1原案可決

議案第 96号平成4年度四日市市農業集落排水事業特別 議案第 110号動産の取得について

会計補正予算（第 1号） 原案可決 ー大型高所放水車一
1原案可決
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議案第 111号動産の取得について

ーパーソナルコンピューター一 原案可決

議案第 112号字の区域の変更について 原案可決

議案第 113号字の区域の変更について 原案可決

議案第 114号工事請負契約の締結について

一雨池2号幹線水路築造工事一 1原案可決

議案第 ll5号工事請負契約の締結について

一羽津汚水 1号幹線下水管渠布設工事

（第 1エ区）一 原案可決

議案第 116号教育委員会委員の任命について 同 意

議案第 117号 固定資産評価審査委員会委員の選任につい

て 同 意

議案第 118号人権擁護委員の推薦について 同 意

〔議員提出議案〕 (3件）

議 案 名 議決結果

発議第9号国民の祝日「海の日」制定に関する意見書の

提出について 原案可決

発議第10号第11次道路整備五箇年計画策定に関する意見

書の提出について 原案可決

発議第11号 「道路整備の推進」に関する決議について 原案可決

〔請願〕（4件）

件 名 請願者の住所・氏名

番号l―-------------------------------------I―-------------------------------I議決結果
紹介議員 付託委員会

4. 9. 2受理 四日市市千歳町5-2

国民の祝日「海の日」制定 全日本海員組合名古屋

3 Iを求める意見書の提出につ 支部四日市連絡事務所 I採 択
いて 支部長北山等

伊藤正数中森慎二 I総務委員会

4. 9. 2受理 四日市市赤堀三丁目10

人権都市宣言を求めること ー2

について 四日市市四地区自治会

4 I 連絡協議会 1採

会長宮崎治

ほか13名

森真寿朗 総務委員会

択

4. 9. 7受理 津市西丸の内23-1

第11次道路整備五箇年計画 三重県道路協会

5 Iの策定について 会長岡村初博 採択

伊藤雅敏野呂平和 I建設委員会
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一般質問通告一覧表
（前回から継続のもの）

件 名 請願者の住所・氏名

番号I―-------------------------------------I―-------------------------------l議決結果
紹介議員 付託委員会

4. 6. 15受理 四日市市西浦一丁目1-

「労働行政機関の増員を図 22 

る」旨の意見書採択を求め 四日市労働基準監督署

＾ 

ることについて

2
 

内

全労働三重支部四日市しド採択

基準分会

分会長 小林寛

ほか l名

9

月

7

日

‘—/’ 

-------------------------------------~•--------------------------------

橋本 茂水野和子 I産業公営企業委員会

順序 氏 名 要 旨 ペーンヽゞ ／ 

1 救急医療情報システムの概

要について

緑水会 2 四日市市内農家の稲作反当

1 市川正徳 たり数量の平均割当てにつ 18 

溌言時間50分） いて

3 南部工業団地周辺の土地評

価価格について

1「うるおいのある街づくり」

(1) 街路樹の管理方針

緑水会 (2) 公衆トイレの整備

2 田中 武 (3) 中央緑地の整備 28 

溌言時間50分） (4) 市民の理解と協力

2 塩浜地区の問題について

(1) 塩浜駅西口広場の整備

1 桜地区の諸問題について

(1) 集中豪雨 (8月11日～12

緑水会 日）の被害

3 青山弘忠 (2) 鈴鹿山麓研究学園都市構 42, 

溌言時間40分） 想と流域河川災害

(3) 野性ザルの被害に対する

取り組み
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＾ 9
月

8

日
ヽ

政友クラブ 1 高齢化社会に対する対応に

4 豊田忠正 ついて 54 

，溌言時間60分） （老後の生きがい）

1 休日の行政サービスについ

， 政友クラプ て

5 日置記平 2 平成不況に対する中小企業 67 

海言時間60分） 経済特別対策について

3 磯津漁港の問題について

4 磯津海浜公園建設について

市民クラプ 1 公園づくりと緑化に関連し

6 土井数馬 て 86 

溌言時間60分） 2 障害児対策について

1 訪問看護ステーションの設

公明党 置について

7 市川悦子 2 道路行政における通学路の 105 

溌言時間50分） 点検・整備について
．， 

3 女性施策の推進について

1 環境問題について（ごみ問

題等）

公明党 2 福祉問題について備貨害児

8 益田 力 （者）対策等） 123 

溌言時間50分） 3'学校5日制の導入について

＾ 
9月9日

4 輝平和都市宣言啓発事業

について

1 違法駐車防止条例の制定に

ついて

2 老人福祉の充実に関して←ー

(1)寿楽園に併設の特別養護

新風クラプ 老人ホームの建設， 野崎 洋 (2) ボランティア切符制導入 142 

偉言時間60分） 3 学校教育に関して

(1)児童減少地区対策

(2)校舎の建て替えと機能

4 地方拠点都市地域の指定に

ついて

1 教育委員会の会議録につい

て 々

新政クラブ 2 市選管の管理すが影惨の投

10 森 真寿朗 票率の向上対策について., 163 

溌言時間40分） 3 余暇行政について

4 婦人行細当部署の整備に

ついて

新政クラブ 1 景気低迷の対応について

11 古市元一 2 四日市北部地区の下水道計 180 

溌言時間40分） 画について
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1 市民のくらしと中小企業・ 議案質疑通告一覧表

日本共産党 囀麟の経営を守れる不

12 橋本 茂 況対策について 193 JI厠茅 氏 名 件 名 ペーン‘‘‘／ 
海言時間40分） 2 保健予防事業を一層充実さ

せるために 1 議案第97号四日市市の休

日を定める条例の一部改正

1 アジア平和女性連合（＝統 について

日本共産党 ー協会）主催のチャリティ 日本共産党 2 議案第98号四日市市職員

13 佐野光信 フェアーヘの市行政の対応 207 1 佐野光信 の勤務時間及びその他の勤 237 

浣言時間20分） について 務条件に関する条例の一部

2 明るい選挙推進協議会の活 改正について

動について 3 議案第 101号四日市市斎

場条例の一部改正について

1 富田・富洲原斎場について

清風会 2 狭あい道路について 1 議案第86号平成3年度四

＾ 14 宇野長好 3 駐車場整備計画について 214 日市市立四日市病院事業決 取

溌言時間60分） 4 7噂観モデル事業及び交 無所属 算認定について

差点改良について 2 小井道夫 2 議案第98号四日市市職員 下

の勤務時間及びその他の勤

1 障害者、高齢者をはじめ歩 務条件に関する条例の一部 げ

く人にやさしい道づくりの 改正について ‘-ノ

無所属 積極的な推進について（安

15 小井道夫 全で歩きやすい歩行者道に 230 日本共産党 1 議案第87号平成3年度四

溌言時間20分） 整備を） 3 橋本 茂 日市市水道事業決算認定に 241 

2 市立羽津保育園問題につい ついて

て
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付託議案一覧表

〇 総務委員会

議 88号平成4年度四日市市一般会計補正予算（第1号）

第1条歳入歳出予算の補正

歳入全般

歳出第2款総務費

第4款衛生費

第9款消防費

第2条債務負担行為の補正

第3条地方債の補正

議 95号平成4年度四日市市公共用地取得事業特別会計補正予算

（第1号）

議案第 97号 四日市市の休日を定める条例の一部改正について

議 98号四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する

条例の一部改正について

議案第 99号四日市市職員賞じゅつ金条例の一部改正について

議 100号四日市市消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金

条例の一部改正について

議 101号四日市市斎場条例の一部改正について

議案第．106号工事請負契約の締結について

一三ツ谷汚水1号幹線管渠布設工事 002工区）一

議 107号工事請負契約の締結について

一午起ポンプ場築造工事（沈砂池・ゲート室）一

議 108号工事請負契約の締結について

一雨池7号幹線水路築造工事一

議 109号動産の取得について

一高規格救急自動車一
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議 110号動産の取得について

ー大型高所放水車一

議 112号字の区域の変更について

議 113号字の区域の変更について

議 114号工事請負契約の締結について

ー雨池2号幹線水路築造工事一

議 115号工事請負契約の締結について

一羽津汚水1号幹線下水管渠布設工事（第1エ区）一

0 教育民生委員会

議 88号平成4年度四日市市一般会計補正予算（第1号）

第1条歳入歳出予算の補正

歳出第3款民生費

第10款教育費

議 90号平成4年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算 OO

1号）

議 94号平成4年度四日市市老人保健医療特別会計補正予算 OO

1号）

議 102号四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関する条例の制

定について

議 111号動産の取得について

ーパーソナルコンピューター一

0 産業公営企業委員会

議案第 86号平成3年度四日市市立四日市病院事業決算認定について

議案第 87号平成3年度四日市市水道事業決算認定について

議案第 88号平成4年度四日市市一般会計補正予算（第1号）
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第1条歳入歳出予算の補正

歳出第6款農林水産業費

第7款商工費

第14款第1項農林水産施設災害復旧費

議案第 89号平成4年度四日市市競輪事業特別会計補正予算（第1号）

議 91号平成4年度四日市市食肉センター食肉市場特別会計補正

予算 001号）

議 96号平成4年度四日市市農業集落排水事業特別会計補正予算

001号）

議 103号四日市市立四日市高等看護学院条例の一部改正について

〇 建設委員会

議 88号平成4年度四日市市一般会計補正予算 001号）

第1条歳入歳出予算の補正

歳出第8款土木費

第14款第2項土木施設災害復旧費

議案第 92号平成4年度四日市市公共下水道特別会計補正予算（第1

号）

議 93号平成4年度四日市市土地区画整理事業特別会計補正予算

001号）

議 104号市道路線の廃止について

議 105号市道路線の認定について
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国民の祝日「海の日」制定に関する，意見書

四面を海に囲まれた我が国は、古来海を架け橋として諸外国と交流しな

がら我が国特有の文化を育んできました。

また、海は水産品の調達を通じて日本人の食生活を支え、海上輸送は国

民生活に不可欠な物資の大動脈として貿易立国としての我が国を支えてき

ました。

さらに、最近ではマリンレジャーを始めとする余暇活動の場として、

我々の日常生活に深くかかわっています。

日本国民がこうした海の恩恵に感謝すると同時に、海に対する認識をさ

らに深めていくための契機とすべく、海が人類にとってかけがえのない環

境、資源であることが再認識されつつある中で、 7月20日の海の記念日を、

世界に先駆け「海の日」として国民の祝日に定めることは極めて意義深い

ものと考えます。

よって、政府におかれては、 7月20日を「海の日」として国民の祝日に

制定されるよう強く要望いたします。

以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。

平成4年9月17日

四日市市議会

議長水野幹郎

関係省庁宛

（内閣総理大臣、農林水産大臣、運輸大臣、労働大臣、自治大臣）

第11次道路整備五箇年計画策定に関する意見書

道路は、活力ある地域社会の形成、豊かさとゆとりの実感できる生活大

国の実現を図るうえで、最も童要な役割を果たす施設であり、まちづくり、

地域づくりの基盤として、総合的な道路政策の展開が必要となっています。

しかしながら、道路予算の現状は、こうした整備の推進を図るためには
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極めて不十分であり、今後、道路投資の拡大が図られなければ、地域社会

に及ぼす影響が強く懸念されるところであります。

とりわけ、本市の道路は、各所において激しい道路i讃佳や渋滞が日常化

していることから、市民生活をはじめ経済活動、土地利用など都市機能全

般にわたって深刻な影響を及ぼしており、道路整備を求める市民の声は誠

に切実なものがあります。

このため、本市は、道路整備を市政の最重要課題として位置づけ、基本

構想・総合計画に掲げる都市像の実現に向けて、その事業進捗に取り組ん

でいるところであります。

よって、政府におかれては、道路整備の重要性を深く認識され、下記の

措置を講じられるょう強く要望いたします。

1.第11次道路整備五箇年計画の総投資額として、 76兆円を確保すること

2.道路特定財源である揮発油税、自動車重量税等を確保充実するととも

に、一般財源を大幅投入する等、道路整備財源の充実を図ること

3.自動車重量税を含む道路特定財源は、全額道路財源に充当すること

4.地方公共団体の道路整備財源について、一層の充実強化を図ること

以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。

平成4年9月17日

四日市市議会

議長水野幹郎

疇省庁宛

（内閣総理大臣、大蔵大臣、建設大臣、経済企画庁長官、自治大臣）

「道路整備の推進」に関する決議

道路は、活力ある地域社会の形成、豊かさとゆとりの実感できる生活大

国の実現を図るうえで、最も重要な役割を果たす施設であり、道路の整備

なくして都市の発展は望むべくもないことは、論を持たないところである。
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しかしながら、道路予算の現状は、こうした整備の推進を図るためには

極めて不十分であり、今後、道路投資の拡大が図られなければ、地域の住

民生活や経済に及ぼす影響が強く懸念されるところである。

かかる状況下にあって、本市の道路は、各所において激しい交通混雑や

渋滞が日常化していることから、市民生活をはじめ経済活動、土地利用な

ど都市機能全般にわたって深刻な影響を及ぼしており、道路整備を求める

市民の声は、誠に切実なものがある。

よって、四日市市議会は、市民福祉の向上と21世紀に向けて都市基盤の

強化を図るため、自然と調和のもとまちづくりの根幹である道路整備の推

進に全力を傾注して取り組む決意であり、その目的達成のため下記事項の

実現を強く求めるものである。 ', -

1.第11次道路整備五箇年計画の総投資額として、 76兆円を確保すること

2.道路特定財源である揮発油税、自動車重量税等を確保充実するととも

に、一般眈原を大幅投入するなど道路整備財源の充実を図ること

3. 自動車重量税を含む道路特定財源は、全額道路財源に充当すること

4.第二名神自動車道、東海環状自動車道等の高規格幹線道路と北勢バイ

パス等の地域内幹線道路網の一体的な整備促進を図ること

5.中部新国際空港へのアクセス拠点ともなる特定重要港湾四日市港と鈴

鹿山麓研究学園都市など本市の主要プロジェクト地域を結ぶ道路体系の

整備促進を図ること

6.地方公共団体の道路整備財源について、一層の充実強化を図ること

以上決議する。

平成4年9月17日

四日市市議会
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常任委員会の閉会中の調査報告について

常任委員会の閉会中の調査について、別紙のとおり報告します。

平成4年9月17日

四日市市議会

総務委員長

教育民生委員長

産業公営企業委員長

建設委員長

議長水野幹郎殿

総務委員会

0 広報広聴活動について

豊田忠正

田中俊行

長谷川昭雄

野崎洋

地方自治体における広報広聴活動は、地方自治体側からの一方通行的な

意思の伝達にとどまらず、住民要望をくみ上げて行政に反映させる手段と

して極めて重要な役割を担っている。

このため、本市の基本構想においても「広報広聴活動の充実」を市政の

重要な柱として位置づけ、市民参加による開かれた市政の推進に努めなが

ら諸施策が展開されている。

また、近年の社会・経済の急激な変動に伴う市民の価値観の多様化によ

り住民が行政に期待する内容も著しく複雑・多様化してきており、本市が

これからの厳しい都市間競争を勝ち抜いていくためには、市政情報を正確

・迅速に提供するとともに住民ニーズの変化を的確に把握するという、広

報広聴活動が果たす役割は今後ますます大きくなっていくと思われる。

そこで、当委員会は本市の広報広聴活動の現状と今後のあり方について

調査研究を行った。

1.広報広聴活動の硯伏

現在本市が実施している広報広聴活動のうち主なものは次のとおりであ
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る。

(1) 各種広報紙の発行（「広報よっかいち」、地区広報等）

(2) 「ビデオ広報」の制作（年1~2本制作、本庁1階ロビー・市立病院

・文化会館などで放映しており、無料貸し出しも行う）

(3) 地域情報の制作 (CTYで毎日 1回30分間放送、月 2回更新）

(4) テレホンサービス（「健康だより」の放送）

(5) 報道機関との連絡調整（週1回、市政上の広報事項について定例記者

会見を実施）

(6) 動く市政教室「施設めぐり」 （年4回、バスで主要施設を案内）・

(7) 地区交流懇談会の開催（年1回、 23地区で開催）

(8) 市政モニター制度（一般応募と各地区推薦の40人に委嘱）

(9) 市政アンケート（年1回、市民1万人を対象に市民の意識と要望を調

査）

2.今後の広報広聴活動のあり方

現在疇している広轍環活動の問題点について論議した結果、各委員

からは次のような意見が出された

(1) 「広報よっかいち」の内容の充実（記者のマンネリ化を防ぐための担

当者の適切な人事異動、市民が要望している特集記事の掲載や活字を大

きくするなど、もっと読まれるための工夫を）

(2) 市民の活字離れ対策としてグラフィック誌、写真ニュース、漫画など

の導入及び「ビデオ広報」の充実（制作本数の増加、活用方法の検討、

市民へのPRの徹底）

(4) 新聞・テレビ等マスコミの積極的な活用ぴ：きく変貌する本市の姿を

強くアピールするにはマスコミの力は不可欠）

(5) 動く市政教室「施設めぐり」の内容充実（開催回数、施設の説明方法

の改善等）

(6) 情報の地域間格差を解消するためのCTYのサービスエリア拡大（企
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業等が既に電波障害対策を実施した地域を含む）

(7) 本市を舞台にしたテレビドラマや本市の市政に関わる報道番組等が放

映される際の市民へのPR

(8) 地区交流懇談会の夜間開催、フリートーキングの導入や懇談概要の広

報への掲載

3.おわりに

以上、現在の広報広聴活動に対する意見を列挙してきたが、これら各委

員から出された意見を十分参考にしながら、本市の広報広聴活動のさらな

る改善に向けて創意工夫を重ねていくよう望むものである。

最後に、当委員会は本市の広報広聴活動の抜本的な改善策として、現在

の「広報広聴係］を「広報広聴課」に昇格させたり、広報広聴部門全部も

しくは広報部門のみの所管を市民部から市長公室へ移管するなどにより、

広報広聴部門の組織をより一層充実・強化してはどうかと提案するもので

ある。

そして、本市の広報広聴部門がさらに効率的かつ効果的な活動をするた

めの組織として生まれ変わり、ひいては本市の一層の飛躍につながること

を期待するものである。

教育民生委員会

〇 図書館の充実について

近年、国際化・情報化の進展等社会情勢の急激な変化に伴い、市民一人

ひとりが生涯にわたって主体的に学習する「生涯学習」への取り組みが大

きな課題となっている。

生涯学習時代を迎えるにあたって、市民の身近にあって、人々の学習を

支援する図書館の整備・充実は不可欠であり、その充実に向けた積極的な

取り組みが急務である。

こういった観点から、当委員会は本市の図書館の現状と今後のあり方に
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ついて、市立図書館への視察も含めた調査研究を行った。

1.現状

図書館は昭和25年に制定された図書館法に基づく社会教育施設であり、

図書、記録、その他必要な資料を収集・整理・保存して地域住民に提供し、

住民の教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施

設である。

本市の図書館は明治41年に創立され、以来幾多の変遷を経て昭和48年に

現在の図書館が建設されており、 2台の自動車文庫とともに貸出し・調査

相談のサービスを行っている。

施設の規模は、敷地面積 4,738面、延床面積 4,147面で、このうち図書

の開架スペースは734面、書庫スペースは623面である。また、駐車能力は

60台である。

最近5年間の蔵書冊数、貸出し冊数及び図書資料費の推移をみると、い

ずれも年々増加しており、平成3年度末の蔵書冊数は228,755冊、貸出し

冊数は522,000冊、また平成4年度の図書資料費は40,920千円となってい

る。

これを人口20万人台の全国の市・区と比較（平成2年度末）すると、 42

市・区の中、蔵書冊数は36位、貸出し冊数は34位、図書資料費は30位であ

り、あさけプラザ図書館を合わせた数値との比較においても、蔵書冊数が

30位、貸出し冊数が21位、図書資料費が29位となっており、同格都市の水

準を下回った状況にある。

2.課題

図書館への視察等、調査研究の過程で、次のような課題が提起された。

・ 開架スペースが狭く、 50,000冊程度しか開架できないため、利用者

、 の便を欠いている。また、スペースの余裕がないためアメニティ感覚

に欠けている。

・ 書庫の収容能力が16万冊程度であり、増大する図書及び資料の収蔵
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に苦慮している。

・ 駐車能力が60台しかないため、土・日曜日を中心に来館者に不便を

来している。

・ 施設面から新規事業（例えばビデオ、 CD等）に取り組む余裕がな

しヽ。

・ 分館が無いため、全市域に行き届いた図書サービスができない。

・．開館時間が9時から17時であるため、昼間働いている市民の利用に

対応できにくい。

3.まとめ

こういった現状と課題を踏まえ、各委員から出された意見の概要は次の

とおりである。•

・ 現図書館は、開架スペース、書庫の収容能力等から見てかなり手狭

になっており、また増築等のスペースもないことから、図書館施設の

効果的活用を考慮し、施設の建て替え、移転等を早急に検討すること。

その際には国際的・文化的な機能を併せ持った、個性と魅力ある施設

となるよう配慮すること。

・ 図書館を移転する際には、交通りの便のよい中心市街地（再開発予定

地など）や自然環境に恵まれた郊外の広い場所等あらゆる面から検討

すること。また現図書館については分館機能を持たせ存続させること。

・ 図書館の運営にあたっては、地域の実情に合った取り組みに留意す

るとともに、窓口相談等多様化する市民ニーズに対応できるよう、一

層のサービスの質的向上を図ること。

・ 開館時間について、勤労者等の利用を考慮し、閉館時間の延長等弾

力的な運用に努めること。

今後、高齢化の進展、余暇時間の増大等に伴い、市民の学習意欲はます

ます高まりをみせることが予想され、また本年9月より学校週5日制が実

施されるなど、図書館の果たす役割は一層重要性を増してくるものと思わ
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れる。

当委員会は本市が掲げる「豊かな心をはぐくむ教育・文化のまちづく

り」の実現に向けて、第6次基本計画の中で、だれもが自由に必要な時に

必要な資料や情報を手にすることができるよう、蔵書資料の充実、相談

サービスの向上、学習環境の整備等図書館の充実に積極的に取り組んでい

くことを強く要望するものである。

産業公営企業委員会

0 バイオ技術による農業振興について

農耕が始まって以来、人々が願ってきたことは、それまで栽培していた

作物と比べてより優れた特徴をもったもの、例えば病気や寒さに強いとか、

実が沢山なるとか、美しい花が咲くとか、そういった性質を持った作物を

大量に繁殖させることができないかというものであった。

そして、試行錯誤を重ねた末に挿し木や接ぎ木、株分けといった一般に

もなじみの深い技術が考案され、更に工夫を重ねたものとして人工交配や

突然変異の誘導による品種の改民研子われてきたが、これらの方法によっ

て期待した作物を作り出すには多くの努力と長い年月を必要とした。

その後、 「細胞は生命の構造的・機能的最Ij直i位である」という考え方

のもと、成長点など植物体の一部をガラス容器の中で育てる組織培養を経

て、細胞の諸性質を決定する大もとの一つは遺伝情報を持つDNA（デオ

キシリボ核酸）であることに着目することによって、短期間に優れた形質

を持った作物を大量に生産できる画期的な研究成果が得られたが、それが

現在バイオ技術として脚光を浴びているものである。

本市の農業研究指導員においても昭和62年にバイテク実験室が整備され

て、花き類を中心にした優良種苗の生産、研究を目的に、バイオ技術を利

用した取り組みがなされていることから、当委員会はこれらバイオ技術導

入による最新の成果、課題そして今後の農業振興に果たす役割について研
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究を行った。

農業研究指導所の業務内容は自立経営農家を育成するために各種園芸作

物の栽培、研究、調査及び農家への技術指導であり、バイオ技術の取り組

み内容も、当時産地化されていた花き類等を対象にして、組織栽培による

コピー苗の大量生産技術の確立に向けて出発した。

そして、平成3年度に完成した新しい研究棟の稼働もあって現在では年

間60,000株余りの観葉植物の培養苗を市内の生産者に供給しながら研究が

続けられており、産地化に大きく貢献している。

また、出荷先の市場において産地としての評価を受け、消費者に好評を

得ている本市のシクラメン・メロン・トマトなどについても、苗木生産や

品種改良に向けての組織培養による試験研究が続けられているが、最終的

には細胞膜を取り去った裸の細胞から植物体を再生させるプロトプラスト

培養等の高度技術の確立が必要であり、現在、それを目指してl廊欠基礎的

研究が行われている段階にある。

このように、本市のバイオ技術研究は着実な成果を上げているものの、

園芸作物については、近年他産地、特に大規模産地からの追い上げが激し

いため、今後の本市の園芸農業にとっては質のそろった優良品の生産、他

地域にない付加価値を持った作目の開発が重要であり、それらが可能とな

る高度なバイオ技術の確立が急がれるところである。

しかしながら、高度技術の確立には専門知識を持った何人かの研究ス

タッフが継続的に試験研究に取り組むことが必要であるが、現在バイオ技

術の研究を担当している職員はわずか2名であり、非常に少ないのが沸伏

である。

そのため、早急に研究スタッフの増員を行い、研究体制を強化するとと

もに昇格・任用等に配慮するなど担当スタッフが業務に専念して、十分に

力量を発揮できるような条件整備に努めるべきと考える。

また、県をはじめ関係機関との技術交流による研究水準の向上を図って
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いくとともに、ハード面においてもバイオ技術研究の進展に応じた関連施

設の整備を順次進めていくことが必要である。

本市の都市近郊農業の大きな柱として成長した施設園芸は、消費者の需

要が安定しており、今後も消費拡大が十分見込めること、また米作を中心

とする既存農家の中から施設園芸への転換を図るケースが増えるものと予

想されることから、農業研究指導所の果たす役割により大きな期待がかか

るところであり、その機能の更なる充実、特にバイオ技術水準の向上に努

め、一層の農業振興を図っていくよう強く望むものである。

建設委員会

〇 緑化推進事業について

都市の「緑」は快適な都市の形成を促進するとともに、レクリエーショ

ンの場の提供、安全性の向上に寄与するなど、市民生活の多様化に伴い、

その果たず役割はますます高まっている。

しかしながら、近年の急速な都市化の進展によって、むしろ「緑」は減

少傾向を示しており、このような状況に対処するため、地方自治体にとっ

て、緑を「まもり」 「つくり」 「そだてる」 海壇かなまちづくり”を進

めることが重要な課題となっている。

本市の状況に目を向けて見ると、都市における緑化率の指標となる一人

あたり公園面積は平成4年4月1日現在、 6.8面と数字の上では全国平均

をやや上回っているものの、憩いと安らぎの場としての機能を果たす公園

・緑地の整備は十分とは言えず、また地区市民センター等公共・公営施設

の緑化面積率についても伸び悩んでいるのが実態である。

当委員会は以上のことを踏まえ、緑化推進に向けて今後、本市が重点的

に取り組むべき方策を体系的に整理し、 「緑の保全」、 「緑の創出」、 「緑

の啓発」の3つに焦点を当てて、調査・研究を行った。

調査・研究の過程で、各委員から出された主な意見は次のとおりである。
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1.緑の保全

・ 近年、本市においては開発等が急増していることから、建築行為及

び開発行為等を許可するにあたっては、その周辺道路に「緑」を確保

するよう指導を行うとともに、昭和55年に策定された「緑のマスター

プラン」についても、実情に合わせた見直しを行うべきである。

市民にとって身近な「緑」である街路樹や公園の維持・管理は主に

生活環境公社などに委託されているが、適正な維持・管理が行われる

よう市として指導を強化していくべきである。

2.緑の創出

(1) 公園・緑地の整備

他都市に誇れるような魅力ある公園づくりの推進になお一層の努力

を払うべきである。

市民公園は緑化推進のみならず、本市の玄関口として、良好な都市

景観を形成していく上で重要な位置にあることから、まちづくりと一

体的にその整備を図っていくべきである。

公園への記念植樹に際しては、植樹を行う市民の意思を十分に汲み

取るとともに、樹木の寄付の受入れも併せて、市の植栽方針を明確に

する必要がある。

(2) 街路樹による緑化

街路樹は日常生活における快適な道路環境を確保し、都市の良好な

風致、景観を形成していく上で重要な役割を果たすことから、その植

樹方法、樹種の選定、更に土質の調査結果等を踏まえたマスタープラ

ンを早急に策定すべきである。

専門的な調査による樹種の選定のもと、市内の各道路に価値のある

植木を植え、その名称を付すなど、親しまれる道路づくりに努めるべ

きである。

(3) 公共・公益施設の緑化
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市民の行う民有地緑化のモデルとなるべく、積極的に公共・公益施

設の緑化事業を推進するため、 「四日市市公共施設の緑化の推進に関

する要綱」について、緑化率目標の引き上げ、植裁樹木の基準の設定

など、抜本的な見直しを行うべきである。

公共・公益施設の緑化にあたっては、緑化率目標の達成にとどまる

ことなく、その地区ごとの特性に応じた施策の実施が求められること

から、地区市民センター等公共・公益施設単位で、緑化推進の年次計

画をたてるべきである。

(4) 民有地の緑化

各家庭の生け垣化に対する助成制度は緑化基金による基金事業とし

て計画されているが、当事業は民有地緑化を推進していく上で、必要

不可欠な事業であることから、その早期実施に努めるべきである。

都市緑化の推進を図るため、ビルの屋上緑化等に対する助成制度の

導入について、検討する必要がある。

(5) 工場の緑化

「四日市市工場緑化の推進に関する要綱」については、緑化率目標

を引き上げるとともに、樹種の指定等の項目を設けるなど、総合的な

見直しを行うべきである。 ． 

市民の生活環境の保全及び快適な工場環境づくりを図るため、工場

の緑化状況について早急に調査を行うとともに、各工場に対し、緑化

計画の提出について協力を求めていくべきである。

3.緑の啓発

市の緑化行事の一つである緑化祭については、各地区ごとに樹木を

植えて、その地域の特色を打ち出すなど、全市的なイベントとして取

り組んでいくべきである。

各種行事等における苗木・草花の種子等の配布にあたっては、市民

の緑化意識の高揚を図れるような品種を選定すべきである。
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・緑化基金の企業へのPRについては、商工会議所の四日市を美しく

する会だけにとどまらず、今後は更に幅広く協力を求めていくととも

に、その運用にあたっては、主要な協力者に適宜報告を行っていくべ

きである。

4.まとめ

以上のことから当委員会は、緑豊かな環境と市民生活との調和を目指し、

効率的な土地利用を進めていくためには、都市構想の骨格となる緑化を確

保することが何よりも肝要であると考える次第である。

このため、各委員から出された意見を十分に踏まえ、市民が身近にふれ

あうことのできる「緑」を公園・緑地といった個々のものにとどまらず、

街路樹等により連続性を持たせて整備していくことを、今後のまちづくり

の基本的方向として位置づけ、本市が基本構想に掲げる「快適で潤いのあ

る生活のまちづくり」の実現に向けて、なお一層努力されるよう強く望む

ものである。
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常任委員会の閉会中の継続調査項目

総務委員会

教育民生委員会

産業公営企業委員会

建設委員会

都市宣言のあり方について

障害者福祉について

各種イベントによる商業への波及効果について

道路景観について
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謙 席 表

古市尤

森真寿朗

大 水 伊 橋 吾ギ 野 JII 堀

島 野 藤 本 多 呂 村 内

野

武 幹 雅 増 平 幸 弘

雄 郎 敏 蔵 等 和 善 士

小井〗道夫（予備）

（予備）

毛 益 久 野 谷 大 豊

利 田 保 崎 ロ 谷 田

道 博 廣 茂 忠

哉 力 正 洋 睦 生 正

（
予
（
予

佐

野

備
）
備
）
光

信

佐

藤
（
予
（
予

晃久

備）

備）

田 青 長 伊 田 宇

中 山 谷 藤 中 野

J 11 

弘 昭 正 俊 長

武 忠 雄 数 打，，一 好

中

森

市

川

伊

藤

惧

悦子

正巳

藤 市 石 桑 日

井 JII JI I 原 置

浩 正 勝 記

治 徳 彦 勇 平

＊ 

水 橋

＾ ［ 野 本 予

部

和 備 分

子 茂 、一ノ が

変

更

小 1瀬
土 後

JII JII 井 の

議

政 憲 数 席

人 生 馬
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